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第25節 下水道施設等応急活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第26節 通信・放送施設応急活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第27節 鉄道施設応急活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第28節 災害広報活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第19節 廃棄物の処理活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第10節 障害物の処理活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第11節 避難収容及び情報提供活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第12節 住宅対策活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第13節 孤立地域対策活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第14節 食料品等の調達供給活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第15節 飲料水の調達供給活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第16節 生活必需品の調達供給活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第17節 保健衛生、感染症予防活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第18節 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第９節 緊急輸送活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第１節 災害直前活動及び災害情報の収集・連絡活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

第２節 非常参集職員の活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第３節 広域相互応援活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第４節 ヘリコプターの運用計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第５節 自衛隊の災害派遣 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第６節 救助・救急・医療活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第７節 消防・水防活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第８節 要配慮者に対する応急活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　風水害時に市、防災関係機関等が実施する災害の防ぎょ活動、被災者の救助・救援活動、及び活動の実施体

制について、基本事項を定めるもの

第４章 風水害対策計画

第34節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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第３節 災害広報・広聴計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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第３節 鉄道事故災害対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第４節 避難活動等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第６節 被災中小企業等の復興 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第６章 大規模事故等対策計画

　大規模事故発生時に防災関係機関等が実施する被災者の救助・救援活動、住民等の避難活動及び活動の実

施体制について、基本事項を定めるもの

第１節 雪害予防計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第２節 雪害応急対策計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　豪雪により山間地域の孤立等の雪害に対する活動の実施体制について、基本事項を定めるもの

第５章 雪害対策計画

第３節 応急対策計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第４節 復旧・復興計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第５節 核燃料物質等輸送事故災害への対応計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第７章 原子力災害対策計画

　原子力施設災害及び核物質等輸送事故発生時に各機関が実施する対策について、基本事項を定めるもの

第４節 資金計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第１節 基本方針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第４節 危険物等事故災害対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第９章 災害復旧・復興対策計画

　被災した住民、事業者、農林従事業者等の再建支援と、社会システムの回復のための基本的対策項目や、住

民の生活と産業を早期に安定させ、災害に強いまちに再生させる復興体制の基本的措置について定めるもの

第２節 応急対策計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第１節 基本方針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第８章 火山災害対策計画

　火山噴火時に火山灰等による被害に対応するための避難活動等及び活動の実施体制について、基本事項を

定めるもの

第２節 予防計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第２節 迅速な原状復旧の進め方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第３節 計画的な復興 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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第１章 総  則 

 

第１節 計画の策定方針 

第２節 防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は

業務大綱 

第３節 災害環境 

第４節 財政 

 

本章は、地域防災計画の目的、防災業務に関係する各防災

関係機関とその役割、市域の災害に関係する環境、計画の前

提条件、防災対策の方針（防災ビジョン）などについて明ら

かにするものである。 
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第１節 計画の策定方針 

 

第１ 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法第42条及び長野市防災会議条例第２条の規定に基づき、長野市防災会議

が作成する計画であって、市・県及び防災関係機関の協力を含めた総合的な計画を定め、公共的団体そ

の他住民がその有する全機能を発揮し、防災活動の効果的かつ具体的な実施を図り、もって、市域の災

害予防、災害応急対策及び災害復旧等を総合的・計画的かつ有効的に実施することにより、住民の生命、

身体及び財産を保護するとともに、風水害、地震等による被害の軽減を図り、社会の秩序の維持及び公

共の福祉に資することを目的とする。 

 

第２ 防災ビジョン 

住民の生命及び財産を守るため、長野市の地域特性や災害環境を踏まえて、災害に強いまちづくりの

推進のため、次の事項を防災の基本方針とする。 

 

１ 防災のための都市づくり 

災害による被害を最小限とするため、防災空間や防災拠点等の整備、防災情報通信機能の整備、

建築物等の耐震性の確保、災害に強い土地利用の推進、災害に強い交通やライフライン施設の整備、

河川の改修等を進め、都市基盤の充実・強化を図ります。 

 

２ 防災のためのひとづくり 

住民一人ひとりが自分や家族、大切なひとの命を守るための方法や手段を知り、自立と助け合い

の精神を持って、災害時の行動がとれることを目指します。また、市及び防災関係機関等は防災対

策の役割と責務を理解し、防災意識を高め、災害時の対応力を向上させます。 

 

３ 防災のための仕組みづくり 

災害に対する備えと災害時の円滑な防災活動等を実行するため、防災組織の基となる自主防災組

織の活動支援や育成強化を図ります。また、市及び防災関係機関等は緊密な連携体制をとるととも

に、住民と連携した組織的な活動ができる体制を確立し防災体制の強化に努めます。 

 

第３ 重点項目 

住民の生活に甚大な被害を及ぼすおそれのある災害に対処するため、阪神・淡路大震災、新潟県中越

地震、東日本大震災などの大規模災害の教訓や、近年の気象状況及び社会構造の変化を踏まえ以下の重

点項目を定める。 

 

１ 減災に重点をおいた対策の推進 

長野盆地西縁断層帯及び糸魚川－静岡構造線断層帯を震源とする地震では、甚大な被害が予測され

ている。また全国的に集中豪雨の発生件数が増加傾向にあり、これに伴い洪水や土砂災害などのリス

クが高まっている。 

これら災害に対し、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方から、た

とえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよ

う、災害に備える具体的な対策を推進する。 

【主な対策】 

○建築物の耐震診断の推進及び耐震化率の向上 ○防災に関するマニュアルの充実 

○家具等の転倒防止や安全な配置の周知    ○防災マップ等による危険箇所の周知 
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※避難行動要支援者…自ら避難することが困難であり避難の確保を図るために特に支援を要する者 

 

４ 中山間地域の防災対策の充実 

長野市は、市町村合併によって市域が２倍以上に広がり、その多くは中山間地域であるため、災害

発生時には初動の遅れや、集落の孤立が懸念される。そのため、事前の対策と地域の特性に配慮した

迅速な対応により中山間地域の防災対策の充実・強化を図る。 

【主な対策】 

○支所を中心とした初動指揮能力の強化    ○支所・防災拠点への分散備蓄 

○地域内で相互に支援する能力の向上     ○迅速な救援救助体制の整備 

２ 情報の収集・伝達・発信体制の整備 

防災情報や災害情報を的確かつリアルタイムで収集・分析し、状況に応じた対応が迅速に実施でき

る体制や、災害時における住民への災害情報伝達手段の多様化について、近年の情報通信技術の動向

を把握し、充実・強化を図る。 

【主な対策】 

○総合防災情報システムの整備        ○災害に強い防災行政無線の整備 

○既存防災行政無線の再整備時期に合わせたデジタル化への移行の推進 

３ 自助、互助・共助による被害の軽減 

災害発生時は、救助、消火、医療、避難など多くの対策を同時に行うことが必要になるが、行政が

被災者支援の全てを行うには限界がある。そのため、住民自らが「自分の身は自分で守る」という意

識を持った防災対策と自主防災組織による活動を中心とした自助、互助・共助により、被害の軽減を

図る。 

【主な対策】 

○自主防災組織の育成強化・訓練      ○事業所、学校、福祉施設等の防災力の向上 

○広報や講習会による啓発 

５ 要配慮者に対する支援の充実 

高齢者、障害者、児童、傷病者、外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦など災害対応能力の

弱い者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無といった被災

者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

【主な対策】 

○避難行動要支援者（※）への避難支援計画の作成     ○福祉避難所等の運営 

○世代や男女のニーズの違いに配慮した避難所運営     ○外国人に配慮した情報の提供 
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第４ 行政と住民の心がまえ 

市と県、防災関係機関等は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に防災施設・設備の整備を促進す

るとともに、防災組織の充実と住民の防災意識の向上を図る。 

住民は、自分の身は自分で守るとの認識に立って、地域、職場、家庭における各種の災害を念頭におい

て、近隣と協力してその実態に応じた防災対策を自ら講じる。 

 

第５ 災害の範囲 

この計画では、次の災害を対象とする。 

 

○地震災害     ○風水害      ○雪害 

○航空機事故災害  ○道路事故災害   ○鉄道事故災害   ○危険物等事故災害 

○大規模火災    ○林野火災     ○原子力災害    ○火山災害 

 

第６ 計画の構成 

この計画は、「総合編」・「資料編」で構成される。「総合編」は自然災害や大規模事故災害等について、

総則、災害予防計画、災害応急対策、及び災害復旧・復興対策により事項別に定め、「資料編」は、それ

ぞれに関連する資料を掲載する。また、この計画に基づき「自主防災活動の手引き」・「長野市各種災害対

応マニュアル」を作成し、「自主防災活動の手引き」は防災知識の普及と自主防災活動についての事項を、

「長野市各種災害対応マニュアル」は災害応急対策の具体的な対応について定める。 

 

第７ 細部計画の策定 

この計画に基づく施策や諸活動を実施するための災害予防計画等の細部計画については、本市各部課、

各防災関係機関などにおいてあらかじめ定めておく。また、実施体制については男女共同参画など多様な

視点からの意見が十分反映できるよう努める。 

 

第８ 他の計画との関係 

１ 防災基本計画、防災業務計画及び長野県地域防災計画との関係 

この計画は、災害対策基本法に基づき、市域に係る災害から住民の生命及び財産を守ることを目的

として定められるものであり、国の防災基本計画、長野県地域防災計画に準じて定め、各指定地方行

政機関等が作成する防災業務計画と整合性を図り定める。 

６ 観光都市としての対策の充実 

長野市は、善光寺の門前町として、更に周辺の中山間地は、温泉、登山、スキーなど、観光が重要

な産業のひとつである。これらの観光地では、文化財の防災対策はもとより、風水害等による観光施

設での孤立や交通機関の不通等による帰宅困難者の発生も想定される。そのため、観光都市として、

観光客の防災対策の充実を図る。 

【主な対策】 

○観光施設の避難対応、情報連絡等の災害対応能力の向上 

○帰宅困難者への支援 
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２ 総合計画の位置づけ 

長野市総合計画は、地方自治法第２条第４項に基づき、長野市域における総合的かつ計画的な行政

の運営を図るために策定されるものである。市が行う防災に関する施策もこの総合計画に基づき実施

されている。地域防災計画と総合計画との関係はおおよそ次のとおりである。 

○地域防災計画は、総合計画に定められた防災関連施策やその他の分野の施策も含めて、「災

害に強いまちづくりの推進」の観点から体系化したものである。 

○総合計画が行政施策を主体とした計画であるのに対し、地域防災計画は市域における災害か

ら住民等の生命と財産を守るという限りにおいて、市、県、防災関係機関、公共的団体、事

業所及び住民等の果たすべき役割分担についても規定したものである。 

 

３ その他計画の位置づけ 

長野市都市計画マスタープラン、長野市耐震改修促進計画には市が行う防災に関する施策が計画さ

れている。これらの計画は地域防災計画に基づく防災のためのより具体的な都市づくり、建築物の耐

震化推進のための計画と位置づける。 

 

第９ 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市の地域構造の変化及び災害応急対策の効果等

を考えあわせて毎年検討を加え、修正の必要があると認めるときはこれを防災会議において行う。防災会

議の運営については別に定める。 

なお、市の地域防災計画との整合性を図るため、指定行政機関又は指定地方公共機関が作成する防災業

務計画の提出を求める。 
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第２節 防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業務大綱 

 

第１ 実施責任 

長野市地域防災計画にかかわる防災関係機関その他の実施責任は、次のとおりである。 

 

長 野 市 

長野市は、基礎的な地方公共団体として、長野市域並びに地域住民の生命、身

体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関等及び

他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施する。 

長 野 県 

市町村を包括する広域的地方公共団体として、長野市域並びに地域住民の生命、

身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施すると

ともに、長野市及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務

を助け、かつ、その総合調整を行う。 

指 定 地 方 行 政 機 関 

長野市域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定

行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとと

もに、長野市の活動が円滑に行われるよう勧告、指導助言等の措置をとる。 

指定公共機関及び指定

地 方 公 共 機 関 

その業務の公共性又は公益性に鑑み自ら防災活動を実施するとともに、長野市

の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

公共的団体及び防災上

重要な施設の管理者 

災害予防体制の整備を図るとともに、災害時には応急措置を講じる。 

住 民 ・ 事 業 者 自らの生命・財産は、自ら守ることを基本に、防災活動等に努める。 

 

第２ 業務大綱 

１ 長野市 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 野 市 

(1) 長野市防災会議、長野市災害対策本部及び警戒本部に関すること 

(2) 防災施設の新設、点検、改良等整備に関すること 

(3) 防災のための調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること 

(4) 災害に関する予警報等の伝達に関すること 

(5) 災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること 

(6) 避難勧告・指示に関すること 

(7) 要配慮者の安全確保及び避難行動要支援者の安全な避難に関すること 

(8) 指定避難所の開設に関すること 

(9) 消防、水防その他応急措置に関すること 

(10) 被災者の救助及び救護措置に関すること 

(11) 災害時における清掃、防疫その他保健衛生に関すること 

(12) 災害時における文教及び交通対策に関すること 

(13) 救助物資及び災害対策用資機（器）材の備蓄・調達に関すること 

(14) 資材、人員、生活必需品等の緊急輸送に関すること 

(15) 通信施設の確保及び整備に関すること 

(16) 緊急道路及び緊急輸送の確保に関すること 

(17) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること 

(18) 公共的団体の指導、自主防災組織等の育成指導に関すること 

(19) 防災に関する組織の整備に関すること 

(20) その他災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止及び災害復旧のための措置に

関すること 
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２ 長野県 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長  野  県 

(1) 長野県防災会議、県警戒本部及び県災害対策本部に関すること 

(2) 防災施設の新設、改良等整備に関すること 

(3) 被災施設の応急措置及び復旧に関すること 

(4) 水防その他の応急措置に関すること 

(5) 県地域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること 

(6) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること 

(7) 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること 

(8) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること 

(9) 防災に関する調査研究、訓練の実施、境域及び広報に関すること 

(10) 長野市及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施についての援助

及び調整に関すること 

(11) 自衛隊の災害派遣要請・撤収に関すること 

(12) その他防災に関すること 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

関 東 管 区 警 察 局 

（長野県情報通信部） 

(1) 管区内各県警察の実施する災害警備活動の連絡調整に関すること 

(2) 他管区警察局及び管区内防災関係機関との連携に関すること 

(3) 警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制に関すること 

(4) 災害時における管区内各県警察の相互応援要請に係る連絡の調整に関する

こと 

関 東 財 務 局 

（長野財務事務所） 

(1) 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること 

(2) 災害時における金融機関の緊急措置の要請に関すること 

関 東 信 越 厚 生 局 

(1) 管内の災害状況の情報収集及び通報に関すること 

(2) 関係機関との連絡調整に関すること 

関 東 農 政 局 

（ 長 野 支 局 ） 

(1) 災害予防対策 

ア ダム、堤防、樋門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に

関すること 

イ 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、土砂崩壊防止、

農業用河川工作物、湛水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること 

(2) 応急対策 

ア 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

イ 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

ウ 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること 

エ 災害時における農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に

関すること 

オ 土地改良機械及び技術者等の把握、緊急貸出し及び動員に関すること 

(3) 復旧対策 

ア 災害発生後はできる限り速やかに査定を実施し、農地、農業用施設等に

ついて特に必要がある場合の緊急査定の実施に関すること 

イ 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること 

中 部 森 林 管 理 局 

（北信森林管理署） 

(1) 国土保全に直接資する治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正化に

関すること 

(2) 林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること 

(3) 災害応急対策用材の供給に関すること 

関 東 経 済 産 業 局 

(1) 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

(2) 被災商工鉱業者の業務の正常な運営の確保に関すること 

(3) 被災中小企業の振興に関すること 

関東東北産業保安監督部 

(1) 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、ガスなど危険物等の保安に関すること 

(2) 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

中部近畿産業保安監督部 電気の保安に関すること 

北 陸 信 越 運 輸 局 

災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶及び

自動車による輸送の確保に関すること 

東 京 航 空 局 

(東京空港事務所松本空港出張所) 

(1) 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するために必要な措

置に関すること 

(2) 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

(3) 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

東 京 管 区 気 象 台 

( 長 野 地 方 気 象 台 ) 

(1) 気象・地象及び水象の予報及び警報・注意報等の発表及び伝達に関するこ

と 

(2) 防災気象知識の普及に関すること 

(3) 災害防止のための統計調査に関すること 

信 越 総 合 通 信 局 

(1) 電気通信の監理に関すること 

(2) 災害時における非常通信の確保に関すること 

(3) 災害時における臨時災害放送局の開局等の臨機の措置に関すること 

(4) 通信機器及び移動電源車の貸出に関すること 

長 野 労 働 局 

(1) 事業場における産業災害の防止に関すること 

(2) 事業場における自主的防災体制の確立に関すること 

関 東 地 方 整 備 局 

（長野国道事務所） 

（長野営繕事務所） 

北 陸 地 方 整 備 局 

（千曲川河川事務所） 

(1) 災害予防 

ア 所管施設の耐震性の確保 

イ 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

ウ 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

エ 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 

オ 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

(2) 応急・復旧 

ア 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施 

イ 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

ウ 路上障害物の除去等による緊急活動用道路の確保 

エ 所管施設の緊急点検の実施 

オ 緊急を要すると認められる場合の申合せに基づく自主的な応急対策の実

施 

(3) 警戒宣言時 

ア 警戒宣言、予知情報等の迅速な伝達 

イ 災害警戒体制の整備 

ウ 人員・資機材等の配備・手配 

エ 緊急輸送道路確保のための交通規制に対する協力 

オ 道路利用者に対する情報の提供 

４ 長野県警察 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 野 中 央 警 察 署 

長 野 南 警 察 署 

(1) 災害に関する情報の収集、情報共有に関すること 

(2) 災害時における避難誘導、救出、救助活動に関すること 

(3) 災害時における緊急活動用道路の確保、交通規制に関すること 

(4) 災害時における避難区域、避難所等の安全の確保と秩序維持に関すること 

５ 陸上自衛隊 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

陸 上 自 衛 隊 

第 1 3 普 通 科 連 隊 

(1) 災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関すること 

(2) 災害時における応急復旧活動に関すること 
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６ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

日 本 郵 便 ㈱ 

 信 越 支 社 

(1) 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務取扱及

び援護対策等に関すること 

(2) 災害時における窓口業務の確保に関すること 

東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 

( 長 野 支 社 ) 

(1) 鉄道施設の防災に関すること 

(2) 災害時における避難者の輸送に関すること 

日 本 貨 物 鉄 道 ㈱ 

(関東支社長野支店) 

災害時における鉄道貨物による救助物資等の輸送の協力に関すること 

東日本電信電話㈱（長野支店） 

ＮＴＴドコモ（長野支店) 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ ㈱ 

ソ フ ト バ ン ク ㈱ 

(1) 公衆電気通信設備の保全に関すること 

(2) 災害非常通話の確保及び気象警報の伝達に関すること 

日本銀行(松本支店) 

(1) 金融機関の支払に対する現金の準備に関すること 

(2) 損傷通貨の引換えに関すること 

日 本 赤 十 字 社 

長 野 県 支 部 

(1) 医療、助産等救助、救護に関すること 

(2) 災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること 

(3) 義援金の募集に関すること 

国 立 病 院 機 構 

( 関東信越ブロック) 

医療、助産等救助、救護に関すること 

日 本 放 送 協 会 

( 長 野 放 送 局 ) 

災害情報等広報に関すること 

日本通運㈱(長野支店) 災害時における、貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に関すること 

中 部 電 力 ㈱ 

（ 長 野 営 業 所 ） 

（ 篠 ノ 井 営 業 所 ） 

東 京 電 力 ㈱ 

（ 松 本 電 力 所 ） 

(1) 電力施設の保全、保安に関すること 

(2) 電力の供給に関すること 

東 日 本 高 速 道 路 ㈱ 

（ 関 東 支 社 ） 

長野自動車道、上信越自動車道の防災に関すること 

７ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

土 地 改 良 区 

長野県土地改良事業団体連合会 

ため池、ダム及び水こう門の防災に関すること 

帝石パイプライン㈱ 

（ 長 野 支 所 ） 

長 野 都 市 ガ ス ㈱ 

(1) ガス施設の保全、保安に関すること 

(2) ガスの供給に関すること 

長 野 電 鉄 ㈱ 

し な の 鉄 道 ㈱ 

災害時における鉄道車両による救助物資及び避難者等の輸送の協力に関する

こと 

ア ル ピ コ 交 通 ㈱ 

長 電 バ ス ㈱ 

（公社）長野県バス協会 

災害時における路線バスによる避難者の輸送の協力に関すること 

(公社)長野県トラック協会 災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関すること 

信 越 放 送 ㈱ 

㈱ 長 野 放 送 

㈱ テ レ ビ 信 州 

長 野 朝 日 放 送 ㈱ 

長野エフエム放送㈱ 

㈱ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾐｭﾆﾃｨ 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

長野県情報ネットワーク協会 気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

(一社)長野県医師会 災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(一社)長野県歯科医師会 災害時における歯科医療救護活動の実施に関すること 

(一社)長野県薬剤師会 災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関すること 

(公社)長野県看護協会 災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること 

長野県石油商業組合 災害時における石油類燃料の供給等に関すること 

( 一 社 ) 長 野 県 Ｌ Ｐ ガ ス 協 会 液化石油ガスの安全に関すること 

(一社)長野県建設業協会 災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること 

(社福)長野県社会福祉協議会 災害ボランティアに関すること 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長野市有線放送電話共同施設協会 気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

㈱ながのｺﾐｭﾆﾃｨ放送 気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

(一社)長野市医師会 

( 一 社 ) 更 級 医 師 会 

(一社)上水内医師会 

( 一 社 ) 須 高 医 師 会 

災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること 

(公社)長野市歯科医師会 

更 級 歯 科 医 師 会 

上 水 内 郡 歯 科 医 師 会 

埴 科 歯 科 医 師 会 

災害時における歯科医療救護活動の実施に関すること 

(一社)長野市薬剤師会 

（一社）更埴薬剤師会 

災害時における医療救護活動の実施に関すること 

長野市商工業災害対策

連 絡 協 議 会 

(1) 災害時における必要物資の供給並びに各種応援・協力に関すること 

(2) 災害時における生活必需物資等の販売協力に関すること 

(一社)長野市建設業協会 

長 野 市 電 設 業 協 会 

長野市空衛設備協会 

長野市プレハブ協会 

長野市水道工事協同組合 

(一社)長野市開発公社 

長野市生活環境協同組合 

北陸コカ・コーラボトリング株式会社 

サントリービバレッジサービス株式会社 

長野市委託浄掃事業協同組合 

(公社)日本下水道管路管理業協会 

 中 部 支 部 長 野 県 部 会 

長野県建設機械リース業協会 

（一社）中部電気保安協会 

長野県石油商業組合北信支部 

長 野 県 レ ッ カ ー 協 会 

（一社）長野県建築士会長野支部 

・同更級支部 

（一社）長野県警備業協会 

長野ＬＰ協会長野支部 

災害時における応急対策業務の協力に関すること 

ながの農業協同組合 

グリーン長野農業協同組合 

共和園芸農業協同組合 

(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

(2) 農作物の災害応急対策の指導に関すること 

(3) 被災農家に対する融資、あっせんに関すること 

(4) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること 

(5) 農産物の需給調整に関すること 



《第１章 総則》2防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業務大綱 

10 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 野 森 林 組 合 

(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

(2) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 

(3) 木材の供給と物資のあっせんに関すること 

漁 業 協 同 組 合 

（裾花川水系、千曲川水

系、犀川殖産） 

(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

(2) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 

(3) 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧に関すること 

長 野 商 工 会 議 所 

長 野 市 商 工 会 

(1) 県、長野市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

(2) 被災組合員に対する融資、あっせんの協力に関すること 

(3) 災害時における物価安定の協力に関すること 

(4) 救助物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること 

病 院 等 医 療 施 設 

の 管 理 者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

(2) 災害時における入院者の保護及び誘導に関すること 

(3) 災害時における病人等の収容及び保護に関すること 

(4) 災害時における被災負傷者の治療及び助産に関すること 

社 会 福 祉 施 設 

の 管 理 者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

(2) 災害時における利用者・入所者の保護及び誘導に関すること 

金 融 機 関 被災事業者等に対する資金融資に関すること 

学 校 法 人 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

(2) 災害時における教育対策に関すること 

(3) 被災施設の災害復旧に関すること 

危険物施設及び高圧ガ

ス 施 設 の 管 理 者 

(1) 安全管理の徹底に関すること 

(2) 防護施設の整備に関すること 

青年会議所、女性団体等 

(1) 長野市が行う災害応急対策の協力に関すること 

(2) 被災者の救助活動及び義援金品の募集等の協力に関すること 

（社福） 

長野市社会福祉協議会 

(1) 災害時のボランティアの受入れに関すること 

(2) 避難行動要支援者への支援及び生活支援活動の協力に関すること 

(3) 生活福祉資金貸付けの申込み受付に関すること 

自 主 防 災 組 織 

 

住 民 自 治 協 議 会 

(1) 出火防止及び初期消火に関すること 

(2) 地区住民への災害に関する情報伝達、広報広聴活動に関すること 

(3) 避難行動要支援者の避難支援、避難者の誘導及び救出救護の協力に関する

こと 

(4) 避難所の運営、炊き出し、救援物資の配布等の協力に関すること 

(5) 被害状況調査、広報活動等、災害応急対策全般の協力に関すること 

 

第３ 住民・事業者等 

名 称 努める内容 

住 民 

(1) 災害に強いまちづくりのため、地域において相互に協力する。 

(2) 平常時から食品、飲料水、生活必需品（３日分程度）の備蓄を行う。 

(3)  市、その他防災関係機関等が行う災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・

復興対策に協力し、自己の生命、身体及び財産の安全の確保に努める。 

事 業 者 

(1) 事業活動にあたって、企業市民としての責任を自覚し、「災害に強いまちづ

くり」のために最大の努力を払う。 

(2)  災害発生後において、従業員、来訪者の安全確保に努めるとともに、その

有する能力を活用し、地域住民全体の生命、身体及び財産の安全確保に協力

する。 

(3) 災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（BCP）の策定に努め、災

害時においての一定の事業活動が継続的に実施できる体制づくりを推進す

る。 

(4) 市、その他防災関係機関等が行う災害予防、災害応急対策、災害復旧・復

興対策に協力する。 

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 

 普段から構成員間の連携を密にして活動体制の準備を図るとともに、災害時

には行政機関と協力して迅速な救援救護活動の実施に寄与する。 
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第３節 災害環境 

 

第１ 自然条件 

１ 位置・面積等 

本市は、本州の中央部長野県の北部に位置し、東は須坂市･小布施町・中野市、北は信濃町・飯綱町、

西は小谷村・白馬村・小川村･大町市、南は生坂村・筑北村・麻績村・千曲市・上田市に接している。 

本市の面積等は、次のとおりである。 

〈長野市の面積等〉 

面 積：834.85k㎡ 

広ぼう：東西36.5㎞   南北41.7㎞ 

標 高：最高2,353m(高妻山頂上)    最低327.4m(豊野町浅野地区) 

 

２ 地勢 

本市は、長野県の北部千曲川と犀川の合流点を中心にして開けた長野盆地の中央部に位置し、上信越高

原国立公園の飯綱山、戸隠山、黒姫山等の北信五岳を背景に、市の中央には、一級河川である千曲川（信

濃川）、犀川の二大河川が流れている。 

平野部は、犀川や裾花川などの急流河川のつくる扇状地と、扇状地に押されるように東端に細長く分布

する千曲川の氾濫平野からなっている。 

山間部は、標高2,353mの高妻山やその南に広がる標高500～1,OOOmのなだらかな西部山地、南の標高

1,529.1mの保基谷岳などからなる急峻な河東山地で形成されている。 

 

３ 地質 

本市には新生代の第三紀後半から第四紀にかけて堆積した地層が広く分布している。西部山地と河東山

地には、主に、第三紀中新世から第四紀更新世にかけて堆積した固結～半固結の堆積物が分布している。

長野盆地には、第四紀完新世の未固結堆積物が広く分布している。 

 

４ 地盤 

本市の平野部の地盤は、犀川や裾花川などによって形成された扇状地を構成する砂礫層・礫層と、千曲

川や犀川によって形成されてきた自然堤防などを構成する砂層と、氾濫平野や後背低地などの低地に分布

する粘性土層などで構成されている。 

 

５ 気候 

本市は海岸から遠く隔たり、四方を山に囲まれているため、内陸的な気候を示し、寒暖の差が大きい。

年間の総降水量はほぼ1,OOOmm以下で、多雨多湿を特徴とする我が国の中では極めて少ない方である。 

また、冬期は季節風の影響を受け、雪の降る日が多い。風は全般に弱く、台風や発達した低気圧が通過

した場合でも海沿いの地方に比べると弱まる傾向がある。 

 

第２ 社会条件 

１ 人口 

本市の世帯数は156,130世帯、人口は384,202人で、(平成26年４月１日現在、住民基本台帳に外国人登

録を加えたもの)、近年はほぼ横這いである。 

また、人口密度は460.2人/k㎡、１世帯あたり人口は、2.46人である。 

年齢別人口(構成比)を見ると、14歳以下の年少人口が51,901人(13.5％)、15～64歳の生産年齢人口が
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229,808人(59.8％)、65歳以上の高齢者人口が102,493人(26.7％)となっており、少子高齢化が進んでいる。 

 

２ 建物 

本市の建物棟数は、住家と非住家を合わせ全体で245,429棟、木造が186,608棟、非木造が58,821

棟である。木造建物のうち、昭和35年以前建築のものが46,452棟、非木造建物のうち、昭和46年以前

建築のものが8,790棟ある。（平成22年度防災アセスメントより） 

木造建物、非木造建物とも長野盆地の低地に集中して分布している。建物が集中している地域で

は、新しい建物の建築が進み、昭和35年以前の木造建物の割合は少ない。一方、戸隠、鬼無里、

大岡、信州新町、中条など市西部の中山間地域では、古い建物の割合が高くなっている。 

 

３ 道路 

本市の道路は、幹線道路として南北に国道18号、東西には国道19号が通っている。長野市街地から戸隠・

鬼無里方面には国道406号、小布施から松代には国道403号が通っている。このほか、市内には千曲川、犀

川や多くの中小河川があるため、数多くの橋により結ばれている。 

また、上信越自動車道及び長野自動車道が新潟、松本、関東方面とを結んでいる。 

 

４ 交通機関 

市域には、東日本旅客鉄道株式会社、長野電鉄株式会社、しなの鉄道株式会社の各線が運行されてい

る。その他、路線バスが運行されている。 

 

第３ 災害履歴 

１ 地震災害 

本市に大きな被害をもたらした地震は、主に次のとおりである。 

(1) 直下型の地震 ------------ 1847年善光寺地震、1941年長沼地震など 

(2) 海洋性の地震 ------------ 1854年安政東海地震など 

(3) 群発地震 ---------------- 1965年～松代群発地震など 

このうち、最も被害が大きかったのが善光寺地震で、直下型地震の恐ろしさを示している。 

安政東海地震は、遠方より伝幡したにもかかわらず、マグニチュード(地震の規模)が大きく、住家被

害が人的被害に比して大きいことが特徴である。一方、松代群発地震は長期間に頻発した地震であり、

個々の地震での被害は少なかったが、振動の反復と累積により被害の増大が目立った。 

本市で最も懸念される地震は、善光寺地震タイプの直下型地震で、市内の人口、施設等の集中してい

る地域の直下で地震が発生すれば、極めて大きな影響をもたらすことが予想される。 

 

２ 水害 

本市における近年の主要な水害事例としては、次のものがあげられる。 

(1) 昭和20年豪雨災害（台風19号、20号の影響による） 

(2) 昭和24年９月豪雨災害(前線豪雨) 

(3) 昭和56年８月台風15号災害 

(4) 昭和57年９月台風18号災害 

(5) 昭和58年９月台風10号災害 

(6) 昭和60年６～７月の長雨による災害（梅雨前線） 

(7) 平成７年７月豪雨災害（梅雨前線） 

(8) 平成16年10月台風22号･23号 

(9) 平成18年７月豪雨災害 

(10)平成21年８月豪雨災害 
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(11)平成22年７月豪雨災害 

(12)平成24年７月豪雨災害（気圧の谷） 

これらの市内で広範囲に浸水が発生した水害の事例を分析すると、昭和20・30年代のものと昭和50

年代以降のものでは、その発生状況が異なっている。昭和20年代の水害では、犀川の本川の堤防が決壊

して浸水被害が発生していた（外水氾濫）が、昭和50年代の水害では本川の水位が上昇したため、支川

が溢水し、浸水被害が発生している（内水氾濫）。 

また、昭和50年代以降で、市内で広範囲に浸水被害が発生した水害（昭和56年～58年、60年）では、

①連続日降水量が100mmを超える、②日降水量が50mmを超える、③千曲川上流の杭瀬下（千曲市）、生

田（上田市）における流量が平均1,000mm

3

／秒を超えるという３つの条件が重なっている点が注目され

る。 

また、最近は、１時間に50mm以上という極めて短い時間の局所的な大雨の発生頻度が増加傾向にある。 

 

３ 土砂災害 

本市は、西部山地と河東山地をひかえているため、過去にもしばしば土砂災害が発生している。土砂災

害の発生は、水害と同様に台風などによる豪雨時に集中している。 

本市における近年の主要な土砂災害事例としては、次のものがあげられる。 

(1) 昭和58年９月台風10号崖崩れ 

(2) 昭和60年６～７月の長雨による地すべり 

(3) 平成16年10月長雨台風22号による地すべり 

(4) 平成18年３月長雨融雪による地すべり 

(5) 平成19年10月長雨台風20号による地すべり 

(6) 平成22年７月豪雨による崖崩れと土石流 

(1) 地すべり 

本市における地すべりは、西部山地に密に分布しており、倉並地すべり、茶臼山地すべり、地附山地

すべり、萩之峰地すべり等の大規模地すべりも発生している。大規模地すべりには、急激な滑動形態を

もつ地附山地すべりと長期問にわたって緩慢に滑動を続ける倉並･茶臼山地すべりの２つのタイプが認

められる。 

地すべり分布は、特定の地質地帯に密に発生している傾向が認められ、泥岩～砂質泥岩及びその互層

や緑色凝灰岩地域で地すべりの分布が多い。 

(2) 崖崩れ 

本市における崖崩れの多発地帯は、西部山地、河東山地の蛭川上流部や保科川上流部、天神川上流な

どであるが、このような山地では崩壊が発生しても、直接的な被害を及ぼさない場合が多い。しかし、

山岳道路沿いで発生すると、道路通行に影響を及ぼすことがある。 

また、山麓部の宅地化により、潜在的な崩壊危険度は高まっている。 

(3) 土石流 

土石流は、山腹が崩壊して生じた土石等や渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象であ

るが、本市で発生した大規模な土石流災害には、善光寺裏の湯福川災害がある。この災害は、明治44

年８月４日と昭和12年７月23～24日の２回発生している。 

このほか、昭和56年及び57年に河東山地の保科川、赤野田川、蛭川の流域で、平成21年には戸隠

で、また平成22年に篠ノ井、信更地区で発生している。 

 

４ その他の災害 

(1) 市街地火災 

江戸時代には、たびたび大火があり、焼失家屋数はかなり多かった。明治以降では、明治24年（1907

年）松代町の大火、大正５年（1916年）保科町の大火がある。 

近年は建物の防火、耐火や消防力の整備が進んで、市街地火災は発生していないが、一方で石油類や
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可燃性物質の増加によって火災の危険が高まっているのも事実である。 

(2) 雪害 

本市は、山地部を除けば積雪は少ないが、近年では、昭和55年、平成18年及び平成26年に大雪があり、

全市的に家屋の損壊、交通機関の混乱が生じた。 

(3) ため池の決壊による災害 

本市の飯綱山腹にはため池が多くあり、昭和11年には一の倉ため池が、昭和14年には論電ケ池がそれ

ぞれ決壊し、下流の地区が氾濫し、家屋の流失、死者等の災害をもたらした。 

(4) 事故災害 

本市では、昭和60年の国道19号線大安寺橋からのスキーバス転落水没により25人死亡、重軽傷８

人の事故があった。 

また、平成８年更埴市（現千曲市）生萱で林野火災取材中のヘリコプター２機が空中接触し、本市

篠ノ井横田地籍へ墜落大破炎上により６人が死亡した航空機事故があった。 

(5) 林野火災 

本市では、たき火の放置により、昭和62年に北郷ブランド薬師公園山林内で山林7haが、平成13

年に安茂里小市で山林28haが、また平成14年に若穂川田で山林18haが焼失した。 

 

第４ 地震の被害想定 

1847年に発生した善光寺地震を引き起こした長野盆地西縁断層帯（マグニチュード７.4）に加え、糸

魚川－静岡構造線断層帯（北部・中部）（マグニチュード8.0）の発生を想定し、各地の震度・液状化危

険性のほか、人的・物的な被害を予測した。想定断層の諸元は次のとおりである。 

〈想定した地震断層の諸元〉 

想定地震 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 長さ 傾斜 位置 

長野盆地西縁断層帯の地震 

（善光寺地震を引き起こした活断層） 

7.4 60km 45° 長野盆地西縁 

糸魚川－静岡構造線の地震（北部） 

〃      （中部） 

8.0 

62km 

50km 

北部：40° 

中部：80° 

小谷村～松本市 

松本市～北杜市 

 

１ 地震動・液状化 

長野盆地西縁断層帯の地震では、低地の広い範囲で震度６弱が、地盤の弱い地域では震度６強が、ま

た、山地部では震度５強が予測された。液状化危険度は、千曲川沿いの低地で高いと予測された。 

糸魚川－静岡構造線断層帯の地震では、震源に近い西部及び低地で震度６強が、中～東部の地盤の弱

い地域では震度６弱が、また、中～東部の山地部では震度５強が予測された。液状化危険度は、千曲川

沿いの低地で高いが、想定断層から離れた東部では、長野盆地西縁断層帯の地震に比べ、危険度は低い

と予測された。 
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２ 被害 

それぞれの地震による被害量は、次のとおりである。 

〈地震による被害量（冬の18時発生を想定）〉 

想定項目 

長野盆地西縁断層帯の地震 糸魚川－静岡構造線断層帯の地震 

被害数 被害率 被害数 被害率 

建物 

被害 

※１

 

全

壊 

木造建物 10,177 棟 5.5% 2,744 棟 1.5% 

非木造建物 776 棟 1.3% 298 棟 0.5% 

合計 10,953 棟 4.5% 3,042 棟 1.2% 

半

壊 

木造建物 15,922 棟 8.5% 4,589 棟 2.5% 

非木造建物 2,127 棟 3.6% 801 棟 1.4% 

合計 18,050 棟 7.4% 5,390 棟 2.2% 

火災 

出火件数 128 件 0.05% 45 件 0.02% 

焼失棟数 919 棟 0.37% 167 棟 0.08% 

交

通

施

設

被

害 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

・ 

上水道管 1,605箇所 0.53箇所/km 894 箇所 0.29箇所/km 

下水道管 10.553 km 0.49% 10.103 km 0.47% 

都市ガス管 111箇所 0.13箇所/km 45箇所 0.05箇所/km 

配電柱 891本 1.20% 60本 0.24% 

道路施設

※２

 80.8箇所 － 70.6箇所 － 

鉄道施設 8.8箇所 － 6.1箇所 － 

人的 

被害 

死者 501人 0.13% 120人 0.03% 

重傷者 616人 0.16% 87人 0.02% 

中等傷者 3,213人 0.83% 540人 0.14% 

要救出者 1,679人 0.43% 268人 0.07% 

り災者 47,255人 12.16% 10,603人 2.73% 

避

難

者 
１日後 62,118人 15.98% 31,603人 8.13% 

１週間後 104,957人 27.00% 69,482人 17.88% 

１ヶ月後 19,727人 5.08% 4,243人 1.09% 

生活 

支障 

水道供給支障 224,282人 57.70% 130,734人 33.63% 

ガス供給支障 49,447戸 100% 13,746戸 27.80% 

水道復旧期間 １ヶ月程度 － １ヶ月程度 － 

ガス復旧期間 ２ヶ月程度 － ２ヶ月程度 － 

※１ 建物被害数には、火災による焼失被害と重複する棟数も含む 

※２ 道路被害箇所数には、橋りょうの崩壊、倒壊、変形の大きな亀裂・座屈・鉄筋破断箇所を含む。 

※３ 被害数は、四捨五入をしているため、合計値があわない場合がある。 
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〈糸魚川－静岡構造線断層帯の地震〉 

〈長野盆地西縁断層帯の地震〉 
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第５ 風水害等の想定 

１ 水害 

千曲川・犀川・鳥居川・浅川・裾花川・岡田川・聖川・保科川・赤野田川・蛭川・神田川・土尻川・

当信川・太田川による洪水については、国及び県が実施した氾濫シミュレーションの結果を利用して、

地区ごとに浸水の可能性を評価した。 

市内全域で約9万棟の建物が浸水範囲に分布するが、そのうちおよそ3分の１の約3万棟は50cm未満

の範囲にある。 

また、１階が完全に浸かってしまう2.0ｍ以上の範囲にも約3万棟の建物が分布する。 

〈洪水ハザードマップの地区別浸水深別建物数〉 

No. 地区名 

建物数（棟） 

～0.5ｍ 0.5～1.0ｍ 1.0～2.0ｍ 2.0～5.0m 5.0ｍ～ 合計 

2 第 ２ 9     9  

6 芹 田 1,352 337  106    1,795  

7 古 牧 409 120  203  4  736  

9 吉 田 4,643 88  2    4,733  

10 古  里 2,100 1,019  552  1,072 5 4,748  

11 柳  原 18 115  1,431  2,317  3,881  

12 浅  川 106     106  

13 大 豆 島 2,735 1,469  1,343  375  5,922  

14 朝  陽 2,816 634  665  1,794  5,909  

15 若  槻 1,610 135     1,745  

16 長  沼    2,476 686 3,162  

17 安 茂 里 922 335  96  6  1,359  

20 篠 ノ 井 2,359 2,563  5,189  8,056 113 18,280  

21 松  代 2,834 957  1,691  4,010 103 9,595  

22 若  穂 745 99  144  5,383 8 6,379  

23 川 中 島 2,521 1,415  481    4,417  

24 更  北 6,359 3,631  4,707  1,615  16,312  

25 七 二 会 4  8   12 

26 信  更 29  5   34  

27 豊  野 305 404  481  939 676 2,805  

28 戸   隠 １     １ 

29 鬼 無 里 4 5 1 4  14 

30 大   岡 8     8 

31 信州新町 22 92 217 590 5 926 

32 中   条  17 16   33 

 合  計 31,911 13,435  17,338  28,641 1,596 92,921  

※浸水深別建物棟数は、建物を集計したメッシュ別に浸水深を設定し、メッシュ内の建物を集計した。 

 

〈氾濫シミュレーションの想定条件〉 

想定条件 

約100年に１回起こる大雨 

（千曲川・犀川は２日間の総雨量186mm、その他の河川は、長野県降雨強度式による） 

 

内水氾濫による洪水危険性については、地形条件や気象条件から危険地区を抽出した。これによると、

旧河道や後背低地のような低湿な土地や谷底平野のような降水が集まりやすい土地、また、河川の形状

としては、小河川の屈曲部、合流部で内水氾濫が発生する危険がある。 



《第１章 総則》3 災害環境 

18 

 

〈水害危険性評価図（内水氾濫）〉 

 

２ 土砂災害 

降雨により、崖崩れ、地すべり、土石流などの土砂災害が発生しやすくなるが、市内には、土砂災害

の危険な場所として次の箇所が把握されている。 

また、災害を誘発する行為や特定の開発行為が規制される法指定地として、次の区域が指定されてい

る。 

〈土砂災害の危険箇所〉 

種    類 所管 数 備考 

法指定区域 

砂防指定地 県建設部 391  

急傾斜地崩壊危険区域 

県建設部 

78  

地すべり防止区域 

103  

県農政部 39  

県林務部 66  

土砂災害警戒区

域 

急傾斜地の崩壊 

県建設部 

1,867  

土石流 359 

土砂災害特別警

戒区域 

急傾斜地の崩壊 1,412 

土石流 259 

建築基準法第39条の災害危険区域 県建設部 3  

危 険 箇 所 

土石流危険渓流 県建設部 324  

急傾斜地崩壊危険箇所 

県建設部 

917 

崩壊危険区域は

含まず 

地すべり危険箇所 

105 地すべり防止区

域は含まず 県農政部 56 

崩壊土砂流出危険地区 

県林務部 

390 民有林のみ 

山腹崩壊危険地区 235 民有林のみ 

地すべり危険地区 154 民有林のみ 
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第６ その他の災害の想定 

１ 雪害 

過去の雪害の事例より、長野市で次のような雪害が発生し、地区・集落が孤立するおそれがある。 

〈予想される雪害〉 

種類 概要 

積雪害 

積雪によって線路・道路などが埋没し、交通障害をもたらす。 

それに伴い、生活・企業活動に影響を及ぼすほか、孤立集落発生のおそれがある。

また、農作物への被害などが予想される。 

雪圧害 

家屋・その他施設や樹木が雪圧によって損壊する。また、ビニールハウスなどが

被害を受ける。 

雪崩害 

山の斜面の雪が、重力の作用によって崩落し、死者・行方不明者の発生、又は孤

立集落発生のおそれがある。 

融雪害 

大量の雪解け水により、洪水や土砂災害が発生する。それに伴い、孤立集落発生

のおそれがある。 

着雪害 

電線等に降雪が付着し、雪の重みなどにより電線切断・短絡や、電柱・支柱の傾

斜・折損などを起こす。また、樹木等にも湿った雪が付着して、その重みで枝が

折れて損傷する。 

その他 雪による転倒・骨折や雪下ろしによる転落事故などが予想される。 

 

また、雪崩等の危険のある場所として、次の箇所が把握されている。 

〈雪崩の危険箇所〉 

種  類 所管 数 

なだれ危険箇所 県林務部 23 

雪崩危険箇所 県建設部 649 

 

２ 大規模事故災害 

過去の大規模事故の事例より、長野市でも次のような大規模事故が発生する可能性がある。 

〈発生の可能性のある大規模事故〉 

事故の種類 想定される状況 

航空機事故 

旅客機の墜落等の大規模な航空機事故により、多数の死傷者等が発生するおそれがあ

る。 

道 路 事 故 

自動車の衝突、自動車の火災、自動車からの危険物の流出、トンネル等の道路施設の

被災等による自動車への被害等により、多数の死傷者等が発生するおそれがある。 

鉄 道 事 故 

旅客列車の衝突、脱線、転覆、車両火災、列車からの危険物の流出、トンネル等の鉄

道施設の被災等による列車への被害等により、多数の死傷者等が発生するおそれがあ

る。 

危険物事故 

危険物や高圧ガスの漏えい、流出、火災及び爆発、火薬類の火災及び爆発等により、

多数の死傷者等が発生するおそれがある。 

毒物・劇物の飛散、漏えい、流出等により、多数の死傷者等が発生するおそれがある。 

放射性物質使用施設の被災や人為的ミス等で放射性同位元素等の漏えいにより、多数

の放射線障害等が発生するおそれがある。 

大規模火災 

住宅密集地、高層建築物等における大規模な火災により、多数の死傷者等が発生する

おそれがある。 

林 野 火 災 広範囲にわたる林野の焼失、民家への延焼等が発生するおそれがある。 
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第４節 財政 

 

第１ 長野市財政調整基金 

災害対策基本法第101条の規定により、災害対策基金を積み立てなければならないとされているため、

財政事情を勘案し、剰余金の積極的な積立てに配意する。 

 

第２ 財政措置 

本市は、基礎的地方公共団体として、市域内の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関

係機関と協力して地域防災計画を作成し、実施を推進する責務を有する。このため地域防災計画に基づく

災害予防、災害応急対策及び災害復旧の実施を推進するため、有効適切な財政措置を実施するよう努める。

財政措置としては、おおむね次のとおりとする。 

 

１ 災害予防 

(1) 災害による被害の軽減を図るための公共土木施設及び農業土木関係施設の補修又は改良については、

平常業務として予算化されてきているが、今後更に予防措置の徹底を期するため、可能な限り必要な

財政措置に努める。 

(2) 災害に備える資材及び器材の備蓄に関しては、予算化されてきているが、今後更にこれを推進するた

め、必要な財政措置に努める。 

(3) 防災訓練及び防災知識等に要する経費については、年度計画に基づき当初予算に計上する。 

(4) 災害に備える情報・通信施設及び機器の整備等については、予算化されてきているが、今後とも、そ

の他防災関連施設･機器の整備を含め、一層の整備を図るための財政措置に努める。 

(5) 災害に強いまちづくりを図るために、都市防災総合推進事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、

建築物の耐震改修事業等関連事業との調整を図り、推進のための必要な財政措置に努める。 

 

２ 災害の応急対策 

災害が発生し、応急対策に要する経費の支出が生じたときは、小規模被害については既決予算及び予備

費の充用等により措置するものとし、大規模な被害については速やかに補正等により必要な財政措置を行

う。 

 

３ 災害復旧 

被災に伴う諸施設の復旧方法は、原形復旧にとどまらず、その後の災害に対処するため必要に応じ改良

復旧を行うものとし、災害復旧に要する財政措置は、次により行う。 

(1) 諸施設の被害状況及び重要度等を考慮し、確固とした災害復旧計画を樹立し、その実施方法を決定す

る。 

(2) 国庫補助、県費補助、起債の対象事業については、速やかに申請する。 

(3) 補助金及び起債の対象事業は、その特定財源決定後、工事に着手する。しかし、緊急に災害復旧を必

要とし、特定財源の決定前に着手する場合は、関係機関と十分協議し、歳入欠陥の無いよう留意する。 

(4) 市単独事業については、災害復旧方法等を十分審議し、効率的な災害復旧計画を樹立し、財政負担の

軽減に努める。 

(5) 災害復旧に要する経費は、必要により補正等の予算措置を行う。 

 



 

第２章  災害予防計画 

 

第１節 災害情報の収集・連絡体制計画 

第２節 活動体制計画 

第３節 広域相互応援計画 

第４節 救助・救急・医療計画 

第５節 消防・水防活動計画 

第６節 要配慮者支援計画 

第７節 緊急輸送計画 

第８節 障害物処理計画 

第９節 避難収容活動計画 

第10節 孤立防止対策 

第11節 食料品・生活必需品等の備蓄・調達計画 

第12節 給水計画 

第13節 危険物施設等災害予防計画 

第14節 ライフライン施設災害予防計画 

第15節 災害広報計画 

第16節 保健衛生等計画 

第17節 土砂災害等の災害予防計画 

第18節 防災都市計画 

第19節 建築物災害予防計画 

第20節 道路及び橋りょう災害予防計画 

第21節 ため池・河川施設等災害予防計画 

第22節 農林業災害予防計画 

第23節 積雪期の地震災害予防計画 

第24節 二次災害の予防計画 

第25節 防災知識普及計画 

第26節 防災訓練計画 

第27節 災害復旧・復興への備え 

第28節 自主防災組織等の育成に関する計画 

第29節 企業防災に関する計画 

第30節 ボランティア活動の環境整備 

第31節 災害対策に関する調査研究及び観測 

第32節 観光地の災害予防計画 

第33節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

 

本章では、災害予防計画として、「災害に強いまちづく

り、仕組みづくり」のための施策を体系化し、本市に必要

な災害予防対策を定めた。なお、すべての計画には、①実

施する主体、②市の主たる担当部課を示し、各自が計画の

実施状況を確認しやすいように示した。 

なお、実施計画の詳細は別に定める。 

 

 



 



《第２章 災害予防》1 災害情報の収集・連絡体制計画 

 21

第１節  災害情報の収集・連絡体制計画 

 

災害時には各機関が出来る限り早期に的確な対策を行うことが求められるところであり、そのために

は迅速、確実な情報の収集が必要であることから、市、県、関係機関等を結ぶ情報収集・連絡体制の整

備、及びその情報を伝達する通信手段の整備並びに情報伝達手段の多ルート化等を進める。 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害情報の収集・伝達

体制の強化［市］ 

異常現象等の通報や、雨量・水位等の観測情報につ

いて、迅速に収集・伝達する体制を充実するととも

に、これらの情報に基づく注意、警戒の基準、体制

を検討する。 

○異常現象等の通報・様式等の検討 

○注意雨量値及び警戒雨量値の避難勧告等への活

用の検討 

○長野市ホームページに公開している雨量情報の

利用についての周知促進 

○情報収集手段としてパソコンネットワークの活

用推進 

総務部危機管理防災課 

総務部情報政策課 

観測体制の高度化

［市］ 

洪水、土砂災害の警戒・予測体制の高度化を図る。 総務部危機管理防災課 

長野市防災情報シス

テムの保守［市］ 

地象、雨量、水位、水防警報等を収集する防災情報

システムについて、定期的な点検・保守を実施し、

機器の状態を維持する。 

総務部危機管理防災課 

長野市総合防災情報

システムの導入［市］ 

防災情報や災害情報を的確かつリアルタイムに収

集・分析し、状況に応じた災害応急対策の迅速な意

思決定を支援するシステムを構築する。 

総務部危機管理防災課 

訓練の実施［市、防災

関係機関］ 

円滑な情報収集機能の確保を図るため、訓練を実施

する。 

総務部危機管理防災課 

各部課 

 

第２ 情報の分析整理 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害調査実施体制の

強化 

［市、防災関係機関］ 

災害調査の実施体制を具体化し、迅速かつ効率的に

災害状況を調査、把握できる体制を整える。 

○調査票、資機材等の備蓄促進 

○県への協力要請、連絡、活動等の実施方法の具体

化 

○調査結果の整理、集約方法の検討 

○情報形式の標準化、パソコンネットワーク等によ

る災害情報の共有化 

○防災情報を網羅したマップの作成、地理情報シス

テムの構築 

総務部庶務課 

総務部危機管理防災課 

総務部情報政策課 

各部課 
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第３ 通信手段の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災無線の強化 

［市］ 

災害時の情報収集、伝達体制を強化するため、全市

域に対応できる無線システムを整備する。 

○保守・点検の徹底 

○通信回線の増強、防災拠点予定施設への受信機・

ＭＣＡ移動無線・衛星携帯電話の配備 

○老朽化した設備の更新 

○非常用電源設備の整備及び無線設備や非常用電

源設備の耐震性のある堅固な場所への設置 

総務部危機管理防災課 

消防局通信指令課 

災害時優先電話指定

の拡充 

［市、ＮＴＴ東日本・

携帯電話各社］ 

災害時優先電話指定が拡充されるよう要請し、災害

時における電話網の強化を図る。 

○市各部、防災拠点予定施設あるいは指定避難所等 

○市契約の携帯電話（災害現場－本部間連絡用） 

総務部危機管理防災課 

総務部庶務課 

災害用電源装置の整

備［市］ 

通信の支障をきたさないよう、通信設備への災害用

発電装置の整備を検討する。 

○無停電電源装置、直流電源装置、非常用発電装置

等の整備検討 

各施設所管課 

無線通信に関する関

係者との連携強化 

［市］ 

無線を取り扱う事業所、民間団体等と連携し、情報

収集拠点及び通信網の多ルート化を図る。 

○市職員のアマチュア無線資格保有者、アマチュア

無線愛好家団体との連携体制構築 

○災害時相互協力協定の検討 

○技術研修の実施 

総務部危機管理防災課 

 

訓練の実施［市］ 非常通信訓練を実施する。 総務部危機管理防災課 

各部課 
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第２節  活動体制計画 

 

迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制整備が重要であることから、職員の非

常参集体制、組織及び防災拠点について整備を図る。 

 

第１ 職員の参集・活動体制 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

職員動員配備［市］ 職員による非常参集及び組織体制を整備し、必要に

応じ見直しを行う。また、大規模災害時の職員参集

体制について、職員の被災や、交通、通信手段の障

害発生等を想定した対応に備える。 

○職員動員配備表及び連絡網の作成・更新 

○指定場所に参集できない場合の参集方法、応急的

組織、事後対応の検討 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

各部課 

個別応急対策活動マ

ニュアルの作成 

［市、防災関係機関］ 

地域防災計画に基づき、災害時に各部が所掌する災

害応急対策活動を迅速に実施できる個別応急対策マ

ニュアルを作成し、部員への周知及び訓練の実施を

図る。 

各部課 

情報連絡窓口の明確

化［市、防災関係機関］ 

防災関係機関の情報連絡窓口、責任者を明確にし、

関係者がリアルタイムに情報共有する体制を確立す

る。 

○連絡窓口、責任者一覧表の作成・更新 

総務部庶務課 

総務部危機管理防災課 

職員招集システムの

活用［市］ 

一斉メール配信システム、気象情報通報システムな

ど、多様なシステムを活用して迅速な職員招集体制

を整備する。 

総務部危機管理防災課 

支所への災害対応支

援職員配備［市］ 

災害発生の初動時において効率的に情報収集及び指

定避難所開設等を行うため、支所の近隣に居住する

市職員を、災害対応支援職員として任命する。 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

 

第２ 組織の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

長野市防災会議の設

置［市］ 

災害対策基本法第16条に基づき、長野市防災会議を

設置し、市域の災害特性及び地域特性に対応した長

野市地域防災計画の修正を行い、その計画の実施を

推進する。 

総務部危機管理防災課 
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第３ 防災中枢機能等の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災活動拠点施設の

機能強化［市］ 

災害対策本部（消防局庁舎含む）、指定緊急避難場所

及び指定避難所、救護所あるいは物資輸送拠点等、

災害応急対策活動の拠点となる予定施設について、

拠点としての機能を果たすための点検、整備を行う。 

○耐震点検調査、耐震補強の検討 

○代替施設の確保 

○貯水槽、非常用電源（太陽光、風力、水力などの

自然エネルギーや蓄電池の活用）、配管設備類の固

定強化、排水施設・擁壁等の整備、予備燃料の確

保、バリアフリー化等の検討 

○救助用具・食料品等の備蓄倉庫整備 

各施設所管課 

総務部危機管理防災課 

公園の防災機能確保

［市］ 

都市公園において災害の緩衝機能及び避難・救護活

動の場を確保できる機能を考慮して整備するよう推

進する。 

都市整備部公園緑地課 

 

第４ 複合災害への備え 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害対応要員及び資

機材等の確保［市］ 

後発災害に不足が生じないよう、要員・資機材の投

入判断に留意するとともに、外部からの支援を早期

に要請する。 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

 

第５ 業務継続性の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

業務継続計画（BCP）

の策定、運用、見直し

［市］ 

各種災害に対応した業務継続計画（BCP）の策定を検

討するとともに、実効性ある業務継続体制を確保す

るため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・

訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や

状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の改訂等

を行う。 

総務部危機管理防災課 

各部課 
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第３節  広域相互応援計画 

 

災害規模及び被害の状況から、市単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難となった場合

に備え、地方公共団体相互、消防機関相互及び公共機関相互等において、応援協定を締結し、平常時か

ら連携の強化を図るとともに、災害時は、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する。 

 

第１ 防災関係機関相互の連携体制整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

応援要請及び受入れ

体制等の整備［市］ 

応援要請等が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の

手順や連絡の方法等を取り決めておく。 

また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に

応援を受けることができるような体制等の構築に

ついて検討する。 

総務部危機管理防災課 

 

第２ 県内全市町村間の相互応援協定 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野県市町村災害

時相互応援協定」に基

づく相互応援体制の

確立 

［市、県、他市町村］ 

応援内容ごとに応援に要する職員、資機材及び物資

等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらかじ

め定めておく。 

また、備蓄状況の把握及び合同訓練等を定期的に実

施する。 

なお、本市は代表市であるため、災害が発生した場

合の先遣隊の派遣、ブロック内の支援・受援体制等

について、代表市町村会議への出席あるいはブロッ

ク内における連絡会議等を開催し、相互応援体制の

確立を図る。 

○県市長会及び県町村会等との連携 

総務部危機管理防災課 

企画政策部企画課 

 

第３ 県内外消防本部間の消防相互応援体制 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野県消防相互応

援協定」に基づく相互

応援体制の確立 

［市、県、他消防本部］ 

協定に基づく応援等が迅速かつ的確に実施できる

体制を整備する。 

○実践的な合同訓練等の定期的実施 

消防局警防課 

緊急消防援助隊の訓

練の実施［市、県］ 
県と連携し、緊急消防援助隊の実践的な教育訓練等

を実施する。 

消防局警防課 

 

第４ 他市等との相互応援協定 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害時相互応援協定

の運用体制の確立 

［市、他市町村］ 

応援協定の運用を強化するため、他市等との連携体

制を確立する。 

○災害時相互応援協定（町田市、富山市、上越市、

静岡市、甲府市） 

○中核市災害相互応援協定 

総務部危機管理防災課 

企画政策部企画課 
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第５ 県と市が一体となった他都道府県被災地への応援体制整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野県合同災害支

援チームによる被災

県等への支援に関す

る協定」における連携

強化 

［市、県、他市町村］ 

応援内容ごとに応援に要する職員、資機材及び物資

等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらかじ

め定めておく。 

また、共同で訓練等を実施する。 

総務部危機管理防災課 

 

第６ 広域活動拠点の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

活動拠点の確保及び

情報の共有 

［市、県、関係機関］ 

被害の大きい災害に対して、自衛隊、警察、消防等

による全国的な広域応援活動が実施された際、これ

らの人的・物的な応援活動を受け入れるため、活動

拠点の確保及び活動拠点に係る関係機関との情報

の共有に努める。 

総務部危機管理防災課 

企画政策部企画課 

会計局会計課 

会計局検査課 

消防局警防課 
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第４節  救助・救急・医療計画 

 

救助・救急用資機材の整備、医療用資機材、医薬品等の備蓄、調達体制の整備を図るとともに、医薬

品備蓄施設、消防署所等の耐震強化を図る。また、医療支援体制の整備を図るとともに、医療機関の被

害状況、患者受入状況及び活動体制等について把握できるよう連絡体制の整備を行う。 

 

第１ 救助・救急用資機材の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

救助・救急用資機材の

整備［市］ 

災害時に地域が分断された場合を想定し、各地で消

火、救急、救助活動を行うための資機材を整備し、

広域避難場所や消防署等に備蓄資機材を整備する。

また、事業者等からの救助資機材の調達に関する協

定締結を推進する。 

○簡易消火用具等の整備 

○救助・救急用資機材の整備 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

建設事業者等との応

援体制の強化［市］ 

建設業協会等と協力し、災害時の生埋者等の救出活

動について協力体制を強化する。 

○応援協定に基づく活動の実施体制の具体化 

○重機・資機材・作業員の派遣協力体制の具体化 

総務部危機管理防災課 

建設部監理課 

救急・救助隊員の養成

［市］ 

消防局において、救急・救助隊員を養成し、職員の

訓練の充実を図る。 

○救急救命士の養成 

○救急隊員の教育研修の推進 

○救助隊員の救助技術の向上 

○高度な技術・資機材を有する救助隊の整備 

消防局総務課 

消防局警防課 

 

第２ 医療用資機材等の備蓄 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

医療用資機材、医薬品

等の備蓄・調達におけ

る協力体制の確立

［市、医師会、歯科医

師会、薬剤師会］ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、長野市商工業災害

対策連絡協議会、県健康福祉部、日本赤十字社長野

県支部、災害拠点病院（長野赤十字病院）等と協力

し、医療用資機材、医薬品等の確保体制を強化する。 

○災害時の要請、連絡、医療用資機材、医薬品等調

達方法等の実施体制の具体化検討 

保健所総務課 

保健所健康課 

トリアージタッグの

備蓄整備［市］ 

統一規格に従ったトリアージタッグ（識別票）の備

蓄整備を行う。 

○集団救急事故対応訓練の実施 

消防局警防課 

保健所総務課 

保健所健康課 

医薬品等の備蓄整備

［市］ 

長野市民病院・診療所等における医薬品等の備蓄を

図る。 

保健福祉部医療事業課 
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第３ 災害医療支援体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

救護所の整備［市］ 救護所の設置予定施設に、医療救護活動のために必

要な整備を図る。 

○救護所設置予定施設の点検、救護設備・資器材等

の整備 

○医師会及び関係団体との協議による、救護所設置

に係る要員の編成及び備品等整備の計画検討 

○応急救護用医療品・医薬品の配備検討 

保健所総務課 

保健所健康課 

医師会等との連携強

化［県、市、医師会、

歯科医師会、薬剤師

会］ 

県保健福祉事務所・医師会等と連携を強化し、災害

時の迅速かつ的確な医療救護体制の充実を図る。 

○協定に基づく、医療救護班、歯科医療救護班、薬

剤師班の編成方法、連絡方法、活動方法、医療資

機材、医薬品等の調達方法等についてのマニュア

ル検討、訓練の検討 

○医師会、歯科医師会、薬剤師会との協定の見直し

等 

○トリアージ技術等の研修実施 

○保健師、カウンセラーの確保 

○災害時のメンタルヘルスケアの検討 

保健所総務課 

保健所健康課 

 

第４ 消防及び医療機関相互の連絡体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ヘリコプターによる

搬送体制の強化［市］ 

防災関係機関と協力し、重症患者（座滅症候群）等

の搬送体制を強化する。 

○県消防防災ヘリコプター、広域航空消防応援ヘリ

コプター、自衛隊ヘリコプター、ドクターヘリコ

プター等の調整 

○市内病院、高度医療機関へのヘリポートの整備推

進 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

保健所総務課 

警察、自衛隊、緊急消

防援助隊等との連携

強化［県、市、警察署、

自衛隊］ 

警察、自衛隊、緊急消防援助隊、その他機関の救助

隊と協力し、災害時の救助活動体制を強化する。 

○災害時の要請、連絡、活動方法、連携方法の検討 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

医療情報システムの

保守・拡充［国、県、

市］ 

災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把

握するため、広域災害・救急医療情報システム（Ｅ

ＭＩＳ）の保守・拡充に努める。 

○操作等の研修・訓練の実施 

保健所総務課 
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第５節  消防・水防活動計画 

 

大規模災害等において、消防活動が迅速かつ的確に実施できるように、消防力等の整備及び活動体制

の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 

また、水防活動についても、迅速かつ的確に実施できるように、資器材等の整備及び監視、警戒等活

動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 

 

第１ 消防計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

常備消防力の強化

［市］ 

「消防力の整備指針」に適合するように、消防力の

強化を図る。また、都市構造の高層化、深層化、大

規模事故等の困難な救助事象にも対処できる消防

力の整備・増強を図る。 

○消防車両・資機材の軽量及び高性能化 

○震災時に有効な特殊車両・資機材・装備の充実 

消防局警防課 

消防局総務課 

消防団の活性化［市］ 消防団機能の充実を図るため、消防団の活性化を図

る。 

また、啓発活動により青年層、女性層をはじめとし

た団員の入団促進及び育成強化を図る。 

○活動拠点施設の整備促進 

○消防器具置場の整備 

○消防用資機材の計画的導入・配備 

○装備・設備の小型化・軽量化 

○防火衣・防火帽等安全装備の充実 

○消防団員・女性消防団員の募集促進、若手リーダ

ーの育成 

○事業所勤務者団員（機能別団員）の活用 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

消防水利の多様化及

び適正化［市］ 

「消防水利の基準」に適合するように、消火栓、防

火水槽及びその他多様な消防水利について整備を

図る。 

○老朽防火水槽の更新及び設備の耐震化 

○市街地及び密集地に、50,000㎡あたり40  以上

の防火水槽を１つ以上整備 

○自然水利、プール等指定消防水利の活用促進 

○公園、道路、公共施設敷地内への設置 

○避難場所への飲料水兼用防火水槽の整備 

消防局総務課 

 

自主防災組織等との

連携強化［市］ 

資機材の整備及びリーダー研修の実施等による育

成強化を図るとともに、防災訓練の実施等により、

平常時から消防局、消防団及び自主防災組織の連携

強化を図り、大規模災害発生時において、一体とな

って当該災害等に対処できる体制の構築を図る。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

消防・水防活動の担い

手確保[市] 

NPO、民間事業者等を消防協力団体として指定し、

育成強化を図る。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

火災予防［市］ ○防火思想、知識の普及 

○防火管理者制度の効果的な運用 

○危険物保有施設への指導 

消防局予防課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

初期消火資器材等の

普及［市］ 

各家庭や事業所等において、初期消火資器材等や知

識の普及を推進する。 

○カーテン、じゅうたん等防炎製品、消火器、対震

自動消火装置付火気器具の普及啓発 

○住宅用火災警報器等の設置促進 

○灯油等危険物の安全管理促進 

○異常乾燥及び強風時における防火管理の徹底 

○取扱方法の習得 

消防局予防課 

消防無線の強化［市］ 大規模災害時の、広域消防応援のための相互通信体

制及び災害現場の情報を迅速かつ的確に収集する

体制を整備する。 

○消防・救急デジタル無線の整備 

○不感地帯・通信の輻輳解消の促進 

消防局通信指令課 

消防困難箇所の把握

［市、県公安委員会］ 

消防活動が困難になると想定される箇所を調査、把

握する。 

○線形不良箇所、細街路の角切、拡幅整備、電柱・

電信柱の埋設化、駐車車両の排除等の促進 

建設部監理課 

都市整備部都市計画課 

応援協力体制の確立

[市] 

自らの消防力のみでは対処できない、又は対処でき

ないことが予測される等緊急の必要がある場合、あ

らかじめ締結されている相互応援協定等に基づき、

他市等に応援を要請する体制及び応援を受け入れ

る体制を確立する。 

また、他の地方公共団体から応援を要請された場合

の応援体制についても確立する。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 
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第２ 水防計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

水防体制の整備［市、

消防団］ 

実践的な水防活動を行えるよう、水防体制を整備す

る。 

○連絡、巡視、点検及び安全域への避難等の実施方

法の具体化 

○出水期前の水防訓練の実施（毎年６月第１土曜

日） 

○各重要水防箇所の水防工法の検討 

○洪水ハザードマップを活用した体制の強化 

○NPO、民間事業者、自主防災組織等多様な主体を

水防協力団体として指定し、育成強化を図る。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

建設部河川課 

水防資機材の整備

［市］ 

水防倉庫等の水防資機材の種類、数量、配置等の管

理について万全を期する。 

○資機材の備蓄、更新、補充及び拡充推進 

消防局警防課 

浸水想定区域の防災

対策［市、関係施設］ 

ハザードマップを作成するとともに、ガイドライン

等に基づき浸水区域内の防災対策を行う。 

≪対象河川≫ 

国管理河川…千曲川・犀川（両郡橋下流）（2河川） 

長野県管理河川…犀川（両郡橋上流）・鳥居川・浅

川・裾花川・岡田川・聖川・保科川・赤野田川・蛭

川・神田川・土尻川・当信川・太田川（13河川） 

○区域ごとの洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難

場所、指定避難所等の避難計画の作成 

○区域内にある地下施設、要配慮者利用施設（主と

して高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者が利用

する施設をいう。以下同じ。）の名称・所在地を

公表 

○区域内にある大規模工場等で洪水時に浸水の防

止を図る必要が認められる施設の名称・所在地を

公表 

○これら施設管理者による「避難確保・浸水防止計

画」の作成及び自衛防災組織の設置、訓練の実施

並びに市長への報告及び計画の公表を指導 

総務部危機管理防災課 
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第６節  要配慮者支援計画 

 

市、県及び社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、自主防災組織等の

協力を得ながら、災害から要配慮者（特に避難行動要支援者）を守るための防災対策の一層の充実を図

る。 

また、土砂災害や浸水被害が発生するおそれのある地域内に立地する要配慮者関連施設については、

避難誘導等について重点的に対策を講じる。 

 

第１ 避難行動要支援者支援に関する計画の作成 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

「長野市避難行動要支

援者避難支援プラン」

の作成・運用［市］ 

地域における災害特性等を踏まえつつ、避難行動

要支援者の避難支援についての全体的な考えを整

理し、全体計画を作成・運用する。 

≪プランの内容≫ 

○避難行動要支援者名簿の作成等 

＜避難行動要支援者の把握＞ 

  ・担当部局が所管する避難行動要支援者に関

する情報を集約・把握し、避難行動要支援者

台帳（兼調査票）を作成する。 

  ・調査票を避難行動要支援者に配付し、必要

事項の記載が済み提出された調査票により台

帳を編綴し、その台帳から避難行動要支援者

名簿を作成する。 

 ＜範囲＞ 

  ・普段から生活の状況等を見守ることが必要

な75歳以上のひとり暮らし高齢者及び75

歳以上の高齢者のみの世帯に属する者 

・介護保険における要介護３、４又は５の状

態に該当すると認定された者 

・身体障害者手帳の交付を受けた者（視覚障

害及び聴覚障害以外の障害にあっては、障

害等級１級又は２級に該当する者に限る。） 

・療育手帳の交付を受けた者のうち判定の区

分が重度である者 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

のうち障害等級１級に該当する者 

・特定疾患医療受給者証所持者のうち重症と

認定された者、筋萎縮性側索硬化症患者、

スモン患者及びプリオン病患者 

・遷延性意識障害医療受給者証の所持者 

・長野市小児慢性特定疾患医療受診券所持者

のうち重症患者認定者 

・その他市長が認める者 

＜更新時期＞ 

  ・避難行動要支援者の全員を対象に、内容の

再調査をおおむね３年ごとに行うほか、毎

年度当初、名簿への新規登録を行うための

調査を実施する。 

 

総務部危機管理防災課 

総務部情報政策課 

市民生活部（地域活動

支援担当） 

保健福祉部福祉政策課 

保健福祉部高齢者福祉

課 

保健福祉部介護保険課 

保健福祉部障害福祉課 

保健所健康課 

消防局予防課 

消防局警防課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

 ＜記載事項＞ 

  ・氏名、生年月日及び性別 

・住所又は居所 

・電話番号その他の連絡先 

・避難支援等を必要とする事由 

○避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

 ・事前に同意を得た者の情報を、避難支援等関

係者に事前に提供する。 

 ＜避難支援等関係者＞ 

  ・長野市消防局及び長野市消防団 

・長野県警察（長野中央警察署及び長野南警

察署） 

・民生委員 

・長野市社会福祉協議会 

・住民自治協議会及び自主防災組織（行政連

絡区） 

○発災時等における避難行動要支援者の避難支援

活動 

 ・多様な手段の活用による情報伝達 

 ・役割分担の明確化 

 ・避難支援等関係者の安全確保 

 ・守秘義務 

 ・未同意者に対する支援体制 

 ・安否確認の実施 

○避難支援計画（「わたしの避難計画」）の作成 

○避難行動支援に係る互助・共助力の向上 

○長野市避難行動要支援者名簿等の整備等に関す

る要綱 

○避難行動要支援者の避難支援の手引き   等 

避難行動要支援者の移

送計画の作成［市］ 

安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑

に指定緊急避難場所から指定避難所へ移送するた

め、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び

移送方法についてあらかじめ定めておく。 

総務部危機管理防災課 

保健福祉部福祉政策課 

保健福祉部高齢者福祉

課 

保健福祉部介護保険課 

保健福祉部障害福祉課 

保健所健康課 

教育委員会総務課 

消防局警防課 

要配慮者支援計画の作

成［市］ 

地域における災害特性等を踏まえつつ、避難行動

要支援者以外の要配慮者についても、避難支援に

ついての計画の作成を検討する。 

総務部危機管理防災課 

企画政策部秘書課国際

室 

市民生活部（地区活動

支援担当） 

市民生活部人権・男女

共同参画課 

保健福祉部 

保健所健康課 

消防局予防課 

消防局警防課 
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第２ 在宅者対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

指定避難所の整備［市］ 安全性の向上、段差の解消、スロープや身体障害

者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化、多

言語化等要配慮者に配慮した施設整備の推進、必

要な物資等の備蓄を行う。 

各施設所管課 

総務部危機管理防災課 

福祉避難所運営計画の

整備［市］ 

県策定の「要援護者防災・避難マニュアル策定指

針」等に基づいて、「長野市福祉避難所設置・運営

マニュアル」等の整備を行う。 

保健福祉部福祉政策課 

避難行動要支援者以外

の要配慮者の状況把握

［市］ 

在宅の避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把

握に努める。 

保健福祉部福祉政策課 

保健福祉部高齢者福祉

課 

保健福祉部介護保険課 

保健福祉部障害福祉課 

保健所健康課 

総務部危機管理防災課 

要配慮者優先ルールの

周知［市］ 

災害発生直後、避難所生活等における要配慮者優

先ルールについて、住民への周知徹底を図る。 

保健福祉部 

消防局予防課 

地域ぐるみの支援体制

づくり 

［市、社会福祉協議会］ 

住民や民生委員、児童委員、ボランティア組織等

と連携し、要配慮者の安全確保に係る相互協力体

制の整備に努める。 

○近隣住民とのコミュニケーションづくりの推進

（災害時住民支え合いマップ等の活用推進） 

○自主防災組織による要配慮者の安全確保の確立 

○訪問体制の推進 

保健福祉部 

市民生活部（地区活動

支援担当） 

消防局予防課 

消防局警防課 

要配慮者支援協力体制

の整備 

［市、社会福祉協議会］ 

県、他市町村、福祉関係機関と協力し、要配慮者

の支援・受入れ等の体制を検討する。 

保健福祉部 

保健所健康課 

バリアフリー化の促進

［市］ 

道路、公園、公共施設等でのバリアフリー化を促

進し、要配慮者が避難しやすい環境整備を推進す

る。 

○段差の解消、点字ブロック、スロープの設置等 

○市有施設のユニバーサルデザインへの対応促進 

保健福祉部 

都市整備部 

建設部道路課 

建設部建築課 

各施設所管課 
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第３ 要配慮者利用施設対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

社会福祉施設における

支援体制整備［市、県］ 

市内の社会福祉施設における、要配慮者支援体制

を整備する。 

○防災設備等の整備 

○自衛消防組織の設置 

○職員、施設利用者への防災教育・訓練の実施 

○飲料水・食料品、慢性疾患用医薬品、高齢者・

障害者用仮設トイレ、福祉用具等の備蓄（おお

むね３日分） 

○消防・警察・地域組織等との緊急連絡体制整備 

○地域応援協定締結の促進 

○自主防災組織・住民自治協議会、ボランティア、

近隣施設等との避難協力体制の構築 

○医療機関に対し、厚生労働省のガイドラインに

沿って、各医療機関の実情に応じた防災マニュ

アル作成を指導 

○関係機関に対し、広域的な相互応援及び受援体

制の整備についてあらかじめ調整するよう指導 

保健福祉部 

消防局予防課 

市民生活部（地区活動

支援担当） 

市民生活部人権・男女

共同参画課 

 

第４ 外国籍住民、外国人旅行者等、観光客対策 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

外国籍住民、外国人旅行

者等、観光客の安全確保 

［市、防災関係機関］ 

観光やイベント等による市外からの来訪者や外国

人等に、災害危険箇所や指定緊急避難場所等の情

報を提供し、防災意識を喚起するとともに、避難

誘導体制の整備を図る。 

○外国籍住民等の状況把握及び支援体制の整備 

○被災者への情報提供体制の整備 

○指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路の

周知 

○旅館・ホテル・観光地・駅・ガソリンスタンド

等での防災マップ等の掲示及び「災害時におけ

る対応（心得）」の作成 

○指定緊急避難場所誘導標識の増設と英文併記の

推進 

○地区の自主防災組織・住民自治協議会、事業所

（自衛消防隊）、商工会等との連携による避難誘

導体制の検討 

○帰宅困難者、滞留旅客対策の検討 

総務部危機管理防災課 

企画政策部秘書課国際室 

商工観光部 

消防局予防課 

消防局警防課 

市民生活部（地区活動支

援担当） 

 

第５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

要配慮者利用施設等の

安全対策 

［市、県］ 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水

想定区域内に立地している要配慮者利用施設につ

いて、警戒避難体制の確立など防災体制の整備に

ついて指導する。 

○災害の発生を想定した連絡・通報、避難誘導等

に係る訓練の実施 

保健福祉部 
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第７節  緊急輸送計画 

 

大規模災害発生時には、救急・救助活動、消火活動、各種救援活動など、人命救助と被災者の生活確

保及び早期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされることから、こうした緊急輸送業

務について、迅速に対応できる体制を平常時から確立するとともに、災害による障害を未然に防止し、

障害発生に対しても適切に対処し得る事前計画を確立する。 

 

第１ 緊急交通路確保計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

緊急活動用道路予定

路線の周知［市］ 

大規模災害時の緊急輸送活動等を迅速に行うため、

国・県及び警察と連携して、防災拠点や指定緊急避

難場所等を連携する路線を「緊急活動用道路」とし

て指定し、住民等に周知する。 

建設部道路課 

都市整備部都市計画課

建設部維持課 

緊急活動用道路予定

路線の点検・整備 

［道路管理者］ 

緊急活動用道路予定路線について、定期的な巡回点

検を行うとともに、未改良区間の整備を進め、災害

に強い道路網を確保する。 

また、通行規制に伴う標識等の資機材の確保を図

る。 

建設部道路課 

建設部維持課 

道路管理者、警察の連

携強化［道路管理者、

警察署］ 

国・県等の各道路管理者及び警察と連携して、災害

時の緊急交通路確保のための交通規制や実施体制

について、事前調整を行う。 

建設部道路課 

建設部維持課 

道路利用者への啓発

［道路管理者、警察

署］ 

災害発生時における、ドライバー等の適切な判断と

行動を促すため、災害時のドライバーの措置につい

て、知識普及を促進する。 

企画政策部交通政策課 

道路状況に関する情

報収集協力体制の強

化［市］ 

郵便局、タクシー会社等と協力し、災害発生直後に

おける道路の被害状況や渋滞状況に関する情報収

集・提供について協力体制を確立する。 

企画政策部交通政策課 

 

第２ 臨時ヘリポート及び物資輸送拠点の確保計画  

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

臨時ヘリポートの指

定・整備［市］ 

防災活動の拠点施設、又は周辺地において、災害時

の臨時ヘリポートの確保を推進する。 

○広域航空消防応援ヘリコプター、自衛隊ヘリコプ

ター、県消防防災ヘリコプター、ドクターヘリコ

プター等の受入れ予定場所の検討 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

 

第３ 輸送体制の整備計画  

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

運送事業者等との応

援協力体制の強化

［市］ 

トラック協会等と協力し、災害時の人員、応急資機

材、救援物資等の輸送を行う体制を具体化する。 

○トラック協会等との協定等の検討 

○要請方法、連絡、活動方法等の実施体制の具体化 

○応援予定車両、運転要員等のリストアップ 

財政部管財課 

燃料の供給体制の整

備［市］ 

燃料について、石油取扱事業者等と供給体制につい

て具体化する。 

○要請方法、連絡先等の実施体制の具体化 

財政部管財課 
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第４ 緊急通行車両等の事前届出の確認 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

緊急通行車両等の事

前届出［市］ 

市所有車両、調達予定車両等についてリストアップ

し、警察本部（交通規制課）への事前届出を行う。 

○緊急通行車両等の事前把握 

○確認事務の省力化、効率化推進 

財政部管財課 
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第８節  障害物処理計画 

 

災害発生直後の道路は、法面の崩壊、建築物の崩壊、街路樹、電柱等の倒壊、放置車両等の障害物、

河川の決壊、流倒木などにより、通行が不能あるいは困難な状態となることが予想される。そのため、

応急対策について関係事業者と事前に対応を協議するなど、有事に備える。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

建設事業者等との応

援協力体制の強化

［市］ 

建設業協会、長野県レッカー協会等と協力し、緊急

時の道路啓開、道路の応急復旧作業について、応援

協定に基づく活動の実施体制を具体化する。 

○要請方法、連絡、活動方法等の実施体制の具体化 

○区間担当事業者、資機材等の調達体制の検討 

建設部維持課 

森林組合等林業関係

団体との応援協力体

制の強化［市］ 

森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整

し、あらかじめ体制を整備する。 

農林部森林整備課 
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第９節  避難収容活動計画 

 

災害時の迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者及び帰宅困難者、滞留旅客（以下「帰宅

困難者等」という。）にも配慮した避難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及

び指定避難所の確保等を図る。 

 

第１ 避難計画の策定等 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

避難計画の作成［市］ 県策定の「避難所マニュアル策定指針」等に基づ

き、次の事項に留意して避難計画を作成する。 

また、自主防災組織の育成、防災訓練の実施等避

難体制の確立に努める。 

○避難勧告、避難指示の具体的な発令基準及び伝

達方法 

○避難準備情報を伝達する基準及び伝達方法 

○指定緊急避難場所の対象となる異常現象の種類 

○指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在

地、対象地区及び対象人口、責任者 

○指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び

誘導方法 

○指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する

事項 

・給食措置 

・給水措置 

・毛布、寝具等の支給 

・衣料、日用品の支給 

・負傷者に対する救急救護 

○指定避難所の管理に関する事項 

・避難収容中の秩序保持 

・避難住民に対する災害情報の伝達 

・避難住民に対する応急対策実施状況の周知徹 

 底 

・避難住民に対する各種相談業務 

○避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

＜平常時における広報＞ 

・広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

・住民に対する巡回指導 

・防災訓練等 

＜災害時における広報＞ 

・広報車による周知 

・避難誘導員による現地広報 

・住民組織を通じた広報 

総務部危機管理防災課 

文化スポーツ振興部文

化芸術課 

文化スポーツ振興部ス

ポーツ課 

教育委員会総務課 

教育委員会生涯学習課 

教育委員会文化財課 

企画政策部秘書課国際

室 

商工観光部観光振興課 

避難行動要支援者対

策［市、警察署、社

会福祉協議会等］ 

平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握

に努め、避難行動要支援者名簿を作成し、避難支

援等に携わる関係者として長野市地域防災計画に

定めた消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避難行

動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避

難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者

総務部危機管理防災課 

市民生活部（地区活動

支援担当） 

保健福祉部福祉政策課

保健福祉部高齢者福祉

課 

保健福祉部障害福祉課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確

認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。 

保健福祉部介護保険課 

保健所健康課 

消防局予防課 

消防局警防課 

帰宅困難者等対策

［市］ 

帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護す

るため、具体的な避難計画を策定するとともに、

帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な

体制の整備を図る。 

企画政策部秘書課国際

室 

企画政策部交通政策課 

商工観光部観光振興課 

 

第２ 指定緊急避難場所の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

指定緊急避難場所の

指定［市］ 

都市公園、公民館、学校等の公共的施設を対象に、

地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性

及び想定される災害の程度に応じ、その管理者の同

意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時におい

て安全が確保される指定緊急避難場所について、必

要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、住民へ

の周知徹底を図る。 

○「指定緊急避難場所・指定避難所選定基準」の策

定 

・選定の基準…国の定める基準に適合する施設又

は場所について、洪水、がけ崩れその他の異常

な現象の種類ごとに基準を設ける。 

・基準により選定された施設を「指定緊急避難場

所」として指定し、住民に周知する。 

総務部危機管理防災課 

施設所管課 

広域避難場所の見直

し・整備［市］ 

延焼火災からの安全を確保する広域避難場所につ

いて、点検や安全対策を行うとともに、新規候補地

の調査を行う。 

○施設及び周辺状況の安全点検 

○避難場所内、周囲の危険要因、障害要因の解消促

進 

○情報伝達設備等の整備促進 

総務部危機管理防災課 

文化スポーツ振興部ス

ポーツ課 

都市整備部公園緑地課 

教育委員会総務課 

 

民間施設等の緊急避

難場所提供・協力体制

の確保［市］ 

指定緊急避難場所のほかに、住民等が身の安全を確

保するためにまず駆け込む施設等について、住民自

治協議会等と民間施設との協定により確保するた

めの支援を行う。 

総務部危機管理防災課 

 

第３ 指定避難所の確保 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

指定避難所の指定［市］ 被災者を滞留するために必要となる適切な規模を

有し、速やかに被災者等を受け入れることが可能

な構造又は設備を有する施設であって、想定され

る災害による影響が比較的少なく、災害救援物資

等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定す

る。 

○「指定緊急避難場所・指定避難所選定基準」の

策定 

・選定の基準…国の定める基準に適合する公共

施設等について、指定緊急避難場所に準じて

総務部危機管理防災課 

教育委員会総務課 

施設所管課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

基準を設ける。 

・基準により選定された施設を「指定避難所」

として指定し、住民に周知する。 

○換気、照明、暖房等避難生活の環境を良好に保

つための設備の整備 

○備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホ

ールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、

衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式

トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備 

○食料、水、非常用電源、常備薬、炊き出し用具、

毛布等避難生活に必要な物資の備蓄 

○段差解消やスロープの設置等要配慮者に配慮し

た施設の整備 

○「避難所運営マニュアル」の整備 

福祉避難所の指定［市］ 一般の避難所では生活が困難な障害者等の要配慮

者のため、介護福祉施設、障害者支援施設等の福

祉避難所を指定する。 

保健福祉部 

 

第４ 住宅の確保体制の整備 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

住宅の応急修理、障害

物除去、応急仮設住宅

建設実施体制の具体化 

［市］ 

長野市プレハブ協会、長野市建設業協会、長野市

電設業協会、長野市空衛設備協会等と協力し、大

量の住宅被害が発生した場合の、住宅の応急修理、

障害物除去、応急仮設住宅の建設を迅速に実施す

る体制を整備する。 

○要請、連絡、配備、活動等の実施計画の策定検

討 

○配備体制、資機材等の調達体制の検討 

○応急仮設住宅建設候補地の検討（学校の敷地を

用地等として定める場合には、学校の教育活動

に十分配慮する） 

建設部建築指導課 

建設部住宅課 

建設部建築課 

公営住宅・民間住宅の

供給体制整備［県、市］ 

住宅被災者のために、利用可能な公営住宅等の把

握、賃貸住宅等の借り上げ等を行い、被災者に住

宅を供給する体制を整備する。 

建設部住宅課 

 

第５ 学校等における避難計画 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

学校・保育所等の安全

対策実施体制の強化

［市］ 

小・中学校、保育所等において、災害時における

児童・生徒、乳児・幼児等の安全確保実施体制を

整備する。 

教育委員会学校教育課 

こども未来部こども政

策課 

こども未来部保育・幼

稚園課 
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第１０節  孤立防止対策 

 

中山間地域には小集落が点在しており、これを結ぶ道路網は山間を走り、川に沿い、多くの橋りょう

と隧道とによってつながっている。こうした地勢は、ひとたび災害が発生すれば孤立地域の発生を余儀

なくさせることから、その対策を推進する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

通信手段の確保［市］ 通信手段を確保するため、災害時通信設備等の導

入やアマチュア無線の協力体制について検討す

る。 

総務部危機管理防災課 

消防局通信指令課 

災害に強い道路網の整

備［県、市］ 

代替路、迂回道路などとなる市道、農道、林道等

の整備を推進する。 

建設部道路課 

農林部農業土木課 

農林部森林整備課 

孤立集落への対策［市］ 孤立集落への支援体制を検討する。 

○孤立予想地域の人口、要配慮者、観光客数など

の実態把握 

○自主防災組織の育成 

○指定避難所の確保 

○住民の備蓄の促進、行政備蓄の分散配置 

総務部危機管理防災課 

市民生活部（地区活動

支援担当） 

商工観光部観光振興課 

消防局警防課 

消防局通信指令課 
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第１１節  食料品・生活必需品等の備蓄・調達計画 

 

大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保するうえで食料品や生活必需品の備蓄・

供給は重要である。住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後からおおむね３日間は、

自らの備蓄で賄うことを原則とする。市はこの間、食料を持ち出しできない者等を想定して、食料の備

蓄を実施する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

食料品・生活必需品等

の備蓄・調達体制の整

備［市］ 

地震発生１日後に想定する避難者数（62,118人）の

２食分の食料備蓄を、防災備蓄倉庫と併せて整備す

る。併せて、生活必需品の備蓄・調達体制の整備を

図る。また、災害備蓄品目の検討、孤立地域の支所

等への分散備蓄などを含めた災害備蓄年次計画を

策定し充実を図る。 

総務部危機管理防災課 

食料品・生活必需品等

の供給計画［市］ 

長野市商工業災害対策連絡協議会等と連携し、災害

時の食料品、生活物資等の円滑な調達、安定した供

給体制を強化する。 

○応援協定に基づく、要請、連絡、調達等の実施方

法の具体化検討 

○輸送手段、集積場所等について、関係機関と調整 

財政部契約課 

市民生活部戸籍・住民記

録課総務部職員課 
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第１２節  給水計画 

 

被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の災害に対する安全性の確保を進めるとともに、給水車・

給水タンク等の確保を図り、飲料水の供給に備える。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

応急給水源の確保・整

備［県、市］ 

災害発生直後に必要な量の消火用水や飲料水を供

給できるよう、水源を確保し必要な整備を行う。 

○他市町村との広域的な連携強化 

○配水池等の緊急遮断弁等の設置、応急給水方法の

検討 

上下水道局 

県・周辺市町村水道事

業体等との相互応援

協力体制の確立［市］ 

応急給水や水道施設の迅速な復旧を図るために、県、

他市町村水道事業体、日本水道協会等関係機関との

相互応援協力体制を確立する。 

○応援、受入れの具体的手順の検討 

上下水道局 

災害時協力体制の整

備［市］ 

応援協定等に基づき、応急給水、応急復旧活動を円

滑に行う体制を強化する。 

○日本水道協会中部地方支部、長野県水道協議会、

長野市水道工事協同組合等との協定に基づく要

請、連絡、給水活動等の実施体制の具体化 

上下水道局 
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第１３節  危険物施設等災害予防計画 

 

大規模災害により危険物施設等に損傷が生じた場合、重大な被害をもたらすおそれがあることから、

自主保安体制の強化、災害に対する安全性の確保を図り、当該施設に係る災害を未然に防止する。 

また、放射性物質による事故等に対応できる体制の整備を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防火対象物等の行政指

導［市］ 

管理権原者及び防火管理者等に対し防火・防災管

理体制を確立するよう予防査察等を通じて行政指

導を強化する。 

○火気使用設備の安全確保 

○危険物の安全取扱いと適正管理 

○消火・警報・避難設備等の適正管理及び設備増

強 

○防火管理者・防災管理者の育成・指導 

○従業員等への防火、防災教育 

○消防用設備等の点検整備 

○訓練方法等の助言 

消防局予防課 

危険物等の災害の防止

［県、市］ 

石油類、火薬類、高圧ガス、放射性物質、毒劇物

等による災害を防止するため、査察、立入検査等

を行い指導を強化する。 

○管理・取扱状況の把握 

○施設の耐震化、不燃化等の指導 

○施設管理者への保安教育、講習会等の実施 

○従業員の教育、自衛消防隊の育成、訓練実施の

指導 

○毒劇物等の実態調査、保管の適正化指導 

消防局予防課 

放射性物質使用施設災

害予防［市］ 

放射性物質使用施設等における消火、救助及び救

急活動体制の充実強化や、放射線測定器、放射線

保護服等を整備し、放射性物質による事故等に対

応できる体制の整備を図る。 

消防局 
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第１４節  ライフライン施設災害予防計画 

 

水道、下水道、電気、ガス、通信、鉄道施設は、住民生活確保のために必要不可欠なライフラインで

あり、一日たりとも休むことのできない重要な施設である。そのため、災害時においてもライフライン

機能を確保し、災害に強いまちづくりのための整備を推進する。 

また、ライフラインの途絶による社会不安や、生活への支障を除去するためには、住民等に対して迅

速な情報提供が重要となることから、各事業者との連携を強化する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ライフラインの連絡

体制強化［国、県、市、

警察署、各ライフライ

ン機関］ 

水道、下水道、電気、ガス、通信、鉄道の各施設を

所管する機関及び部の実務担当者、及び道路管理者

等を交えた連絡体制を整備する。 

○地震発生時の連携協力方法の検討 

総務部危機管理防災課 

上下水道局 

水道施設の整備・強化

［市、県企業局］ 

地震時に備え、災害に強い水道施設・設備の整備を

促進する。 

○配水区域のブロック化の促進 

○送・配水基幹路線の耐震化の促進、自家用発電設

備の設置 

○老朽配水管の布設替え整備 

○復旧資材の備蓄 

上下水道局 

上水道の緊急時体制

の強化［市、県企業局］ 

大地震発生時の大量の施設被害に備え、応急復旧・

給水体制の実施体制を確立する。 

○長野市水道工事協同組合との協定に基づく、実施

体制 

○日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関

する協定、長野県水道協議会水道施設災害等相互

応援要綱に基づく、応援要請、受入れ実施体制 

上下水道局 

下水道施設の整備・強

化［市、千曲川流域下

水道建設事務所］ 

「長野市公共下水道地震対策計画」に基づき、処理

場・ポンプ場・幹線管渠等の根幹的施設について、

地震等で被災した際にも機能を保持できるよう、耐

震性強化を図る。 

○耐震診断、耐震補強工事の実施 

○マンホールの浮き上がり防止対策の実施 

○管路埋め戻し部液状化対策の実施 

○必要に応じて、系統の多重化、拠点の分散化、代

替施設の整備等による代替性の確保 

上下水道局 

下水道の緊急時体制

の強化［市、千曲川流

域下水道建設事務所］ 

下水道施設の迅速な復旧を図るために、県、他市町

村下水道事業体、日本下水道協会等関係機関との相

互応援協力体制を確立する。 

○長野県下水道事業における災害時応援に関する

ルールに基づく、応援要請、受入れ実施体制 

上下水道局 

電力施設の耐震強化

［各電力会社］ 

変電設備、送配電設備等の電力施設の耐震整備を進

める。 

総務部危機管理防災課 

都市ガス施設の耐震

強化［各都市ガス会

社］ 

地震に対するガス施設の防災性能の向上策を推進

する。 

総務部危機管理防災課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

電気通信施設の整

備・強化［各電気通信

事業者］ 

地震に対する電話施設の防災性能の向上策を推進

する。 

○通信用建物、鉄塔、所内設備の耐震化 

○予備電源設備の強化 

○ネットワークシステムの監視機能等の強化 

総務部危機管理防災課 

鉄道施設の耐震強化

［各鉄道会社］ 

施設の耐震性等の防災強度を把握し、整備を推進す

る。 

総務部危機管理防災課 

鉄道施設の風水害対

策［各鉄道会社］ 

風害、水害等に対する災害予防策、警戒時の状況把

握・対応策に必要な整備を促進する。 

総務部危機管理防災課 
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第１５節  災害広報計画 

 

災害発生時に有効な広報活動を迅速に行うための体制作りを事前に行っておく必要がある。そのため、

被災者及び住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等に対する情報の提供体制

の整備、協定の締結等を行う。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

多様な広報手段の導

入検討［市］ 

市からの災害情報や安否情報、交通情報、生活・ラ

イフライン情報をリアルタイムで住民等に提供す

るため、多種多様なメディアによる情報連絡、広報

を検討、整備する。 

○ＦＭぜんこうじ、チャンネルＩＮＣ、長野市有線

放送、ＮＨＫ、民放４社等による緊急広報の検討 

○長野市ホームページ・ＳＮＳ等での災害情報の周

知 

○放送要請の実施要領の検討 

○県及び長野県大規模災害ラジオ放送協議会との

体制の整備・確認 

○住民への安否確認情報の手段の周知 

○日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が、災

害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方

法等の、住民への周知 

企画政策部広報広聴課 

総務部情報政策課 

災害時広報体制の確

保［市、社会福祉協議

会、防災関係機関］ 

災害時を想定した広報活動実施体制を強化する。 

○放送要請の方法について確認 

○広報ながの「被災者支援情報」の発行体制の検討 

○広報活動用資機材の整備検討 

○各地区自主防災組織・住民自治協議会、自治会、

商工会等の連携による高齢者・障害者・外国人・

観光客等への広報体制の検討 

総務部庶務課 

総務部危機管理防災課 

総務部情報政策課 

企画政策部秘書課国際

室 

企画政策部広報広聴課 

保健福祉部 

商工観光部 

消防局警防課 

市民生活部（地区活動支

援担当） 

広報文案等の準備

［市］ 

広報手段の特性を考慮して、あらかじめわかりやす

い広報文を準備する。 

○緊急放送の文案作成 

○広報ながの「被災者支援情報」のフォーマット作

成 

企画政策部広報広聴課 

各部課 

災害相談実施体制の

整備［市、防災関係機

関］ 

災害相談窓口の運営体制を確立するため、開設、対

応方法を具体化する。 

○相談事項の想定、想定問答集の作成検討 

各部課 
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第１６節  保健衛生等計画 

 

上下水道、廃棄物処理機能が大規模に機能停止した場合にも、応援協力により、応急的な処理体制を

確保し対応する。 

また、関係者の協力により遺体の処置・埋火葬を迅速に行うために、次の計画を実施する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害時のし尿処理体制

の整備［市］ 

上下水道の供給・処理が大規模に機能停止した際

の、し尿等の収集運搬・処理体制を確保する。 

○公衆トイレの維持管理・災害状況の把握 

○仮設トイレの調達体制 

○広域市町村応援体制によるし尿等収集運搬・処

理応援体制の検討 

環境部生活環境課 

環境部衛生センター 

廃棄物処理施設の災害

対策［市］ 

廃棄物処理施設について、次の点に留意した災害

に強い施設の整備を促進する。 

○各設備の定期的な保守点検、破損箇所の補修 

○メーカー等への緊急連絡体制、応急復旧体制の

整備 

○応急復旧資機材等の整備検討 

○広域市町村応援体制による廃棄物収集・処理体

制の検討 

環境部廃棄物対策課 

環境部生活環境課 

環境部清掃センター 

環境部衛生センター 

防疫（感染症）対策［市］ 防疫（感染症）について、次の点に留意し、実施

を図る。（感染症が発生した時点の対応） 

○被害情報の収集、被災者の看護 

○指定避難所、救護所の健康調査、情報の収集の

検討 

○感染症患者の移送、入院について、関連機関の

協力体制の検討 

保健所健康課 

検視・検案等実施体制

の強化［市、警察署］ 

警察、医師会、葬祭事業者等と協力し、大量の死

者が発生した場合に、迅速に検視、検案等を実施

する体制を整える。 

○要請、連絡、活動方法の具体化検討 

○遺体安置所の設置、運営方法の検討 

保健福祉部国民健康保

険課 

市民生活部人権・男女

共同参画課 

埋火葬処理体制の強化

［市］ 

大量の死者が発生した場合に、迅速に埋火葬を実

施する体制を整える。 

○各設備の定期的な保守点検、破損箇所の補修 

○メーカー等への緊急連絡体制、応急復旧体制の

整備 

○応急復旧資機材等の整備検討 

○広域市町村応援体制による埋火葬体制の検討 

保健福祉部国民健康保

険課 

市民生活部戸籍・住民

記録課 
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第１７節  土砂災害等の災害予防計画 

 

本市は、その地形・地質から土砂災害等が発生する危険がある場所を多く抱えており、土石流、崖崩

れ、地すべりによる被災が懸念される。これら土砂災害から身を守るため、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対対策の推進に関する法律（以下「土砂災害防止法」という。）に基づくソフト対策を推

進する。また、土砂災害を防止するため、国、県、市等防災関係機関が中心となり危険箇所を把握し、

総合的かつ長期的な対策を講ずる。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

土砂災害から住民の生

命を守る対策［市］ 

土砂災害防止法による警戒区域等については、防

災行政無線の設置など情報伝達体制の整備を進め

るとともに、土砂災害ハザードマップを作成し、

情報伝達の方法や指定緊急避難場所及び指定避難

所に関する事項などについて住民に十分周知す

る。 

総務部危機管理防災課 

建設部河川課 

消防局警防課 

災害危険箇所の指定

［国、県］ 

「土砂災害防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律」、「地すべり等防止法」、「砂

防法」、「宅地造成等規制法」、「建築基準法（第39

条）」に基づき、区域指定等の実施に協力する。 

○土砂災害防止法に基づく地すべり区域の基礎調

査・指定を平成25年度以降県にて実施 

建設部河川課 

農林部農業土木課 

農林部森林整備課 

建設部建築指導課 

総務部危機管理防災課 

土砂災害警戒区域の対

策［市］ 

土砂災害特別警戒区域については、以下の措置を

講ずる。 

○建築基準法に基づく建築物の構造規制 

○勧告による移転者又は移転を希望する者への建

物除却等費、建物助成費による支援及び相談窓

口の確保 

土砂災害警戒区域については、以下の措置を講ず

る。 

○区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達、避

難、救助その他必要な事項について定め、それ

らを住民に周知する。 

○区域内に要配慮者利用施設がある場合には、当

該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよ

う土砂災害に関する情報等の伝達方法を定め

る。 

総務部危機管理防災課

建設部建築指導課 

土砂災害の警戒・避難

体制の確立［県、市］ 

「土砂災害防止法」等に基づき、危険性のある斜

面や土石流危険渓流に対する警戒・避難体制を確

立する。 

○梅雨、台風期、融雪期、地震発生後のパトロー

ル強化及び注意呼びかけ 

総務部危機管理防災課 

市民生活部（地域活動支

援課・支所） 

建設部河川課 

消防局警防課 

宅地災害防止に関する

指導・監督［市］ 

都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法等に

基づき、安全な宅地造成が図られるよう指導する。 

○造成地開発許可・確認の審査及び施工に対する

指導・監督 

○造成後の巡視等による違法開発行為の取締り 

建設部建築指導課 

地すべり防止［市］ 地すべりが発生しやすい降雨期や融雪期等を重点

とし、住民との協力による防災パトロール等を行

い、災害を未然に防ぐよう体制を整備する。 

建設部河川課 

農林部農業土木課 

農林部森林整備課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

治山対策［国、県、市］ 山地の森林保水機能を高め、下流域の水害防止、

山地土砂の流出、渓床堆積物の移動、河岸の浸食

を防止する。 

○保安林の指定 

農林部森林整備課 
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第１８節  防災都市計画 

 

災害時における住民の生命及び財産の保護を図るため、都市防災に関する総合的な対策を推進し、安

心して住める都市づくりを進める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

都市の不燃化促進

［市］ 

木造密集市街地の狭隘道路、行き止まり道路、公園

等の不足を解消するため、街路事業、土地区画整理

事業等を促進し、市街地の不燃化を図る。 

○市街地の土地区画整理事業・再開発事業・住環境

整備事業の促進 

○建築物の不燃化の促進 

○中心市街地の街路整備の促進 

○市街化区域内農地・緑地等の保全 

○防火地域・準防火地域の指定 

○建築基準法第22条区域の指定 

都市整備部 

建設部建築指導課 

駅周辺整備局 

延焼遮断帯等の確

保・整備［市］ 

市街地の木造密集地を中心に、延焼遮断帯としての

役割を担う幹線道路や、公園等の計画的な整備を促

進する。 

○中心市街地の街路整備の促進 

○市街化区域内農地・緑地等の保全 

都市整備部都市計画課 

都市整備部市街地整備

課 

都市整備部公園緑地課 

建設部道路課 

駅周辺整備局 

土地区画整理事業・市

街地再開発事業の推

進［市］ 

狭隘道路、屈折路、オープンスペースの不足を解消

するため、土地区画整理事業や市街地再開発事業を

促進し、市街地の不燃化を図る。 

都市整備部市街地整備

課 

駅周辺整備局 

都市防災構造化対策

［市］ 

密集市街地内等で発生するおそれがある延焼火災

と市街地周囲で発生のおそれがある水害、土砂災害

を防止するため、国・県の防災関連事業を導入して

密集住宅市街地の解消や防災緑地帯の整備を検討

する。 

○密集住宅市街地の整備 

都市整備部 

駅周辺整備局 
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第１９節  建築物災害予防計画 

 

地震、強風又は出水等による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産等を保護するため、建

築物の耐震性を確保し安全性の向上を図る。 

なお、建築物の所有者等及び住民は、必要に応じて耐震診断・耐震改修を実施するとともに、屋根材・

看板等の飛散・落下防止のための点検を実施し、必要に応じて改修を行う。 

また、水害に備えて、土地の状況等に応じて盛り土等を行う。 

 

第１ 公共建築物 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

老朽化した市営住宅

等の建て替え促進

［市］ 

老朽化が進み機能の低下している市営住宅等（公営・

特定公共賃貸・若者向け・厚生の住宅）は、居住水準

の向上を目指すとともに、耐火性能を有する住宅への

建て替えを促進する。 

建設部住宅課 

公共建築物の耐震化

［市］ 

災害対策活動の拠点施設となる重要な公共建築物に

ついて、数値目標を設定するなど計画的かつ効果的に

耐震診断並びに、改修を推進する。 

また、庁舎・市有施設等の耐震性の確保に努める。 

各施設所管課 

公共施設等の対策

［市］ 

小・中学校、保育園等の公共施設における、窓ガラス

や本棚、屋根材、看板、外壁等について、転倒・落下

危険の防止に努める。また、天井材、看板等の落下防

止の点検を実施し、必要に応じて改修を行う。 

○飛散防止用フィルムの装着、安全ガラス化の検討 

各施設所管課 

 

第２ 一般建築物 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

建物の耐震化の促進

［市］ 

「長野市耐震改修促進計画」に基づき、建物所有者等

へ耐震化についての周知・啓発を行い、耐震診断や耐

震改修工事を実施することによって耐震性の向上を

図る。 

○住宅の耐震診断・耐震改修の推進 

○耐震改修促進法で定める特定建築物の耐震診断・耐

震改修の促進 

○地震防災マップや広報等による耐震化に向けた周

知・啓発活動の推進 

建設部建築指導課 

家庭における倒壊・落

下防止対策［市］ 

各家庭における家具類、大型家電製品による転倒防止

措置の実施を促進する。 

○広報ながの・市広報番組でのＰＲ 

総務部危機管理防災課 

安全な土地利用の推

進［市］ 

国、県管理河川の浸水想定区域、土砂災害危険箇所、

土砂災害（特別）警戒区域、山地災害危険地区、雪崩

危険箇所等、災害の危険がある箇所を住民等に周知し

て、危険性を踏まえた安全な土地利用を推進する。 

○防災マップ、洪水ハザードマップのホームページ等

での周知 

○崖地近接等危険住宅移転事業計画の検討 

○建築基準法による災害危険区域の指定検討 

総務部危機管理防災課 

建設部建築指導課 
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 ○液状化危険度マップにより、地震時に起こる液状化

の危険性を周知 

○土砂災害特別警戒区域での建築物の構造確認 

 

 

第３ 落下物・ブロック塀等 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

中・高層建築物の落下

防止等［市］ 

長野市建築物防災指導要綱により、市街化区域内の道

路に接する中高層建築物について、落下防止対策を行

う。 

○屋外構造物及び屋外設置物による被害の安全対策

について普及・啓発を図る。 

建設部建築指導課 

不適格ブロック塀等

の改善指導［市］ 

指定緊急避難場所周辺の道路を中心に、建築基準法に

適合しないブロック塀等を把握し、所有者、管理者へ

の改善指導を行う。 

○個別の実態調査の促進 

○（一社）長野県建築士会、施工関係業界団体等との

連携協議による指導 

建設部建築指導課 

公共施設の生け垣化

等推進［市］ 

小・中学校、保育園、公民館等の公共施設接道部にあ

たるブロック塀、万年塀等について必要な倒壊防止措

置を講じる。 

○生け垣化、ネットフェンスへの転換促進 

各施設所管課 

 

第４ 文化財 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

建造物の保護対策

［市］ 

各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進する

ため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の

強化等の徹底を図る。 

○所有者又は管理者に対する、文化財の管理保護につ

いての指導と助言 

○防災施設の設置促進とそれに対する助成 

○防災管理体制及び防災施設の整備並びに自衛消防

隊の確立 

教育委員会文化財課 

消防局予防課 

 

 



《第２章 災害予防》20 道路及び橋りょう災害予防計画 

 55

第２０節  道路及び橋りょう災害予防計画 

 

災害時に生じる道路及び橋りょうの機能障害が災害応急対策活動等の妨げにならないよう、災害に強

い道路及び橋りょうづくりを行う。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

道路及び橋りょうの

点検・整備［道路管理

者］ 

震災時等に生じる道路及び橋りょうの機能障害を

最小限に止めるため、耐震性に配慮し計画的に点

検・整備を行う。 

○道路防災点検により確認された落石・崩壊等の危

険箇所における、防災カルテの作成及び定期的な

点検 

○対策が必要な箇所について、順次防災工事の実施 

○既設橋りょうの安全点検調査の計画的な実施 

○震災時に落橋等による通行不能を回避するため、

必要に応じて補修・補強 

○関係機関との協力体制の整備 

建設部道路課 

建設部維持課 
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第２１節  ため池・河川施設等災害予防計画 

 

ため池・河川施設等は、地震、増水により破堤等につながることが想定されるため、安全度の向上を

図るとともに耐震点検、整備等を行い安全の確保に努める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ため池への措置 

［市、ため池管理者］ 

ため池の規模、施設の構造及び下流の状況等につい

て台帳整備を行い、県に報告するとともに、施設の

状況について適時確認しておく。 

また、必要に応じ土のう、杭等の応急資材を準備す

る。 

豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検

を実施する。 

農林部農業土木課 

河川・排水路の整備促

進［国、県、市］ 

環境・治水・安全面などを考慮した、河川・排水路

の整備を促進する。 

建設部河川課 

総合治水対策の推進

［国、県、市、土地改

良区］ 

千曲川本川の水位が極めて高い場合の中小河川の

排水困難による内水氾濫を想定し、流域の総合的な

治水対策を検討、推進する。 

≪浸水想定区域公表対象河川≫ 

国管理河川…千曲川・犀川（両郡橋下流）（2河川） 

長野県管理河川…犀川（両郡橋上流）・鳥居川・

浅川・裾花川・岡田川・聖川・保科川・赤野田川・

蛭川・神田川・土尻川・当信川・太田川（13河川） 

○排水機場、水門、樋門及び雨水調整池の整備促進 

○河川、ため池等の防災調査、整備促進 

○河川管理施設の耐震性の向上 

建設部河川課 

農林部農業土木課 

流域治水対策の推進

［市］ 

都市河川流域では、雨水渠計画による排水路整備を

推進するとともに、雨水の一時貯留により流域の保

水・遊水機能を高め、河川への急激な雨水の流出を

抑制することにより、河川の氾濫を防止する。 

○雨水貯留施設等の設置推進 

○宅地開発等での雨水調整池等設置の指導 

建設部河川課 

河川・水路等の補修維

持［市］ 

毎出水期前に出水対策の計画を立て、次の事業を実

施する。 

○河川・水路の浚渫 

○水抜・暗渠等の呑口のさらい 

○石積みの抜け石補修 

○洗堀防止 

建設部維持課 

農林部農業土木課 

浸水想定区域内の要

配慮者利用施設及び

大規模工場等の防災

体制の確立 

［市、施設管理者］ 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設及び大規模工

場等の名称・住所・管理者等及び施設に対する洪水

予報等の伝達方法（ＦＡＸ、メール、電話等）を定

め、警戒避難体制の確立等防災体制の整備について

指導する。 

また、要配慮者利用施設及び大規模工場、自主防災

組織等と連携を図り、災害の発生を想定した連絡・

通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 
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第２２節  農林業災害予防計画 

 

農林水産関係の被害を軽減するため、施設の安全性の確保、予防技術対策の充実と普及、森林の整備

等を推進する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

警戒体制の整備［市］ 出水時及び異常時に適切な応急措置を講じる。 

○気象予警報、異常現象等の早期情報収集体制の

確立 

農林部農業土木課 

農林部農業政策課 

用排水施設の点検・整

備［市、土地改良区］ 

被害の未然防止と早期救済のため、用排水施設の

計画的な整備を推進する。 

農林部農業土木課 

予防技術の周知［県、

市］ 

災害による農作物被害の軽減を図るため、農業改

良普及センター、農業協同組合等と連携し、農業

者等に対し予防技術の周知徹底を図る。 

農林部農業政策課 

林産物の災害予防［市］ 森林整備計画に基づき、健全な森林づくりを推進

する。 

また、県と連携をとって林産物生産、流通、加工

現場において安全パトロールを実施する。 

農林部森林整備課 
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第２３節  積雪期の地震災害予防計画 

 

積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して大きな被害を及ぼすことが予想されるため、市、県及び

防災関係機関は、積雪期の地震被害の軽減を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

道路交通の確保［市］ 除雪計画の定めるところにより除雪体制を整備

し、地震時には、道路交通を緊急に確保し、道路

機能の確保を図る。 

また、住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪

について呼びかける。 

建設部維持課 

ヘリポートの確保［市］ 孤立が予想される集落のヘリポートの確保を促進

するとともに、緊急時のヘリポート（場外離発着

場を含む）の除・圧雪体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

建設部維持課 

雪害予防［市］ 雪崩危険箇所を把握し、住民周知を図るとともに、

雪崩対策の事業推進を図る。 

総務部危機管理防災課 

建設部河川課 

建設部維持課 

スキー客等に対する対

策［市、観光施設事業

者］ 

スキー場利用客等の避難・救助・孤立などの対策

について計画を定めるよう努める。 

商工観光部観光振興課 

総務部危機管理防災課 
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第２４節  二次災害の予防計画 

 

災害発生時に被害を最小限に抑えるためには、発生が予想される二次災害を防止することが重要であ

る。そのための予防対策をあらかじめ講じておく。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

火災予防［市］ 木造建物が密集し、消防水利の不足している地域

では、火災予防体制を確立し、これに基づき自衛

消防隊・自主防災訓練並びに予防査察を実施して

防火に努める。 

消防局予防課 

消防局警防課 

二次災害防止［市］ 大規模地震発生後は、余震、豪雨による土砂災害

に備えるため、災害が発生する危険がある箇所を

あらかじめ把握しておくとともに山腹及び斜面の

点検実施できる体制を整備する。 

○情報収集体制及び警戒避難体制の整備 

農林部農業土木課 

農林部森林整備課 

建設部 

消防局警防課 

危険物施設等の二次災

害防止［市］ 

災害が発生し又は発生するおそれがある場合にお

ける連絡体制を確立する。 

災害防止等のため緊急の必要があると認められる

ときは、危険物施設の管理者等に対し、製造所等

の一時停止等を命じる。 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危

険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、当

該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指

導する 

消防局予防課 

応急危険度判定実施体

制の具体化［県、市］ 

大規模地震発生時の被災建築物応急危険度判定及

び被災宅地危険度判定の応援体制、判定活動を迅

速に実施する体制を整備する。 

○（一社）長野県建築士会長野支部及び更級支部

への応急危険度判定士の要請、受入れ、活動本

部の運営等の具体化検討 

○調査用品等の備蓄推進 

建設部建築指導課 
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第２５節  防災知識普及計画 

 

「自分の命は、自分で守る。」が防災の基本であり、市及び防災関係機関は、住民の防災意識の高揚を

図るとともに、防災知識の普及・徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成等地域の総

合的な防災力の向上に努める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災広報［市］ 広報ながの、長野市ホームページ、市政出前講

座等を通じて最新の防災情報を広報し、防災知

識の向上、防災意識の啓発を図る。 

○長野市の災害環境、防災対策のあらまし紹介 

○長野市防災マップの活用方法紹介 

○防災相談、ホームページ掲示板等の開設検討 

○市民防火の日・火災予防運動における、自主

防災組織・住民自治協議会、自衛消防隊、同

報系防災行政無線、ＦＭぜんこうじ、チャン

ネルＩＮＣ、長野市有線放送、ＮＨＫ、民放

４社等による防災の呼びかけ 

○浸水想定区域、土砂災害警戒区域のハザード

マップの作成・配布、長野市ホームページへ

の掲載 

総務部危機管理防災課 

企画政策部広報広聴課 

消防局予防課 

消防局警防課 

市民生活部（地域活動支

援課・支所） 

家庭での防災備蓄［市、

住民］ 

住民は、最低３日分の水、食料及び防災用品を

備えるよう努める。市は防災広報により備蓄の

呼びかけを行う。 

総務部危機管理防災課 

防災イベントの開催［市］ 防災関係機関と連携し、市民防火の日（毎月７

日）、防災週間、防災ボランティア週間等を利用

して、住民への防災意識を高めるため、普及行

事を開催する。 

○施設見学会（消防署、防災市民センター等）、

講演会（災害のしくみ、防災情報の解説等）

等の開催 

○講習会（消火、救命等）の参加促進 

○防災ビデオ上映会、展示会等の開催 

○防災相談の実施 

総務部危機管理防災課 

消防局予防課 

消防局警防課 

防災教育［市］ 学校教育、生涯学習等において防災教育を実施

し、園児、児童・生徒、その他住民の防災知識

の向上を図る。 

○長野市防災マップの解説 

○家庭での防災の備え、ボランティア精神の普

及啓発等 

○防災ビデオの貸出し、掲示物等による防災情

報の紹介 

○地震体験車等による移動教室の開催 

○消防クラブ研修会の開催 

消防局予防課 

教育委員会学校教育課 

教育委員会生涯学習課 

こども未来部保育・幼稚

園課 

消防局警防課 

職員に対する防災教育

［市］ 

各職場において、防災知識の向上、意識の啓発

を目的とした教育を行う。 

○応急対策マニュアルについての役割分担検討 

○防災講演会、講習会等への職員の参加促進 

各部課 
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計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防火知識、防火意識の向

上［県、市］ 

各家庭、事業所における出火防止措置の周知徹

底、防火教育を促進する。 

○住宅用防災機器の設置の推進 

○火災予防運動（３月１日～７日、11月９日～

15日）、緑を火災から守る運動（４月中旬～

５月中旬）、夏の防火運動（７月下旬～８月中

旬）、高齢者を火災から守る運動（９月中旬）、

市民防火の日（毎月７日）における広報 

○毎日夜９時の「火の元点検の時間」の普及 

○消防クラブの育成、指導 

消防局予防課 

土砂災害防止のための啓

発活動［県、市］ 

土砂災害に関する住民の理解と関心を高めると

ともに、防災知識の普及のための活動を実施す

る。 

○土砂災害防止月間（６月１日～30日）、崖崩

れ防災週間（６月１日～７日）に広報ながの・

市広報番組を利用して普及活動を進める。 

総務部危機管理防災課 

災害時の電話利用ルール

の周知［市・各電話会社］ 

住民に対し、災害発生直後の電話輻輳防止のた

めのＰＲを行う。 

○通報、緊急通話以外の利用控え 

○災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言板

等の周知 

総務部危機管理防災課 
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第２６節  防災訓練計画 

 

災害発生時における行動の確認、防災関係機関、住民及び企業等との協調体制の強化を目的として各

種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

また、訓練の実施後には評価を行い、防災体制の課題を明らかにし、必要に応じて改善を行う。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災対策要員の訓練

［市］ 

防災対策の基幹を担う職員について、災害対策の全

般を円滑に実施するための訓練及び研修を年１回以

上実施する。 

○無線通信訓練 

○図上訓練・実地訓練 

総務部危機管理防災課 

各部課 

公共施設等の消防訓

練［市］ 

小・中学校、その他公共施設等において、年２回以

上の消防訓練を実施する。 

○避難訓練、初期消火訓練等 

各施設所管課 

総合防災訓練等の実

施［市、県、各防災

関係機関、住民］ 

市、県、指定地方行政機関、警察、陸上自衛隊、指

定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び重

要な施設の管理者、住民並びに事業所等が広く参加

する「長野市総合防災訓練」を定期的に実施し、実

践的な訓練を行う。 

○発災対応型訓練の実施 

○訓練成果の検証、地域防災計画、応急対策マニュ

アルへの反映検討 

○その他、土砂災害対応訓練、水防訓練等の実施 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

非常招集訓練［市］ 職員の迅速な動員を図るため、大規模災害を想定し

た非常招集訓練を年１回以上実施する。 

総務部危機管理防災課 

総務部職員課 

各部課 
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第２７節  災害復旧・復興への備え 

 

災害廃棄物の発生を抑制するため、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の充実に努める。 

また、災害発生後円滑で迅速な復旧・復興活動を行うために、平常時から復興時の参考になるデータ

の保存及びバックアップ体制及び罹災証明書の発行体制を整備する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

災害廃棄物の発生へ

の対応［市］ 

大量の災害廃棄物の発生に備え、大規模仮置場の候

補地の確認など広域処理体制の充実に努める。 

また、災害廃棄物処理機能の多重化や代替性確保を

図る。 

○災害廃棄物処理計画の整備・点検 

環境部 

データの保存及び

バックアップ［市］ 

あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況

等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を回

避するため、複製を別途保存するよう努める。 

また、保管している公図等の写しについて被災の回

避のための手段を講じる。 

各部課 

罹災証明書の発行

体制の整備［市］ 

災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよ

う、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共

団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に

進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施

体制の整備に努める。 

総務部危機管理防災課 

財政部市民税課 

財政部資産税課 

財政部収納課 
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第２８節  自主防災組織等の育成に関する計画 

 

災害発生時に、被害の防止又は軽減のためには、住民の自主的な防災活動が市や防災関係機関の活動

と並んで必要であり、特に出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応における役割は非常に重要で

ある。 

地域における自主防災組織の組織的な活動により、出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応等

が期待される。 

また、自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待される等、自主防災組織が今日

的な社会環境の中で果たす役割は大きなものとなっている。 

今後、積極的に自主防災組織の強化育成を図っていく。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

自主防災組織・住民自治協

議会の活性化促進［市、自

主防災組織・住民自治協議

会］ 

自主防災組織・住民自治協議会の活性化を促進

し、住民相互が助け合う自主的な防災活動の推

進を図る。 

○自主防災組織の一層の活性化を図るため、連

絡協議会の結成促進 

○住民自治協議会との連携 

○青年層、女性層の組織への参加促進 

消防局警防課 

市民生活部市民活動支援

課・各支所 

総務部危機管理防災課 

一時集合場所の確保の推

進［市、自主防災組織・住

民自治協議会］ 

大地震の発生直後に近隣住民の安否を確認し、

指定緊急避難場所へ避難するために、あらかじ

め自主防災組織・住民自治協議会は「一時集合

場所」として大規模小売店舗の駐車場の空地等

を利用するよう努める。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

市民生活部市民活動支援

課・各支所 

自主防災活動用冊子の見

直し、配布［市］ 

必要に応じて「自主防災活動の手引き」を見直

し、自主防災組織の長を中心としたコミュニテ

ィ内の防災強化策を検討し、活動用冊子を作成

して自主防災組織の長等に配布する。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

地区内の相互協力体制の

強化［市、自主防災組織・

住民自治協議会］ 

各地区内の地域組織間の交流を活性化し、消防

団、自主防災組織・住民自治協議会、女性防火

クラブ、自治会、事業所（自衛消防隊）、要配慮

者利用施設、商工会、民生・児童委員、交番・

駐在所等による組織間の相互連携を促して、高

齢者、外国人、観光客、要配慮者利用施設入所

者等の避難支援を図る。 

消防局予防課 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

企画政策部秘書課国際室 

市民生活部市民活動支援

課・各支所 

保健福祉部 

保健所健康課 

商工観光部観光振興課 

地区防災訓練の実施［市、

自主防災組織・住民自治協

議会］ 

自主防災組織主催により、地区内の消火・救出

活動、風水害・土砂災害時の警戒・避難活動に

ついて定期的に訓練を行う。 

○防災マップ、防災カルテ、各種ハザードマッ

プの活用 

○消防署、消防団による防災訓練を企画・運営

支援し、消防団、自主防災組織・住民自治協

議会、女性防火クラブ、自治会、事業所（自

衛消防隊）、要配慮者利用施設、民生・児童委

員等の参加による防災訓練の実施に努める。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 

市民生活部市民活動支援

課・各支所 

防災指導員の育成［市］ 平常時における地区内の防災対策を検討し、ま

た災害発生時にはリーダー的役割を果たす「防

災指導員」を育成する。 

消防局警防課 

総務部危機管理防災課 
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第２９節  企業防災に関する計画 

 

災害時、企業には、従業員の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共

生など、多岐にわたる企業の果たす役割が求められている。 

各企業において、これらの重要性を十分に認識し、災害時に重要業務を継続できる体制の整備や訓練、

事業所の被害軽減方策の検討や耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施

するなどの防災活動の推進が必要となる。 

また、施設、設備の安全性、耐震性等を確保するため、建築物の耐震診断や定期的な点検、検査を実

施し、保守、補強などの整備を計画的に推進する。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災計画の見直し 

［市、事業者］ 

市は事業者に、防災計画に地震対策、水害・土

砂災害の警戒避難対策を含めて策定するよう指

導する。 

また、市は多数の人が出入り又は勤務する事業

所での消防計画の作成を指導する。その他の事

業所においてもそれに準じる措置の指導及び消

防署への消防計画書の届出を促す。 

○事業所向け防災パンフレット等の配布 

総務部危機管理防災課 

消防局予防課 

各施設所管課 

自衛消防隊の設置推進

［市、事業者］ 

市は消防法等の規定に基づき、各事業所の自衛

消防隊設置を推進する。また、市は危険物等を

保有する施設や多数の人が出入り又は勤務する

事業所について、自衛消防の活動に必要な人員

及び装備を有する自衛消防隊の設置を指導す

る。 

○隊員の講習、訓練等の指導 

消防局予防課 

各施設所管課 

事業所の防災力の向上

［市、事業者］ 

市は災害時に企業が果たす役割を十分に認識

し、各企業において災害時に重要業務を継続す

るための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用

するよう周知する。 

商工観光部 

消防局予防課 

要配慮者利用施設の警戒

避難計画策定［市、要配

慮者利用施設の所有者・

管理者］ 

要配慮者利用施設の所有者・管理者は、地震時

の避難、洪水・土砂災害に対する警戒避難につ

いての避難確保計画の策定に努め、要配慮者へ

の安全確保に十分備える。 

○警戒避難行動マニュアルの策定、訓練 

○入所者、通所者への避難行動の周知、訓練 

○要配慮者搬送のための応援協定の締結 

保健福祉部 

各施設所管課 

防災訓練等への参加促進

［市］ 

企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、

地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、

防災に関するアドバイスを行う。 

商工観光部 

総務部危機管理防災課 

消防局 
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第３０節  ボランティア活動の環境整備 

 

大規模な災害が発生した場合、災害応急対策に対する知識、技術及び意欲を持った災害救援ボランテ

ィアの自発的支援を適切に受け入れるため、必要な時に、必要な所で、必要な活動を行えるよう環境整

備を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

ボランティア受入れ

体制等の整備［市、社

会福祉協議会］ 

ボランティアの円滑な受入れ体制を整備する。 

○社会福祉協議会のボランティアセンター活動マニ

ュアルの策定、訓練 

保健福祉部福祉政策課 

ボランティアの育

成・支援［市、社会福

祉協議会］ 

ボランティアの育成を行う。 

○ボランティアの指導及び財政援助 

○ボランティアリーダー及びコーディネータの育

成 

保健福祉部福祉政策課 
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第３１節  災害対策に関する調査研究及び観測 

 

災害要因が一層多様化しているため、防災関係機関との情報交換や科学的な調査研究等を参考に、総

合的な災害対策の実施を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

防災計画に関する情報

収集、交換［市、防災

関係機関］ 

防災関係機関と防災計画の情報交換を行い、防災

対策の有効事例を把握し、本市の防災対策への活

用を検討する。 

総務部危機管理防災課 

防災上の課題の専門的

調査・研究［市］ 

過去の教訓や防災調査等から把握されている本市

の防災上の課題について、地域の変貌や調査技術

の進展に合わせて、総合的に調査、研究を行い、

防災対策への活用を検討する。 

総務部危機管理防災課 

防災関係機関への協力

［市］ 

国、県が行う、各種調査研究、観測施設の設置等

に協力し、市内のデータの累積に努める 

総務部危機管理防災課 

各部課 
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第３２節  観光地の災害予防計画 

 

観光地では、地理状況に不案内な観光客が多数存在する状況にあるため、観光事業者、地域住民等に

よる応援体制の整備を図る。 

また、近年増加している外国人旅行者について防災対策の一層の充実を図る。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

連絡体制の整備［市、

防災関係機関、観光事

業者］ 

観光地での災害発生時に備え、発災時の避難情報

の連絡や被害情報等の連絡体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 

観光施設の避難体制・

設備整備の促進［市、

観光事業者］ 

観光施設において自主防災組織を結成し、地域と

連携した避難誘導体制、連絡体制等の整備、防災

訓練の実施、防災設備や通信施設の整備を行うよ

う働きかける。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 

外国人旅行者の安全確

保策［市］ 

災害時に外国人旅行者へ指定緊急避難場所や避難

経路を周知するため、避難経路標識の簡明化、多

言語化を推進する。 

また、関係機関、関係団体等と連携し、外国人旅

行者に対する情報提供体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

企画政策部秘書課国際

室 

商工観光部観光振興課 

都市整備部まちづくり

推進課 

観光案内所の機能強化

［市］ 

観光地の観光案内所で災害時の外国人旅行者避難

誘導体制を整備する。 

総務部危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 
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第３３節  住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

 

市の一定の地区内の居住者及び事業者が、「自助」・「共助」の精神に基づき、市と連携して、自発的に

地区における防災活動を担う例もあることから、これらの自発的な防災活動を促進し、ボトムアップ型

で地域における防災力を高めるため、各地区の特性に応じて、コミュニティレベルでの防災活動を内容

とする「地区防災計画」の作成を推進し、地域の防災力向上に努める。 

 

計画名［計画主体］ 計画内容 担当部課 

地区防災計画の作成推

進［市、自主防災組織・

住民自治協議会、事業

者］ 

市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう

市内の一定地区内の住民及び当該地区に事業所を

有する事業者から提案を受け、必要があると認め

るときは、市地域防災計画に地区防災計画を定め

る。 

また地区居住者の参加の下、地域防災力の充実強

化のための具体的な事業に関する計画を定める。 

総務部危機管理防災課 

消防局警防課 

市民生活部（地区活動

支援担当） 
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第３章  震災対策計画 

 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

第２節 非常参集職員の活動 

第３節 広域相互応援活動 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

第５節 自衛隊の災害派遣 

第６節 救助・救急・医療活動 

第７節 消防・水防活動 

第８節 要配慮者に対する応急活動 

第９節 緊急輸送活動 

第10節 障害物の処理活動 

第11節 避難収容及び情報提供活動 

第12節 住宅対策活動 

第13節 孤立地域対策活動 

第14節 食料品等の調達供給活動 

第15節 飲料水の調達供給活動 

第16節 生活必需品の調達供給活動 

第17節 保健衛生、感染症予防活動 

第18節 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第19節 廃棄物の処理活動 

第20節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

第21節 危険物施設等応急活動 

第22節 電気施設応急活動 

第23節 都市ガス施設応急活動 

第24節 上水道施設応急活動 

第25節 下水道施設等応急活動 

第26節 通信・放送施設応急活動 

第27節 鉄道施設応急活動 

第28節 災害広報活動 

第29節 土砂災害等応急活動 

第30節 建築物災害応急活動 

第31節 道路及び橋りょう応急活動 

第32節 ダム・ため池・河川施設等応急活動 

第33節 農林業災害応急活動 

第34節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

第35節 文教・保育活動 

第36節 飼養動物の保護対策 

第37節 ボランティアの受入れ体制 

第38節 義援物資及び義援金の受入れ体制 

第39節 罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 

第40節 観光地の災害応急対策 

第41節 災害救助法の適用 

第42節 応急公用負担等の実施 

 

本章は、震災時に市、防災関係機関等が実施する災害の防

ぎょ活動、被災者の救助・救援活動、及び活動の実施体制に

ついて、基本事項を定めるものである。 

なお、活動の実施計画、手順及び要領は、各部が作成する

応急対策マニュアルに定め、実施計画の詳細は別に定める。 

 



 

 

 

 



《第３章 震災対策》1 災害情報の収集・連絡活動 

71 

第１節  災害情報の収集・連絡活動 

 

項目 担当 

第１ 地震、気象、異常現象に

関する情報の収集 

総務部本部班・情報政策班、消防部予防班 

第２ 概況調査 総務部庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第一庁舎･

長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事

務局班、市民生活部地域活動支援班・支所班、企画政策部交通政策

班 

第３ 被害調査 総務部庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第一庁舎･

長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事

務局班、財政部市民税班・資産税班・収納班、（削除）、保健福祉部

各班、保健所部総務班・健康班、こども未来部各班、環境部各班、

商工観光部各班、文化スポーツ振興部各班、農林部各班、建設部各

班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、教育部各班、学校教育部各

班、上下水道部各班、消防部予防班 

第４ 災害報告 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・

第一庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監

査委員事務局班 

第５ 通信体制の確保 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・

第一庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監

査委員事務局班、上下水道部総務班、消防部通信指令班 

 

第１ 地震、気象、異常現象に関する情報の収集 

１ 地震情報 

地震が発生した場合、総務部本部班及び防災関係機関は、直ちに市内の震度、地震の震源等に関する

情報を防災情報システム等から収集し、市内全域の被害程度を推定する。 

また、震度５弱以上の地震が発生した場合、若しくは発生したと推定される場合は、庁内放送や広報

により、職員、住民へ周知する。 

なお、気象庁及び長野地方気象台からは、次の地震情報が発表される。 

〈気象庁及び長野地方気象台の発表する地震情報〉 

種   類 内      容 

緊急地震速報（警

報・予報） 

地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源

や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地での主

要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる地震動の警報及び

予報。 

○緊急地震速報（警報）：最大震度５弱以上の揺れが推定されたときに、震度４

以上の揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれ

のある旨を警告して発表するもの。一般にはテレビ等を通じて伝えられる。

（※地震に関する特別警報は、震度６弱以上の大きさの地震動が予想される

場合に発表される「緊急地震速報」を特別警報に位置づける。） 

○緊急地震速報（予報）：最大震度３以上又はマグニチュード3.5以上等と推定

されたときに、主に高度利用者向けとして伝えられる。 

震度速報 震度３以上の大きな揺れを伴う地震が発生したことを知らせる情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの発現時

刻を発表する（長野市は長野県北部に該当する）。一般にはラジオ、テレビを通

じて発表する。 
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種   類 内      容 

地震情報（震源に関

する情報） 

震度３以上の地震が発生した場合に発表する情報。 

地震の震源要素（発生時刻、緯度、経度、深さ、地震の規模（マグニチュー

ド））、震央地名とともに「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかも

しれないが被害の心配はない」旨を発表する。 

ただし、津波警報・注意報を発表したときには、この情報は発表しない。 

地震情報（震源・震

度に関する情報） 

震度３以上を観測した場合、津波警報・注意報を発表した場合、若干の海面

変動が予想される場合、緊急地震速報（警報）を発表した場合のいずれかに該

当するときに発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、地域震度と震度３以上が観測された市町村名を

発表する。 

また、震度５弱以上になった可能性がある地域・市町村の震度情報が得られ

ていない場合に、その市町村名を発表する。 

地震情報（その他の

情報） 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合に、震度１以上

を観測した地震の回数を知らせる情報。 

地震情報（各地の震

度に関する情報） 

震度１以上を観測した場合に発表する情報。 

地震の震源要素、震央地名、県内及び隣接県内の震度観測点ごとの震度から

なる。 

また、震度５弱以上になった可能性がある震度観測点の震度情報が得られて

いない場合に、その地点名を発表する。 

地震情報（推計震度

分布図） 

震度５弱以上を観測した場合に発表する情報。観測した各地の震度データを

もとに、１km四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報として発表。 

地震情報（遠地地震

に関する情報） 

国外で発生した地震について、マグニチュード7.0 以上、都市部など著しい

被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合に発表す

る情報。 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその規模（マグニチュード）をおお

むね30分以内に発表。日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。 

 

２ 東海地震に関連する情報 

総務部本部班は、東海地震に関連する情報が発表された場合は、市長への報告、各部班への伝達等を

行い、住民等への広報や問合せに対応する。 

なお、東海地震への対応は、第10章を参照する。 

 

３ 異常現象の通報 

地震災害に関係する現象を覚知した者は、直ちに市職員、警察官等にその状況を通報する。通報を受

理した市職員、警察官等は、直ちに、気象台、その事象に関係のある機関に通報し、その現象を確認す

る。 

〈異常現象の例〉 

○数時間以上にわたり、頻繁に感じるような地震  ○火災の発生 

○地割れ、亀裂、落石等             ○地面の沈下・隆起、変動等 

○異常な水位の上昇・低下、湧水等 

 

４ 気象情報 

(1) 気象情報、水防情報、河川情報、ダム情報 

総務部本部班は、気象警報、水防警報が発表された場合、雨量・水位が注意・警戒基準を超えた場

合、市内の水位、雨量、積雪等の状況及び今後の予測等の状況について、防災情報システム等でモニ

タリングする。 

また、ダムの管理者は、洪水調節等のため放流を行う場合、事前に関係機関へ、ダム放流通知を通

報する。 

(2) 火災気象通報 

市長は、県知事から火災気象通報を受け、火災予防上の危険があると認める場合、直ちに火災警報

を発令し、火の使用を制限する。 
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なお、乾燥注意報及び強風注意報又は暴風警報が発表されたときは、これらの注意報等の発表をも

って火災気象通報が行われたものとみなす。 

火災警報を発令した場合、消防部予防班は、県に報告するとともに、各防災関係機関への連絡、広

報を行う。 

〈火災気象通報〉 

区分 発表基準 

火災気象通報 

気象の状況が次のいずれか一つの条件を満たしたとき 

○実効湿度が55% 以下で最小湿度が20%以下になる見込みのとき 

○実効湿度が60% 以下、最小湿度が40%以下で、最大風速が７メー

トルをこえる見込みのとき 

○平均風速 10 メートル以上の風が１時間以上連続して吹く見込み

のとき（降雨、降雪のときには通報しないことがある） 

〈火災警報〉 

区分 発表基準 

火災警報 火災気象通報の発表基準に準ずる。 

 

第２ 概況調査 

１ 情報の収集 

地震発生直後から、総務部庶務班、市民生活部地域活動支援班・支所班は、住民や防災関係機関から

の通報、参集職員等の見聞情報を直ちに収集する。 

企画政策部交通政策班は、必要に応じて市内における道路交通に関する情報を、交通管制センター、

道路管理者、運送事業者等から収集し、通行可能な道路等について総務部庶務班へ報告する。 

なお、道路施設の被災等により情報収集が困難な地区が発生した場合は、総務部本部班は、ヘリコプ

ター等による調査を国、県に要請する。 

〈情報収集の手段〉 

情報の種類 情報収集手段 情報取扱い上の留意点 

被害状況、応急措置

状況 

電話通報、職員の参集途上の見聞、高所監視

カメラの映像等 

被害の種別、地区、情報源、

確認・未確認の有無を明確

にする。 

被災地上空からの目

視、カメラ撮影 

県消防防災ヘリコプター、県警ヘリコプタ

ー、自衛隊ヘリコプター、関東地方整備局又

は北陸地方整備局ヘリコプター、他県等の応

援ヘリコプター等からの目視、撮影 

〈災害直後の情報収集系統〉 

消防署・分署、消防団、 

住民等の通報 

 

消防部 

 

  

   

市職員 

（参集途上で情報収集） 

各 部 

(とりまとめ)    

   

市出先施設等 

   

総務部 

(とりまとめ) 

 

市災害対策本部   

  

防災関係機関等 

 

総務部 

   

  

     

県・国 

自主防災組織・住民自治協

議会、区長、住民等の通報 

市民生活部 
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総務部庶務班は、総務部本部班と相互に連携を取り、各部及び関係機関等からの災害の状況、応急対

策活動の実施状況を収集し、効果的な応急対策活動実施のための情報の総合化を図る。 

〈情報の収集・整理〉 

○関係班長からの定時報告のほか、災害応急活動の状況により、適時報告を求める。 

○ライフラインに係る機関からの情報を必要に応じて収集する。 

○警察からの情報の収集、整理をする。 

○報道機関からの情報の収集、整理をする。 

○関係機関からの地震に関する情報の伝達及び掲示を行う。 

○災害及び応急対策活動実施の状況報告書の作成を行う。 

○災害及び応急対策活動実施の状況の伝達及び掲示を行う。 

 

２ 情報のとりまとめ・分析 

市各部、防災関係機関は、収集した情報、調査結果、応急対策実施状況等をとりまとめ、災害発生直

後は１時間おきに、その後は毎日定時に総務部庶務班へ報告する。 

また、総務部庶務班は市各部、関係機関に情報提供を求めるとともに、市全体のとりまとめを行い、

本部長へ所定の様式により報告する。 

なお、情報の空白、混乱がある地区は、地震被害予測図等を参考に、被害規模を推定する。 

〈とりまとめる情報の内容〉 

○災害の進行状況 

○市全体の被害状況 

（地図上にとりまとめ、確認・未確認の有無、被害甚大地区、情報の空白地帯を整理する。） 

○応急対策の実施状況・実施予定 

○被害箇所の復旧状況・復旧見込み 

 

第３ 被害調査 

被害が軽微な場合の被害調査は、市民生活部地域活動支援班・支所班が地区の被害調査を実施する。

しかし、被害が大きく対応が困難な場合は、各部班、公共・公益施設の管理者が、次の分担により市内

の個別の被害状況を調査する。調査体制が不足する場合は、県地方事務所等に調査の協力を依頼する。 

被害の判定基準は、被害種別認定基準による。 

なお、被害が甚大で広域にわたる場合は、必要に応じて総務部庶務班が航空写真（又は航空写真等を

判読した被害状況図）を入手し、市各部班、公共・公益施設の管理者等に配布し、調査計画を検討する。 

〈被害調査の分担と県への報告先〉 

調査事項 調査担当者(市への報告先) 調査協力機関 県への報告先 

概況速報 総務部本部班 県関係現地機関 

県地方事務所（地域政

策課） 

人的及び住家の被害 

総務部本部班、総務部庶務班、財

政部市民税班・資産税班・収納班

（⇒総務部庶務班） 

県地方事務所 

県地方事務所（地域政

策課） 

避難準備情報・避難勧

告・指示等避難状況 

総務部本部班（⇒総務部庶務班） 県地方事務所 

県地方事務所（地域政

策課） 

社会福祉施設被害 

職業訓練施設被害（就

労施設、授産施設等） 

各施設管理者（⇒保健福祉部、こ

ども未来部各班⇒総務部庶務班） 

県保健福祉事務所 

県保健福祉事務所（福

祉課） 

農・畜・養蚕・水産業

被害 

農林部農業政策班・農業土木班・

森林整備班（⇒総務部庶務班） 

県地方事務所、県農業改

良普及センター、県食肉

衛生検査所、県家畜保健

衛生所、農業協同組合 

県地方事務所（農政課） 

農地・農業用施設被害 

県地方事務所、土地改良

区 

県地方事務所(農地整

備課) 

林業関係被害 森林組合 県地方事務所(林務課) 
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調査事項 調査担当者(市への報告先) 調査協力機関 県への報告先 

公共土木施設被害 

建設部、都市整備部、上下水道部

各班（⇒総務部庶務班） 

－ 

県建設事務所 

＊県河川課 

土砂災害等による被害 

県建設事務所、県砂防

事務所 

都市施設被害 県建設事務所 

県建設事務所、千曲川

流域下水道建設事務所 

水道施設被害 

上下水道部各班（⇒総務部庶務

班） 県地方事務所 

県地方事務所（環境

課）、県水大気環境課 

廃棄物処理施設被害 環境部各班（⇒総務部庶務班） 県廃棄物対策課 

感染症関係被害 

保健所部健康班（⇒総務部庶務

班） 

県保健福祉事務所 

県保健・疾病対策課 

医療施設関係被害 

各施設管理者（⇒保健福祉部医療

事業班、保健所部総務班⇒総務部

庶務班） 

県医療推進課 

商工関係被害 

商工観光部各班（⇒総務部庶務

班） 

県地方事務所、商工会議

所、商工会 

県地方事務所(商工観

光課) 

＊県産業政策課 

観光施設被害 県地方事務所 

県地方事務所(商工観

光課) 

教育関係

被害 

市施設 

文化スポーツ振興部スポーツ班、

教育部総務班、学校教育部保健給

食班（⇒総務部庶務班） 

県教育事務所 

県教育事務所 

＊県教育委員会関係課 

私立施設 

各施設管理者（⇒教育部総務班⇒

総務部庶務班） 

県地方事務所(地域政

策課) 

＊県情報公開・私学課 

市有財産被害 各施設所管班（⇒総務部庶務班） － 

県地方事務所(地域政

策課) 

公益事業関係被害 

各ライフライン機関、各公共交通

機関（⇒総務部庶務班） 

県地方事務所 県危機管理防災課 

火災速報 消防部予防班（⇒総務部庶務班） － 

県地方事務所(地域政

策課) 

県危機管理防災課 

危険物等の事故による

被害 

消防部予防班（⇒総務部庶務班） －  

＊緊急の場合の報告先 

災害対策本部、災害警戒本部が設置されていない場合は本部班へ報告する。また、最終報告も本部班

へ連絡する。なお、報告にあっては、原則として主管課を通じて行うものとするが、緊急を要する場合

は直接報告先に報告し、後ほど速やかに主管課に報告する。 

 

第４ 災害報告 

総務部本部班は、火災・災害等即報要領に基づいて県への報告を行う。 

なお、即報は、県に報告ができない場合は一時的に国（消防庁）へ、消防機関への通報が殺到した場

合は県と国へ、直接即報基準（地震の場合、震度５強以上）に該当する災害等を覚知した場合は30分以

内に県と国へ、それぞれ報告することに留意する。 

また、概況調査、被害調査の県への報告は、次の基準で行う。 

〈県への報告〉 

概況即報 

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思

われる事態（大量の 119 番通報等）が発生したときに、直ちにその概況を報

告する。 

被害中間報告 

被害状況を収集し、逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更があ

った場合は、その都度変更の報告をする。 

被害確定報告 同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告する。 
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〈災害情報収集連絡系統図〉 

（正規の連絡ルート：    ） 

（補助的な連絡ルート：    ） 

(1) 概況速報（様式１号 消防庁への速報は様式21号（表21の２）） 

 

(2) 人的及び住家の被害状況報告（様式２号） 

避難準備情報・避難勧告・避難指示等避難状況報告（様式２－１号） 

 

行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録や外国人登録を行っていることが判明

した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など外国人登録の対象外の者は外務

省）又は県危機管理防災課（災害対策本部）に連絡する。 

(3) 社会福祉施設（職業訓練施設）被害状況報告（様式３号） 

 

 (4) 農業関係被害状況報告（様式５号） 

ア 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

 

 

関係課等 

危機管理防災課 
長野地方事務所 

地域政策課 

県危機管理

防災課 

内閣府 

消防庁 

関係機関 

自衛隊 

関係課等 

危機管理防災課 
長野地方事務所 

地域政策課 

県危機管理

防災課 

県関係課 

消防庁 

関係機関 

県関係現地機関 

指定地方行政機関等 

庶務課・危機管理防災課 

施設管理者 
長野保健福祉事務

所福祉課 

厚生労働省 

県危機管理

防災課 

県健康福祉

政策課 

長野地方事務所 

地域政策課 

県健康福祉

部関係課 

庶務課・危機管理防災課 

農林部農業政策課 
長野地方事務所 

農政課 

農林水産省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県農業政策課 

保健福祉部、こども未来部各課 
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イ 農地・農業用施設被害状況報告（農業集落排水施設を除く） 

 

ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 

(5) 林業関係被害状況報告（様式６号） 

 

(6) 土木関係被害状況報告（様式７号） 

ア 公共土木施設被害状況報告等 

 

イ 土砂災害等による被害報告 

 

 

庶務課・危機管理防災課 

長野地方事務所 

農地整備課 

農林水産省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県生活排水課 
上下水道局総務課 

県農地整備課 上下水道局各課 

庶務課・危機管理防災課 

長野地方事務所 

農地整備課 

農林水産省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県農地整

備課 

農林部農業土木課 
県農業政

策課 

庶務課・危機管理防災課 

農林部森林整備課 
長野地方事務所 

林務課 

農林水産省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県林務部

関係課 

県森林政

策課 

庶務課・危機管理防災課 

建設部河川課 

国土交通省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県河川課 

自衛隊 

関係機関 

長野建設事務所 

土尻川砂防事務所 

庶務課・危機管理防災課 

建設部河川課 

長野建設事務所 

土尻川砂防事務所 

国土交通省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県砂防課 

関係機関 

自衛隊 
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(7) 都市施設被害状況報告（様式８号） 

 

(8) 水道施設被害状況報告（様式９号） 

 

(9) 廃棄物処理施設被害状況報告（様式10号） 

 

(10) 感染症関係報告（様式11号） 

 

(11) 医療施設関係被害状況報告（様式12号） 

 

 

庶務課・危機管理防災課 

長野建設事務所 

千曲川流域下水道 

建設事務所 

国土交通省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県都市・まちづくり課 

県生活排水課 

都市整備部都市計画課 

上下水道局総務課 

上下水道局各課 

庶務課・危機管理防災課 

長野地方事務所 

環境課 

厚生労働省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県水大気環境

課 

自衛隊 

上下水道局総務課 

上下水道局各課 

庶務課・危機管理防災課 

環境部廃棄物対策課 

環境省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

環境課 

県資源循環推進課 

担当者 

自衛隊 

長野地方事務所 

地域政策課 

庶務課・危機管理防災課 

長野市保健所健康課 

厚生労働省 

県危機管理

防災課 

長野保健福祉事務所 

健康づくり支援課 

担当者 

県保健・疾病

対策課 

自衛隊 

長野地方事務所 

地域政策課 

長野市保健所総務課 

施設管理者 

厚生労働省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

長野保健福祉事務所 

総務課 

県健康福祉

政策課 

県医療推進課 

県健康福祉

政策課 
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(12) 商工関係被害状況報告（様式13号） 

 

(13) 観光施設被害状況報告（様式14号） 

 

(14) 教育関係被害状況報告（様式15号） 

ア 市施設 

 

イ 県施設

 

ウ 私立施設 

 

 

連絡 

教育委員会総務課 

文部科学省 

長野地方事務所 

地域政策課 

県教育委員会

関係課 

県教育政策課 

県財産活用課 
施設管理者 

庶務課・危機管理防災課 

長野地方事務所 

商工観光課 

厚生労働省 

経済産業省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県産業政策課 商工観光部産業政策課 

庶務課・危機管理防災課 

商工観光部観光振興課 
長野地方事務所 

商工観光課 

環境省 

観光庁 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県山岳高原観光課 

観光情報センター 

庶務課・危機管理防災課 

教育委員会総務課 長野教育事務所 

文部科学省 

県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

担当者 

県教育委員会

関係課 

県教育総務課 

教育委員会総務課 

施設管理者 

文部科学省 

県教育総務課 

長野地方事務所 

地域政策課 

県私学・高等

教育課 

庶務課・危機管理防災課 

県危機管理

防災課 

県危機管理

防災課 
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エ 文化財 

 

(15) 県有財産（企業財産を含む）被害状況報告 （様式16号） 

 

(16) 市有財産の被害状況報告（他の報告系統に含まれない施設の被害）（様式17号） 

 

(17) 火災即報（様式19号） 

 

(18) 火災等即報（危険物に係る事故）（様式19号の２） 

 

(19) 警察調査被害状況報告（様式20号） 

 

 

 

県消防課 

庶務課・危機管理防災課 

予防課 

担当者 消防庁 

長野地方事務所 

地域政策課 

（企業財産） 

県有財産管理者 市関係課 
県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 庶務課・危機管理防災課 

県関係課 県財産活用課 

教育委員会

文化財課 

所有者 

文化庁 県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

庶務課・危機管理防災課 

長野教育事務所 
県文化財・生涯

学習課 

施設所管課 
県危機管理

防災課 

長野地方事務所 

地域政策課 

庶務課・危機管理防災課 

県消防課 

庶務課・危機管理防災課 

予防課 

担当者 消防庁 

長野中央警察署 

長野南警察署 

交 番 

駐在所 

県危機管理

防災課 

庶務課・危機管理防災課 

県警察本部 

警備業協会 
管区警察局 自衛隊偵察班 

県教育総務課 

長野地方事務所 

地域政策課 
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第５ 通信体制の確保 

１ 通信機器の確保 

指令の伝達及び報告は、原則としてＦＡＸ文書で行うこととし、電話機（無線機）ごとに担当者を指

名して窓口の統一を図る。 

停電、機器の破損等の支障が生じている場合は、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

また、無線機の貸出し等の管理を行う。 

なお、必要に応じて信越総合通信局を経由して総務省重要無線室又は電気通信技術システム課あてに、

ＭＣＡ無線、簡易無線、衛星携帯電話、災害対策用移動電源車の貸出について地方公共団体向け災害対

策用移動通信機器貸出手順書等により依頼し、借り受ける。 

〈使用可能な通信施設〉 

主な災害時通信手段 備考 

有線 

災害時優先電話（ＮＴＴ） 

一般回線が利用できない場合の連絡 

非常通話・緊急通話（ＮＴＴ） 

無線 

衛星通信システム、県防災行政無線 国、県、他市町村、防災関係機関間の連絡 

市防災行政無線、ＭＣＡ無線、携帯電話、

応急復旧用無線電話（ＮＴＴ） 

市内の災害対策活動拠点、防災関係機関、

現場との連絡 

消防無線 消防の拠点施設、現場との連絡 

水道無線 水道の拠点施設、現場との連絡 

孤立対策用無線（該当地区） 支所と孤立集落との連絡（簡易無線） 

非常無線通信協議会構成員の保有する無線 

他の通信手段が利用できないときの連絡 

口頭 伝令 

 

２ 通信の運用 

(1) 防災行政無線・ＭＣＡ無線の運用の原則 

防災行政無線・ＭＣＡ無線の運用は、総務部本部班が実施する。 

(2) 消防無線の運用の原則 

消防部通信指令班は、消火、救助・救出活動のための通信連絡を目的として、消防無線を運用し、

総務部本部班と連携を図り、積極的に情報の収集・伝達に努める。 

(3) 水道無線の運用の原則 

上下水道部総務班は、給水活動又は上・下水道施設の応急復旧活動のための通信連絡を目的として、

水道無線を運用し、総務部本部班と連携を図り、給水活動に係る情報の収集・伝達に努める。 

(4) 孤立対策用無線の運用の原則 

孤立対策用無線が設置された支所は、有線系通信が遮断し、集落が孤立した場合の通信連絡を目的

として、集落との間で孤立対策用無線を運用し、総務部本部班と連携を図り、安否確認、応急復旧活

動に係る情報の収集・伝達に努める。 

(5) 衛星通信の運用における原則 

衛星通信により、情報の収集・伝達を行う。 

〈情報収集・伝達項目〉 

○火災及び消火活動の状況     ○救助救出活動の状況  ○建築物等の破損の状況 

○避難の必要の有無及び避難状況  ○交通機関の被害状況  ○土砂災害の発生状況 

○主要道路・橋りょうの被害状況  ○その他必要な情報 

(6) データ通信の利用 

インターネットやメール等の通信網を利用し、文字や画像情報の収集・伝達に活用する。 

迅速な注意体制が取れるように、警戒準備配備にあたる職員へ、メールにより地震情報、風水害が

発生するおそれがある場合に発表される気象情報、土砂災害警戒情報を送信する。 
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第２節  非常参集職員の活動 

 

項目 担当 

第１ 職員の動員配備 総務部本部班・情報政策班・職員班 

第２ 災害対策本部の設置 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第一

庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班、企画政策部東京事務所班 

第３ 災害対策本部の運営 

第４ 災害対策本部の廃止 総務部本部班・情報政策班 

第５ 災害対策の適用範囲  

第６ 災害警戒本部の設置 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第一

庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班 

第７ 災害警戒本部の運営 

第８ 災害警戒本部の廃止 総務部本部班・情報政策班 

 

第１ 職員の動員配備 

１ 初動体制 

地震が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は、次の基準による配備態勢をとり、迅速かつ

的確な災害応急対策活動を実施する体制を確立する。 

〈配備基準（震災）〉 

態 

勢 

配備

区分 

発令基準 

（以下の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 

配備態勢 

注

意 

警戒

準備 

１ 気象台が長野市内で震度４の地震を

観測し発表したとき【自動発令】 

（市内震度計設置場所：箱清水、鶴賀緑

町、松代、豊野、戸隠、鬼無里、大岡、

信州新町、中条） 

被害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 支所長又は支所職員 

 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

 道路・河川・市有施設等の被害状況確認に必要な職員 

警

戒 

第１

配備 

１ 気象台の発表にかかわらず、市域で地

震による局地的な災害が発生したとき 

２ 災害が発生し、公共施設等の被害状況

を調査する必要があるとき 

災害警戒本部を設置する体制、又は被害情報の

収集及び災害応急対策活動を遂行できる体制 

配備範囲 

 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

 本部連絡員、各班班長及び情報収集・所属職員連絡体

制の確保に必要な人員 

 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

 初期災害応急対策活動を行う職員（広報担当、避難所

開設担当、施設所管担当、避難行動要支援者担当、学

校・保育園担当、道路・河川管理担当、交通機関担当

など） 

非

常 

第２

配備 

１ 気象台が長野市内で震度５弱の地震

を観測し発表したとき【自動発令】 

２ 気象台の発表にかかわらず、市内各所

で地震による重大な被害が発表したと

き 

災害対策本部を設置する体制、又は災害応急対

策活動が円滑に遂行できる体制 

配備範囲 

 本部員 

 初期災害応急対策活動を担当する班は全職員 

 その他の班も所属職員の５割以上 

非

常 

第３

配備 

１ 気象台が長野市内で震度５強以上の

地震を観測し、発表したとき【自動発令】 

２ 気象台の発表にかかわらず、市内全域

にわたり地震による重大な災害が発生

したとき 

災害対策本部を設置する体制 

配備範囲 

 全職員 
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※自動発令とは、対象となる情報が発表されたことを知ったとき、配備命令の伝達を待たずに配備に付

くことをいう。 

 

なお、必要に応じ各部においても次の体制をとる。 

長野市消防局警防活動組織規程に基づき、消防局内に消防局長を本部長とする震災警防本部を設置し、

警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

長野市上下水道局震災対策計画に基づき、上下水道局内に上下水道事業管理者を本部長とする上下水

道局災害対策本部を設置し、警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

大規模災害時における医療救護計画に基づき、長野市災害対策本部設置後、災害対策本部長の指示に

より、長野市保健所内に長野市保健所長を本部長とする長野市医療救護本部を設置し、応急対策活動を

指揮統括する。 

長野市災害廃棄物処理計画に基づき、環境部内に環境部長を長とする長野市災害廃棄物対策調整会議

を設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

 

２ 初動体制配備の決定 

(1) 自動発令 

配備は原則として地震情報に基づく自動発令とし、対象となる情報を知ったときは、配備命令の伝

達を待たずに配備に付くものとする。 

(2) 自動発令以外 

危機管理防災監は、関係部長と協議の上、配備を決定し、指示する。配備を決定したときは、市長、

副市長に報告する。 

 

３ 職員の動員 

各部長は、危機管理防災監から配備の指示があった場合は、あらかじめ定めた職員動員配備計画に基づ

き、動員を指示する。 

動員の指示を受けた職員は、速やかに所属先に登庁する。 

ただし、交通の途絶等で所属先に登庁が困難な職員は、本庁又は直近の支所に登庁し、所属先へ連絡す

る。 

 

４ 参集の報告 

各部は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、その累計を総務部職員班に報告する。 
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第２ 災害対策本部の設置 

１ 設置基準 

市長は、次の場合に、災害対策本部を設置する。 

〈災害対策本部の設置基準〉 

○市域に震度５弱以上の地震が発生したとき 

○市内に甚大な被害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○市の広範囲に災害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○その他市長が必要と認めるとき 

なお、市長の判断を仰ぐことができない場合は、次の者が代行する。 

〈市長の代行順位〉 

第１順位 危機管理防災監    第２順位 副市長 

 

２ 設置場所 

災害対策本部は市役所に置く。ただし、市役所が建物損壊等により本部機能を全うできない場合は、

災害対策本部長（以下「本部長」という。）の判断により、長野市消防局に災害対策本部を移設する。 

 

３ 設置の通知 

災害対策本部を設置した場合、危機管理防災監は、早急に、職員、住民、県（危機管理部危機管理防災

課）、防災関係機関等にその旨を周知する。 

 

第３ 災害対策本部の運営 

１ 災害対策本部の組織 

災害対策本部の組織は、「長野市災害対策本部組織図」に示すとおりの構成とし、その役割は次のとお

りとする。 

〈災害対策本部の構成と役割〉 

本 部 長 市 長 

災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮

監督する。 

副 本 部 長 危機管理防災監、副市長 

本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その

職務を代理する。 

本 部 長 付 教育長、上下水道事業管理者 

本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事す

る。また、本部長の命を受け、本部長付は特定の

事務を、本部員は部の事務を掌理する。なお、本

部員は事前に代行者を定めておく。 

本 部 員 

各部長、長野市保健所長、駅

周辺整備局長、会計局長、教

育次長（２）、議会事務局長、

上下水道局長、消防局長 

本部連絡員 本部長が指名する者 

部の所管する情報を本部長に報告する。また、本

部の情報を部に連絡する。 

班 長 各課長 本部員の命を受け、班の事務を掌理する。 

班 員 各課員 班長の命を受け、班の事務に従事する。 

 

２ 災害対策本部会議 

本部長は、災害対策本部を設置したときは、直ちに、長野市災害対策本部規程に基づき、災害に関す

る情報の分析、災害応急対策の基本方針及びその他災害に関する重要事項を協議するため、災害対策本

部に長野市災害対策本部会議（以下「本部会議」という。）を置く。 

必要に応じ本部長は本部会議へ、国、県、自衛隊、警察及びライフライン関係機関等の職員並びに学
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識経験者及び消防団員等に出席を依頼することができる。 

災害初動期において緊急を有する場合は本部長、副本部長の協議、又は本部長、副本部長ほか参集し

ている構成員による会議により本部会議の決定事項とすることができる。 

災害状況により本部長、副本部長及び関係本部員による構成で十分と本部長が認めるときは、一部の

構成員により本部会議を開催することができる。 

〈本部会議の概要〉 

本 部 会 議 の 開 催 

○本部設置後 

○その他本部長が必要と認めた場合 

本部会議の構成員 

○本部長                       ○副本部長 

○本部長付                     ○本部員 

○本部長が指名する者 

事 務 局 ○総務部本部班 

報 告 事 項 

○被害状況に関すること 

○各部の配備態勢 

○緊急措置事項 

協 議 事 項 

○応急対策に関すること 

○災害対策本部の配備態勢の切替え及び廃止に関すること 

○現地災害対策本部の設置に関すること 

○自衛隊、県、他市町村及び公共機関への応援要請に関すること 

○他市町村への応援協力に関すること 

○避難の勧告・指示、警戒区域の指定に関すること 

○災害救助法の適用に関すること 

○激甚災害指定に関すること 

○住民向け緊急声明の発表に関すること 

○応急対策に要する予算及び資金に関すること 

○国、県等への要望に関すること 

○その他災害対策の重要事項に関すること 

 

３ 業務分掌 

各部の所掌業務は、「長野市災害対策本部業務分掌表」に示すとおりである。 

ただし、被害状況に応じて臨機応変に応急対策を実施するため、本部長又は本部員の指示により、業

務分掌は変更される場合がある。 

 

４ 防災関係機関との情報連絡 

総務部庶務班は、県、防災関係機関との連絡窓口、責任者を相互に定め、各機関が把握している被害

状況、応急対策の実施状況等を相互に連絡し、情報を共有する。 

また、市と防災関係機関との連携を強化するため、必要と認める場合、災害対策本部の近くに防災関

係機関連絡室を設置し、防災関係機関に連絡員の派遣を求める。 

なお、国土交通省とは連絡員派遣の協定を締結している。 

 

５ 現地災害対策本部の設置 

本部長は、災害現地において総合的な応急対策を指揮する必要がある場合、支所又は災害現場周辺の

公共施設等に現地災害対策本部を設置し、副本部長若しくは本部長付又は本部員の中から現地災害対策

本部長を指名する。 

現地災害対策本部の設置に至らない場合、又は本部からの要員の到着前においては、支所長は災害対

策本部と密に連携し、管内の応急対策を指揮するとともに、本部長に対し、避難勧告等の意見具申を行

う。 
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６ 国・県との連携 

企画政策部東京事務所班は、災害対策に関する国、関係機関等の情報を収集する。 

国や県の現地災害対策本部が市内若しくは近隣に設置された場合、又は県の災害対策本部地方部が設

置された場合は、それらと連携を図り、総合的な災害応急対策を効果的に実施する。 

 

７ 活動拠点の配置 

本部長は、大規模災害時の応急対策の拠点としての施設の利用に関して、各部及び関係機関と連絡・

調整を行う。 

 

８ 緊急時の支所長の権限 

支所長は、災害対策上緊急を要する次の事項を行う。 

〈支所長の権限〉 

○支所災害対応支援職員への参集指示     ○職員の支援要請 

○応急対策の指揮              ○災害対策本部・各部との連絡調整 

○自主避難を促す              ○避難準備情報の発表 

○避難勧告等の意見具申           ○関係機関との連絡調整 

○災害対応物資（土のう、ブルーシート等）の配布・補給の要請 

 

第４ 災害対策本部の廃止 

本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき、若しくは災害発生後における応急措置が完了し

たと認められるとき、災害対策本部を廃止する。総務部本部班は、職員、住民、県（危機管理部危機管

理防災課）、防災関係機関等にその旨を周知する。 

 

第５ 災害対策の適用範囲 

災害応急対策は、災害救助法が適用された場合は、その規定に基づいて行う。 

災害救助法が適用されない場合は、本部長（市長）の責任により災害対策を実施するが、その内容の

基準は災害救助法の規定を目安とする。 

なお、災害救助法の適用については、第40節を参照する。 
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消防部 総務班、予防班、警防班、通信指令班、消防署班

現地災害対策本部

学校教育部 学校教育班、保健給食班

長野市災害対策本部

組織図 上下水道部

総務班、営業班、水道整備班、水道維持班、浄水班、下水道整備班、下

水道施設班

議会部 総務班、議事調査班

教育部 総務班、生涯学習班、文化財班

駅周辺整備部 駅周辺整備局班

会計部 会計班、検査班

［本部長が指名する者］

本部連絡員

国、県、自衛隊、警察、ライフ

ライン関係者等の職員

学識経験者

消防団員　　　　　　　　など

建設部 監理班、道路班、河川班、維持班、住宅班、建築班、建築指導班

都市整備部 都市計画班、市街地整備班、公園緑地班、まちづくり推進班

文化スポーツ振興部 文化芸術班、スポーツ班

農林部

農業政策班、農業土木班、森林整備班、いのしか対策班、農業委員会事

務局班

［本部員］

各部長

長野市保健所長

駅周辺整備局長

会計局長

教育次長(2)

議会事務局長

上下水道局長

消防局長

環境部

環境政策班、廃棄物対策班、生活環境班、清掃センター班、衛生セン

ター班

商工観光部 産業政策班、観光振興班

こども未来部 こども政策班、子育て支援班、保育・幼稚園班

［副本部長］

危機管理

防災監

副市長

［本部長付］

教育長

上下水道事

業管理者

長野市保健所部 総務班、健康班、食品生活衛生班、環境衛生試験所班

保健福祉部

福祉政策班、生活支援班、高齢者福祉班、介護保険班、障害福祉班、

医療事業班、国民健康保険班

長野市災害対策本部会議

［本部長］　市長 市民生活部

地域活動支援班、市民窓口班、支所班、戸籍・住民記録班、人権・男女

共同参画班

財政部 財政班、契約班、管財班、市民税班、資産税班、収納班

総務部

本部班、庶務班、職員班、職員研修所班、情報政策班、行政管理班、第

一庁舎・長野市芸術館建設事務局班、選挙管理委員会事務局班、監査

委員事務局班

長野市災害対策本部

企画政策部

秘書班、企画班、人口減少対策班、広報広聴班、交通政策班、東京事

務所班

長野市災害対策本部

組織図 
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１ 基本的事項 

各部及び各班は、ここに定めるもののほか、災害の発生状況などにより本部長が命じる災害応急対

策業務を行う。（部を超えて他の班の業務を支援する場合を含む。） 

本部員は、部内において必要に応じて、各班に対し他の班の業務への支援を命じることができる。 

 

２ 各部及び各班業務分掌表 

 

部 班 業務分掌 

各

部

（

共

通

） 

全班 A:職員安否、参集、被災状況の把握に関すること 

所管施設を有する班☆ 

B:施設利用者の安全確保及び安否確認並びに施設の保全に関すること 

C:施設の被害、周辺の被災状況の調査と報告に関すること 

D:施設の災害応急対策と災害復旧に関すること 

主管課○ 

E:部に係る災害情報の収集及び伝達に関すること 

F:部の庶務に関すること 

G:部内各班との連絡調整に関すること 

H:部の職員安否、参集、被災状況の報告に関すること 

総

務

部 

本部班 

（危機管理防災課） 

本部の設置及び廃止に関すること 

本部の庶務に関すること 

災害に関する警報、予報等の伝達に関すること 

指令その他本部命令に関すること 

避難勧告及び避難指示に関すること 

無線通信の総括に関すること 

自衛隊の派遣に関すること 

県及び他市町村に対する応援要請に関すること 

県への連絡及び被害状況報告に関すること 

災害情報の収集に関すること 

本部会議に関すること 

庶務班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

各部からの災害情報のとりまとめ、報告に関すること 

人的及び住家の被害状況調査、とりまとめ、報告に関すること 

ライフラインの被害状況の収集と伝達に関すること 

住民等の安否情報に関すること 

各部との連絡調整に関すること 

職員班 

職員の動員に関すること 

職員の活動用装備、食料の確保と供給に関すること 

職員の安否確認に関すること 

情報政策班 

システム及びネットワークに関すること 

本部班の所管業務の支援に関すること 

職員研修所班 庶務班の所管業務の支援に関すること 

行政管理班 庶務班の所管業務の支援に関すること 

第一庁舎・長野市芸術館建設事務局班 庶務班の所管業務の支援に関すること 

選挙管理委員会事務局班 庶務班の所管業務の支援に関すること 

監査委員事務局班 

庶務班の所管業務の支援に関すること 

本部班の会計処理に関すること 

企

画

政

策

部 

秘書班 

見舞い者及び災害視察者の応接に関すること 

本部長及び副本部長の秘書に関すること 

他市町村、他機関からの援助申出に関すること 

外国人に対する支援に関すること 

企画班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

応急公用負担に関すること 

応援要請に伴う県及び他市町村等の職員の受入れに関すること 

人口減少対策班 企画班の所管業務の支援に関すること 
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部 班 業務分掌 

企

画

政

策

部 

広報広聴班 

災害情報の広報に関すること 

写真、ビデオ等による災害の記録に関すること 

報道機関との連絡調整に関すること 

交通政策班 

交通災害応急対策に関すること 

交通情報の収集及び伝達に関すること 

東京事務所班 国、関係機関の情報収集に関すること 

財

政

部 

財政班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

災害応急対策と災害復旧における財政措置に関すること 

契約班 救援物資及び災害用資機(器)材の調達に関すること 

管財班 

庁舎及びその付属施設の災害応急対策に関すること 

緊急輸送通行証及び配車に関すること 

輸送車両、燃料、運行従事者の確保に関すること 

市民税班 

資産税班、収納班の所管業務の支援に関すること 

避難所開設・運営に関すること（教育部の所管業務の支援） 

資産税班 

家屋の被災調査、台帳作成及び罹災証明発行に関すること 

収納班の所管業務の支援に関すること 

避難所開設・運営に関すること（教育部の所管業務の支援） 

収納班 

資産税班の所管業務の支援に関すること 

被災証明の発行に関すること 

避難所開設・運営に関すること（教育部の所管業務の支援） 

市

民

生

活

部 

地域活動支援班 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

部内人員の調整及び応援依頼に関すること 

本部班の所管業務の支援に関すること 

第１地区から第５地区の災害情報の収集及び伝達に関すること 

第１地区から第５地区の被害状況の調査及び報告に関すること 

第１地区から第５地区の関係機関等との連絡調整に関すること 

第１地区から第５地区の災害応急対策と災害復旧に関すること 

第１地区から第５地区の災害相談窓口に関すること 

避難行動要支援者の安否確認に関すること 

市民窓口班 戸籍・住民記録班の所管業務の支援に関すること 

支所班 

災害情報の収集及び伝達に関すること 

被害状況の調査及び報告に関すること 

関係機関等との連絡調整に関すること 

災害応急対策と災害復旧に関すること 

災害相談窓口に関すること 

避難行動要支援者の安否確認に関すること 

戸籍・住民記録班 

食料の確保及び供給に関すること 

遺体の搬送及び埋火葬に関すること 

被災者の避難先の把握に関すること 

人権・男女共同参画班 

遺体の収容、検案、安置及び引渡しに関すること 

福祉避難所の運営に関すること 

保

健

福

祉

部 

福祉政策班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

被災者生活再建支援金の申請、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並

びに災害援護資金の貸付けに関すること 

社会福祉団体との連絡調整に関すること 

ボランティアに関する社協、団体等との調整に関すること 

避難行動要支援者の支援及び災害情報のとりまとめと報告に関すること 

福祉避難所の設置、運営に関すること 
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部 班 業務分掌 

保

健

福

祉

部 

生活支援班 

被服、寝具等生活必需品の確保と供給に関すること 

福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

高齢者福祉班 

高齢者福祉施設(介護保険サービス施設を除く）の被害状況調査及び報告

に関すること 

避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

介護保険班 

高齢者福祉施設（介護保険サービス施設）の被害状況調査及び報告に関

すること 

義援物資の受領及び保管に関すること 

災害義援金の受領及び配分に関すること 

避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

福祉政策班、生活支援班の所管業務の支援に関すること 

障害福祉班 

障害者福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

福祉政策班の所管業務の支援に関すること 

医療事業班 被災者の看護及び応急救護に関する連絡調整に関すること 

国民健康保険班 遺体の搬送、収容、検案、安置、引渡し及び埋火葬の総括に関すること 

長

野

市

保

健

所

部 

総務班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

医療の確保に関すること 

救急医療品及び衛生材料の確保に関すること 

医療救護本部の設置、運営に関すること 

健康班 

救護所の開設及び管理運営の総括に関すること 

避難所における医療救護、健康管理に関すること 

避難行動要支援者の安否確認及び支援に関すること 

被災者のこころのケア、感染症等の予防に関すること 

助産に関すること 

食品生活衛生班 

食品衛生に関すること 

毒物及び劇物に関すること 

死亡獣畜に関すること 

飼養動物に関すること 

健康班の所管業務の支援に関すること 

環境衛生試験所班 

毒物及び劇物に関すること 

防疫に関すること 

健康班の所管業務の支援に関すること 

こ

ど

も

未

来

部 

こども政策班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

要配慮者（妊産婦及び乳幼児）の支援に関すること 

子育て支援班 

母子・児童福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

福祉避難所の運営に関すること 

こども政策班の所管業務の支援に関すること 

保育・幼稚園班 

児童福祉施設の被害状況調査及び報告に関すること 

園児の避難、保護及び安否確認に関すること 

応急保育に関すること 

福祉避難所の運営に関すること 

こども政策班の所管業務の支援に関すること 

環

境

部 

環境政策班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

環境監視、保全に関すること 

浄化槽の被害状況調査及び報告に関すること 
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部 班 業務分掌 

環

境

部 

廃棄物対策班 

廃棄物処理施設の被害状況調査及び報告に関すること 

災害時の産業廃棄物に関すること 

仮置場の設置・運営に関すること 

生活環境班 

仮設トイレの設置・管理に関すること 

災害時のし尿及び生活雑排水（以下「し尿等」という。）の収集運搬・

処理に関すること 

災害時のごみの収集運搬・処理に関すること 

災害廃棄物等処理実施計画の策定に関すること 

建物解体後の処理に関すること 

清掃センター班 災害時のごみの処理に関すること 

衛生センター班 

災害時のし尿等の処理に関すること 

仮設トイレの設置・管理に関すること 

商

工

観

光

部 

産業政策班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

労働者雇用、あっせん等の連絡調整に関すること 

関係機関等との連絡調整に関すること 

商工業関係の被害状況調査及び報告に関すること 

被災商工業者に対する融資に関すること 

観光振興班 観光客の安全確保及び帰宅支援に関すること 

文

化

ス

ポ

ー

ツ

振

興

部 

文化芸術班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

避難所の開設、運営に関すること 

所管施設の災害時の使用に関すること 

スポーツ班 

体育施設の災害時の使用に関すること 

避難所の開設、運営に関すること 

農

林

部 

農業政策班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

関係機関等との連絡調整に関すること 

被災農林業者に対する融資に関すること 

農畜産物の被害状況調査及び報告に関すること 

農畜産物の災害応急対策に関すること 

家畜伝染病の防疫に関すること 

農業土木班 

農地及び農業用施設の被害状況調査及び報告に関すること 

農地及び農業用施設の災害応急対策に関すること 

冠水対策に関すること 

森林整備班 

林地、治山施設及び林業施設の被害状況調査及び報告に関すること 

林地、治山施設及び林業施設の災害応急対策に関すること 

いのしか対策課 森林整備班の所管業務の支援に関すること 

農業委員会事務局班 農業土木班、森林整備班の所管業務の支援に関すること 

建

設

部 

監理班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

関係機関等との連絡調整に関すること 

交通制限に関すること 

道路班 

道路及び橋りょうの安全確保に関すること 

道路及び橋りょうの被害状況調査及び報告に関すること 

道路及び橋りょうの災害応急対策に関すること 

河川班 

河川及び水路の被害状況調査及び報告に関すること 

河川及び水路の災害応急対策に関すること 

地すべり、崖崩れ等の災害応急対策の総括に関すること 

水防対策に関すること 
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部 班 業務分掌 

建

設

部 

維持班 

道路及び橋りょうの被害状況調査及び報告に関すること 

道路及び橋りょうの災害応急対策の総括に関すること 

河川及び水路の被害状況調査及び報告に関すること 

河川及び水路の災害応急対策の総括に関すること 

地すべり、崖崩れ等の災害応急対策に関すること 

交通制限に関すること 

住宅班 

応急仮設住宅の建設及び入居者の受入れに関すること 

公営住宅のあっせん及び民間住宅の情報収集に関すること 

建築班 市有施設の応急対策に関すること 

建築指導班 

被災住宅等の災害応急対策に関すること 

災害復興住宅資金等の融資に関すること 

被災建築物の応急危険度判定に関すること 

被災宅地の危険度判定に関すること 

家屋の被災調査の支援に関すること 

都

市

整

備

部 

都市計画班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

建設部の所管業務の支援に関すること 

区画整理班 建設部の所管業務の支援に関すること 

公園緑地班 公園施設の災害時の使用に関すること 

まちづくり推進班 建設部の所管業務の支援に関すること 

駅

周

辺

整

備

部 

駅周辺整備局班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ） 

建設部の所管業務の支援に関すること 

会

計

部 

会計班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

派遣自衛隊との連絡調整に関すること 

ヘリポート及び車両置場等の確保に関すること 

自衛隊員の受入れ、駐屯地場所及び宿泊施設の確保に関すること 

自衛隊が使用する災害応急対策用資機(器)に関すること 

即時支払に必要な現金の受渡しに関すること 

検査班 会計班の所管業務の支援に関すること 

議

会

部 

総務班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

議員の視察に関すること 

市議会議員への災害情報伝達に関すること 

議事調査班 

議員の視察に関すること 

臨時議会の開催に関すること 

教

育

部 

総務班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

教育部及び学校教育部に係る災害情報のとりまとめ、報告に関すること 

避難所の開設及び管理運営の総括に関すること 

生涯学習班 

避難所の開設、運営に関すること 

所管施設の災害時の使用に関すること 

文化財班 

文化財の被害状況調査及び報告に関すること 

文化財の災害応急対策に関すること 

避難所の開設、運営に関すること 

学

校

教

育

部 

学校教育班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

児童及び生徒の避難並びに安否確認に関すること 

児童及び生徒の被災状況の調査に関すること 

応急の教育に関すること 

学用品の給与に関すること 

教職員の動員に関すること 

保健給食班 

学校給食に関すること 

給食施設の災害時の使用に関すること 
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部 班 業務分掌 

上

下

水

道

部 

総務班○ 

主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

関係機関等との連絡調整及び協力要請に関すること 

部に係る災害応急資機(器)材の確保に関すること 

給水活動に関すること 

営業班 

部に係る広報活動に関すること 

給水活動に関すること 

水道整備班 

給水活動に関すること 

配水調整に関すること 

水道施設の災害復旧の総括に関すること 

水道維持班 

給水活動の統括に関すること 

給水活動用車両、タンク等の確保に関すること 

配水調整に関すること 

浄水班 

送配水調整に関すること 

水質保全に関すること 

給水活動に関すること 

下水道整備班 

部に係る災害応急資機（器）材の確保に関すること 

下水道施設復旧の総括に関すること 

給水活動に関すること 

下水道施設班 

汚水処理施設の復旧に関すること 

給水活動に関すること 

消

防

部 

総務班○ 主管課業務（Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ） 

予防班 

災害の予防に関すること 

危険物の安全確保に関すること 

広報及び巡回等に関すること 

災害状況及び消防活動の調査記録、写真撮影に関すること 

警防班 

災害の警戒及び防ぎょに関すること 

避難誘導に関すること 

行方不明者の捜索に関すること 

消防職員及び消防団員の動員に関すること 

消防団との連絡調整に関すること 

消防関係車両及び機械器具の整備並びに点検に関すること 

消防用資機材の確保に関すること 

水防用資機材の確保に関すること 

緊急消防援助隊等の応援要請に係る連絡調整に関すること 

通信指令班 

災害情報の受付、収集及び伝達に関すること 

通信機器等の点検及び整備に関すること 

消防署班 

消防活動及び水防活動に関すること 

救急救助活動に関すること 

その他災害応急活動に関すること 
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第６ 災害警戒本部の設置 

１ 設置基準 

気象警報・予報の発表や地震等により災害が発生又は発生するおそれがある場合において、情報の収

集・伝達・指示等の災害初期の応急活動を迅速かつ円滑に行うため、危機管理防災監は必要に応じ次の場

合に、災害警戒本部を設置し、災害警戒本部の指揮をとる。 

〈災害警戒本部の設置基準〉 

○市域に震度４の地震が発生し、公共施設等の被害状況を調査する必要があるとき 

○市内に局地的な被害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○その他危機管理防災監が必要と認めるとき 

なお、危機管理防災監が置かれない場合にあっては、長野市総務部長をもって充てる。 

また、危機管理防災監の判断を仰ぐことができない場合は、次の者が代行する。 

〈危機管理防災監の代行順位〉 

第１順位 総務部長    第２順位 建設部長    第３順位 消防局長 

 

２ 設置場所 

災害警戒本部は市役所に置く。 

 

３ 設置の通知 

災害警戒本部を設置した場合、総務部本部班は早急に参集範囲の職員にその旨を通知する。 

 

第７ 災害警戒本部の運営 

１ 災害警戒本部の組織 

災害警戒本部（以下この項において「警戒本部」という。）は、警戒本部長、警戒副本部長、警戒本部

員（必要に応じ本部員のうちから警戒本部長が招集）、本部連絡員、班長、班員により「長野市災害警戒

本部組織図」のとおり組織し、その役割は次のとおりとする。 

ただし、警戒本部長の判断により必要な職員により組織することができる。 

〈警戒本部の構成と役割〉 

警 戒 本 部 長 危機管理防災監 

警戒本部の業務を総括し、所属の職員を指揮

監督する。 

警戒副本部長 総務部長、建設部長、消防局長 

警戒本部長を補佐し、警戒本部長に事故ある

ときは、その職務を代理する。 

警 戒 本 部 員 

災害対策本部の本部員のうち

警戒本部長が必要とする本部

員 

警戒本部長の命を受け、災害警戒本部の事務

に従事し、部の事務を掌理する。なお、事前

に代行者を定めておく。 

本 部 連 絡 員 

災害対策本部の本部連絡員と

同じ 

部の所管する情報を警戒本部長に報告する。

また、警戒本部の情報を部に連絡する。 

班 長 各課長 

警戒本部長又は警戒本部員の命を受け、班の

事務を掌理する。 

班 員 各課員 班長の命を受け、班の事務に従事する。 
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２ 警戒本部会議 

警戒本部長は、警戒本部を設置したときは、必要に応じ長野市災害警戒本部会議（以下「警戒本部会

議」という。）を置く。 

〈警戒本部会議の概要〉 

警 戒 本 部 会 議 の 

開 催 時 期 

○必要に応じて 

 

警 戒 本 部 会 議 の 

構 成 員 

○警戒本部長 

○警戒副本部長 

○警戒本部員（警戒本部長が必要とする本部員） 

○警戒本部長が指名する職員 

事 務 局 ○総務部本部班 

報 告 事 項 

○被害状況に関すること 

○各部の配備態勢 

○緊急措置事項 

協 議 事 項 

○応急対応に関すること 

○配備態勢の切替え及び警戒本部の廃止に関すること 

○その他災害対策事項に関すること 

 

３ 業務分掌 

(1) 被害の発生状況及び市内の気象等に関する状況の把握に関すること 

(2) 気象予報情報並びに河川の水位情報の収集及び関係各課への伝達に関すること 

(3) 応急措置の実施に関すること。なお所掌業務は、「長野市災害対策本部業務分掌表」のとおり 

(4) その他必要な事項 

 

第８ 災害警戒本部の廃止 

災害警戒本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき又は災害対策本部に移行したときは、災

害警戒本部を廃止する。総務部本部班は職員にその旨を通知する。 
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財政班、契約班、管財班、市民税班、資産税班、収納班

総務部

本部班、庶務班、職員班、職員研修所班、情報政策班、行政管理班、第

一庁舎・長野市芸術館建設事務局班、選挙管理委員会事務局班、監査

委員事務局班

長野市災害警戒本部

企画政策部

秘書班、企画班、人口減少対策班、広報広聴班、交通政策班、東京事

務所班

長野市保健所部 総務班、健康班、食品生活衛生班、環境衛生試験所班

［警戒副本部長］

　総務部長

　建設部長

　消防局長

保健福祉部

福祉政策班、生活支援班、高齢者福祉班、介護保険班、障害福祉班、

医療事業班、国民健康保険班

長野市災害警戒本部会議

［警戒本部長］

危機管理防災監

市民生活部

地域活動支援班、市民窓口班、支所班、戸籍・住民記録班、人権・男女

共同参画班

財政部

環境部

環境政策班、廃棄物対策班、生活環境班、清掃センター班、衛生セン

ター班

商工観光部 産業政策班、観光振興班

こども未来部 こども政策班、子育て支援班、保育・幼稚園班

〔警戒本部長が指名する職員〕

本部連絡員

警戒本部長が必要とする職員

建設部 監理班、道路班、河川班、維持班、住宅班、建築班、建築指導班

都市整備部 都市計画班、市街地整備班、公園緑地班、まちづくり推進班

文化スポーツ振興部 文化芸術班、スポーツ班

農林部

農業政策班、農業土木班、森林整備班、いのしか対策班、農業委員会事

務局班

［本部員］

各部長

長野市保健所長

駅周辺整備局長

会計局長

教育次長(2)

議会事務局長

上下水道局長

※このうち警戒本部長が必要と

する本部員

議会部 総務班、議事調査班

教育部 総務班、生涯学習班、文化財班

駅周辺整備部 駅周辺整備局班

会計部 会計班、検査班

消防部 総務班、予防班、警防班、通信指令班、消防署班

学校教育部 学校教育班、保健給食班

長野市災害警戒本部

組織図

上下水道部

総務班、営業班、水道整備班、水道維持班、浄水班、下水道整備班、下

水道施設班

長野市災害警戒本部

組織図 
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第３節  広域相互応援活動 

 

項目 担当 

第１ 消防に関する要請 消防部警防班 

第２ 県等に対する応援要請 総務部本部班・情報政策班、企画政策部企画班・秘書班 

 

第１ 消防に関する要請 

１ 県内市等に対する応援要請 

本部長は、災害の状況を的確に判断し、必要に応じて「長野県消防相互応援協定」に基づき、速やか

に締結市等の長に対し応援を要請する。 

 

２ 他都道府県への応援要請 

本部長は、県内の他市等からの応援を受けても十分に対処できないと認められるときは、次に掲げる

消防組織法第44条の規定による他都道府県からの消防の応援を知事に要請する。 

 ① 緊急消防援助隊 

② 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプター 

③ その他、他都道府県からの消防隊 

また、長野県災害対策本部に消防応援活動調整本部が設置された場合、職員を派遣する。 

 

<緊急消防援助隊の応援要請系統図> 

 

 

調整 

応援要請 

応援要請 

 

出動の求め 

又は指示 

緊急消防援助隊の 

属する都道府県知事 

長野県知事 

 

 

 

 

長野市 

長野市長 

応援決定通知 

出動の求め又は指示 

緊急消防援助隊の 

属する都道府県市町村 

（緊急消防援助隊） 

出動の求め 

又は指示 

消防庁長官 

長野県消防相互応援協定 

自主応援 

応援出動 

第三要請 県内消防本部 

第二要請 北信ブロック消防本部 

第一要請 隣接消防本部 

応援決定通知 

応援要請 

出動の求め又は指示 
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３ 受援計画に基づく支援 

消防部警防班は、応援要請又は消防長官により出動の指示を受けた緊急消防援助隊について、「長野市

緊急消防援助隊受援計画」に基づき、円滑な消防活動ができるよう支援を行う。 

また、広域航空消防応援については、「長野県緊急消防援助隊航空部受援計画」に基づき支援を行う。 

〈緊急消防援助隊の受入れ方法〉 

連 絡 窓 口 消防局調整本部を設置し、災害対策本部と連携を図りながら調整を行う。 

作 業 体 制 

応援を求める活動について、災害対策本部と調整を図りながら速やかに活

動計画を立てる。 

集 結 場 所  

（進出拠点） 

長野市緊急消防援助隊受援計画に基づき、原則として、道の駅ふるさと天

望館（信濃町）、黒姫野尻湖ＰＡ上り、小布施ＰＡ上り、長野ＩＣ、県立歴史

館（千曲市）、松代ＰＡ下り、安庭チェーン着脱所情報ＳＴ、道の駅中条を進

出拠点とする。 

活 動 拠 点 

（野営可能場所） 

被災の状況から、長野市内に確保が可能な場合には、災害対策本部と調整

を図り、長野運動公園一帯、オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）、南

長野運動公園一帯、長野県消防学校、若里多目的スポーツアリーナ（ビッグ

ハット）、若里多目的広場（カネボウ跡地）、真島総合スポーツアリーナ（ホ

ワイトリング）を活動拠点とする。 

被災の状況から長野市内に活動拠点が確保できない場合には、災害対策本

部を通じて、県又は周辺市町村に対して、活動拠点の提供を要請する。 

 

第２ 県等に対する応援要請 

１ 県に対する応援要請 

総務部本部班は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事等に対し、次に掲げる事

項を明らかにして、災害対策基本法第68条の規定に基づき、応援を求め、又は、応急措置の実施を要請

する。 

〈県への要請事項〉 

○応援を求める理由及び災害の状況 

○応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

○応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

○その他必要な事項 

 

２ 県内他市町村に対する応援要請 

総務部本部班は、災害の規模及び被害状況等から、市の有する人員、物資、資機材等のみで対処でき

ない、又は、緊急性、地理的条件、被害状況等により、他市町村長に応援を要請することがより効果的

等必要があると認められる場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定」に基づき、長野ブロック代表市

の当市が被災しているため、構成市町村で定めた市町村に対して応援の要請をする。ただし、長野ブロ

ックを構成する市町村の大半が被災した場合は、松本ブロックに対して応援を要請する。応援要請がで

きず、震度６強以上の場合は、松本ブロック構成市町村から先遣隊が派遣されるので受入れを行う。ま

た、速やかにその旨を知事に連絡する。 

要請事項は、県に対する応援要請と同様である。なお、要請は口頭（電話、無線）又は文書（ファッ

クス）で連絡し、口頭で行った場合は後に文書を送付する。 
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〈長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統図〉 

【長野ブロック構成市町村】 

長野市（代表市）、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村 

【松本ブロック構成市町村】 

松本市（代表市）、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

 

３ 県外他市等に対する応援要請 

総務部本部班は、災害の規模及び被害状況等から、県外他市町村長へ応援を要請する必要があると認

められる場合は、「災害時相互応援協定（町田市、富山市、上越市、静岡市、甲府市）」、「中核市災害相

互応援協定」に基づき、応援を要請する。 

 

４ 指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等 

総務部本部班は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第29条及び第

30条の規定により、指定地方行政機関若しくは特定公共機関（指定公共機関のうち、その業務の内容そ

の他の事情を勘案して市域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を

限って内閣総理大臣が指定するもの）の長に対し、職員の派遣の要請、又はその派遣について県知事に

対しあっせんを求める。 

〈要請事項〉 

○派遣を要請する理由         ○派遣を要請する職員の職種別人員 

○派遣を必要とする期間        ○派遣される職員の給与その他の勤務条件 

○職員の派遣について必要な事項 

 

５ その他関係機関への応援要請 

各部は、関係機関との応援協定等に基づき、災害応急対策活動の協力を要請する。 

 

要請 

応援計画 

の連絡 

調整 

応援 

応援計画 

の連絡 

要請（協定外） 

調整 

要請 

応援 

被災市町村 

所属ブロック 

代表市町村 

構成市町村 

他ブロック 

代表市町村 

構成市町村 

要請 

被災市町村管轄地方部 応援市町村管轄地方部 

県  本  部 

長野県災害対策本部 
調整 

連絡 
連絡 調整 

要請 

先遣隊の派遣、応援計画の連絡 

連絡 

要請に係る系統（応援協定）     要請に係る系統（協定外） 

応援に係る系統（応援協定）     応援に係る系統（協定外） 

被 災 市 町 村 

先遣隊の派遣、 

応援計画の 

連絡 

応急措置（協定外） 
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〈市関係の応援協定一覧〉 

協定名（協定先） 主な応援内容 主務課 

災害時の医療救護活動に関する協定（一般社団法人長野市

医師会、一般社団法人更級医師会、一般社団法人上水内医

師会、一般社団法人須高医師会） 

・医療救護協力 保健所総務課 

災害時の歯科医療救護活動に関する協定（公益社団法人長

野市歯科医師会、一般更級歯科医師会、一般上水内歯科医

師会、一般埴科歯科医師会） 

・歯科医療救護協力 保健所総務課 

災害時の医療救護に関する協定（一般社団法人長野市薬剤

師会、一般更埴薬剤師会） 

・医療救護協力 保健所総務課 

災害時における必要物資供給等の協力に関する協定（長野

市商工業災害対策連絡協議会） 

・物資（食料、生活必需品、

光熱材料、医薬品等）の

調達、配布等の応援協力 

契約課 

災害時における協力に関する協定書（公益社団法人長野青

年会議所） 

危機管理防災課 

災害時における食糧の安定供給に関する協定（一般社団法

人長野市開発公社） 

・食料の安定配給協力 戸籍・住民記録課 

災害時における飲料水の供給に関する協定（北陸コカ・コ

ーラボトリング㈱・サントリービバレッジサービス㈱） 

・飲料水供給協力 危機管理防災課 

災害時における地下水の供給に関する協定（独立行政法人

国立病院機構東長野病院・長野県厚生農業協同組合連合会

篠ノ井総合病院） 

・飲料水供給協力 危機管理防災課 

災害時における石油類燃料の供給等に関する協定書（長野

県石油商業組合、同北信支部） 

・石油類燃料の優先供給協

力 

危機管理防災課 

災害時におけるＬＰガスの供給等に関する協定（一般社団

法人長野県ＬＰガス協会、長野ＬＰ協会長野支部） 

・ＬＰガスの優先供給協力 危機管理防災課 

災害時における資機材リースの協力に関する協定（長野県

建設機械リース業協会） 

・資機材（仮設トイレ、発

電機、ストーブなど）の

優先リース協力 

危機管理防災課 

災害時における復旧協力に関する協定（一般社団法人長野

市建設業協会） 

・復旧協力 監理課 

災害等緊急時における出動協力に関する協定（長野市電設

業協会） 

・出動協力 建築課 

災害等緊急時における出動協力に関する協定（長野市空衛

設備協会） 

建築課 

災害その他緊急時における出動協力に関する協定（長野市

プレハブ協会） 

建築課 

災害等緊急時における出動協力に関する協定（長野市水道

工事協同組合） 

上下水道局総務課 

災害時における電気の保安に関する協定（一般財団法人中

部電気保安協会長野支店） 

危機管理防災課 

災害時における障害物除去等の協力に関する協定（長野県

レッカー協会） 

危機管理防災課 

災害時の廃棄物収集運搬業務に関する協定書（長野市委託

浄掃事業協同組合） 

・廃棄物の収集運搬協力 生活環境課 

災害時のし尿収集に関する協定（長野市生活環境協同組

合・長野市一般廃棄物（し尿）収集許可業者組合） 

・し尿収集協力 生活環境課 

災害時緊急応援に関する協定（第一環境㈱） ・水道業務応援協力 上下水道局総務課 

災害時における復旧支援協力に関する協定（公益法人日本

下水道管路管理業協会中部支部長野県部会） 

・下水道管路施設復旧支援

協力 

下水道整備課 

災害時等における水質検査業務等に関する協定（社団法人

長野市薬剤師会） 

・水質検査業務協力 上下水道局総務課 

危機管理防災課 

災害時における被災建築物応急危険度判定の協力に関する

協定書（社団法人長野県建築士会長野支部・更級支部） 

・被災建築物の応急危険度

判定協力 

建築指導課 

災害時における交通及び地域安全の確保等に係る業務に関

する協定（一般社団法人長野県警備業協会） 

・避難所、重要施設等の警

備、交通誘導、パトロー

ル等協力 

危機管理防災課 

災害時における相互協力に関する協定（市内郵政関係機関） ・情報の提供協力 危機管理防災課 
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６ 応援の申出の受付 

企画政策部秘書班は、全国自治体等から援助等の申出を受け付け、関係する部班等に諮り、受入れ等

の連絡調整を行う。 

 

７ 情報連絡員（リエゾン）等の応援要請 

(1) 県への依頼 

市の体制のみでは円滑な情報収集連絡の実施が困難な場合は、地方事務所長に応援を求める。 

(2) 国土交通省への依頼 

「災害時の情報交換に関する協定」に基づき、関東地方整備局長及び北陸地方整備局長に、情報連

絡員（リエゾン）の派遣を依頼する。派遣基準は、震度６弱以上の地震、大規模な浸水被害、広範囲

の道路に重大な被害が発生又は発生しそうな風水害、大規模な土砂災害、火山災害の場合とする。ま

た、地方整備局長の判断で派遣される場合もある。 

 

８ 応援隊の受入れ 

企画政策部企画班は、県や他市町村等からの職員の派遣が決定した場合、次に示す受入れ体制を整え、

応援隊の活動状況を把握する。 

なお、他市町村等から専門職員の派遣協力の申出があった場合には、企画政策部で受け付けた後に各

部へあっせんする。各部で派遣職員の受入れを行う場合には、同様の受入れ体制を整えるとともに、協

力活動の状況を把握して企画政策部に随時報告する。 

〈応援隊受入れ方法〉 

○連絡窓口・担当者の指定   ○作業計画の策定 

○必要な資機材の確保     ○受入れ拠点の確保（市内の公的建物から選定する） 

○費用の負担範囲 
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第４節  ヘリコプターの運用計画 

 

項目 担当 

第１ ヘリコプターの要請 総務部本部班・情報政策班、消防部警防班 

第２ 臨時ヘリポートの開設 会計部会計班・検査班、消防部警防班、市民生活部部支所班 

 

第１ へリコプターの要請 

災害の状況により被災状況に関する情報収集、救助活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、

人員の搬送等の空輸を必要とするときは、総務部本部班又は消防部警防班は、県消防防災ヘリコプター、

県警ヘリコプター、広域航空消防応援ヘリコプター、自衛隊ヘリコプター及びドクターヘリによる輸送

を県へ要請する。 

なお、要請に際しては、内容をできる限り詳細に連絡する。 

 

１ ヘリコプターの要請担当 

県、県警、広域航空消防応援ヘリ、自衛隊、ドクターヘリ 総務部本部班又は消防部警防班 

 

２ ヘリコプター選定基準 

区  分 機 種 定員 

救助 

ホイスト 

消火装置 物資吊下 ヘリテレ 

消防防災ヘリコプター ベル412EP 15 ○ ○ ○  

県警ヘリコプター 

ユーロコプター 

A365N 

13 ○  ○ ○ 

アグスタAW139 17 ○  ○ ○ 

広域航空消防応援 

ヘリコプター 

各種 各種 ○ ○ ○ ○ 

自衛隊ヘリコプター 各種 各種 ○ ○ ○  

ドクターヘリ  ６     

 

３ 要請の実施事項 

(1) 要請にあたっては、次の事項について可能な限り調査し、急を要する場合は口頭で要請する。（文書

による手続が必要な場合は、後刻速やかに行う。） 

〈ヘリコプター要請の実施事項〉 

○災害の状況と活動の具体的内容（物資の量、輸送人数、傷病の程度、距離等） 

○活動に必要な資機材等        ○ヘリポート及び給油体制 

○要請者、現場責任者及び連絡方法   ○資機材等の準備状況 

○気象状況              ○ヘリコプターの誘導方法 

○他のヘリコプターの活動状況     ○その他必要な事項 

(2) 県と連携して適切なヘリポートを選定し、必要な人員の配置、散水、危険防止のための適切な措置

をとる。 

(3) 傷病者の搬送の場合は、救急車及び収容先病院等について手配する。 

(4) 連絡責任者はヘリポートで待機し、必要に応じ機長等との連絡にあたる。 

(5) 自衛隊の派遣要請手続については第５節「自衛隊の災害派遣」による。 
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４ ヘリコプター要請手続 

(1) 消防防災ヘリコプター 

災害時の救助、緊急物資の輸送、災害応急対策要員の搬送や、重度傷病者の救急搬送、林野火災の

空中消火等に、幅広く迅速に対応する。 

 

 (2) 県警ヘリコプター 

災害応急対策を実施するに当たり、消防防災ヘリコプターが使用できない場合又は対応できない場

合には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 

 

また、県公安委員会は、必要に応じて、警察庁又は他の都道府県警察に対し、援助の要請を行う。 

 

(3) 広域航空消防応援ヘリコプター 

広域航空消防応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要

綱」に基づき応援要請する。 

 

○第１次的に応援出動する航空部隊（第一次航空部隊）：群馬県、東京消防庁、新潟県、山梨県、岐阜

県 

○大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速やかに応援出動の準備を行う航空部隊

（出動準備航空部隊）：栃木県、茨城県、埼玉県、千葉市、横浜市、川崎市、富山県、石川県、福井

県、静岡県、静岡市、浜松市、愛知県、名古屋市、三重県、大阪市 

 

要請 

報告 

長野地方事務所 

要請報告 

長野市・消防局 

 

消防防災航空隊 県危機管理部消防課 

災害対策関係部局 

指定地方行政機関等 

要請 

指示 

※ 連絡用無線 消防用無線（県内共通波） 

呼出名称「しょうぼうながのけんあるぷす１（いち）」 

県危機管理部 

（危機管理防災課） 

県警本部 

（警備第二課）→（地域課） 

県公安委員会 

警察庁 

援助の要求 

連 絡 

援助の要求 

他の都道府県警察本部 

要請側消防長 県知事（地方事務所・危

機管理部経由） 

長野市長 

応援側市長 

消防庁長官 

応援側都道府県知事 応援側消防長 

要請 

報告 通知 

指示 

指示 

連絡 連絡 

報告 要請 

通知 

要請 

要請 

通知 

通知 



《第３章 震災対策》4 ヘリコプターの運用計画 

104 

(4) 自衛隊ヘリコプター 

 

(5) ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野厚生連佐久総合病

院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院へドクターヘリの出動を要請する。 

 

第２ 臨時ヘリポートの開設 

会計部会計班・検査班及び消防部警防班は、あらかじめ指定された飛行場外離着陸場、緊急離着陸場

から、臨時ヘリポートを確保し、開設する。 

また、孤立地区等が発生した場合、市民生活部支所班は、ヘリポートとして利用可能な場所を速やか

に確保する。 

 

 

第 13普通科連隊長 

（松本駐屯地司令） 

知事 

県危機管理部長 

（危機管理防災課） 

警察本部長 

（警備第二課） 

警察署長 
長野地方事務所長 

長野市長 

指定地方行政機関等 

関係部長 

現地機関の長 

通知（知事への要請要求

ができない場合） 

要請 

交番・駐在所 

自衛隊連絡班 

連絡調整 連絡調整 

要請 

長野厚生連佐久総合病院佐久医療セン

ター又は信州大学医学部附属病院 

知 事 

県危機管理部 

（消防課） 

健康福祉部 

（医療推進課） 

長野地方事務所長 

長野市長 指定地方行政機関等 

調整 

報告 

要請 

要請 

消防局 

要請 

要請 

平常時の手続 

災害時の手続 

連絡班が県庁に 

派遣されている場合 
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第５節  自衛隊の災害派遣 

 

項目 担当 

第１ 派遣の要請 総務部本部班・情報政策班、会計部会計班・検査班 

第２ 自衛隊の自主派遣  

第３ 自衛隊の活動 会計部会計班・検査班 

第４ 撤収要請 総務部本部班・情報政策班 

第５ 経費の負担 総務部本部班・監査委員事務局班 

 

第１ 派遣の要請 

１ 要請の要件 

本部長は、次の場合に自衛隊の派遣要請を検討する。 

〈自衛隊災害派遣要請の要件〉 

○公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性がある

こと。（公共性の原則） 

○差し迫った必要性があること。（緊急性の原則） 

○自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がないこと。（非代替性の原則） 

 

２ 要請系統 

本部長は、要件の範囲内において自衛隊の派遣を必要とする場合は、以下により要請を求める。 

ア 本部長は、文書又は口頭をもって地方事務所長もしくは警察署長に派遣要請を求めるものとする。 

イ 本部長は、アにより口頭をもって要求をしたときは、事後において速やかに地方事務所長を通じ

文書による要求をするものとする。 

ウ 本部長は、アの要請ができない場合には、その旨及び災害の状況を第13普通科連隊長に通知する

ものとする。 

また、この通知をしたときは、速やかに知事にその旨を通知するものとする。 

〈自衛隊応援派遣要請手続系統図〉 

 

要請 

知  事 

県危機管理部長 

(県危機管理防災課) 県関係部長 

現地機関の長 

長野地方事務所長 

指定地方行政機関等 

警察署長 

自衛隊連絡班 

警察本部長 

（警備第二課） 

交番・駐在所 
長野市長 

第13普通科連隊長 

（松本駐屯地司令） 通知（知事への要請要求

ができない場合） 

連絡班が県庁に 

派遣されている場合 

連絡調整 
連絡調整 
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〈自衛隊派遣要請の方法〉 

要請依頼先 地方事務所長又は警察署長 

通知先 

○陸上自衛隊第13普通科連隊長 松本市高宮西1-1 

○連絡先 

勤務時間中：第３科長 TEL NTT 0263-26-2766（内線230・235） 

              防災行政無線 8-535-79 

              FAX NTT 0263-26-2766(内線239) 

防災行政無線8-535-76 

勤務時間外：松本駐屯地当直司令 TEL NTT 0263-26-2766（内線301） 

              防災行政無線 8-535-79 

              FAX NTT 0263-26-2766(内線239) 

防災行政無線8-535-76 

伝達方法 文書各１部（緊急の場合は電話、無線等、口頭で行い、事後文書送付） 

記載内容 

○災害の情況及び派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況及びその他参考となるべき事項 

○ヘリコプターの要請を必要とする場合にあたっては、ヘリコプターの発着

可能な場所 

 

第２ 自衛隊の自主派遣 

自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと

きは、部隊等を自主派遣することができる。 

 

第３ 自衛隊の活動 

１ 自衛隊の受入れ 

会計部会計班・検査班は、自衛隊の派遣が確定した場合、次のとおり派遣部隊の受入れ体制を準備す

る。 

〈自衛隊の受入れ方法〉 

連 絡 窓 口 

○連絡担当者を定め、部隊の活動等について部隊その他関係機関に行う要請は

県の現地連絡調整者（長野地方事務所長等）を通じて行い、連絡窓口を一本

化する。 

作 業 体 制 

○応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。 

○必要な資料や資機材等を確保する。 

○作業に関係のある管理者の了解をとる。 

自衛隊集結地 長野運動公園、南長野運動公園、真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング） 

受 入 れ 拠 点 

○部隊の宿舎、部隊の活動に要する資材等について現地連絡調整者から要請が

あったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに協力する。 

○ヘリポートを設置し、確保する。 

○宿舎、屋内施設を確保する。 

○資材置場、炊事ができる広場を確保する。 

○事務のできる部屋、駐車場を確保する。 

○派遣部隊の活動に対し、周辺住民の積極的な協力を求める。 
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２ 自衛隊の救援活動 

自衛隊による救援活動は、次に示す項目である。 

〈自衛隊の救援活動〉 

項  目 内                 容 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い、被害の状況を把握する。 

避難の援助 

避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者

の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

避難者等の捜索

救助 

行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して捜索活動を行う。 

水防活動 堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

消防活動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空機）

をもって、消防機関に協力して消火にあたるが、消火薬剤等は、通常関係機関の提供する

ものを使用するものとする。 

道路又は水路の

啓開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去にあたる。 

応急医療、救護及

び防疫 

被災者に対し、応急医療救護及び防疫を行うが、薬剤等は通常関係機関の提供するものを

使用するものとする。 

人員及び物資の

緊急輸送 

救急患者、医師その他救護活動に必要な人員及び援助物資の緊急輸送を実施する。この場

合において航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

炊飯及び給水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

救援物資の無償

貸与又は譲与 

「防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する省令」（昭和33年総理府令第

1号）に基づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付けし、又は救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及

び除去 

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

その他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては、所要の措置をとる。 

 

第４ 撤収要請 

本部長は、部隊の活動の必要がなくなったと認めたときは、現地連絡調整者に報告する。 

 

第５ 経費の負担 

派遣部隊の救援活動に要した経費は、自衛隊の負担すべきものを除き、原則として市が負担する。 

なお、経費の内容はおおむね次のとおりであるが、下記に記載する負担以外の救援活動の実施に要す

る経費で、負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と県が調整して決定する。 

〈市の経費負担〉 

○派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資材器材（自衛隊の装備に係るものを除く） 

○派遣部隊の宿営に必要な土地、建物の使用料及び借上料 

○派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴等の費用 

○派遣部隊の救援活動の実施に際して生じた（自衛隊の装備に係るものを除く）損害の補償 
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第６節  救助・救急・医療活動 

 

項目 担当 

第１ 救助・救急活動 消防部各班、消防団 

第２ 医療活動 保健所部総務班・健康班 

第３ 後方医療 保健所部総務班、消防部消防署班 

第４ 被災者への医療活動 保健所部総務班・健康班、保健福祉部医療事業班 

 

第１ 救助・救急活動 

１ 基本対応 

大規模災害時における救助・救急・医療活動については、より多くの人命を守ることを最重要とし、

次の事項を基本に対応する。 

〈救助・救急の基本対応〉 

○救命処置を必要とする者を優先する。 

○負傷者多数の場合の救急活動は、幼児、高齢者又は重傷（症）者を優先して行う。 

○負傷者多数の救助事象がある場合は、延焼火災現場の近くを優先する。 

○軽傷者は、付近住民及び自主防災組織・住民自治協議会等の協力により救出・救護する。 

 

２ 活動体制 

消防部消防署班は、管轄警察署、医療機関等と連携して、的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとと

もに、被害状況の早急な把握に努める。 

また、消防団、住民及び自主防災組織・住民自治協議会は、これに協力して救出・救護活動を行う。 

救出・救護活動に重機等を要する場合は、総務部本部班を通じて、応援協定に基づき建設業協会等に

活動及び資機材等の調達協力を要請する。 

なお、対応が困難な場合は、総務部本部班を通じて県への自衛隊等の派遣要請を依頼する。 

〈救助・救急活動における各機関の対応〉 

機関等 措置の概要 

消 防 部 

○災害による救助要請の通報を受けたときは、市本部、県警本部に連絡する。 

○救出班を現場に派遣し、組織的な人命救助を行う。消防団、付近住民等に協

力を求めるとともに、対応が困難な救助事象に対しては、緊急消防援助隊等

の応援要請を依頼する。 

○必要に応じ緊急措置として最寄りの医療機関に出動の協力を要請し、市本部

に報告する。 

消 防 団 

○消防部消防署班、住民、自主防災組織・住民自治協議会と連携した救出・救

護活動を行うとともに、負傷者に対する応急措置を行い、安全な場所や救護

所等への搬送に協力する。 

警 察 署 

○災害による救助要請の通報を受けたときは、市本部、県警本部に連絡する。 

○必要に応じ、緊急措置として、最寄りの医療機関に出動の協力を要請し、市

長に報告する。また、県警本部に応援を要請する。 

○警備班を編成し、傷病者の救出、現場及び付近の警戒・警備、交通規制等を

行う。 

○市長からの要請に応じて、救出現場と市本部との通信確保、傷病者搬送用の

車両提供・確保に協力する。 

住  民 

自主防災組織・ 

住民自治協議会 

○負傷者や生き埋め者等を発見した場合、市本部、警察署等の防災機関に通報

するとともに、近隣住民、事業所等と協力して、救出・救護活動に努める。 

○救助・救急隊員に協力要請された場合は、救出・救護活動への協力に努める。 
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第２ 医療活動 

１ 医療救護体制の確立 

保健所長は、大規模災害時における医療救護計画に基づき、災害対策本部長の指示により、長野市保

健所に保健所長を本部長とする長野市医療救護本部を設置し、医療救護活動全般を指揮統括する。 

保健所部総務班は、消防部警防班からの救出（現場）状況、医師会、歯科医師会からの医療機関の稼

働状況を把握し、医療救護活動全般の連絡、指揮にあたる。 

また、県、その他関係機関と相互に医療情報を連絡し、情報を共有する。 

 

２ 救護所・助産所の設置 

(1) 救護所 

保健所部健康班は、地域の被災者の医療救護活動拠点として、学校等に「応急救護所」を設置し、

医師会、歯科医師会並びに薬剤師会と協力して環境を整える。 

また、集団救出現場等で傷病者が多数発生した場合、現場近くに「現場救護所」を設置する。 

(2) 助産所 

保健所部健康班は、災害救助法が適用された場合に県知事が委託した日本赤十字社長野支部が設置

する救護所や、助産施設のある医療施設に助産所を設け、災害のため助産の途を失った者に対する介

助等、必要な支援を行う。 

 

３ 医療救護班・医薬品等の確保 

(1) 医療救護班の確保 

保健所部総務班は、医師会等に、医療救護班を編成して救護所に派遣するよう要請する。 

なお、対応が困難な場合は、県、日本赤十字社長野県支部等に救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭ

ＡＴ）の派遣を要請する。 

(2) 医薬品、医療用資機材の確保 

保健所部総務班は、医療救護班の医薬品・医療用資機材等が不足する場合、医療関係事業者・団体

又は県（健康福祉部）に要請して調達する。 

また、飲料水、洗浄等のための給水は上下水道部へ、電気・電話等通信手段は、総務部本部班を通

じて、各関係機関に要請する。 

 

４ 応急救護所での活動 

応急救護所では、次の活動を行う。 

〈応急救護所での活動〉 

○負傷者の傷害等の程度の判別（トリアージ）    ○死亡の確認 

○後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定  ○遺体の仮安置 

○負傷者の応急処置                ○救急活動の記録 

○遺体の検案 

※トリアージ：傷病者の重症度と緊急度を判定して、収容医療機関への緊急連絡事項等を簡単

に記したメモを装着すること。一見して重傷にみえない挫滅症候群への注意が必要。 

 

第３ 後方医療 

１ 受入れ医療機関の選定 

保健所部総務班は、消防部警防班、救護所等からの報告に基づいて、重傷者受入れ医療機関を医師会

長等と協議して確保する。災害拠点病院、救命救急センター又は市外の医療機関への搬送が必要な場合

は、県（保健所）に受入れ、搬送を要請する。 

また、人工透析等の慢性疾患患者の収容について、県を通じて医療機関への受入れを要請する。 
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２ 搬送 

重傷者の搬送は、消防署の救急車、医療機関の緊急自動車、又は財政部管財班を通じて民間の車両を

確保して行う。 

また、警察署は市長からの要請に応じ、傷病者搬送のための車両の提供・確保に協力する。 

なお、陸上交通の支障や孤立地区の発生等により陸上での搬送が困難な場合は、県消防防災ヘリコプ

ター、県警ヘリコプター、自衛隊ヘリコプター、ドクターヘリ、他県等の応援ヘリコプターによる航空

搬送について、総務部本部班を通じて県に要請する。 

 

第４ 被災者への医療活動 

１ 避難所での医療活動 

保健所部総務班・健康班は、避難所生活が長期化するときは、避難所内に医療救護所を設置し、医師

会、歯科医師会、薬剤師会に対し巡回医療班の編成を要請し、健康診断や精神科、歯科等を含めた医療

救護活動、服薬指導を行う。 

 

２ 診療所での医療活動 

保健福祉部医療事業班は、中山間地域の国民健康保険各診療所について、医療継続のための支援を行

う。 

 

３ 医療情報等の提供 

保健所部健康班は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行い、

被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。 

また、エコノミークラス症候群等の避難生活等に起因する疾病に関する知識や予防措置を広報し、そ

の発症を未然に防止する。 
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第７節  消防・水防活動 

 

項目 担当 

第１ 消防活動 消防部各班、消防団 

第２ 水防活動 建設部河川班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、農林部

農業土木班、消防部各班、市民生活部地域活動支援班・支所班、消

防団 

 

第１ 消防活動 

１ 消防活動体制 

消防局長は、長野市消防局警防活動組織規程に基づき、被害が著しく拡大すると予想されるとき及び

長野市災害対策本部が設置されたときは、消防局長を本部長とする震災警防本部を設置し、消防部が行

う活動全般を指揮統括する。また、本部長の指示により方面隊本部を設置する。 

消防署長は、警防本部長の指示により署隊本部を設置し、署長を署隊長とし消防団方面本部と連絡を

密にして、管轄区域内の消防活動を指揮統括し、署、団の一本化を図る。 

震災警防本部は、特別の事情がない限り災害対策本部の廃止と同時に廃止する。 

また、署隊本部は震災警防本部の廃止と同時に廃止する。 

〈消防の活動体制〉 

本部名称 本部長 備考 

震災警防本部 消防局長（消防部長） 総務班、予防班、警防班、通信指令班 

中央消防署隊本部 

消防署長（班長） 警防班長の指揮下に入る 

篠ノ井消防署隊本部 

松代消防署隊本部 

鳥居川消防署隊本部 

新町消防署隊本部 

団本部 消防団長 方面団本部（団長、副団長で組織） 

方面本部 管轄方面隊長 団本部長の指揮下に入る 

 

２ 消防活動 

消防部は消防団と連携して、次の点に留意して消火活動を効果的に行う。 

〈消防部隊の運用基準〉 

○火災の発生が少ないと判断したときは、覚知した火災に優先出動して先制防ぎょにより一挙

鎮滅を図る。 

○火災発生件数が消防力を上回る場合には、署計画に基づく重要防ぎょ地域及び重要防ぎょ施

設を優先して消防活動を行う。 

○火災が計画地区以外にも随所に多発・延焼拡大して、単隊活動では防ぎょできないと判断し

た場合には、速やかに署隊本部に増強隊を要請するとともに、消防団との協力体制を確立す

る。 

○火災が著しく多発し、早い時点から全住民の生命に危険が及ぶことが予測されるときは、避

難者の安全を図るため、避難路等の確保を優先的に防ぎょする。 

○多数の人命救助事象が発生した場合は、火災の状況を考慮しつつ、優先的に救助活動を行う。 

○消防活動を阻害する要因が数多く発生している状況において、火災が著しく多発し警防本部

長及び署隊本部長の行う重点集中運用が不能なときは、分署において消防団の協力を得て、

避難者の安全確保のための単隊防ぎょを行う。この場合、住民の安全が確保された時点で転

戦等の指示を受ける。 

 



《第３章 震災対策》7 消防・水防活動 

112 

３ 応援要請等 

本部長は、速やかな被害状況等の把握を行い、当該状況から、消火活動に関して自らの消防力のみで

は対処できない、又は対処できないことが予測される等緊急の必要があると認めるときは、第３節、第

４節、第５節に基づき、他の消防機関・自衛隊・ヘリコプターの応援要請を行う。 

 

４ 住民・事業者・自主防災組織等の活動 

(1) 出火防止、初期消火活動等 

住民等は、地震発生時には、使用中のコンロ、ストーブ、その他火災発生原因となる火気器具等は、

直ちにその使用を中止して、火災の発生を防止するとともに、火災が発生した場合は、積極的な初期

消火活動の実施及び消防機関への協力に努めるものとする。 

また、自主防災組織等においても初期消火活動を実施するとともに、消防機関に協力して延焼拡大

の防止に努めるものとする。 

なお、住民等は、避難の際、ブレーカーの遮断を行い、避難後における電気器具からの出火防止を

図るものとする。 

(2) 救助・救急活動  

住民等は、自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関等に協力するものとする。 

特に、道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関等の現場到着前の初期における救助・救

急活動は、人命救助の上から重要となるので、積極的に行うよう努めるものとする。 

 

第２ 水防活動 

１ 水防活動の実施 

大規模地震発生時に、河川及び用水路等において施設が被害を受け、かつ大雨等により浸水発生の

おそれがある場合、災害の未然防止のため、水防計画に準じて水防活動を行う。 

建設部河川班・維持班、農林部農業土木班、消防部各班、市民生活部地域活動支援班・支所班は、

消防団、河川管理者、農業協同組合、土地改良区等と協力し、水防計画に準じた水防活動を行うとと

もに、災害の拡大防止・現状復旧を図るため、総合的な応急対策活動を実施する。 

 

２ ダム・水門等の管理者が実施する対策 

ダム等の管理者は、地震発生後、所管するダム等の巡視を行い、破損又は決壊の危険が生じた場合

は、速やかに下流域の被害を及ぼす範囲の市町村、警察、その他関係機関にその状況を連絡し、地域

住民の避難等が迅速に行えるように措置するものとする。 

また、河川等の護岸、堤防の損壊及び山腹の崩壊等によるせき止め、溢流、氾濫等による水害時又

は水害のおそれがあると認めたときは、それぞれ定められた操作規則等に基づいて、的確な操作を行

うものとする。 

特に、施設からの放流の影響が極めて大きいダム等の操作にあたっては、下流域の水防管理者及び

施設管理者等へ迅速に通報するものとする。 
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第８節  要配慮者に対する応急活動 

 

項目 担当 

第１ 避難収容活動 総務部本部班、保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険

班・障害福祉班、保健所部健康班、教育部、市民生活部地域活動

支援班・支所班・人権・男女共同参画班、こども未来部子育て支

援班、保育・幼稚園班、消防局警防班、企画政策部秘書班 

第２ 避難所での生活環境整備 

第３ 在宅者対策 

第４ 福祉避難所の確保 

第５ 福祉仮設住宅による支援 

第６ その他のサービスでの配慮 

第７ 広域相互応援体制等の確立 

 

第１ 避難収容活動 

１ 避難準備情報・避難勧告・避難指示をはじめとする災害情報の周知 

本部長は、要配慮者の態様に応じ、防災行政無線をはじめとして、テレビ・ラジオ、有線放送、電子

メール等のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や

生活支援等に関する各種情報の伝達を行う。 

 

２ 避難行動要支援者の避難支援及び安否確認 

本部長は、避難支援等関係者と連携し、「避難行動要支援者避難支援プラン」に基づき、関係者にあら

かじめ提供した名簿に掲載されている避難行動要支援者の避難支援を行う。 

発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿を効果的に利用

し、避難行動要支援者への避難支援や迅速な安否確認が行われるように努める。 

なお、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、必要に応じて避難支援等を行うものとする。 

 

第２ 避難所での生活環境整備 

１ 要配慮者の状況の把握 

保健福祉部高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、保健所部健康班、市民生活部地域活動支援班・

支所班は、教育部総務班と協力し、各避難所での要配慮者について、次の内容の台帳を作成する。その

際、プライバシーに十分配慮する。 

〈要配慮状況の把握項目〉 

○氏名、住所、年齢、性別等 

○必要な支援の種別・規模 

○車いす・つえ等介助用具、手話通訳要員、点字広報紙等の要否 

 

２ 支援の実施 

保健福祉部高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、保健所部健康班、市民生活部地域活動支援班・

支所班は、上記台帳の内容をもとに、避難所での応急的な要配慮者支援を行う。 

なお、施設に関する応急措置については、教育部総務班に要請する。 

〈避難所での支援〉 

○設備の整備 

・段差解消    ・スロープの設置    ・身体障害者用トイレの設置等 

・専用スペースの割り当て 

○物資の確保及び提供 

車椅子等の補装具、医薬品、介護用品、介護機器、ポータブルトイレを始めとする日常生



《第３章 震災対策》8要配慮者に対する応急活動 

114 

活用品等について迅速に確保し、必要性の高い要配慮者から優先的に支給・貸与等を行う。 

○相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

保健師や介護支援専門員等を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活状

況を適切に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通

訳者等の派遣を必要に応じて迅速に行う。 

○情報提供体制の確立 

避難所等で避難生活を送る要配慮者に対して、被災状況や生活に必要な各種情報を提供す

るため、テレビ、インターネットの端末、ファクシミリ、ホワイトボード等を状況に応じて

設置するとともに、手話・外国語通訳者等を配置する。 

 

第３ 在宅者対策 

保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、保健所部健康班、市民生活部地域

活動支援班・支所班は、災害発生後、避難所に避難しないで自宅等で過ごす要配慮者に対し、民生委員、

地域住民、自主防災組織・住民自治協議会等の協力により、要配慮者の態様に応じ、在宅訪問により次

の支援を行う。 

 

１ 在宅者の訪問の実施 

在宅の要配慮者に対し、民生委員、地域住民、自主防災組織等の協力のもと、定期的に訪問する体制

を確立する。 

〈巡回ケアの内容〉 

○医師会（救護班を中心として）等との連携・協力による健康チェック 

○介護職員、ボランティアの派遣による生活介助 

○ケースワーカーやカウンセラー等の派遣による生活相談業務 

 

２ 物資の確保及び提供 

必要に応じて日常生活に必要となる物資等を提供する。 

 

３ 相談体制の整備 

在宅の要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、要配慮者の態様に応じた助言と支援を行う。 

 

４ 情報提供体制の確立 

災害状況や生活に必要な各種情報を、要配慮者の態様に応じた手段により提供する。 

 

第４ 福祉避難所の確保 

１ 福祉避難所の確保 

保健福祉部福祉政策班は、教育部総務班からの要配慮者支援要請に対して、必要と認める場合、要配

慮者専用の福祉避難所を社会福祉施設等から確保する。 

必要に応じて、県、日赤、医師会等へ、市外の高齢者福祉施設や障害者福祉施設等への特別受入れを

要請する。 

また、ホテル等の宿泊施設の借り上げを検討する。 

〈福祉避難所〉 

○障害者福祉施設       ○特別支援学校         ○児童福祉施設 

○母子寡婦福祉施設      ○高齢者福祉施設        ○保健センター 

○その他 
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２ 福祉避難所への移送 

保健福祉部福祉政策班は、福祉避難所が確保され次第、財政部管財班、医師会、福祉関係団体、ボラ

ンティア等の協力により、要配慮者を受入先へ搬送する。 

 

３ 福祉避難所の運営 

保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、こども未来部子育て支援班・保育・

幼稚園班、市民生活部人権・男女共同参画班は、厚生労働省策定の「福祉避難所設置・運営に関するガイ

ドライン」及び「長野市福祉避難所設置・運営マニュアル」により、福祉避難所を運営する。 

 

第５ 福祉仮設住宅による支援 

福祉仮設住宅とは、厚生省告示「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」

において、「老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって日常生活上

特別な配慮を要する複数のものを収容する施設」とされ、グループホーム型仮設住宅をいう。 

保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、市民生活部地域活動支援班・支所

班は、要配慮者の福祉仮設住宅への入居希望を把握するとともに、応急仮設住宅の計画にあたっては、

次の点を考慮する。 

〈福祉仮設住宅の留意点〉 

○要配慮者のニーズに応じた住宅仕様 

○巡回ケアサービスに配慮した、要配慮者の優先的入居 

また、保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、保健所部健康班は、関係各

部長及び関係機関・団体等の協力を得て、要配慮者向け応急仮設住宅において必要なケアを、おおむね

次の点を基本として行う。 

〈福祉仮設住宅でのケア〉 

○福祉仮設住宅地内への介助スタッフの派遣（集会施設等へのスタッフ詰所の設置による） 

○福祉仮設住宅地内の住環境向上 

○医師会並びに医療ボランティア等との連携・協力による健康チェック・こころのケアの実施 

○ケースワーカー・カウンセラー等による全般的な生活相談、各種行政支援サービスの利用相

談、介護職員の派遣、その他要介助者向けサービスの相談受付 

 

第６ その他のサービスでの配慮 

保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、市民生活部地域活動支援班・支所

班は、要配慮者がサービスを支障なく受けられるよう、福祉関係団体、ボランティア等の協力を得て、

次の点に留意した支援を行う。 

〈その他の福祉サービス〉 

○広報、相談においては、音声情報に偏らないよう、聴覚障害者向け伝達手段を併用するとと

もに、日本語を解さない外国籍住民等に配慮するよう、企画政策部秘書班は「災害時外国人

支援マニュアル」及び「外国籍県民及び外国人旅行者を対象とした避難場所での生活環境整

備に関するガイドライン」に基づき支援する。 

○年金・各種手当等受給に必要な書類を紛失した場合においては、再発行手続を簡略化すると

ともに関係機関に要請する。 

○その他要配慮者向けサービスが有効に実施されるよう、周囲の住民への理解を求める。 
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第７ 広域相互応援体制等の確立 

保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、市民生活部地域活動支援班・支所

班は、広域にわたる大規模災害が発生した場合や医療機関・社会福祉施設等が被災し、避難所や他の施

設へ一次的・応急的に避難が必要な場合などにおいて、市町村の区域を超えて応援が必要となった場合

は、必要となる人員、資機材及び避難所等を確認のうえ、総務部本部班を通じて県、他市町村及び関係

機関に応援要請を行うとともに、他市町村等から応援要請があった場合、可能な限り協力するよう努め

る。 
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第９節  緊急輸送活動 

 

項目 担当 

第１ 緊急交通路の確保 建設部監理班・道路班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、

長野中央警察署、長野南警察署 

第２ 拠点ヘリポート及び救援

物資輸送拠点の確保 

会計部会計班・検査班、消防部警防班、保健福祉部介護保険班・生

活支援班、市民生活部戸籍・住民記録班 

第３ 緊急輸送 財政部管財班 

 

第１ 緊急交通路の確保 

１ 道路・交通情報の共有 

建設部監理班は、公安委員会、警察署、道路管理者と協力し、道路の被害・使用可否の状況、啓開状

況、応急復旧状況、交通規制状況、交通・渋滞状況、緊急活動用道路の指定状況等の情報を相互に連絡

し、共有する。 

また、建設部監理班は、それらの情報を輸送活動等を行う各部に提供するとともに、放送機関の協力

を得て広報する。 

 

２ 緊急活動用道路の確保 

建設部監理班は、緊急輸送活動を円滑に実施するため、次の要領で緊急活動用道路を確保する。 

〈緊急活動用道路の確保の要領〉 

○県が事前に予定している緊急交通路・震災対策緊急輸送路線を、緊急活動用道路として指定

するよう要請する。 

○上記の緊急活動用道路と、市内の指定避難所、救護所、医療機関、物資輸送拠点、臨時ヘリ

ポート等の拠点を結ぶ道路を、順次、緊急活動用道路として指定、確保する。 

○予定した緊急活動用道路が使用不可能な場合、代替可能な迂回路を確保する。 

○公安委員会、警察署、各道路管理者は協力し、指定した緊急活動用道路について、交通規制、

道路啓開、応急復旧を実施する。 

なお、警察官は、緊急通行車両等の通行確保のため、緊急通行車両等の通行の妨げとなる車両他の物

件の移動、破損等の措置命令又は強制措置をとる。警察官がその場にいない場合に限り、自衛官及び消

防吏員が実施する。 

 

３ 交通規制 

各防災関係機関は、指定された緊急活動用道路の確保又は道路の安全確保のため、十分な協議を行い、

状況に応じて必要な交通規制を次の基準により行う。 

〈交通規制の方法〉 

「大規模地震対策

特別措置法」に基

づく警戒宣言が発

令された場合 

○一般車両の走行の抑制並びに発災時の注意事項の広報を、企画政策部広

報広聴班長の協力を得て実施する。 

○緊急幹線道路については、地震発生後の緊急通行車両の通行確保のため

に、一般車両の通行禁止又は制限を検討する。 

地震による災害発

生の場合 

○被災地域への一般車両の流入は、原則として禁止する。 

○緊急幹線道路については、緊急通行帯を確保するため、走行中車両を道

路左端に寄せて停車するよう管轄警察署に臨時の交通規制を要請する。 

○緊急幹線道路の一般車両の通行は、原則として禁止する。 

○企画政策部広報広聴班長の協力を得て、住民その他一般車両の運転者に

対し、区間又は区域の交通規制の措置、道路中央、橋りょう、踏切付近

での車両放置禁止等について広報する。 
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なお、公安委員会、警察署、各道路管理者等が行う交通規制は、次の法令に基づいて行う。 

〈交通規制の実施者と内容〉 

実施機関 交通規制等の実施の基準・概要 根拠法令 

公安委員会 

県内に災害が発生し、又は発生しようとしている場合、災害応

急対策上必要があると認めるとき、緊急通行車両以外の車両の

通行を禁止又は制限できる。 

災害対策基本法

第76条 

道路における危険防止、その他交通の安全と円滑を図る必要が

あると認められる場合、歩行者や車両等の通行禁止、その他の

交通規制ができる。 

道路交通法第４

条 

警 察 署 長 

上記の職務について、適用期間の短いものを公安委員会から委

任された場合に執行できる。 

道路交通法第５

条 

警 察 官 

道路の損壊、火災の発生等により、交通の危険が生ずるおそれ

がある場合、必要な限度において、一時、歩行者又は車両等の

通行を禁止又は制限できる。 

道路交通法第６

条 

通行禁止区域等において、車両等が緊急通行車両の通行の妨害

となるとき、当該車両等の移動等、緊急通行車両の通行を確保

するために必要な措置をとることができる。 

災害対策基本法

第76条の３ 

自衛官及び 

消 防 吏 員 

警察官がその場にいない場合に限り、上記の職務（自衛官は自

衛隊用緊急通行車両について、消防吏員は消防用緊急通行車両

について、それぞれの通行確保のための必要な措置）を執行で

きる。 

道路管理者 

道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認

められる場合、区間を定めて道路の通行を禁止、又は制限する

ことができる。 

道路法第46条 

 

第２ 拠点ヘリポート及び救援物資輸送拠点の確保 

１ 拠点ヘリポート 

会計部会計班・検査班及び消防部警防班は、救援物資を集積・分類して避難所等に輸送するための拠

点ヘリポートを開設する。 

〈拠点ヘリポート候補地〉 

 

名  称 所在地 

犀川第２緑地 川合新田字京法道地先 

千曲川リバーフロントスポーツガーデン 屋島3572地先 

長野臨時ヘリポート 若穂牛島1298-1 

豊野中学校校庭 豊野町豊野814 

戸隠運動場 戸隠豊岡248 

鬼無里運動場 鬼無里150 

大岡運動場 大岡乙298-1 

聖山パノラマホテル駐車場 大岡丙5402-2 

信州新町運動場 信州新町新町1000-1 

中条中学校校庭 中条2328 
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２ 救援物資輸送拠点 

保健福祉部介護保険班・生活支援班及び市民生活部戸籍・住民記録班は、物資等の搬入、配送につい

て、幹線道路を考慮して輸送拠点を開設し、市外からの救援物資の受入れ・保管・仕分け等、また、指

定避難所等への物資の配送拠点としての機能を確保する。 

また、地区内配送のための拠点として物資配送サブセンターを設ける。 

〈救援物資輸送拠点候補地〉 

名  称 所在地 

物資配送

センター 

若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット）一帯 若里三丁目22-2 

オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 大字北長池195 

真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング） 真島町真島2268-1 

物資配送

サブセン

ター 

豊野体育館 豊野町豊野624 

戸隠屋内運動場 戸隠豊岡248 

鬼無里屋内運動場 鬼無里147-8 

大岡体育館 大岡乙298-1 

旧スキーハウス・聖ヶ岡食堂 大岡丙5402-1 

信州新町体育館地階駐車場 信州新町新町1000-1 

中条体育館 中条2328-2 

 

第３ 緊急輸送 

１ 緊急通行車両等の届出 

財政部管財班は、使用する緊急通行車両等について、知事又は公安委員会に対し確認を求め、標章及

び確認証明書の交付を受ける。 

なお、事前に届出済証の交付を受けた車両については、災害による交通規制下において、警察本部、

警察署又は交通検問所に当該届出済証を提出し、確認審査を省略して標章及び確認証明書の交付を受け

車両を使用することができる。 

 

２ 輸送の範囲 

輸送の範囲は、次のとおりとする。 

〈輸送の範囲〉 

○被災者を避難させるための輸送      ○医療及び助産のための輸送 

○被災者救出のための輸送         ○飲料水供給のための輸送 

○救済用物資の輸送            ○遺体の捜索のための輸送 

○遺体の処置（埋火葬を除く）のための輸送 ○その他応急対策活動を実施するための輸送 

 

３ 車両、燃料の確保 

財政部管財班は、市所有の車両だけでは緊急輸送車両が不足する場合、次の事項を明らかにして、県、

防災関係機関、輸送事業者等に、輸送車両の提供を要請する。 

なお、車両を調達する際は、運行従事者も同時に派遣するよう要請する。燃料の供給については、協

定締結先である長野県石油商業組合北信支部に対して、緊急車両への優先給油を要請する。 

〈輸送車両の要請方法〉 

○輸送を必要とする人員、物資の品名、数量（重量） 

○車両等の種類、台数        ○輸送を必要とする区間、借上期間 

○集結場所、日時          ○その他必要事項 
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４ 配車 

各部班は、災害時における避難者、応急対策要員及び応急対策用資機材・救済用物資等の輸送で車両

等を必要とするときは財政部管財班に要請し、財政部管財班は、市で所有する車両及び調達した車両・

従事者を調整して配分する。 

 

５ 鉄道輸送 

財政部管財班は、道路の被害等により自動車輸送が困難な場合、又は鉄道による輸送が適当であると

認める場合、鉄道管理者に鉄道輸送による応援協力を要請する。 
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第１０節  障害物の処理活動 

 

項目 担当 

第１ 道路の障害物除去処理 建設部監理班・道路班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班 

第２ 住宅関係の障害物除去処

理 

建設部建築指導班・道路班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備

局班 

 

第１ 道路の障害物除去処理 

建設部道路班・維持班は、緊急活動用道路の車両走行帯の２車線確保、孤立の解消のための道路啓開

等について、警察署、各道路管理者、協定締結先である長野県レッカー協会等と協力し、障害物の権利

関係に留意しつつ、次の要領を目安に通行確保の緊急性の高い道路を優先して車両走行帯を確保するよ

う努める。 

なお、啓開作業により発生したがれきの撤去は、第19節の第３「建物解体後の処理」を準用して実施

する。 

〈道路啓開の方法〉 

○道路の被災状況、沿道の倒壊・崩壊等の発生及び危険度を把握し、道路の使用可否を速やか

に把握する。 

○道路施設の落橋、崩壊、沿道からの倒壊物、崩壊等の危険がある箇所は、交通規制の表示等、

必要な安全措置をとる。 

○倒壊物、落下物、路上駐車等については、道路端へ移動する。 

○路面の陥没・亀裂の段差等、応急工事により安全な車両走行が可能な場合は、速やかに応急

復旧する。 

 

第２ 住宅関係の障害物除去処理 

建設部建築指導班・道路班・維持班は、災害救助法施行令第８条第２号に定める住居又はその周辺に

運ばれた土砂や材木などで日常生活に著しい支障を及ぼす障害物の除去を、「災害救助法による救助の

程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」第12条に基づき行う。住宅関係の障害物除去の対象者は、

次のとおりである。 

〈障害物除去の対象者〉 

○自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者 

（生活保護法の被保護者、要保護者及び特定の財産を持たない失業者等） 

○居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分に、障害となるものが運び込まれているか又

は敷地等に運び込まれているため、家への出入りが困難な状態にある場合 

○当面の日常生活が営めない状態にある場合（別宅等で営める場合は対象外） 

○半壊又は床上浸水したもの（全壊、流出、床下浸水は対象外） 

 

また、除去作業は、建設事業者等に協力を要請して行い、土石・竹木等を仮置場へ撤去する。 

なお、障害物の搬出・仮置場の運用等にあたっては、第19節「廃棄物の処理活動」と整合させる。 
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第１１節  避難収容及び情報提供活動 

 

項目 担当 

第１ 避難勧告、避難指示 総務部本部班・情報政策班、保健福祉部福祉政策班・高齢者福

祉班・介護保険班・障害福祉班、市民生活部地域活動支援班・

支所班、消防部消防署班、消防団、都市整備部公園緑地班 

第２ 警戒区域の設定 

第３ 避難誘導活動 

第４ 避難所の開設・受入れ 市民生活部地域活動支援班・支所班・戸籍・住民記録班、教育

部各班、文化スポーツ振興部各班、財政部市民税班・資産税班・

収納班、保健福祉部福祉政策班、保健所部健康班 

第５ 避難所の運営 

第６ 被災者等への的確な情報伝達 市民生活部戸籍・住民記録班、企画政策部広報広聴班、総務部

本部班 

第７ 帰宅困難者への措置 企画政策部交通政策班・秘書班、商工観光部観光振興班 

第８ 避難所の統合・廃止 教育部総務班 

 

第１ 避難勧告、避難指示 

１ 避難勧告、避難指示の発令、報告及び通知等 

本部長ほか次の者は、地震に伴う災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必

要と認められる場合には、住民に対して避難勧告、避難指示を行う。 

避難勧告、避難指示を発令した場合は、関係機関へ報告又は通知する。 

〈避難勧告、避難指示等の発令者〉 

 発 令 者 勧告・指示等を行う要件 根拠法令 報告等の義務 

避

難 

勧

告 

本部長 

（ 市 長 ） 

災害が発生、又は発生するおそれがある場

合において、住民の生命又は身体を災害か

ら保護し、その他災害の拡大を防止するた

め、特に必要があると認めるとき 

災害対策

基本法 

第60条 

地方事務所長経由で

県知事へ報告 

防災関係機関等へ通

知 

避

難

指

示 

水防管理者 

洪水又は地すべり等により著しい危険が

切迫していると認められるとき 

水防法 

第29条 

警察署長へ通知 

県知事又はその

命を受けた職員 

地すべり

等防止法 

第25条 

警 察 官 

市長が避難のための立ち退きを指示する

ことができないと認めるとき又は市長か

ら要求があったとき 

災害対策

基本法 

第61条 

市長へ報告（その後

地方事務所長経由で

県知事へ報告） 

人の生命若しくは身体に危険を又は財産

に重大な損害を及ぼすおそれがあり、指示

が急を要するとき 

警察官職

務執行法 

第４条 

公安委員会へ報告 

自 衛 官 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官にお

いては、警察官がその場にいない場合で危

険な事態が生じたとき 

自衛隊法 

第94条 

防衛大臣の指定する

者へ報告 

市長へ通知（その後

地方事務所長経由で

県知事へ報告） 

※「勧告」とは、その地域の住民がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立ち退

きを勧め又は促す行為を言う。「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、

「勧告」よりも拘束力が強く、住民を避難のため立ち退かせるためのものを言う。 

 

 なお、災害の発生により市長がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、前表

における市長の事務を、県知事が市長に代わって行う。 
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２ 避難勧告、避難指示の時期 

 本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保

護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の居住者、滞在者

その他の者に対し、避難方向または指定緊急避難場所を示し、早期に避難の指示、勧告を行う。 

(1) 火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり人的災害が予測される地域 

(2) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

(3) 避難路の断たれる危険のある地域 

(4) 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

(5) 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被害が予想される地域 

なお、避難指示、避難勧告を解除する場合には、十分に安全性の確認に努める。 

 

３ 避難勧告、避難指示の内容 

本部長は、避難勧告、避難指示を行うにあたり、次の事項を明確にする。 

〈避難勧告、避難指示の内容〉 

○発令者、発令日時    ○避難情報の種類    ○対象地域及び対象者 

○指定緊急避難場所    ○避難の時期・時間   ○避難すべき理由 

○住民のとるべき行動や注意事項   ○避難の経路又は通行できない経路 

○危険の度合い 

 

４ 住民への周知 

(1) 本部長は、避難勧告、避難指示の内容を速やかに防災行政無線、広報車等のあらゆる広報手段を通

じ又は直接住民に対し周知する。 

避難の必要が無くなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画により、確実に伝達する。 

(2) 本部長以外の指示者は、本部長と緊密な連絡を取り、周知徹底を図る。 

(3) 本部長は、災害による危険地域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるために定めた

周知方法を、あらかじめ周知しておく。 

(4) 避難のため立ち退くべき地域が広範囲であるとき、ラジオ、テレビ放送による周知がより効果的で

あるとき、本部長は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、放送機関に対して放送を要

請する。要請を受けた放送機関は危険地域の住民に周知徹底するため、放送時間、放送回数等を考慮

して放送する。 

(5) 本部長は、防災行政無線、広報車、ホームページ、ＳＮＳ、緊急速報メール等あらゆる広報手段を

活用して、警報等の伝達手段の多重化・多様化に努めるものとする。 

 

５ 避難行動要支援者の状況把握及び避難支援 

市は、災害発生後直ちに避難支援計画に基づき、避難支援等関係者の協力を得て、避難行動要支援者

の安否、保健福祉サービスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。 

また必要に応じて、避難行動要支援者名簿を活用した避難行動要支援者の避難支援を行う。 

 

第２ 警戒区域の設定 

１ 実施者 

本部長ほか次の者は、災害が発生し又は発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に

対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定して災害応急対策従事者以

外の立入りを制限若しくは禁止する。 

 



《第３章 震災対策》11 避難収容及び情報提供活動 

124 

〈警戒区域の設定権者及び要件・内容〉 

設定権者 設定の要件・内容 根拠法令 

市長 ○災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があ

ると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する

者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止

し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

災害対策基本

法第63条 

知事 ○災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことが

できなくなったときは、上記の全部又は一部を市長に代わって実

施しなければならない。 

災害対策基本

法第73条 

消防長、消防

署長 

○ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した

場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大

であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害

を与えるおそれがあると認めるとき、火災警戒区域を設定してそ

の区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者

以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域

への出入りを禁止し、若しくは制限することができる。 

消防法第23条

の２ 

消防吏員又は

消防団員 

○火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、総務省令で定

める以外の者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域

への出入りを禁止し若しくは制限することができる。 

消防法第28条 

水防団長、水防

団員、消防機関

に属する者 

○水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水

防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若し

くは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

水防法第21条 

警察官 次の場合、上記に記載する市長等の職権を行うことができる。 

○市長若しくは市長の委任を受けた職員が現場にいないとき、又は

これらの者から要求があったとき 

災害対策基本

法第63条 

○消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防

吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは

消防署長から要求があったとき 

消防法第23条

の２ 

○消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき又は消防吏員

又は消防団員の要求があったとき 

消防法第28条 

○消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があっ

たとき 

水防法第21条 

災害派遣を命じられ

た部隊等の自衛官 

○市長若しくは市長の委任を受けた職員及び警察官が現場にいな

いとき、上記に記載する市長等の職権を行うことができる。 

災害対策基本

法第63条 

 なお、被災により市がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能になった場合には、応急措置を

実施するため市に与えられた権限のうち、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対

して当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退却を命ずる権限、他人の

土地等を一時使用し、又は土砂等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で

応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務に従事させ

る権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、県が市に代わって行う。 

 

２ 警戒区域設定の内容 

 警戒区域を設定するとは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明示し、その区域への立入を制

限、禁止、又はその区域から退去を命ずることをいう。警戒区域の設定が避難の指示と異なる点は、以

下の３点である。 

(1) 避難の指示が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的としているのに対し、警戒区域の設

定は、地域的にとらえて、立入制限、禁止及び退去命令によりその地域の住民の保護を図ろうとす

るものである。 

(2) 警戒区域の設定は、避難の指示より災害が急迫した場合に行使される場合が多い。 

(3) 避難の指示についてはその罰則規定が無いのに対し、警戒区域の設定は罰則規定がある。 

なお、警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様、関係機関及び住民にその内容を周

知する。 
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第３ 避難誘導活動 

１ 避難誘導 

消防部消防署班は、警察署、消防団、自主防災組織・住民自治協議会等と協力し、誘導経路により住

民等を指定緊急避難場所等の安全な場所へ速やかに誘導する。 

また、学校、保育園、その他多数の者が集まる施設の管理者は、施設の入所者等の避難誘導を行う。 

〈避難誘導時の留意事項〉 

（ア）誘導の優先順位 

○高齢者、障害者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者、特に避難行動要支援者を優先す

る。 

（イ）誘導の方法 

○誘導員は、指定緊急避難場所、経路及び方向を的確に指示する。 

○誘導経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他災害発生のおそれのある場所を避け、安

全な経路を選定するものとする。 

○危険地域には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置する。 

○浸水地にあっては、舟艇又はロープ等を使用し、安全を期する。 

○誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 

○高齢者、障害者、幼児、その他歩行が困難な者及び災害の状況により自力により立ち退く

ことが困難な者については、市が車両、舟艇及びヘリコプターの要請等により移送する。 

また、地域住民の協力を得ながら、それぞれの態様に十分配慮した迅速かつ適切な避難誘

導を行う。 

○市は、避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿を使用し、予め定めた

避難支援等に携わる関係者の協力を得て行うものとする。 

○災害地が広範囲で大規模な避難のための移送を必要とし、市において処置できないとき

は、市は所轄の地方事務所を経由して県へ応援を要請する。要請を受けた県は、自衛隊の

出動を求める等適切な処置を行う。 

被災市町村は、状況によっては、直接他の市町村、警察署等と連絡して実施する。 

○夜間においては、特に危険を防止するため、投光器などの照明具を最大限活用する。 

○誘導員の退避を指示できる通信手段及び受傷事故を防止するための装備の充実を図る。 

（ウ）避難時の携帯品 

○避難誘導をする者は、避難立ち退きに当たっての携帯品を必要に応じ、最小限（現金、必

要な食料、衣類、日用品等）とするよう適宜指導する。 

 

２ 避難行動 

避難者は、近隣の住民と助け合い、安全かつ速やかな避難行動を行う。 

〈避難行動の留意事項〉 

○自治会単位等で、近所の空地に一時集合場所に集合し、近隣の安否確認に努め、集団で指定

緊急避難場所へ避難する。 

このとき、自宅の電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消火等出火防止措置をとる。 

なお、この場合にあっては携帯品は食料、日用品等必要最小限とするものとする。 

○近隣の要配慮者の安全や、傷病者がいないか確認し、避難の支援に努める。 

○携行品は、避難行動に支障のない程度のものとする。 

○動物を引き連れて入園することを禁止している公園でも、災害時は入園することができる。 

 

３ 避難行動要支援者の把握 

保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉班・介護保険班・障害福祉班、市民生活部地域活動支援班・支所

班は、避難支援関係者と連携し、避難地域における在宅の避難行動要支援者の被災状況や避難の状況を

確認する。 

また、必要に応じて避難のための車両を派遣するなど支援を行う。 
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〈地震時の避難方法〉 

 

大規模地震発生大規模地震発生大規模地震発生大規模地震発生！ ！ ！ ！ 

・ まずは自分の身を守る                    ・ 揺れが収まったら、火の元を確認する 

・ 家族や周りの人の安全を確認する             ・ 震度情報などを収集する 

・避難の準備をする（火の元・ブレーカー確認、非常持出品の持参、戸締り、徒歩で行動、

誘導者の支持に従う） 

・ 自宅に被害がない ・ 自宅以外のところにいる ・ 自宅に被害があり、しばら

く生活できない 

・自宅の安全が確認された 

・ 自宅に戻る 

・危険が迫っており、一時集合

場所に行く余裕がない 

【指定緊急避難場所へ移動】（校庭や公園） 

･ 地区の住民が集まってくる 

･ 近隣住民の安否確認、避難行動支援 

【指定避難所へ移動】（学校や社会体育館） 

・ 安全を確認し、市や管理者が開設する 

・ 自宅で生活できなくなった住民が、しばらく

の間生活する 

・一時集合場所が安全 ・一時集合場所が危ない 

・ 市や警察・消防などから避難勧告・避難指示が出た 

・ 今いる建物が倒壊又は倒壊の恐れがある 

･ 近隣で火災が発生し、今いる建物のほうに拡がってきた 

･ 土砂災害が発生する恐れがある 

・ 火災の危険がなくなった 

・ 今のところ避難の指示はない 

・ 今いる建物が倒壊する恐れはない 

・ 火災などの危険はない 

・ 土砂災害が発生する恐れはない 

【一時集合場所へ移動】（近くの広場） 

・ 近隣住民の安否確認、避難行動支援 

・ 被害の様子を見て、次の行動を判断する 
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第４ 避難所の開設・受入れ 

１ 避難所の選定 

避難所に使用する施設は、「指定緊急避難場所・指定避難所選定基準」により事前に指定しておく。 

また、指定施設が使用できないなど必要に応じ、指定以外の施設を避難所として開設する。この場合、

安全性を確認し、管理者の同意を得るものとする。 

 

２ 避難勧告、避難指示発令前の避難所受入れ 

市民生活部地域活動支援班・支所班は、避難勧告、避難指示の発令前に、指定避難所等に避難してき

た住民等の受入れを行い、避難状況を本部に連絡する。 

 

３ 避難所の開設 

本部長が避難勧告、避難指示を発令した場合、若しくは避難者を受け入れる必要があると認める場合、

教育部は避難所を開設する。 

教育部総務班は、教育部の職員を避難所に派遣し、施設管理者及び避難者の協力のもとに避難所を開

設する。 

ただし、緊急の場合は施設管理者が行い、施設に勤務する職員は派遣職員及び施設管理者に協力する。 

開設にあたっては、協定締結先である（一社）長野県建築士会長野支部・更級支部の会員の協力を得

て、避難所の応急危険度判定を行う。 

なお、総務部本部班は関係各部と協力して、洪水や土砂災害からの施設の安全を確認しつつ避難所を

選定し、開設、運営の指示を行う。 

また、危険が認められる場合は、速やかに他の避難所へ避難者を誘導する。 

 

４ 避難所開設の報告・伝達 

避難所を開設した職員は、教育部総務班へ次の事項を報告する。 

また、教育部総務班は、総務部本部班を通じて、開設が決定した避難所を、県、その他防災関係機関

へ伝達するとともに、企画政策部広報広聴班を通じて住民等に広報する。 

〈避難所開設の報告事項〉 

○開設日時・場所            ○収容人員 

○その他必要事項 

 

５ 避難所内事務所の開設 

避難所を開設した職員は、避難所内に事務所を開設し、看板等を掲げて避難所運営の責任者の所在を

明らかにする。事務所には職員を常時配置し、書類や事務用品等を準備する。 

 

６ 避難者の受入れ 

教育部の派遣職員は、施設に勤務する職員等と協力し、避難者を受け入れる。避難所に収容する者は、

被害を受け又は受けるおそれがある者（避難勧告、避難指示を受けた者）、来訪者、帰宅困難者（途中の

者を含む。）とし、次のように居住区域を割り振る。 

〈避難者受入れの手順〉 

○既に避難者があるときは、広いスペースに誘導する。 

○避難者収容スペース、要配慮者専用スペースを決定し、収容スペースを確保する。 

○居住区域の割り振りは、できるだけ自治会等の単位ごとに設定する。 

○各居住区域は30人程度で班編成し、各班から班長を選定する。 
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７ 避難所の不足時の対応 

安全な避難所が不足する場合は、総務部本部班の指示により、その他の施設へ被災者の一時的な収容

措置をとる。 

〈避難所確保の方法〉 

○指定避難所以外の受入れ 

指定避難所が使用できない場合は、指定以外の施設を避難所として開設する。この場合、

安全性を確認し、施設管理者の同意を得る。 

○宿泊施設へ移動 

災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等にかんがみ、必要に応じて、旅

館やホテル等への移動を避難者に促す。 

○市外への移送 

本部長は、市内の避難者収容が不足する場合は、市外（近隣の非被災地区若しくは小被災

地）での避難者の受入れを県知事に要請する。財政部管財班は、被災者の移送に必要な車両

の手配等措置をとる。 

 

第５ 避難所の運営 

１ 避難所運営事務 

教育部の派遣職員は避難所責任者となって、「避難所開設・運営マニュアル」により避難所を運営する。 

また、施設に勤務する職員は、避難所責任者に協力して事務を分担して遂行するとともに、教育部総

務班は、自治会、ボランティア等へ避難所運営の協力を要請する。 

なお、主な避難所運営の事務は次のとおり行う。 

〈避難所運営の事務〉 

収容者等の把握 

避難者を収容した際に「避難者名簿」を配り、世帯単位で氏名・住

所等を記入するよう指示する。また、「避難者名簿」から「避難者

台帳」を作成し、避難者の入退所を管理し、状況を把握する。 

また、自宅にて生活ができるが、ライフラインの停止等により炊事

等ができずに食料の供給を受ける者についても把握する。 

水、食料、生活必需品等

の請求、受け取り、配給 

避難所の派遣職員が数をまとめて本部に連絡する。配給は、自治会

等の自主運営にて行う。 

運営の記録・報告 

避難所の運営状況を、「避難所状況報告書」に毎日記録するととも

に、教育部総務班へ毎日報告する。ただし、傷病人の発生等、特別

の事情があるときは必要に応じて報告する。 

 

２ 避難所の開設及び管理運営に係わる応援体制 

教育部総務班長は、避難者収容の状況により避難所の開設及び管理運営に支障が生ずると判断される

場合は、本部長の指示に基づき、教育機関、他の部及び県職員から応援を求める。 

 

３ 自主運営の促進 

避難所責任者は、各居住区域の班長を通じて、避難者等による避難所の自主運営について協力を求め

る。 

〈避難者による自主運営〉 

○公的機関・避難所責任者から避難者への指示、伝達事項の周知 

○物資の配布活動等の補助 

○居住区域の避難者の要望・苦情等のとりまとめ 

○防疫・衛生活動等への協力 

○施設の保全管理 
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４ 要配慮者への支援 

教育部長は避難所責任者を通じて、避難所生活における要配慮者の要望を把握し、これらの者への情

報提供、介助支援に配慮するとともに、必要に応じて保健福祉部各班、保健所部健康班に対して支援を

要請する。 

保健福祉部福祉政策班は、必要に応じて福祉避難所を開設し、要配慮者専用の福祉避難所への移送に

関して調整を行う。 

また、必要に応じてホテル等宿泊施設の借り上げなどを検討し、市内の宿泊施設の管理者・所有者に、

一時的な受入れの協力を要請する。 

 

５ 飼養動物への対応 

飼養動物（以下「ペット動物」という。）を連れての避難の場合、避難所責任者は「避難所のペット動

物対策マニュアル」に基づき、避難者の居住区域へのペット動物の持込みは禁止し、グラウンドや屋根

のあるテラス等にペット動物専用スペースを指定し、避難所のルールに従い、所有者の責任で管理を行

わせる。 

なお、盲導犬・介助犬・聴導犬はペット動物にはあたらないため、避難者との同伴を認めるが、犬が

苦手な避難者もいることを考慮し、要配慮者として配慮を行う。 

また、住民は平常時から、保健所で作成した「ペットの「災害対策」」などのリーフレットを読み、準

備しておく。 

 

６ 長期化対策 

教育部長は、避難生活の長期化に備え、関係各部と協力して次の対策を講じる。特に、運営に関して

は要配慮者への支援、避難所運営への女性の参画や男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 

〈避難長期化対策〉 

○プライバシー保護や男女のニーズの違い等に配慮した施設等の措置 

・間仕切り     ・男女別トイレ  ・更衣室 

・授乳室      ・入浴施設    ・女性専用の物干し場 

・女性用品の女性による配布 

○報道機関等の取材、機器材持込み、立入りの制限措置 

○防犯対策 

・夜間の防犯    ・関係者以外の立入り制限 

・巡回警備     ・防犯ブザーの配布 

○健康・衛生管理 

・救護所の設置   ・医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回 

・旅行者血栓症（エコノミークラス症候群）予防 

・暑さ・寒さ対策  ・アルコール依存症、メンタルヘルス等対策 

・インフルエンザ等感染症予防 

・清掃       ・し尿及びごみの適正処理 

 また、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の提供、保

健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確

保が図られるよう努める。 
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第６ 被災者等への的確な情報伝達 

１ 避難所以外の避難者の把握 

市民生活部戸籍・住民記録班は、市からの様々な手続の案内等を配送するため、企画政策部広報広聴

班を通じて、市のホームページ、テレビ、ラジオ、他の自治体等を通じて市への届出を呼びかけ、避難

所以外に避難した住民の所在を把握する。 

 

２ 被災者等への的確な情報提供 

企画政策部広報広聴班は、被災者に対し被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ラ

イフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関に関

する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を

適切に提供する。 

また、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であることにかんがみ、情報を提供する

際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られている

ことから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供が

なされるよう努める。 

さらに、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した正確な情報の伝達等に

より、生活環境の確保が図られるよう努める。 

なお、情報提供の方法は第28節のとおりとする。 

 

３ 安否情報の提供等 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害する

ことのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に

支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。この場合において、安否情報の

適切な提供のために必要と認めるときは、警察、消防及び関係機関と協力して、被災者に関する情報の

収集に努める。 

 

第７ 帰宅困難者への措置 

企画政策部交通政策班は、交通機関の運行状況等の交通情報を収集する。 

企画政策部秘書班、商工観光部観光振興班は、帰宅困難者となった観光客、通勤者について、観光協

会、観光組合等の団体、交通機関と連携して、被害状況、帰宅情報の周知及び県との協定に基づきスー

パーマーケット等において支援を受けられる旨の周知を行う。 

また、一時的に市有施設の開放や、観光施設及び長野駅周辺の宿泊施設等に収容について協力を要請

する。 

 

第８ 避難所の統合・廃止 

教育部長は、収容者の減少状況、住宅支援対策の進行状況及び関係部との調整をもとに、本部長と協

議し、避難所の統合又は廃止を行う。 

また、統合・廃止を行った場合は、総務部本部班を通じて県への報告、その他関係機関への連絡、広

報を行う。 
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第１２節  住宅対策活動 

 

項目 担当 

第１ 公営住宅等の確保 建設部住宅班、都市整備部各班、駅周辺整備局班 

第２ 応急仮設住宅 建設部住宅班、都市整備部各班、駅周辺整備局班 

第３ 住宅の応急修理 建設部建築指導班・建築班、都市整備部各班、駅周辺整備局班 

 

第１ 公営住宅等の確保 

１ 公営住宅 

建設部住宅班は、公営住宅の空き家について、主に単身向け・多人数向け被災世帯の仮入居用（目的

外使用）として確保されるよう、県に要請する。 

また、利用可能な公営住宅等の情報を把握し、被災者に提供する。 

なお、公営住宅への入居者の募集・選定方法は、「応急仮設住宅等への入居募集・選定」に準じて行う。 

 

２ 民間住宅の情報収集 

建設部住宅班は、住宅関係団体・事業者に要請し、市内の民間賃貸住宅等の情報を収集し、被災者に

提供する。 

なお、県（建設部）でも賃貸住宅管理者等から利用可能な賃貸住宅等の情報や、(一社)長野県宅地建

物取引業協会との協定に基づき、民間賃貸住宅の情報について提供を受けるので、長野市及び周辺市町

村の空き家、空き部屋についての情報を収集する。 

 

第２ 応急仮設住宅 

１ 用地の確保 

建設部住宅班は、応急仮設住宅の建設用地を次の条件を考慮して選定し、施設管理者と調整して確保

する。 

〈用地選定の条件〉 

用地選定の条件 

○浸水、崖崩れ等の危険がないこと 

○飲料水等が得やすく、しかも保健衛生上良好なこと 

○児童・生徒の通学やその他生活の立て直し上の便宜を考慮し、可能

な限り被災者の生活圏内にあること 

○交通の便がよいこと 

○敷地が広大であること 

 

２ 応急仮設住宅の建設 

災害救助法が適用された場合は県が、適用されない場合は必要に応じて市が、住居の被災により避難

所生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定するよう住宅の提供を行う。 

(1) 建設戸数 

全壊、全焼及び流出世帯を対象として、賃貸住宅等の借り上げ入居希望世帯等を除き、戸数を決定す

る。 
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(2) 住宅の仕様 

仮設住宅の仕様は、次の点を考慮して決定する。 

〈仮設住宅の仕様等〉 

○入居希望世帯の構成、要配慮者等の状況に応じ、いくつかのタイプを設ける。 

○応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合、居住者

の集会等に利用するための施設を設ける。 

○要配慮者への措置として、社会福祉施設等を福祉仮設住宅として利用することができる。 

 

３ 入居者の募集 

建設部住宅班は、市民相談窓口を通じて入居資格、仮設住宅又は借り上げ賃貸住宅等の概要等を広報

するとともに、避難所等で入居希望者を受け付ける。 

なお、広報、受付の際は、要配慮者に配慮して行う。 

また、調査結果は県へ報告する。 

入居資格は、次に挙げる項目すべてに該当する世帯とする。 

〈仮設住宅の対象者〉 

○住家が全焼、全壊又は流失した者 

○居住する住家がない者 

○自らの資力をもっては、住宅を確保することのできない者 

※住民登録の必要はなく、市域に居住していることが明らかな者であればよい 

 

４ 入居順位の選定 

入居順位の選定は次の要領で行う。 

〈入居順位の選定方法〉 

○選定にあたっては、罹災証明書、被災者の資力・その他生活条件の調査等を参考にして、本

部会議において選定する。 

○要配慮者へは、相応の仮設住宅に入居できるよう配慮する。 

 

５ 住宅の管理 

仮設住宅の管理は、建設部住宅班が行う。 

なお、供与期間は２年以内を限度とするが、状況に応じて特例措置として設置年限の延長を行う。 

 

第３ 住宅の応急修理 

建設部建築指導班は、災害救助法第23条第１項第６号に定める住居の応急修理を、「災害救助法によ

る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」第７条に基づき行う。 

 

１ 対象者の選定 

(1) 基準 

応急修理の対象者は、次のすべての基準に該当する住民とする。 

〈応急修理の対象者〉 

○住家が半壊、半焼等の被害を受け、当面の日常生活を営むことができない状態にある者 

○自らの資力では住家の修理ができない者 

(2) 募集 

応急修理の対象者は、市民相談窓口を通じて希望者を募集、広報する。 
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(3) 選定 

罹災証明書、被災者の資力・その他生活条件の調査等により選定する。 

 

２ 応急修理の方法 

(1) 応急修理の手順 

近隣の建設事業者等に修理を依頼するなど、現物支給により実施する。 

(2) 応急修理の内容 

応急修理は、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことのできない部分について、必要な最小限

度において実施する。 
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第１３節  孤立地域対策活動 

 

項目 担当 

第１ 孤立実態の把握対策 総務部庶務班・職員研修所班・行政管理班・第一庁舎･長野市芸術館

建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事務局班、市民

生活部地域活動支援班・支所班 

第２ 救助・救出対策 総務部本部班・情報政策班、市民生活部支所班、保健福祉部福祉政

策班・保健所部総務班・健康班、消防部警防班・消防署班 

第３ 通信の確保 総務部本部班・情報政策班、市民生活部支所班 

第４ 食料品等の生活必需物資

の搬送 

市民生活部戸籍・住民記録班 

第５ 道路の応急復旧活動 建設部道路班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班 

 

第１ 孤立実態の把握対策 

孤立の実態を把握するため、市民生活部支所班は、道路の被害情報等から孤立が予想される地域の区

長等に対し、電話等により孤立状況と被害の概況を確認し、市民生活部地域活動支援班を通じて総務部

庶務班に連絡する。 

収集した孤立地域に関する情報は、県に対して直ちに速報する。 

 

第２ 救助・救出対策 

１ ヘリコプターの要請 

孤立地域への支援のため、県を通じて県消防防災ヘリコプターや自衛隊等の出動を要請する。 

また、臨時ヘリポートを開設するとともに、孤立地域のヘリコプター着陸可能場所の資料等を用いて、

県や自衛隊等とヘリコプターの運航計画を協議する。 

 

２ 情報の収集 

孤立地域内の傷病者、要配慮者、観光客等の情報を収集する。要救助者がいる場合は、容態、人数等

に関する情報を収集し県に報告する。 

 

３ 傷病者の救出 

傷病者は最優先で救出を行う。あらかじめ救出された場合の傷病者の搬送先、ヘリポートから医療機

関までの搬送手段を準備する。傷病者が多数いる場合は、医療救護班を現地に派遣し対応するような措

置をとる。 

 

４ 住民・観光客の救出 

孤立地域内での生活が困難な場合、あるいは土砂災害等の危険がある場合は、ヘリコプターによる避

難・救出活動を行う。 

 

５ 救助活動 

倒壊家屋や崩壊土砂による要救出者がいる場合は、救出要員や資機材をヘリコプターで搬送し、救助

作業にあたる。 
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第３ 通信の確保 

職員の派遣、ＭＣＡ無線、消防無線による中継、孤立対策用無線及びアマチュア無線の活用等、あら

ゆる方法によって情報伝達手段の確保に努める。 

 

第４ 食料品等の生活必需物資の搬送 

道路交通が応急復旧するまでの間は、孤立地域住民の生活維持のため、迂回路による輸送の確保に努

めるとともに、陸上輸送手段確保が困難な場合は、県に対してヘリコプター確保に関する要請を行う。 

なお、災害発生当初は、地域内の備蓄食料や住民が所有する食料を融通しあって生活することを原則

とする。 

 

第５ 道路の応急復旧活動 

孤立地域に通じている道路の被害状況を早急に把握し、徒歩、二輪、四輪車の順に、一刻も早い交通

確保に努める。 

 

 



《第３章 震災対策》14 食料品等の調達供給活動 

136 

第１４節  食料品等の調達供給活動 

 

項目 担当 

第１ 初動期の対応 市民生活部戸籍・住民記録班 

第２ 応急期の対応 

市民生活部戸籍・住民記録班、保健福祉部介護保険班、保健所部

健康班 

 

第１ 初動期の対応 

災害発生から２～３日以内は、住民の非常持ち出し食料、市の備蓄食料、災害時食料供給協定事業者

等からの食料で必要な食料をまかなうこととする。 

生活部市民班は、食料の必要量を教育部総務班、総務部職員班の協力により把握し、食料の確保及び

供給を行う。災害時食料供給協定事業者等に食料供給を要請する場合は、食料の輸送も併せて要請する。

必要に応じて、財政部管財班に食料の輸送を要請する。 

県では、多数の避難者が生じ、市だけでは食料供給が困難な場合など、通常想定できる規模を超える

ような災害に備え補完する立場として、広域単位での備蓄と物資応援協定等に基づいて調達するいわゆ

る流通備蓄（以下「流通備蓄」という。）を確保しているので、必要に応じて要請する。 

総務部職員班は、災害応急対策活動従事者への食料の確保及び供給を行う。 

なお、避難所収容者等への食料の配布は、各避難所責任者に委任する。 

 

第２ 応急期の対応 

市民生活部戸籍・住民記録班は、食料の必要量を、教育部総務班、自主防災組織・住民自治協議会等、

総務部職員班、総務部本部班の協力により把握するとともに、食料確保供給計画を策定し、食料の確保

及び供給を行う。 

総務部職員班は、災害応急対策活動従事者への食料の確保及び供給を行う。 

 

１ 食料供給対象者 

食料供給対象者は、次のとおりとする。 

食料供給対象者 食料必要量把握担当 

被災者 

避難所に収容された者 教育部総務班 

住家が全焼、全壊、流失、半壊、半焼又は床

上浸水等の被害を受け、炊事ができない者 

教育部総務班 

自主防災組織・住民自治協議会等 

災害応急対策活動従事者 総務部職員班 

その他本部長が必要と認めた者 総務部本部班 

 

２ 食料の確保・輸送 

市民生活部戸籍・住民記録班は、災害時食料供給協定事業者等に主食（にぎり飯、弁当、パン等）、副

食品、粉ミルク（必要に応じて哺乳ビン等も）等の供給や自衛隊の炊き出しを要請する。 

食料が不足する場合や災害救助法が適用された場合は、県知事に対し備蓄食料や、流通備蓄のうち必

要な食料の供給及び輸送を要請する。県との連絡が付かない場合は、農林水産省（総合食料局）に対し

て政府所有米穀の供給を要請することができる。 

また、保健福祉部介護保険班は、全国の自治体、企業、団体等から寄せられる救援物資を受入れ、そ

の活用を図る。 

供給先への食料の輸送は、災害時食料供給協定事業者等に要請する。ただし、必要に応じて財政部管

財班に食料の輸送を要請する。 
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３ 食料の供給 

食料の供給先は、被災者向けは避難所、災害応急対策活動従事者向けは災害対策本部等災害活動拠点

とする。 

 

４ 食料の配布 

被災者への食料の配布については、各避難所責任者に委任する。各避難所責任者は、管理栄養士等行

政栄養関係者の関与の下、必要に応じてボランティア等の協力を得て配布する。 

特に、要配慮者については、優先的に行うなど十分配慮する。 

 

５ 炊き出し 

各避難所の意向により炊き出しを行う場合は、市は可能な限り支援する。炊き出しは、避難所の調理

室等で実施する。炊き出し作業は、自主防災組織・住民自治協議会、日本赤十字社長野市地区奉仕団、

ボランティア等の協力を得て行う。 

炊き出しに必要な材料、燃料等で不足するものは、市民生活部戸籍・住民記録班が調達する。 

 

６ 住民への周知 

市民生活部戸籍・住民記録班は、食料供給に関し、供給日時、供給場所、供給方法等の広報を企画政

策部広報広聴班に要請し、住民へ周知する。 
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第１５節  飲料水の調達供給活動 

 

項目 担当 

第１ 水源の確保 上下水道部水道維持班・浄水班 

第２ 初動期の給水 上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・浄水班、市民生活部

戸籍・住民記録班、保健福祉部福祉政策班、財政部管財班、企画政策部広報

広聴班 

第３ 応急期の給水 上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・浄水班 

 

第１ 水源の確保 

上下水道部水道維持班・浄水班は、災害発生後、速やかに被害状況、断水地区の状況等を把握し、給

水のための水源を、おおむね次の措置により確保する。 

〈水源の確保〉 

○水源地、配水ポンプ及び連絡管等の異常を点検する。 

○緊急遮断弁等により、配水池等の貯留水を確保する。 

○給水源の確保が困難な場合は、応援協定による給水を要請する。 

○水質管理を徹底し、飲料水としての使用可否を調査する（飲料水として不適切な場合は、生

活用水としての利用を検討する）。 

 

第２ 初動期の給水 

１ 上下水道局災害対策本部の設置 

長野市上下水道局震災対策計画に基づき、上下水道局内に上下水道事業管理者を本部長とする上下水

道局災害対策本部を設置し、警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

 

２ 給水方法 

上下水道部各班は、所有する車両及び資機材を用いて、災害発生直後の給水活動を実施する。車両、

資機材等が不足する場合は、財政部管財班、関係事業者に要請して確保する。 

また、市単独での飲料水の確保、給水活動が困難な場合は、応援協定等による応援を要請する。 

 

３ 給水先 

災害発生直後は、救助・救急、医療救護活動等に関わる医療機関、救護所、避難所への給水を優先す

る。 

 

４ 救援物資の確保 

車両及び資機材を用いての給水が困難な場合は、市民生活部戸籍・住民記録班にペットボトル等の飲

料水の確保を依頼する。 

市民生活部戸籍・住民記録班は、市の備蓄、協定による飲料水の供給でも確保が困難な場合は、長野

地方事務所長に要請する。 

第３ 応急期の給水 

１ 給水区域・需要の把握 

上下水道部は、上下水道、ライフライン施設、建物等の被害状況、応急復旧状況・計画、及び避難者

の収容状況等を関係各部、関係機関から把握し、給水の必要な地区と需要（人口）を把握する。 
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２ 給水量の設定 

災害の発生初期は飲料水を、それ以後は飲料水と生活用水を段階的に給水する。 

なお、需要人口の１人あたりの目標給水量は次の基準を目安とし、上下水道の復旧状況等を考慮して

設定する。 

〈目標給水量の基準〉 

時 期 給 水 量 

発災～２、３日 １人１日あたり   3リットル（飲料水） 

発災２、３日～１週間 １人１日あたり  20リットル（飲料水＋生活用水） 

１週間後～復旧まで １人１日あたり 100リットル（飲料水＋生活用水＋洗濯・入浴用水） 

 

３ 給水方法 

原則として、避難所、断水地区の公共的施設等に給水所を設置し、拠点給水方式で行う。 

ただし、水道の復旧に長時間を要する場合等は、状況に応じて仮配水管や貯水槽の設置を検討する。 

 

４ 給水体制 

上下水道部各班は、市所有の車両及び資機材を用いて、上下水道部水道維持班の指揮により給水作業

を実施する。給水所では、自主防災組織・住民自治協議会、ボランティア等に作業の協力を求めるとと

もに、住民自ら容器等を持参するよう求める。 

また、作業要員が不足する場合は保健福祉部福祉政策班を通じてボランティアセンター等に、また車

両等が不足する場合は財政部管財班、応援協定団体等に要請し、確保する。 

市単独での飲料水の確保、給水活動が困難な場合は、応援協定団体や県に応援を要請する。 

 

５ 住民等への周知 

上下水道部営業班は、企画政策部広報広聴班と協力して、給水に関する次の事項を広報する。 

また、給水所には、看板等を設置する。 

〈給水の広報事項〉 

○給水所の箇所               ○給水日時 

○給水方法（容器の持参等の必要も併せて）  ○給水量 
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第１６節  生活必需品の調達供給活動 

 

項目 担当 

生活必需品の調達供給活動 保健福祉部介護保険班・生活支援班 

 

保健福祉部生活支援班は、生活必需品の必要量を把握し、調達・輸送・配布に至るまでの配給計画を

策定し、配給を行う。 

また、保健福祉部介護保険班は、救援物資の受領及び保管を行う。 

 

１ 配給対象者 

生活必需品の供給対象は、避難者及び被災により日常生活を営むことが困難な者に対して行う。 

 

２ 需要の把握 

生活必需品の需要の把握は、第14節に準じて行う。 

 

３ 配給品目 

配給品目は、次の品目を目安とし、状況に応じて決定する。 

〈生活必需品の配給品目例〉 

○寝  具……タオルケット、毛布、布団等 

○外  衣……普通衣、作業衣、婦人服、子供服等 

○肌  着……シャツ、パンツ等 

○身回り品……タオル、手拭い、運動靴、傘等 

○炊事用具……鍋、炊飯器、包丁、コンロ、バケツ等 

○食  器……茶碗、汁碗、皿、はし、スプーン等 

○日 用 品……石鹸、ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き等 

○光熱材料……ライター、携帯型ライト、灯油等 

 

４ 供給先 

第14節に準じて行う。 

 

５ 生活必需品の調達 

第 14節に準じて、県及び協定事業者等から確保を行う。 

 

６ 生活必需品の配布 

第14節に準じて行う。 

 

７ 周知・広報 

第14節に準じて行う。 
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第１７節  保健衛生、感染症予防活動 

 

項目 担当 

第１ 保健衛生活動 保健所部各班 

第２ 感染症予防対策 

 

 大規模災害時における医療救護計画に基づき、長野市災害対策本部設置後、災害対策本部長の指示に

より、長野市保健所内に長野市保健所長を本部長とする長野市医療救護本部を設置し、応急対策活動を

指揮統括する。 

 

第１ 保健衛生活動 

保健所部各班は、県と協力し、被災地区、避難所等において、主に次の内容の保健衛生活動を実施す

る。 

〈保健衛生活動〉 

○保健師の派遣による健康相談、保健衛生指導 ○精神科医師の派遣によるこころのケア 

○栄養管理等の指導、食品衛生指導 

 

第２ 感染症予防対策 

１ 防疫活動 

保健所部各班は、県、関係各班、医師会等と協力し、防疫活動実施のための防疫班を編成し、県の指

示により次の災害防疫活動を実施する。 

〈防疫活動〉 

○予防教育及び広報活動の強化      ○消毒方法の施行 

○ねずみ族、昆虫等の駆除        ○生活用水の使用制限及び供給等 

○避難所の衛生管理及び防疫指導     ○臨時予防接種の実施 

 

２ 避難所の衛生管理活動 

保健所部各班は教育部総務班と協力し、各避難所の避難者責任者に対し、避難所の良好な生活環境を

維持するための衛生管理指導を行う。 

〈避難所の衛生管理指導〉 

○避難所の過密状況の把握 

○土足禁止区域及び下足場の設定 

○適正なごみの排出・保管、清掃等のルールの設定 

○シャワー施設、トイレの衛生管理 

○洗濯場、物干場の設置及び布団乾燥（車等の手配） 

 

３ 感染症発生時の措置 

保健所部健康班・環境衛生試験所班は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以

下「感染症法」という。）に規定する一類～三類感染症が発生した場合、又は四類感染症等の発生動向に

通常とは異なる動向が認められる場合は、感染症法に基づく必要な措置を行う。 

〈感染症予防措置〉 

○発生状況、動向及び原因の調査    ○健康診断          ○就業制限 

○感染症指定医療機関への入院勧告   ○消毒等 
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４ 食品衛生対策 

保健所部食品生活衛生班・環境衛生試験所班は、県と協力し、必要に応じて被災者へ供給する飲料水

の水質検査を実施し、消毒の必要がある場合は供給者へ消毒の実施を指示する。 

また、被災者等へ供給する食品、炊き出し施設等の衛生を確保するよう関係団体等に要請する。 

食中毒が発生した場合は、検査を行い原因を調査し被害の拡大を防止する。 
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第１８節  行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

 

項目 担当 

第１ 行方不明者の把握・捜索 総務部本部班・庶務班・行政管理班・第一庁舎･長野市芸術館建設事

務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事務局班、市民生活部

地域活動支援班・支所班、消防部警防班・消防署班 

第２ 遺体の安置及び処置 

保健福祉部国民健康保険班、市民生活部人権・男女共同参画班、財

政部管財班 

第３ 遺体の埋火葬 保健福祉部国民健康保険班、市民生活部戸籍・住民記録班 

 

第１ 行方不明者の把握・捜索 

１ 行方不明者の把握 

総務部庶務班、市民生活部地域活動支援班・支所班は、警察と協力し、所在の確認できない住民に関

する問合せや、行方不明者の捜索依頼・届出の受付及び要捜索者名簿の作成を行い、次の要領で行方不

明者を把握する。 

〈行方不明者の把握方法〉 

○届出を受けたときは、行方不明者の「住所、氏名、年齢、性別、身長、体重、着衣、その他

の特徴」について、可能な限り詳細に聴き取り記録する。 

○「届出」のリストを総務部庶務班に１部送付する。 

○総務部庶務班は、「届出」リストを、「人的被害調査」、「避難者名簿」、「病院診療所医療実施

状況」、その他市で把握している安否情報等と照合し、行方不明者を確認する。また、その

結果を警察署長へ連絡する。 

 

２ 行方不明者の捜索 

総務部本部班・庶務班は、警察、消防部警防班・消防署班、消防団等と協力し、要捜索者名簿に基づ

く行方不明者捜索の機を失せずに、人員及び機械器具を確保して行う。 

また、必要に応じて自衛隊、ボランティア、自主防災組織・住民自治協議会等に協力を要請する。 

〈捜索方法〉 

○捜索活動中に行方不明者を発見したときは直ちに保護し、警察署に連絡する。警察署は捜索

依頼者に連絡する。 

○捜索活動中に遺体を発見したときは、警察署に連絡し、警察署は捜索依頼者に連絡する。 

○発見した遺体は、現地最寄りの遺体安置所に搬送する。 

○外国籍住民の遺体を発見した場合は、速やかに領事機関に連絡する。 

 

第２ 遺体の安置及び処置 

１ 遺体安置所の選定 

災害により多数の遺体が生じた場合、保健福祉部国民健康保険班、市民生活部人権・男女共同参画班

は、警察署長と協議し、被害状況を考慮し、公共施設等で遺体の安置に適切な場所を選定する。 

 

２ 遺体安置所の設置 

保健福祉部国民健康保険班、市民生活部人権・男女共同参画班は、遺体安置所を設置する。遺体安置

所に必要な納棺用品、仮葬祭用品、ドライアイス等の葬祭用品や納棺作業員の確保については、葬祭事

業者等に協力を要請する。 

なお、適切な遺体安置所を確保できない場合等については、総務部本部班と調整し、一時的に遺体を

受け入れる野外施設（テント、広場等）を設置する。 
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３ 遺体の処置 

発見された遺体については、死体取扱規則（昭和33年国家公安委員会規則）の規定による検視又は検

案を行う。遺体の処置は、警察署と連携をとり、必要に応じて葬祭事業者に委託し、地元の住民の協力

を得て行う。保健福祉部国民健康保険班、市民生活部人権・男女共同参画班班は、遺体の収容、検案、

安置及び引渡しを行う。市民生活部戸籍・住民記録班は、遺体の搬送を行う。 

身元引受人が見つからない遺体については、警察署、消防団、自主防災組織・住民自治協議会、ボラ

ンティア等の協力を得て、身元引受人の発見に努める。 

遺体の処置については、次の手順を基本とする。 

〈遺体の処置の手順〉 

○遺体の搬送については、遺族が行うことを原則とする。搬送が困難な場合は、市民生活部戸

籍・住民記録班が搬送し、必要に応じて警察署、財政部管財班、県等に協力を要請するほか

葬祭事業者に委託し、遺体安置所に搬送する。 

○遺体の受付、発見状況の聴取、遺体処置台帳の作成、検視カード・検視一覧表の作成、一連

番号の付与を警察署長と協力して行う。 

○警察署長に検視官、検案医の派遣を要請する。また、保健所部総務班に医療救護班の派遣を

要請する。 

○警察署の検視を受けた遺体については、遺体安置所に運搬し、医療救護班は遺体の洗浄・縫

合・消毒等の処理を行い、必要に応じて検案を行う。 

○処置の済んだ遺体については、遺体安置所内に安置する。 

○遺留品がある場合は、整理の上、遺留品台帳に遺留品・発見日時・発見場所・発見状況・性

別・推定年齢等を記録し、遺体安置所内に掲示する。 

○遺体引渡し窓口を遺体安置所内に設置し、遺族等が判明した場合は、遺族等に検案書を交付

し遺留品等とともに遺体を引き渡す。 

 

第３ 遺体の埋火葬 

１ 埋火葬の相談 

市民生活部戸籍・住民記録班は、遺体安置所内に埋火葬相談窓口を設置し、遺体の引渡しを受けた遺

族等から埋火葬許可証の交付及び埋火葬等に関する相談に応ずる。 

 

２ 埋火葬の実施 

市民生活部長の命令により市民生活部戸籍・住民記録班が、次の手順により遺体の埋火葬を行う。 

〈埋火葬の手順〉 

○遺体の身元引受人が見つからない場合及び遺体の引渡しを受けた遺族が埋火葬を行うこと

が困難な場合は、市長が埋火葬を執行する。 

○災害により多数の遺体が生じたため、又はその他やむを得ない事情のため、所定の斎場で火

葬できない場合は、県に広域応援協力を要請する。 

○遺骨遺留品等保管所を設置し、火葬を終えた遺骨及び遺留品等を一時保管する。 

○身元不明の遺骨については、１年以内に引取人が判明しない場合、市が身元不明者取扱いと

して善光寺に納骨する。 
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第１９節  廃棄物の処理活動 

 

項目 担当 

第１ し尿の収集運搬・処理 

環境部環境政策班・生活環境班・衛生センター班、企画政策部広報

広聴班 

第２ ごみの収集運搬・処理 

環境部環境政策班・廃棄物対策班・生活環境班・清掃センター班、

企画政策部広報広聴班 

第３ 建物解体後の処理 環境部環境政策班・廃棄物対策班・生活環境班、建設部建築指導班 

 

長野市災害廃棄物処理計画に基づき、環境部内に環境部長を長とする長野市災害廃棄物対策調整会議

を設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

 

第１ し尿の収集運搬・処理 

１ 収集運搬・処理計画 

環境部生活環境班・衛生センター班は、被害状況に応じたし尿収集運搬・処理体制を早期に確立する

ため、下水道処理施設、収集事業者等の被害状況及び、当面の収集運搬・処理能力を把握する。 

地区別の被害状況、避難所等の設置状況に応じて、避難所収容者、住宅残留者等の排出量等を想定し、

災害廃棄物処理実施計画を策定する。 

 

２ 仮設トイレ配置 

環境部生活環境班・衛生センター班は、災害により下水道機能が停止し、仮設トイレを必要とする場

合、早急に配置計画を立てて仮設トイレの設置を行う。 

(1) 需要の把握 

上下水道、ライフライン施設、建物等の被害状況、応急復旧状況・計画、及び避難者の収容状況等

を関係各部、関係機関からとりまとめ、し尿収集の必要な地区と需要（人口）を把握する。 

また、排出量及び仮設トイレの容量は、次の基準を目安として検討する。 

〈仮設トイレ数算定の基準〉 

排出し尿量 １人１日あたり1.4リットル 

仮設トイレ容量 １基あたり500リットル 

仮設トイレ配置基準 対象人口60人に１基 

(2) 配置先の検討 

仮設トイレの設置箇所は、次の箇所を目安に選定する。 

〈仮設トイレ設置場所〉 

○避難所    ○断水地区の公的施設    ○災害応急対策活動拠点 

(3) 調達・設置 

環境部生活環境班・衛生センター班は、協定締結先である長野県建設機械リース業協会等に仮設ト

イレの供給、搬送、設置を要請する。また、設置にあたっては原則として男女別とし、それぞれ離れ

た場所となるよう配慮する。 

なお、仮設トイレが設置されるまで、組立式簡易トイレ等をボランティアや避難者、自主防災組織・

住民自治協議会等の協力を得て設置する。 

(4) 維持管理 

環境部生活環境班・衛生センター班は、収集をし尿収集事業者に要請する。また、トイレットペー

パー、清掃器具等を確保し、清掃・補充等の作業を避難者や自主防災組織・住民自治協議会等に要請
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する。 

 

３ 広報・相談 

環境部環境政策班・生活環境班は、企画政策部広報広聴班を通じて、収集日時、仮設トイレの利用

方法、平常時処理体制への復旧見通し等を住民等へ周知する。また、市民からの問合せ等について対

応する。 

 

４ 収集運搬・処理 

環境部生活環境班・衛生センター班は、し尿収集車輌及び作業員を確保する。 

なお、処理能力・収集体制が不足する場合は、協定締結先である長野市生活環境協同組合・長野市

一般廃棄物（し尿）収集許可業者組合への協力要請、県への広域応援処理体制の応援要請を行う。次

の点に留意して適切に収集運搬・処理する。 

〈し尿収集運搬・処理の留意点〉 

○医療機関、避難所等を優先する。 

○なるべく多くの世帯が使用可能となるよう、個々のくみ取り量は、状況に応じて貯留量の一

部とする。 

○処理施設での能力が不足する場合は、広域市町村へ処理を要請する。 

 

第２ ごみの収集運搬・処理 

１ 収集運搬・処理計画 

環境部廃棄物対策班・生活環境班・清掃センター班は、被害状況に応じた生活ごみの収集運搬・処理

体制を早期に確立するため、処理施設、資機材等の被害状況、及び当面の収集運搬・処理能力を把握す

る。 

地区別の被害状況、避難所等の設置状況に応じて、避難所収容者、住宅残留者等の排出量等を想定し、

災害廃棄物処理実施計画を策定する。計画上次の点に留意する。 

〈災害廃棄物処理実施計画の留意点〉 

○災害に伴って発生した廃棄物の種別ごとに計画し、最新の情報を基に随時見直しをする。 

○直接回収、集積所（臨時含む）・仮置場の配置や収集運搬ルート等について計画する。 

※仮置場の配置は、立地条件・環境衛生等を考慮しながら行う。 

 

２ 臨時集積所・仮置場の設置 

環境部生活環境班は、被災時に既存の集積所が使用できない場合、地域と協議する中で、空き地や公

園などを被災地内の臨時集積所として位置づける。また、環境部廃棄物対策班は、臨時集積所の排出量

等の状況に応じて、仮置場を設置する。 

なお、臨時集積所への排出は、災害廃棄物処理実施計画で定める分別基準による。 

 

３ 広報・相談 

環境部環境政策班・生活環境班は、企画政策部広報広聴班を通じて、収集方式・分別・排出抑制・平

常時収集体制への見通し等について広報するとともに、自主防災組織単位のごみの集積を住民・事業所

等へ呼びかける。 

また、住民からの問合せ等について対応する。 

 

４ 収集運搬・処理 

環境部生活環境班・清掃センター班は、ごみ収集車及び収集作業員を確保する。なお、処理能力・

収集体制が不足する場合は、協定締結先である長野市委託浄掃事業協同組合への協力要請、又は県を

通じて広域応援処理体制の要請を行う。 
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また、環境部廃棄物対策班は、事業者の産業廃棄物等の処理事業者あっせん、作業の指導等を行う。 

次の点に留意して、適切に収集運搬・処理する。 

〈ごみ収集運搬・処理の留意点〉 

○生ごみ等腐敗しやすい廃棄物は、優先的に収集運搬・処理する。 

○仮置場については、資源の分別・リサイクルに努めるとともに、定期的に消毒等を実施する。 

○道路等に排出・放置されたごみは、関係各部及び応援団体等の協力により、仮置場へ搬送す

る。 

○有害な廃棄物、産業廃棄物等の処理が困難な廃棄物については、県と協議し専門処理事業者

や排出事業者等に協力を要請する。 

 

第３ 建物解体後の処理 

環境部環境政策班・廃棄物対策班・生活環境班は建設部建築指導班と連携して、災害による建物の焼

失、倒壊及び解体により発生する木くず、コンクリートがらなど（以下「がれき」という。）を適正に処

理する。 

 

１ 建築物の解体・撤去の方針 

建物の解体・撤去は、所有者が自ら行うことを原則とし、災害の規模等の状況により、市が収集運搬・

処理を行う。 

また、被害が甚大であり、国による災害廃棄物処理事業の特例措置が講じられたときは、所有者から

の申請を建設部建築指導班が受け付け、環境部生活環境班が事業者等に作業を委託する。建設部建築指

導班は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づき、適正に処理が

行われているか確認するとともに、指導等を行う。 

〈災害廃棄物の処理の基本方針〉 

○衛生的な処理 

防疫の観点から、生活衛生の確保に関する重要事項として対応する。 

○迅速な対応処理 

避難所分布、被災状況、処理施設の能力を的確に把握し、短期的・集中的に多量に発生す

る災害廃棄物の処理を行う。市による処理が困難な場合は、県を通じて支援を要請する。 

○環境に配慮した処理 

災害時の混乱の中でも、アスベスト飛散防止、野焼き禁止や建設リサイクル法による分別

を行い、環境に配慮した処理を行う。 

○リサイクル優先型 

極力資源化することで、処理、埋立て処分量の削減を図る。 

 

２ 実施計画の策定 

環境部生活環境班は、建物の被害量からがれきの発生量を推定し、災害廃棄物処理実施計画を策定す

る。 

 

３ がれき仮置場の設置 

環境部廃棄物対策班は、施設管理者等と調整して、市内の次の候補地からがれき仮置場を設置する。 

〈がれき仮置場の候補地〉 

○公共用地・未利用地、遊休地 
○グランドなどのスポーツ施設やその駐車場、公園、民有地 
○その他 

なお、周囲の環境対策、火災防止に十分配慮する。また、防疫対策等については、保健所部健康班に

要請する。 
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４ 分別・減量化・再利用等 

環境部廃棄物対策班は、仮置場の運営にあたり、実施計画で定める分別基準に従い、可能な限り現場

で分別し、減量化・再利用を徹底する。 

また、廃棄物処理に係る関係法令等に従い、排出者に適正処理を指導する。 

〈主な分別の目安〉 

分  別 減 量 化 再生利用 

木くず 焼却・破砕 熱交換、チップ化 

金属くず 破砕・選別 製鉄材料等 

コンクリートがら 破砕 路盤材、埋立て材 

アスベスト等有害物質 所定の指針に基づく適正処理を徹底する 

 

５ 応援協力 

環境部環境政策班・廃棄物対策班・生活環境班は、市による処理が困難な場合は、県を通じて広域的

な応援体制の要請を行う。 
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第２０節  社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

 

項目 担当 

第１ 社会秩序の維持 長野中央警察署、長野南警察署、建設部道路班・維持班・監理班、

都市整備部各班、駅周辺整備局班、教育部総務班、市民生活部地域

活動支援班・支所班 

第２ 物価の安定、物資の安定供

給 

商工観光部産業政策班 

 

災害発生後は、被災地の社会的混乱や被災者の心理的動揺等が予想される。社会秩序を維持するため

には、関係機関の適切な措置により、被災者を対象とした悪質商法、詐欺事件、社会的な混乱下での産

業廃棄物等の不法処理事犯、窃盗事件等の事犯を未然に防止するとともに、悪質な事業者を検挙する必

要がある。 

また、災害の発生により、物流経路の分断、市場の機能低下、小売店の閉鎖などから、生活関連物資

の供給不足やそれに伴う品切れ、価格の高騰、便乗値上げ等がおこるおそれがある。このため、物価の

安定、物資の安定供給を図り、被災者の経済的生活の安定に寄与する。 

 

第１ 社会秩序の維持 

１ 警備・防犯 

警察署は、大規模災害の発生後に予想される社会的混乱に対し、警備本部を設置して警備体制を確立

するとともに、犯罪予防及び取締り活動を行い、市内の安全と治安維持の確保に努める。 

また、消防部、消防団等は警察に協力し、市内での放火・窃盗その他の犯罪防止のための巡回パトロ

ールを行う。 

市各部は、協定締結先である（一社）長野県警備業協会に協力を要請するなどし、所管する施設につ

いて必要な警備・防犯活動を行う。 

 

２ 防犯灯・街路灯の応急措置 

建設部道路班・維持班・監理班は、市民生活部地域活動支援班・支所班、自治会、自主防災組織・住

民自治協議会と協力し、地震等により破損した防犯灯・街路灯の調査を行うとともに、道路管理者・関

係機関等と連携・協力して必要な応急措置を講じる。 

 

３ 避難所の警備 

避難所における盗難等を防止するため、外来者の受付記録をとるなど防犯に注意する。 

また、必要に応じて警察官の派遣や協定締結先である（一社）長野県警備業協会に警備員の派遣を要請

する。 

 

第２ 物価の安定、物資の安定供給 

商工観光部産業政策班は、物価の安定、物資の安定供給に関して、次の対策を行う。 

(1) 買占め売惜しみ及び便乗値上げを防ぐため、生活必需物資等の価格需給動向について調査、監視を行

う。 

(2) 適正な価格若しくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して協力を要請する。 

(3) 情報の不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、供給状況等につい

て必要な情報を提供する。 

(4) 買占め売惜しみ、便乗値上げ、災害に便乗した悪質商法等に対する消費者からの相談に対応するため、
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相談窓口等を設置する。 

(5) 管内又は広域圏で流通事業者との連携を図る。 
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第２１節  危険物施設等応急活動 

 

項目 担当 

第１ 共通の安全措置 総務部本部班、消防部予防班・消防署班、環境部環境政策班、保

健所部環境衛生試験所班 

第２ 危険物施設の安全措置 消防部予防班・消防署班 

第３ 火薬類の安全措置 

第４ 高圧ガスの安全措置 

第５ 液化石油ガスの安全措置 

第６ 毒物・劇物等の安全措置 

第７ 放射性物質使用施設の安全

措置 

 

消防部予防班は、県、警察署等と協力し、次の安全措置をとるよう危険物施設等の管理者等を指導す

る。 

なお、危険物等の応急対策の詳細は、第６章第４節「危険物等事故災害対策」に準じて行うが、地震

発生時には、次の点に留意した安全措置を地震発生直後から速やかに実施する。 

 

第１ 共通の安全措置 

災害発生時において、危険物施設等の損傷等による危険物等の流出、爆発及び火災の発生防止並びに

被害の拡大防止等の応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民の安全を確保するため次の対策

を行う。 

(1) 危険物施設等において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における関係機関との連絡体制

を確立する。 

(2) 漏えい量等の把握のため関係機関と連携の上、飛散し、もれ、流れ出、又は地下に浸透した危険物

等の種類、量と、その流出先の把握に努める。 

(3) 危険物施設等の管理者等に対し、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指導する。 

(4) 周辺住民に対して広報活動を行い、安全を確保する。 

(5) 警察署と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人、車両の

立入を禁止する。 

(6) 必要に応じて、関係機関と連携して周辺環境調査や水質・大気質の測定を行い、環境汚染状況を的

確に把握する。なお、下流に浄水場等が所在する場合など、危険物等が流入した場合に広範に影響を

及ぼす施設等が所在する場合は、重点的に調査を行う。 

(7) 必要に応じて、県、他の市町村に対して応援要請をし、応急対策等を行う。 

 

第２ 危険物施設の安全措置 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者は、危険物の流出、

爆発等のおそれがある場合には、操業の停止、制限、危険物の移送の中止及び車両の転倒防止等の措置

をとる。 

また、危険物施設に損傷等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切な措置をとる。

さらに、必要に応じて、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、浸水等に

よる広域拡散等を防止する。 

この他、第６章 第４節 第６「災害の警戒・防ぎょ活動」に準ずる。 
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第３ 火薬類の安全措置 

火薬類取扱施設の管理者は、地震火災による火薬類の誘爆の防止措置をとり、火薬類の安全な場所へ

の移動、管理措置をとる。 

 

第４ 高圧ガスの安全措置 

高圧ガス施設の保安責任者は、高圧ガスの漏えい、爆発等のおそれがある施設の緊急停止、点検、出

火防止措置をとる。 

高圧ガス運送者は、状況に応じて火気の安全を確認し、車両を安全な場所に移動させる。 

 

第５ 液化石油ガスの安全措置 

液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス設備の点検、消費先の緊急点検活動を行う。 

 

第６ 毒物・劇物等の安全措置 

毒物・劇物等の保管取扱者は、速やかに貯蔵施設等の点検、及び必要な災害防止措置をとる。 

 

第７ 放射性物質使用施設の安全措置 

放射性同位元素使用者等は、速やかに放射性物質の点検、及び必要な災害防止措置をとる。 
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第２２節  電気施設応急活動 

 

項目 担当 

電力施設応急活動 東京電力株式会社、中部電力株式会社、建設部監理班・維持班・道

路班、総務部本部班・情報政策班 

 

各電力会社は、電気の供給が停止したり、又は停止するおそれがあるときは、災害対策本部を設置し、

電力施設の応急対策活動にあたる。公共施設その他重要施設に対しては、優先的に送電するよう努める。 

住民に対しては、電線等による感電防止、漏電等による出火防止策、被害状況、復旧の見通しを広報

する。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握、掘削工事を伴う場合に他の占用物件の情

報提供、応急工事の調整及び交通制限に関し、住民への広報活動を行う。 

総務部本部班は、電力会社からの要請に基づき、防災行政無線等により、住民に対する広報活動を行

う。 
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第２３節  都市ガス施設応急活動 

 

項目 担当 

都市ガス施設応急活動 帝石パイプライン株式会社、長野都市ガス株式会社、建設部監理

班・維持班・道路班、総務部本部班・情報政策班 

 

各都市ガス会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害対策本部を設置し、ガス施

設の応急復旧対策を講じる。なお、災害発生直後には応急措置を講じるとともに、応急措置が有効に機

能するよう防災関係機関に連絡し、広報により住民に周知する。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用

物件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、交通制限に関し住民への広報活動を行う。 

総務部本部班は、ガス会社からの要請に基づき、防災行政無線等により、住民に対する広報活動を行

う。 
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第２４節  上水道施設応急活動 

 

項目 担当 

上水道施設応急活動 上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・浄水班、長

野県企業局川中島水道管理事務所、建設部監理班・維持班・道路班 

 

上下水道部水道整備班・浄水班・総務班・営業班・水道維持班は、上水道の被害状況の早期把握、適

切な二次災害防止措置、及び施設の迅速かつ効果的な応急復旧を図る。また、簡易水道施設について被

害状況の把握及び応急復旧等を行う。なお、対応が困難な場合は、協定締結先である長野市水道工事協

同組合等に応援を要請する。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用

物件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、交通制限に関し住民への広報活動を行う。 

 

長野県企業局は、県の上水道供給区域において長野県地域防災計画に定める応急対策を行う。 

 

１ 応急措置 

応急給水及び二次災害防止のため、次の点に留意して応急措置をとる。 

〈上水道施設の応急措置〉 

○漏水を確認したときは、バルブ操作を行うなどし、飲料水を確保する。 

○配水管の破損に対しては、区間断水を行う。 

○配水管等の被害のない地区でも、給水を必要最小限に制限する。 

○原水から給水栓に至るまでの水質監視を強化する。 

 

２ 応急復旧 

各施設の応急復旧は、水道施設応急復旧計画に基づき迅速に行う。応急復旧資機材が不足する場合は、

必要に応じて協定締結先である長野市水道工事協同組合へ、組合での対応が困難な場合は応援協定団体

等へ応援を要請する。 

また、上下水道部営業班は、企画政策部広報広聴班と協力し、被害状況、注意事項、復旧見通し等の

広報を行い、住民への周知を図る。 
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第２５節  下水道施設等応急活動 

 

項目 担当 

下水道施設等応急活動 上下水道部下水道整備班・下水道施設班・総務班・営業班、千曲川

流域下水道建設事務所、建設部監理班・維持班・道路班、企画政策

部広報広聴班 

 

上下水道部下水道整備班・下水道施設班・総務班・営業班は、下水道及び農業集落排水処理施設及び

戸別浄化槽の被害状況の早期把握、適切な二次災害防止、及び施設の迅速かつ効果的な応急復旧を図る。 

なお、対応が困難な場合は県等に応援を要請する。 

また、千曲川流域下水道建設事務所は、担当処理区域において長野県地域防災計画に定める応急対策

を行う。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用

物件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、交通制限に関し住民への広報活動を行う。 

 

１ 応急措置 

応急措置は、次の点に留意して行う。 

〈下水道施設の応急措置〉 

○下水道管路に機能障害が生じた場合は、汚水の流下量に適した汚水ポンプを配備し、正常な

管路まで圧送する。 

○終末処理場に重大な機能障害が生じた場合は、簡易沈殿処理後消毒し放流する。 

○汚水ポンプ場に重大な機能障害が生じた場合は、仮設ポンプを設置し近くの吐出マンホール

まで仮設配水管で送水する。 

○多量の塵芥等により管渠の閉塞又は流下が阻害されないよう、マンホール等に流入防止等の

応急措置を行う。 

 

２ 応急復旧 

各施設の応急復旧は、汚水終末処理場及びポンプ場応急復旧計画に基づき、迅速に行う。 

工事施工中の箇所は、工事請負人に被害を最小にとどめるよう、状況に応じて現場要員、資機材の補

給を行わせる。応急復旧資機材等は、基本的に市所有のものを使用するが、必要に応じて協力団体、民

間指定工事事業者、他市町村の下水道事業者の協力を得る。 

また、上下水道部営業班は、企画政策部広報広聴班と協力し、破損箇所、排水禁止区域、排水できな

い場合の措置についての広報を行い、住民への周知を図る。 
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第２６節  通信・放送施設応急活動 

 

項目 担当 

第１ 市の通信手段の確保 総務部本部班・情報政策班、市民政策部支所班、財務部管財班、消

防局通信指令班 

第２ 電信電話施設の応急活動 東日本電信電話株式会社、携帯電話各社、建設部監理班・維持班・

道路班 

第３ 放送施設の応急活動 放送事業者 

 

第１ 市の通信手段の確保 

総務部本部班、市民生活部支所班、財務部管財班及び消防局通信指令班は、通信手段の確保に関して次

の対策を実施する。 

(1) 事業者と協力して、通信施設の緊急点検・巡視を行い、当該施設の被災状況等を把握する。 

(2) 通信施設が被災した場合には、市町村職員と事業者により復旧活動を行い、通信の確保にあたる。 

(3) 停電が発生し、通信施設への復電まで長期間が予想される場合には、燃料の調達、供給を図る。 

(4) 孤立防止無線など災害時用通信手段により通信の確保を図る。 

(5) 災害時用通信手段なども使用不能又は困難となった場合には、非常通信によるものとし、近隣の使用

可能な通信手段をもつ機関に通信を依頼する。 

 

第２ 電信電話施設の応急活動 

各電話会社は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、営業所内に災害対策本部を設置して

電信電話施設の応急復旧対策を講じる。 

災害発生直後には、応急措置をとるとともに、応急措置が有効に機能するよう防災関係機関に連絡し、

広報により住民に周知する。 

建設部監理班・維持班・道路班は、市道の被害状況の把握とともに、掘削工事を伴う場合に他の占用

物件の情報提供や応急工事の調整を行うほか、住民への広報活動を行う。 

 

第３ 放送施設の応急活動 

各放送事業者は、地震災害が発生した場合には、放送の継続のために各放送機関で定めてある非常災

害対策規定に基づき、放送施設の復旧活動など必要な措置をとる。 
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第２７節  鉄道施設応急活動 

 

項目 担当 

鉄道施設応急活動 東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、長野電鉄株式会

社、しなの鉄道株式会社、企画政策部交通政策班 

 

各鉄道会社は、災害が発生した場合、あるいは列車や構造物が被災した場合には、災害対策本部を設

置して応急措置をとる。 

また、復旧状況、列車の運行状況について関係機関に連絡するともに、広報により住民や利用者に周

知する。応急措置は次の点に留意して行う。 

〈鉄道の応急措置〉 

○災害発生と同時に運転規制等初動措置を実施し、乗客の安全確保を図る。 

○列車の停止が長時間にわたるときや、火災等の二次災害の危険が迫っているときは、乗客の

安全確保のため的確な避難誘導を行う。 

○旅客を避難誘導した後、災害情報等を旅客に伝達し秩序維持に協力する。 

○避難措置の情報等は、速やかに市本部（総務部庶務班）に通報する。 

○旅客等に事故が発生した場合、救護班を編成し救急救護にあたる。 

○不通区間が生じた場合は、バス等による振替輸送等を行う。 

○重要度の高い施設から仮復旧を行う。 

 

 企画政策部交通政策班は、鉄道会社からの要請に基づき、公共交通機関の復旧・運行状況、代替輸送

状況等について、住民に対する広報活動を行う。 
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第２８節  災害広報活動 

 

項目 担当 

第１ 災害広報 総務部本部班・情報政策班、市民生活部地域活動支援班・支所班、

企画政策部広報広聴班、上下水道部営業班、消防部予防班 

第２ 報道対応 企画政策部広報広聴班 

第３ 災害相談 市民生活部地域活動支援班・支所班 

 

第１ 災害広報 

１ 役割分担 

市、県及び防災関係機関は、次の役割分担を基本に、相互に協力して迅速かつ的確に災害広報を行う。

市各部、各防災関係機関は、長野市に係る広報状況を企画政策部広報広聴班に随時連絡し、相互に情報

を共有する。 

〈広報実施機関と内容〉 

機  関 役割分担 

市 

○地震予知情報の広報 

○災害の警戒、避難に関する情報 

○災害の発生状況、二次災害の防止に関する情報 

○被害状況、被災者への災害救助に関する情報 

○災害応急対策の活動状況 

○被災者への生活再建支援に関する情報 

○災害の復旧状況、見込みに関する情報 

○その他災害に関する情報 

県 

○市町村、防災関係機関から収集した被害状況 

○国、市町村、防災関係機関の災害応急対策の活動状況 

警察署 

○死者、行方不明者に関する情報 

○交通情報 

公共・公益施設の管理者 

○被害状況（使用不能状況） 

○復旧状況・見込み 

○二次災害に関する情報 

○二次災害防止、使用上の注意に関する情報 

公共交通機関 

○被害状況（不通状況） 

○運行状況（運休、臨時ダイヤ等） 

○復旧状況・見込み 

放送事業者、長野県大規

模災害ラジオ放送協議会 

市、県、防災関係機関からの依頼に応じて、必要な放送を行う。ま

た、災害などの緊急事態に際してすすんで情報を提供し、住民の適

切な判断と災害の予防ないし拡大防止のために必要な放送を行う。 

報道機関 

市、県、防災関係機関からの依頼に応じて、必要な報道を行う。な

お、災害報道に当たっては、可能な限り、高齢者、障害者、外国籍

市民等の要配慮者に対する配慮をした報道を行うよう努める。 

 

２ 市が実施する広報の実施体制 

企画政策部広報広聴班は、必要な情報を収集するとともに、広報活動用の資機材、車両及び要員を確

保し、迅速に広報活動を実施する。 

また、関係部局と連携し、要配慮者に配慮した広報手段を用いるように努める。 
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３ 初動期の広報 

災害発生前、発生時には次の情報を優先して迅速に広報し、住民等に周知する。 

主な広報事項 主な伝達手段 

(1) 災害発生前、発生時の初期広報 

○予想される災害の種類と場所の種別又は地域 

・土砂災害警戒情報  ・洪水予報等 

○事前避難の必要な地区、指定緊急避難場所、避難方向の指示 

(2) 救助・救急活動への協力呼びかけ 

○出火防止及び初期消火 

○要配慮者保護及び人命救助 

○緊急自動車通行確保のためのマイカー利用禁止 

○災害用伝言ダイヤルの利用 

○未確認情報による混乱防止 

(3) （必要な区域若しくは施設に対する）避難勧告・避難指示 

(4) 市の応急活動体制及び応急対策実施に関する情報提供 

○防災拠点の設置状況（市本部、避難所、救護所、災害相談窓口

等） 

○救援対策・応急対策の活動状況と実施の目安 

(5) 市内の被害状況 

○火災、道路被害、土砂災害、その他二次災害防止のために必要

な範囲の被害概要 

○被害なしの状況（「被害なし」、「全員無事」の地区及び施設） 

(1) 同報系防災行政無

線、長野市有線放送に

よる緊急放送 

(2) 広報車による巡回

放送 

(3) テレビ、ラジオ局へ

の放送依頼 

(4) 消防部、消防団、自

主防災組織・住民自治

協議会等による呼び

かけ 

(5) 隣接市町村への広

報依頼 

(6) 区組織を通じ住民

に伝達 

(7) 市ホームページ（携

帯サイト・ＳＮＳ含

む）への災害情報の掲

示 

(8) 緊急速報メール 

 

４ 応急期の広報 

被害の状況が沈静化した段階においては、次の情報を優先して広報し、住民等に周知する。 

主な広報事項 主な伝達手段 

(1) 救援対策・応急対策の実施状況 

○災害相談 

○医療救護、保健、心のケア 

○要配慮者支援 

○応急給水、応急給食 

○住宅支援 

○生活再建支援措置 

○避難者への広報 

○遺体安置所の開設 

(2) 生活関連情報 

○ライフラインの復旧状況（見込み）、取扱い上の注意 

○食料、生活必需品等の供給状況 

○ごみ、し尿、がれきの収集計画及び分別の協力要請 

○保健衛生上の注意 

○道路交通規制状況、復旧状況（見込み） 

○公共交通機関の復旧・運行状況、代替輸送状況 

○医療機関の再開状況 

○消火活動の進捗状況 

(3) 安心情報 

○「被害なし」、「被害軽微」及び「全員無事」の地区及び施設の状況 

○水害、土砂災害、雪崩、危険建物、危険物等災害、その他人的危険

回避のために必要な情報 

○余震に関する情報 

(1) 広報ながの被災

者支援情報の配布 

(2) 災害相談窓口へ

の掲示 

(3) 報道機関への報

道依頼 

(4) 消防団、自主防

災組織・住民自治

協議会等による呼

びかけ 

(5) 同報系防災行政

無線、長野市有線

放送による緊急放

送 

(6) 広報車による放

送 

(7) 市ホームページ

（携帯サイト・Ｓ

ＮＳ含む）への災

害情報の掲示 
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５ 復旧期の広報 

生活再建、復旧に向かう段階においては、次の情報を優先して広報し、住民等に周知する。 

主な広報事項 主な伝達手段 

(1) 生活再建支援サービスの実施計画 

○罹災証明等の発行 

○義援金の配分 

○災害応急資金融資等、生活再建促進措置 

○仮設住宅等、住宅関連サービス 

○その他必要な生活再建支援サービス 

(2) 生活関連情報 

○ごみ、し尿、がれきの収集計画及び分別の協力要請 

○保健衛生上の注意 

○道路交通規制状況、復旧状況（見込み） 

○公共交通機関の復旧・運行状況、代替輸送状況 

○医療機関の再開状況 

(3) 安心情報 

○「被害なし」、「被害軽微」及び「全員無事」の地区及び施設の状

況 

○水害、土砂災害、雪崩、危険建物、危険物等災害、その他人的危

険回避のために必要な情報 

(1)「広報ながの」被災

者支援情報の配布 

(2) 災害相談窓口への

掲示 

(3) 報道機関への報道

依頼 

(4) 消防団、自主防災

組織・住民自治協議

会等による呼びかけ 

(5) 区組織による伝達 

(6) 市ホームページ

（携帯サイト・ＳＮ

Ｓ含む）への災害情

報の掲示 

 

第２ 報道対応 

１ 記者発表 

企画政策部広報広聴班は、プレスルームを設置し、定時に記者会見を開いて必要な情報を報道機関へ

随時発表する。なお、発表内容は、本部会議で決定する。 

〈記者発表の方法〉 

発表者 副本部長（副市長） 

プレスルーム 市役所第２庁舎４階会議室 

発表内容 

○市内の被害状況       ○応急対策の状況、予定 

○住民その他への要請事項 

 

２ 取材活動の自粛 

企画政策部広報広聴班は、報道機関に対し、必要に応じて災害対策本部内、避難所内等での取材活動

の自粛を要請する。 

 

第３ 災害相談 

市民生活部地域活動支援班・支所班は、大規模な災害が発生した場合、又は必要と認める場合には、

直ちに被災者への災害相談窓口を開設して相談員を配置する。相談員には市各部の職員をあてることを

原則とするが、不足する場合は、委託相談員の確保又は住民からの相談事項の書面受付（後日回答）に

より行う。 

また、必要と認める場合は、相談員を巡回させて支所又は避難所において臨時相談を行う。さらに、

国・県・その他防災関係機関に対して災害相談窓口の開設を要請するとともに、市の災害相談窓口と併

設されるよう要請する。 

なお、相談にあたっては、女性相談員の配置、妊産婦等への対応等、女性や子育てのニーズや、外国

人への対応等に配慮した相談体制となるように配慮する。 
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〈災害相談窓口設置予定場所〉 

設置場所 市役所（必要に応じて支所等にも設置） 

運  営 市民生活部 

相談事項と

担当 

総 務 部 住民の安否に関すること 

企 画 政 策 部 交通、その他分掌の明らかでない事項 

財 政 部 罹災証明に関すること、税の減免に関すること 

市 民 生 活 部 遺体の埋火葬に関すること 

保 健 福 祉 部 

医療・福祉全般、義援金・救援物資、ボランティアに関する

こと 

保 健 所 部 防疫に関すること 

こ ど も 未 来 部 保育に関すること 

環 境 部 災害廃棄物、環境衛生に関すること 

商 工 観 光 部 商工業、観光に関すること 

文 化 ス ポ ー ツ 

振 興 部 

文化、スポーツに関すること 

農 林 部 農業、林業に関すること 

建 設 部 

都 市 整 備 部 

土砂災害、住宅、道路、都市計画に関すること 

教 育 部 

学 校 教 育 部 

教育に関すること 

上 下 水 道 部 給水、水道、下水道に関すること 

消 防 部 火災に関すること 
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第２９節  土砂災害等応急活動 

 

項目 担当 

第１ 土砂災害等の警戒・応急

措置 

建設部河川班・道路班・維持班・建築指導班、都市整備部各班、駅

周辺整備局班、農林部農業土木班・森林整備班、市民生活部支所班、

消防部各班、消防団 

第２ 雪崩の警戒・応急措置 建設部河川班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、農林部

農業土木班・森林整備班、消防部各班、市民生活部支所班、消防団 

 

第１ 土砂災害等の警戒・応急措置 

１ 警戒・巡視 

建設部河川班・維持班・建築指導班、農林部農業土木班・森林整備班、市民生活部支所班は、消防部

警防班、消防団、県と協力して、崖崩れ、地すべり、土石流等の危険箇所及び倒壊等の危険のある建物・

ブロック塀等について、警戒・巡視活動を行う。 

また、気象情報、河川情報の収集・伝達は、総務部本部班と協力して行う。 

 

２ 安全措置 

建設部河川班・維持班・建築指導班・農林部農業土木班・森林整備班は、崖崩れ、地すべり、土石流

等の土砂災害危険箇所、及び倒壊等の危険のある建物・ブロック塀等について調査し、状況に応じて必

要な安全措置をとる。 

(1) 点検調査 

危険度の高い箇所から優先的に点検調査を実施する。点検調査への技術支援が必要と認められる場

合、県若しくは国へ、専門家の派遣を要請する。点検調査の結果をもとに、関係機関等と協力して必

要な安全措置をとる。 

〈応急措置の方法〉 

区分 措置の目安 

土 砂 災 害 

○シート保護（※落石防止対策若しくは降雨対策として行う） 
○崩壊面の補強 

○二次的災害の可能性のある崩壊土砂の除去 

○センサー類の設置 

危 険 建 物 ・ 

ブロック塀等 

○危険周知の標識設置 

○取壊し 

○幹線道路沿道等、その必要があると認める場合の危険建物の取壊し、倒壊

防止のための建物補強 

共 通 

○定期パトロール 

○住民等への土砂災害発生の可能性に関する広報及び注意喚起 

○避難勧告、避難指示 

○立入禁止区域の設定 

 

(2) 土砂災害発生時の措置 

建設部維持班・河川班・道路班は、巡視活動及び住民等からの通報により、土砂災害の発生を覚知

した場合、直ちに被害の有無を確認し、県長野建設事務所長、土尻川砂防事務所長へ状況を報告する。 

また、関係機関等に協力を要請し、早急に次の事項を目安とした応急措置をとる。 

県は、地すべりにより、地割れや建築物等に亀裂が発生し、おおむね10戸以上の人家に被害が想定

される場合は、緊急調査を実施する。緊急調査の結果に基づき地すべりによる被害が及ぶおそれがあ

る土地の区域及び時期に関する情報を長野市長に通知する。 



《第３章 震災対策》29 土砂災害等応急活動 

164 

国（地方整備局）は、河道閉塞に起因する土砂災害で天然ダムの高さがおおむね20ｍ以上あり、お

おむね10戸以上の人家に被害が想定される場合は、緊急調査を実施する。緊急調査の結果に基づき土

砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を長野市長に通知する。 

〈土砂災害発生時の応急措置〉 

○斜面崩壊により発生した（二次的崩壊の原因となるおそれがある）土砂の除去 

○生埋者等の救出要請 

○立入禁止区域の設定、周辺の道路・鉄道の運行及び通行禁止 

○崩壊物等が影響する河川、道路、鉄道等施設の管理者への通報、及び二次災害等被害の拡大

防止措置 

○孤立地区に対する、ヘリコプターによる避難、医療救護、緊急物資輸送についての県への要

請 

○住居の被災、列車・車両の立ち往生等により収容が必要な場合の避難所の開設・運営 

 

３ 障害物の除去 

建設部道路班・河川班・維持班は、道路及び公共土木施設等において倒壊や崩壊により早急に除去す

る必要がある障害物について、協定締結先である（一社）長野市建設業協会等に協力を要請し、除去作

業を行う。除去する障害物は、公共用地内で応急対策活動上早急に除去が必要なものとする。 

なお、市の有する除去能力を上回る場合は、建設事業者への応援要請、又は総務部本部班を通じて広

域的応援体制の確立及び派遣を要請する。 

 

第２ 雪崩の警戒・応急措置 

建設部河川班・維持班、農林部農業土木班・森林整備班、市民生活部支所班は、消防部警防班、消防

団、県（建設事務所）、鉄道・道路管理者、警察署長等と協力して、雪崩危険箇所等の警戒・巡視活動を

行う。 

 

１ 警戒 

積雪量を観測し、警戒巡回（降雪時に随時巡視するとともに、定期的に巡視）又は固定警戒（危険状

況により常時監視を行う）を行い、適切な警戒態勢をとる。 

 

２ 巡視 

巡視員の配置、交替要員の確保、積雪量の収受等必要な連絡体制を確立して巡視活動を行う。 

また、必要に応じて雪崩監視装置を設置し、雪崩発生の兆候及び雪崩の早期発見に努めるとともに、

県に雪崩巡視に関する技術支援を要請する。 

 

３ 安全措置 

建設部河川班・維持班、農林部農業土木班・森林整備班は、県と雪崩の危険に対して必要な安全措置

を講じる。 

なお、安全措置は第1の2.「安全措置」に準じて行う。 
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第３０節  建築物災害応急活動 

 

項目 担当 

第１ 市有施設等の応急復旧 財政部管財班、建設部建築班、施設を所管する班 

第２ 被災建築物の応急危険度

判定 

建設部建築指導班、都市整備部各班、駅周辺整備局班 

第３ 被災宅地の危険度判定 建設部建築指導班、都市整備部各班、駅周辺整備局班 

第４ 文化財の保護 教育部文化財班 

 

第１ 市有施設等の応急復旧 

緊急地震速報を受信した場合、各施設管理者は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保するよう

誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する等必要な措置をとる。また、災害

が発生した場合、各施設管理者は、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を

把握し、利用者の安全確保と二次災害の防止のための措置をとる。 

 

１ 施設の保全 

各施設管理者は、所管施設の被害状況を速やかに把握し、次の内容を基本とする安全確保措置をとる。 

〈安全確保措置〉 

○危険箇所への立入禁止措置 

○火気器具、電気、ガス設備、消火器等の点検 

○電気の復旧による火災の防止、ガス漏れによる事故防止措置 

○建設部建築班への応急危険度判定の要請 

 

２ 施設の機能確保 

災害応急対策のための活動拠点として供用する場合は、次の応急措置をとる。 

〈応急措置〉 

○ガラス等の散乱物の除去、清掃 

○ブルーシート、ダンボール、ベニヤ板等による応急修理 

○ライフラインの確保 

 

３ 施設の補修・撤去 

応急危険度判定や被災度区分判定結果から施設の補修、又は撤去が必要となる場合は、本部長に報

告する。補修、撤去は本部長が決定し、必要性の高いものから順次実施する。 

 

第２ 被災建築物の応急危険度判定 

１ 実施本部の設置 

建設部建築指導班は、多数の判定員の受入れ体制及び作業体制を確立するために、判定実施本部（窓

口）を設置する。 

 

２ 判定員の確保 

建設部建築指導班は、協定締結先である（一社）長野県建築士会長野支部・更級支部をはじめ県、建

築関係団体等に要請し、被災建築物応急危険度判定士を確保する。 
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３ 作業体制の確立 

建設部建築指導班は、次のとおり作業体制を確立する。 

〈応急危険度判定の作業体制〉 

○受入れ判定員の名簿づくり       ○担当区域の配分 

○判定資料の作成            ○判定基準統一のための打合せ 

○判定ステッカーの確保         ○判定資機材の確保 

○被災地域への派遣手段の確保      ○連絡手段の確保 

 

４ 判定基準 

建設部建築指導班は、被災建築物応急危険度判定士と協力し、災害発生後早急に作業を実施する。 

なお、判定により「危険」と判断された建物及び宅地については、二次災害が起こらぬよう、所有者

に判定結果とその意味を十分周知する。 

この際、罹災証明書の発行のための住宅の被害認定は別に行われることについて、併せて周知する。 

〈判定の方法〉 

○判定は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル［（財）日本建築防災協会］」に従い、目視

にて行う。 

○判定の結果は、「危険」「要注意」「調査済」に区分し、３色の判定ステッカー（赤「危険」、

黄「要注意」、緑「調査済」）に対処方法を記載し、建物の見やすい場所に貼りつける。 

 

＜大地震の際に行われる３つの建物被害調査について＞ 

 応急危険度判定 住宅の被害認定 被災度区分判定 

実施目的 余震等による二次災害の

防止 

住家に係る罹災証明書の

発行 

被災建築物の適切かつ速

やかな復旧 

実施主体 市町村（都道府県･応急危

険度判定協議会が支援） 

市町村 建物所有者 

判定調査員 応急危険度判定士（行政

又は民間の建築士等） 

主に行政職員（罹災証明

書の発行は行政職員の

み） 

民間建築士等 

判定内容 当面の使用の可否 住家の損害割合（経済的

被害の割合）の算出 

継続使用のための復旧の

要否 

判定結果 危険・要注意・調査済 全壊・大規模半壊等 要復旧・復旧不可能等 

判定結果の表

示 

建物に判定結果を示した

ステッカーを貼付 

罹災災証明書に判定結果

を記載 

判定結果を依頼主に通知 

（内閣府 防災情報のＨＰから） 

 

５ 判定後の措置 

建設部建築指導班は、応急危険度判定により「危険」と判断された建物及び宅地の所有者・管理者か

らの相談に優先して対応し、被災度区分判定・修理・復旧等を促進する。 

 

第３ 被災宅地の危険度判定 

被災した宅地の二次災害を防止し、住民の安全を図るために被災宅地等の危険度判定を行う。 

建築部建築指導班は、県等を通じて被災宅地危険度判定士の確保を要請し、実施本部を設置するなど、

被災建築物の応急危険度判定に準じて実施する。判定結果は宅地所有、近隣の住民が余震により二次災

害にあわないよう、宅地の状況を周知するため、結果票（ステッカー等）を目立つ箇所に掲示する。 

また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡するととも

に、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。 
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〈判定の方法〉 

○判定は、「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル［被災宅地危険度判定連絡協議会］」等に

従い、目視にて行う。 

○判定の結果は、「大被害」「中被害」「小被害」に区分し、３色の判定ステッカー（赤「危険

宅地」、黄「要注意宅地」、青「調査済宅地」）に対処方法を記載し、擁壁、のり面、電柱等

目立つ場所に貼りつける。 

 

第４ 文化財の保護 

１ 災害発生時の措置 

文化財の所有者・管理者等は、災害により文化財が被災した場合、直ちにその被害の拡大を防止し、

被害状況等を教育部文化財班に通報する。 

また、教育部長は被害状況を県（教育委員会）に通報する。 

 

２ 文化財の復旧 

文化財の所有者・管理者等は、文化財の被害状況を調査し、教育部文化財班に報告する。 

また、国、県の文化財については、文化庁、県（教育委員会）の指導のもと、復旧措置をとる。 
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第３１節  道路及び橋りょう応急活動 

 

項目 担当 

第１ 被害状況の把握・応急措置 建設部道路班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、農林部

農業土木班、その他道路管理者 第２ 応急復旧 

 

第１ 被害状況の把握・応急措置 

各道路管理者は、災害が発生した場合、道路パトロールにより道路施設の被害状況、道路上の障害物

の状況を調査し、その情報を相互に連絡し、共有する。 

また、警察署等関係機関から道路に関する情報を収集する。 

管理外の道路が、損壊等により通行に支障をきたす場合は、当該道路管理者に通報し、応急復旧を要

請する。道路占用施設（上・下水道、電気、ガス、電話等）の被害を確認した場合は、当該施設管理者

及び道路管理者にその旨を通報する。 

 

第２ 応急復旧 

各道路管理者は、被害を受けた道路施設について、（一社）長野市建設業協会に要請して応急復旧を行

う。管理外の道路について事態が緊急を要し、当該道路管理者による応急復旧を待ついとまがない場合

は、必要最小限度の範囲で応急復旧を行う。 

対応が困難な場合は、県、自衛隊への応援を要請する。 
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第３２節  ダム・ため池・河川施設等応急活動 

 

項目 担当 

第１ 応急措置 建設部各班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、農林部農業土木班・

森林整備班、上下水道部総務班・営業班・水道整備班・水道維持班・

浄水班、その他河川管理者 

第２ 応急復旧 

第３ 土砂ダム対策 総務部本部班・情報政策班、建設部各班、都市整備部各班、駅周辺

整備局班、農林部農業土木班・森林整備班、その他河川管理者 

 

第１ 応急措置 

１ 点検 

各管理者は、特に工事中の箇所や、あらかじめ把握している危険箇所を重点的に点検し、その状況を

市及び県に報告する。なお、県において「地震後の農業用ダム・ため池点検マニュアル 長野県農政部

平成21年改訂版」が作成されている。 

(1) ダムの緊急点検 

ダム管理者は、震度４以上をダムの近くの地震観測所で観測した場合、速やかに臨時点検を行う。

点検の結果、異常がある場合は市に報告する。市は必要に応じ、避難指示や状況について広報を行う。 

(2) ため池の緊急点検 

ため池管理者は、あらかじめ定める震度を近くの地震観測所で観測した場合、緊急点検を行う。点

検の結果、異常がある場合は市に報告する。市は必要に応じ、避難指示や状況について広報を行う。 

(3) 河川、用排水施設等の緊急点検 

河川施設管理者は、あらかじめ定める震度を近くの地震観測所で観測した場合、緊急点検を行う。

点検の結果、異常がある場合は市に報告する。市は必要に応じ、代替手段の確保や状況について広報

を行う。 

(4) 貯水池、配水地等の緊急点検 

あらかじめ定める震度を近くの地震観測所で観測した場合、緊急点検を行う。点検の結果、異常が

ある場合は応急措置を取り、必要に応じ避難指示や状況について広報を行う。 

 

２ 応急措置 

各施設管理者は、点検等の結果、異常又は被害の発生が認められる場合、市、及び県（地方事務所農

地整備課、建設事務所）に報告し、氾濫等の防止、排水措置等を講じる。 

また、必要に応じて移動排水ポンプの派遣や技術指導を国、県に要請する。 

 

第２ 応急復旧 

各施設管理者は、施設の被害状況を調査し、速やかに応急復旧を行う。 

 

第３ 土砂ダム対策 

斜面の崩壊により河道が閉塞された「土砂ダム」が発見された場合は、国、県と連携して、水位の上

昇の観測、排水等の措置をとる。 

また、土砂ダムが決壊するおそれのある場合は、下流の危険区域に対し、避難勧告・避難指示を発令

し、住民を避難所に収容する。 

なお、避難については第11節「避難収容及び情報提供活動」を準用する。 
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第３３節  農林業災害応急活動 

 

項目 担当 

第１ 農業災害応急対策 農林部農業政策班・農業土木班 

第２ 林業災害応急対策 農林部森林整備班 

 

第１ 農業災害応急対策 

１ 農業用施設の応急措置 

農林部農業土木班は、災害により農業用施設及び農地に被害を受けた場合、農業協同組合、土地改良

区、その他関係団体等の協力を得て、被害状況の早期・的確な把握を行い、その結果を県（地方事務所）

に報告し、速やかに応急復旧を行う。 

 

２ 農作物に対する応急措置 

農林部農業政策班は、県（地方事務所、農業改良普及センター）、農業協同組合等と協力し、被害状況

の早期・的確な把握を行い、その結果を県（地方事務所）に報告する。また、農作物等被害の拡大防止、

病害虫の発生防止に対する技術対策を速やかに農業者に周知徹底する。 

 

３ 家畜等の防疫 

(1) 感染症の予防 

農林部農業政策班は、家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のため、県（地方事務所、家畜保健

衛生所）と協力して、検査の実施及び消毒等の指導を行う。 

(2) 死亡獣畜の処理 

死亡獣畜の処理は、原則として所有者が行うものとする。所有者が不明なとき又は所有者が処理す

ることが困難な場合は、県と協力して処理にあたる。 

死亡獣畜の処理は、移動し得るものについては、集中焼却又は埋却処理する。移動し難いものにつ

いては、保健所の指導により、その場で他に影響を及ばさないよう焼却又は埋却するものとする。 

 

第２ 林業災害応急対策 

農林部森林整備班は、災害により山腹崩壊、林道の流出等の被害が発生するおそれがあるとき又は発

生した場合は、県地方事務所（林務課）、北信森林管理署、森林組合等の関係機関にその旨を通知して、

速やかに林業用施設の防護措置又は応急措置の実施を要請するとともに、それらの応急措置に協力する。 
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第３４節  災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

項目 担当 

第１ 建築物、構造物に係る二

次災害防止対策 

建設部建築指導班・道路班・維持班 

第２ 危険物施設等に係る二次

災害防止対策 

消防部各班 

第３ 河川施設の二次災害防止

対策 

農林部農業土木班、建設部河川班、消防局警防班 

第４ 山腹・斜面及び渓流並び

に施設に係る二次災害防

止対策 

農林部農業土木班・森林整備班、建設部各班、消防局警防班 

 

第１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

１ 建築物関係 

(1) 建設部建築指導班は、被災地において、応急危険度判定士が、安全かつ迅速な判定作業が行えるよ

う次の事項を整備する。 

ア 応急危険度判定士の派遣要請 

イ 応急危険度判定を要する建築物又は地区の選定 

ウ 市内の被災地域への派遣手段の確保 

エ 応急危険度判定士との連絡手段の確保 

(2) 本部長は、必要に応じ倒壊等の危険のある建築物について立入禁止等の措置をとる。 

 

２ 道路及び橋梁関係 

 建設部道路班・維持班は、市内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と

連携を図りながら交通規制、応急復旧を行う。 

 

第２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策 

１ 危険物関係 

(1) 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

本部長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、市域における危険物施設の管理

者等に対し、製造所等の一時停止等を命じる。 

(2) 災害発生時等における連絡 

消防局予防班は、危険物施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における連絡体制

を確立する。 

(3) 危険物施設の管理者等に対する指導 

消防局予防班は、危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者

等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう次項に掲げる項目について指導する。 

ア 危険物施設の緊急時の使用停止等 

イ 危険物施設の緊急点検 

ウ 危険物施設における災害防止措置 

エ 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

(ｱ) 応急措置 

(ｲ) 関係機関への通報 

オ 相互応援体制の整備 

カ 従業員及び周辺地域住民に対する措置 
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２ 毒物劇物関係 

(1) 消防部各班は、周辺住民に対する避難誘導、広報等の活動を行うものとする。 

(2) 消防部各班は、飲料水汚染のおそれがある場合は、水道事業者と連携をとり、水道使用者井戸水使

用者に対する通報を行うものとする。 

 

第３ 河川施設の二次災害防止対策 

(1) 農林部農業土木班及び建設部河川班は、河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、

特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視する。その結果、危険性が高いと判断された箇所につ

いては、関係機関や住民に周知を図る。 

(2) 農林部農業土木班及び建設部河川班は、災害防止のため、応急工事を実施する。また、災害発生の

おそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 

(3) 本部長は、必要に応じて、水防活動を実施する。 

 

第４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

本部長は、緊急点検結果の情報に基づき、避難勧告等の必要な措置をとる。 
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第３５節  文教・保育活動 

 

項目 担当 

第１ 児童・生徒等の安全確保 学校教育部学校教育班・保健給食班、教育部総務班・生涯学習班・

文化財班 

第２ 応急教育計画 学校教育部学校教育班・保健給食班 

第３ 園児等の安全確保 学校教育部学校教育班、こども未来部保育・幼稚園班 

第４ 応急保育計画 こども未来部保育・幼稚園班、企画政策部広報広聴班 

 

第１ 児童・生徒等の安全確保 

災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、学校教育部学校教育班は校長・教職員等と連携

し、次の応急措置をとる。 

 

１ 災害情報の収集・伝達 

学校教育部及び学校長は、相互に連携して次の情報収集・伝達活動を行う。 

〈学校関係における情報収集〉 

○学校教育部学校教育班は、大規模な災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、校

長等に対し災害に関する情報を迅速・的確に伝達するとともに、必要な措置を指示する。 

○学校長は、市本部から災害に関する情報を受けた場合、教職員に対して速やかに伝達すると

ともに、自らテレビ・ラジオ等により地域の被害状況等災害情報の収集に努める。 

なお、児童・生徒等への情報伝達については、混乱を生じないよう配慮する。 

○学校長は、児童・生徒等及び学校施設に被害を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにそ

の状況を把握し、学校教育部及び県（教育委員会）に報告する。 

なお、勤務時間外に参集した場合は、教職員等の参集状況を把握し学校教育部学校教育班へ

報告する。 

 

２ 児童・生徒等の安全確保 

学校教育部学校教育班及び学校長等は、児童・生徒等の安全を確保するため、次の措置をとる。 

(1) 避難の指示 

学校長は、的確に被害の状況を判断し、屋外への避難の要否、避難場所等を迅速に指示する。 

(2) 避難誘導 

学校長及び教職員は、避難を要すると判断したとき、児童・生徒等をけがのないよう安全な場所へ

避難誘導する。避難終了後、災害の状況により保護者に避難先を周知し、児童・生徒等を保護者に安

全に引き渡す。校外への避難が必要な場合は、学校教育部や地域住民、ＰＴＡ等関係機関の協力を得

て行う。 

(3) 救護 

施設内における児童・生徒等の救護は、原則として養護教諭が行う。軽傷者に対しては応急措置を

施した後、救護所等に搬送し対応する。重傷者については、救急車等を要請し、病院等に搬送する。 

(4) 下校時の危険防止 

学校長は、下校途中における危険を防止するため、児童・生徒等に必要な注意を与えるとともに、

状況に応じ通学区域毎の集団下校、又は教員及び協力団体による引率等の措置をとる。 

(5) 校内保護と引渡し 

学校長は、被害の状況により、児童・生徒等を下校させることが危険であると認めた場合、速やか

に保護者への連絡に努め、引渡し準備をする。引渡しの際には、各家庭の被害状況・避難先等も確認

しておく。 

なお、保護の状況を学校教育部に報告する。 



《第３章 震災対策》35 文教・保育活動 

174 

(6) その他の措置 

学校長は、災害の状況に応じて、学校教育部学校教育班と協議の上、臨時休業、早退、始（終）業

時刻の繰下げ又は繰上げ、部活動の停止等適切な措置をとり、児童・生徒等の安全確保に努める。 

 

３ 児童・生徒・教職員の安否確認 

学校教育部学校教育班は学校長と協力し、被災した児童・生徒・教職員の安否（本人・家族・住居の

被害、避難先、連絡先等）を確認する。 

また、避難した児童・生徒等の連絡先についても調査する。 

なお、学校長は、調査結果をもとに連絡先リスト（名前、所在、連絡先）を作成し、児童・生徒等へ

の連絡体制を確立する。 

〈安否確認の方法〉 

○学校教職員による調査           ○保護者からの連絡 

○ＰＴＡ、自主防災組織・住民自治協議会その他防災関係機関の調査 

 

４ 施設の安全確保 

教職員は、地震その他の災害による学校施設の被災状況を調査し、被災箇所・危険箇所を把握する。

また、安全点検を実施し、可能な範囲内において応急修理、立入禁止措置等必要な安全措置をとる。 

なお、学校長は教育部総務班へ状況を報告し、必要に応じて点検・修理を要請する。 

教育部各班は、所管する教育施設の被害状況を調査し、必要な応急措置をとる。 

 

５ 避難所の開設協力 

被災地域からの避難者があった場合、学校長は、次の措置をとる。 

〈避難所の開設協力〉 

○教育部総務班に避難者の状況を報告する。 

○市職員が到着するまでの間、学校教職員の協力の下、避難所の開設・運営を行う。なお、教

職員の協力については、災害発生後一週間を目途に、応急教育活動へ配置できるように配慮

する。 

○開放スペースを指定し、避難者を速やかに受入れる態勢を整える。なお、受入れ準備には、

自主防災組織・住民自治協議会やＰＴＡ役員等の協力を得て行う。 

 

６ その他の留意事項 

施設の安全と教育再開のため、次の措置をとる。 

〈教育再開への措置〉 

○教育部総務班は、二次災害防止のため、建設部建築班の支援を受けて学校施設の応急危険度

判定を実施する。 

○教育部総務班は、被災した学校の復旧計画を作成し、速やかに復旧する。 

○学校教育部学校教育班は、被災学校の運営について助言と指導にあたる。 
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第２ 応急教育計画 

１ 教室の確保 

学校教育部学校教育班及び学校長は、避難所との兼ね合いを踏まえつつ、応急教育の実施場所を確保

する。 

〈応急教育の実施場所〉 

災害の程度 応急教育の実施場所 

校舎の一部が被害を受けた場合 特別教室、体育館、講堂 

校舎の全部が被害を受けた場合 公民館等の公共施設、近隣の学校校舎 

特定の地域全体に相当大きな災害を受

けた場合 

住民の避難先の最寄りの学校、無被害の学校、公民

館等の公共施設及び応急仮設校舎 

市全域に相当大きな災害を受けた場合 避難先の最寄りの学校、公民館等公共施設 

 

２ 教職員の確保 

学校教育部学校教育班は、教職員の不足により応急教育の実施に支障がある場合は、学校間における

教職員の応援、又は応急教職員の派遣について、県（教育委員会）に要請する。 

 

３ 応急教育の実施 

学校教育部学校教育班及び学校長は、応急教育計画を立て臨時の学級編成を行う等し、収容可能な児

童・生徒等を保護し、応急教育の実施に努め、速やかに児童・生徒等及び保護者に周知する。 

なお、応急教育における指導・教育は、おおむね次の点を考慮して行う。 

〈応急教育の留意点〉 

○教具、資料を必要とするものはなるべく避ける。 

○健康、生活、安全に関係する科目・内容（保健体育、理科の衛生

※

等）を主として指導する。 

※飲み水、食物、手洗い等の飲食関係の衛生、衣類・寝具の衛生、住居・便所等の衛生、

入浴等身体の衛生、心のケア等  
○児童・生徒等の相互の助け合い、協力の精神を育て、集団生活について積極的に指導する。 

○児童・生徒等のそれぞれの発達段階に応じて、事態の認識と復興の意欲化を図り、具体的

に取り組むことを指導する。 

 

４ 学用品の確保 

(1) 被害調査 

学校教育部学校教育班は、学校長等と協力し、次の学用品の支給対象となる被害の実状について調

査し、県（教育委員会）に報告する。 

〈学用品の支給対象〉 

災害により住家に被害（全壊、焼失、半壊、半焼、床上浸水、土砂の堆積により一時的に居

住することができない状態となったもの）を受け、学用品（教科書、文房具、通学用品）を失

い、又はき損し、就学上支障のある児童・生徒 

 

(2) 調達・給与 

学校教育部学校教育班は、災害救助法第４条第１項第８号に定める学用品の給与を、「災害救助法に

よる救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」第９条に基づき行う。調達は、原則として教

科書、文房具、通学用品について行い、指定事業者に依頼する。 

また、学用品の給与は、学校教育部長が学校長等と協力を得て、小・中・高校及び学年別に配分計

画を作成し学用品の給与を実施する。 

なお、高等学校生徒（市立高校を除く）に対する学用品の給与は、県と緊密な連携を図り、県の委

任に基づき実施する。 
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５ その他の留意事項 

(1) 給食の措置 

学校給食は、原則として一時中止する。応急給食は、給食施設及び給食物資搬入事業者の被害状況

を把握し、県教育委員会、保健所部と協議して実施する。 

(2) 保護者等への連絡 

学校再開時期が確定したときは、速やかに児童・生徒等及び保護者に連絡する。 

(3) 就学援助 

被災した児童・生徒等のうち就学困難な状態の者に対して、就学援助の方法を定め実施する。 

 

第３ 園児等の安全確保 

こども未来部保育・幼稚園班及び各園長は、園児等の安全確保措置を、第１の「児童・生徒等の安全

確保」に準じて行う。 

 

第４ 応急保育計画 

１ 施設・職員等の確保 

こども未来部保育・幼稚園班は、応急保育の実施場所と職員の確保について、第２の「１ 教室の確

保」及び「２ 教職員の確保」に準じて行う。 

 

２ 応急保育の実施 

こども未来部保育・幼稚園班は、各保育園の被害状況をまとめ、応急措置をとり、可能な限り応急保

育の実施体制を整える。 

また、応急保育体制が整いしだい企画政策部広報広聴班に広報を依頼し、応急保育の受付を行う。 

 

３ その他 

応急対策従事者等の園児について、緊急的に保育が必要となった場合は、保育措置の手続を省き、一

時的な保育を実施する。 
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第３６節  飼養動物の保護対策 

 

項目 担当 

第１ 所有者不明の飼養動物へ

の対応 

保健所部食品生活衛生班 

第２ 飼養動物への対応 

保健所部食品生活衛生班、教育部各班、財政部市民税班・資産税班・

収納班 

第３ 死亡獣畜への対応 保健所部食品生活衛生班 

第４ 動物園の特定動物への対

応 

（一社）長野市開発公社 

 

災害時においては、人命救助が最優先であるが、被災した動物についても保護・収容・救護及び避難

所での飼養等の保護措置を実施する。 

 

第１ 所有者不明の飼養動物への対応 

保健所部食品生活衛生班は、飼い主の被災により遺棄され又は逃げ出した飼養動物等を保護する。特

定動物（ライオン・ゾウ等）が逃げ出した場合は、人的危害を防止するため、飼養者、警察等と連携に

より必要な措置をとる。 

 

第２ 飼養動物への対応 

避難時の飼養動物（以下「ペット動物」という。）の保護及び飼育は、原則として飼い主が行い、避難

所では市としてペット動物の飼育は行わない。 

避難所責任者は、「避難所のペット動物対策マニュアル」に基づき、ペット動物の飼育スペースを確保

し、被災者がペット動物を連れて避難してきた場合、被災者とペット動物を確認の上、飼育スペースへ

誘導する。 

飼い主は、「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）」及び、「動物の愛護及び管

理に関する条例（平成21年長野県条例第16号）」に基づき、自己責任においてペット動物を管理するこ

ととし、また避難所に避難したペット動物の飼い主は、動物愛護及び感染症等の蔓延防止の観点から、

避難所のルールに従い適正な飼育を行う。 

避難生活が長期化し、避難所等において避難生活の障害となるペット動物の問題が生じた場合は、保

健所部食品生活衛生班は、長野市保健所に動物救護所を設置する。動物救護所の運営については、県及

び獣医師会等と取扱いについて協議する。 

 

第３ 死亡獣畜への対応 

保健所部食品生活衛生班は、死亡獣畜が周辺環境を汚染することなく適正に処理されるよう、措置を

とる。 

 

第４ 動物園の特定動物への対応 

長野市茶臼山動物園及び城山分園が被災し、特定動物が逃げ出した場合の対応は、「長野市茶臼山動物

園非常事態の予防及び活動要綱」等によるものとする。 
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第３７節  ボランティアの受入れ体制 

 

項目 担当 

第１ ボランティアニーズの把握と要請 長野市社会福祉協議会、保健福祉部福祉政策班 

第２ ボランティアの受入れ体制 

 

第１ ボランティアニーズの把握と要請 

大規模な災害が発生した場合は、長野市社会福祉協議会（以下この節において「市社協」という。）と

連携してボランティアニーズの把握を行う。 

ボランティア団体による応援体制が必要なときは、保健福祉部福祉政策班は、市社協を通じてボラン

ティア団体にその要請をする。 

 

第２ ボランティアの受入れ体制 

１ ボランティアセンターの設置 

市社協は、県社会福祉協議会、日本赤十字社（長野県支部）等と協力して、ボランティア活動の拠点

となるボランティアセンター（以下この節において「センター」という。）を設置し、センター長を置く。 

また、保健福祉部福祉政策班は、情報や資機材の提供等、センターの設置に必要な協力支援を行う。 

センターは、ボランティアの受付、登録、保険への加入、ボランティア情報の広報、ボランティア活

動のコーディネート、活動に必要な物資の提供、関係機関との連絡調整などを行う。 

 

２ ボランティア活動調整 

保健福祉部福祉政策班は、市各部からボランティアへのニーズを把握し、センター長とボランティア

情報の広報、ボランティアの活動体制について調整する。 

また、医師、看護師、応急危険度判定士等の専門資格を有し、市が行う災害応急対策活動に従事可能

なボランティアは、各部でボランティアの受入れ、活動のコーディネートを行う。 

保健福祉部福祉政策班は、ボランティアの需給状況等について、随時、県災害対策本部に報告する。 
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第３８節  義援物資及び義援金の受入れ体制 

 

項目 担当 

第１ 義援物資の受入れ・配分 保健福祉部介護保険班、財政部管財班、市民生活部戸籍・住民記

録班、保健福祉部生活支援班、上下水道部水道維持班、保健所総

務班 

第２ 義援金の受入れ・配分 

 

第１ 義援物資の受入れ・配分 

１ 受入れ 

市は、受入れを希望する義援物資を把握し、募集する義援物資の種類や数量を周知する。県及び関係

機関が義援物資の受付窓口を設置し、義援物資の募集及び受付を実施するときは、効果的な配分を要請

する。 

住民、企業等が義援物資を提供する場合には、被災地において円滑な仕分けが可能となるよう、梱包

に際して品名を明示するなど配慮した方法について周知する。 

保健福祉部介護保険班は、物資輸送拠点を利用して義援物資の受入れを行う。 

 

２ 保管・仕分・輸送 

保健福祉部介護保険班は、女性団体連絡会、ボランティア等の応援を得て、義援物資等の保管・仕分

けを行う。県が義援物資の保管にあたり、長野県倉庫協会との協定に基づき、保管場所の確保、入出庫

管理等を行う場合は、保管･仕分けについて支援を要請する。 

なお、各班は、輸送が必要な場合は財政部管財班に車両を要請して行う。 

 

３ 配分・配布 

市は協議の上配分を決定し、市民生活部戸籍・住民記録班（食料品）、保健福祉部生活支援班（日用品）、

上下水道部水道維持班（給水）、保健所総務班（医薬品）の要請により配分を行い、被災者に対し迅速か

つ適正に配布する。特に、食料品で保存がきかないものは、他に優先して行う。 

 

第２ 義援金の受入れ・配分 

義援金の受入れ・配分は、市が配分計画を立てて行う。 

ただし、被害が他市町村にわたる場合は、県等が災害義援金配分委員会を設置し、災害義援金の受入

れ、配分を行う。 

 

１ 長野市災害義援金配分委員会の設置 

本部長は、次の機関を目安に構成する長野市災害義援金配分委員会（以下この項において「委員会」

という。）を設立し、委員会で協議の上配分を決定する。 

なお、県に災害義援金配分委員会が設置された場合は、市は委員会の構成機関として県災害義援金配

分委員会に事務を引き継ぐ。 

〈委員会の構成機関〉 

○市       ○市議会      ○市社会福祉協議会   ○報道機関 

○日本赤十字社長野県支部       ○その他 

 

２ 受入れ・保管 

保健福祉部介護保険班は、義援金の受付・保管等の手続を行うとともに、寄託者に領収書を発行する。 
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３ 配布 

保健福祉部介護保険班は、義援金の配分が決定した後、被災者に対し迅速かつ適正に義援金を配布す

る。 
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第３９節  罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 

 

項目 担当 

第１ 住家の被害調査 財政部市民税班・資産税班・収納班 

第２ 罹災証明書の交付 財政部市民税班・資産税班・収納班、消防部消防署班 

第３ 火災による罹災証明書の交

付 

消防部消防署班 

第４ 被災者台帳の作成 総務部庶務班・財政部収納班 

 

第１ 住家の被害調査 

財政部市民税班・資産税班・収納班は、家屋の被害状況の把握及び罹災証明書を交付するため、被

災住家を対象に被害調査を行う。被害調査は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）

等に基づき、全壊・大規模半壊・半壊・一部破損・床上浸水・床下浸水の区分として、調査を行う。 

〈住家の被災調査の概要〉 

一次調査 外観目視による外観調査により、全壊か否かを判定する。 

二次調査 

 

外観目視調査により、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水、床下浸水を調査

する。 

三次調査 

 

二次調査結果に対する再調査の申請があった場合、外観目視及び内部立入りによ

る再調査を行う。 

  財政部市民税班・資産税班・収納班は、被害調査の結果から「罹災台帳」を作成する。 

 

第２ 罹災証明書の交付 

１ 対象 

本部長（市長）は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害が発生した場合において、被災者か

ら申請があったときは、遅滞なく、被害の程度を証明する罹災証明書を交付する。 

 なお、災害対策本部が設置されないときの証明書の交付については、市長が別に定めるものとする。 

 

２ 証明書の交付 

財政部市民税班・資産税班・収納班は、被災者の「罹災証明願書」による交付申請に対し、罹災台帳

により確認の上交付する。 

証明手数料は徴収しない。 

 

３ 判定結果に関する相談・再調査の受付 

財政部市民税班・資産税班・収納班は、罹災証明書の申請窓口と、再調査等の相談窓口を設置して、

被災者に対応する。 

 

第３ 火災による罹災証明書の交付 

消防部消防署班は、「罹災証明書事務取扱要領」に基づき、火災による罹災証明書を発行する。 
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第４ 被災者台帳の作成 

１ 被災者台帳の作成 

総務部庶務班は、市域に災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的

に実施するため、必要があると認めるときは、被災者台帳を作成する。 

 

２ 記載事項 

被災者台帳には、被災者に関する下記事項を記載し、又は記録する。 

〈被災者台帳の記載事項〉 

○氏名       ○生年月日     ○性別       ○住所又は居所 

○住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況       ○援護の実施状況 

○要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由  ○その他 

 

３ 被災者台帳情報の利用及び提供 

 本部長（市長）は、下記条件に該当する場合、被災者に対する援護に必要な限度で、台帳情報を市内

部で利用するとともに外部に提供する。 

〈台帳情報の利用及び提供条件〉 

○本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 

○被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき 

○他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災

者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき 

 

４ 被災証明書の交付 

財政部収納班は、被災者から申請があったときは、被災者台帳により確認の上、被災証明書を交付す

る。 

証明手数料は徴収しない。 
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第４０節  観光地の災害応急対策 

 

項目 担当 

第１ 観光地での観光客の安全確保 消防部 

第２ 外国人旅行者の安全確保 企画政策部秘書班、商工観光部観光振興班 

 

第１ 観光地での観光客の安全確保 

１ 観光客の救助活動 

消防部は、観光地で災害が発生した場合は、市の消防計画における救助・救急計画に基づき、警察署、

医療機関と連携して、観光客への的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況を早急に把

握する。 

また、消防部は、観光客の救助活動にあたり、県警察本部と活動区域及び人員配置の調整について密

接な連携を図り、現場の状況に対応する迅速かつ効率的な救助を行う。 

 

２ 住民、自主防災組織及び観光事業者が実施する対策 

住民、自主防災組織及び観光事業者は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関、

救護班に協力する。 

特に、中山間地での道路交通網の寸断が予想されるため、消防隊の現場到着前における初期救助・救

急活動は、人命救助の上からも重要となるので、積極的に行う。 

 

第２ 外国人旅行者の安全確保 

１ 外国人への情報提供 

企画政策部秘書班は、「災害時外国人支援マニュアル」及び「外国籍県民及び外国人旅行者を対象とし

た避難場所での生活環境整備に関するガイドライン」に基づき、通訳ボランティアを避難所等へ派遣し、

外国人旅行者に対する情報提供や要望の把握を行う。 

 

２ 避難誘導 

商工観光部観光振興班、観光事業者、鉄道事業者及び観光案内所等は、外国人旅行者を含めた観光客

の避難誘導を行う。 

なお、帰宅困難となった場合の措置は、第11節による。 
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第４１節  災害救助法の適用 

 

項目 担当 

災害救助法の適用 総務部本部班・情報政策班・庶務班・職員研修所班・行政管理班・第一

庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班、財政部管財班、市民生活部戸籍・住民記録班・人権・男女共

同参画班、保健福祉部福祉政策班・生活支援班・国民健康保険班、保健

所部総務班・健康班、商工観光部産業政策班、建設部住宅班・建築指導

班・道路班・河川班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、教育

部総務班、学校教育部学校教育班、上下水道部水道維持班、消防部警防

班・消防署班 

 

１ 災害救助法の適用基準 

市町村単位の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合、災害救助法を適用し、被

災者の保護及び社会秩序の保全を図る。 

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし市長は、知事から委任された救助事務については、

知事の補助機関として実施する。 

災害救助法の適用は、本市の場合次のいずれか１つに該当する場合に適用となる（災害救助法施行令

第１条第１項）。 

〈災害救助法の適用〉 

指標となる被害状況 備考 

(1) 市内の住家が150世帯以上

滅失したとき 

長野市住民登録人口・世帯数 

（平成26年４月１日現在、外国人登録を含む） 

人 口 ……………384,202人 

世帯数 ……………156,130世帯 

(2) 県内の住家が2,000世帯以

上滅失し、そのうち市内の

住家が75世帯以上滅失した

とき 

(3) 県内の住家が9,000世帯以

上滅失し、市の被害状況が

特に援助を要する状態にあ

るとき 

滅失世帯が(1)又は(2)に達しないが、広範囲にわたり、その

滅失世帯の合計が9,000世帯以上に達した場合であって、市

の被害状況が特に救助を必要とする状況にあると知事が認

めたとき 

(4) 災害が隔絶した地域で発生

したものである等、災害に

あった者の救援を著しく困

難とする特別の事情がある

場合で、かつ多数の世帯の

住家が滅失したとき 

市の住家被害は(1)～(3)の基準に達しないが、知事が特に救

助を実施する必要があると認めたとき 

※特別の事情の例示 

○被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立し

ている等のため、生活必需品等の補給に特殊な方法を必要

とする場合 

○有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、被災者の救

助に特殊の技術を必要とする場合 

(5) 多数の者が生命又は身体に

危害を受け、又は受けるお

それが生じたとき 

※例示 

○船舶の沈没あるいは交通事故により多数の者が死傷した

場合 

○交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状

態に陥る場合 

○火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険に

さらされている場合 

○群衆の雑踏により多数の者が死傷した場合 

○豪雪により多数の者が危険状態となる場合 
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○山崩れ、崖崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ、多

数の者が死傷した場合 

○原子力発電所等の放射線物質の放出等により多数の者が

危険にさらされている場合 

 

２ 住家被害程度の認定 

住家の被害程度の認定は、住家被害調査により行う。 

なお、住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とし、半壊等

については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により、みなし換算を行う。 

〈滅失世帯数の換算方法〉 

住家の被害程度 滅失世帯の換算数 

住家の全壊・全焼・流失 １世帯 

住家の半壊・半焼等 1/2世帯 

住家の床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住不能となった住家 1/3世帯 

 

３ 災害救助法適用の申請・報告 

災害の状況が次の基準に該当する場合、把握している被害状況を速やかに県（地方事務所長）に報告

し、併せて災害救助法の適用を要請する。 

〈災害救助法の適用基準に該当する災害〉 

○災害救助法による救助が必要と考えられる災害 

○他の市町村に災害救助法が適用されている場合で、同一原因による災害 

○住家に及ぼす被害が、５世帯以上滅失した災害 

○上記以外の災害で、緊急の救助を要すると考えられる被害が発生した災害 

 

【法の適用事務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

長

野

市 

長

野

地

方

事

務

所 

県 国 

適用協議 

発災報告 

適用協議 

発災報告 

了承 

適用報告 

発災報告 

災害発生 

被害調査 

適用通知 適用通知 

救助実施 
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４ 救助事務の実施者 

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし、知事から委任された救助事務については、本部長

（市長）が実施する。 

また、災害の事態が急迫し、県による救助の実施を待ついとまがない場合、本部長（市長）は災害救

助法の適用を想定した救助を実施するとともに、直ちに県知事に報告する。その後の処置に関しては、

県知事の指示を受ける。 

〈災害救助の実施概要〉 

救助の種類 

実施期間 

（災害発生日から） 

担当 

被害状況の報告・要請 毎日 総務部本部班 

それぞれの救助の種類を担当する

各部課から帳簿をとりまとめる 

毎日 総務部庶務班 

被災者の救出 ３日以内 消防部消防署班 

医療 14日以内 保健所部総務班 

助産 分娩日から７日以内 保健所部健康班 

避難所の設置 

７日以内 

教育部総務班 

飲料水の供給 上下水道部水道維持班 

炊き出しその他による食品の給与 市民生活部戸籍・住民記録班 

被服、寝具等の給（貸）与 10日以内 保健福祉部生活支援班 

被災した住宅の応急修理 １ヶ月以内 建設部住宅班・建築指導班 

障害物の除去 10日以内 建設部道路班・河川班・維持班 

応急仮設住宅の供与 20日以内に着工 建設部住宅班 

埋葬 

10日以内 

保健福祉部国民健康保険班、市民

生活部戸籍・住民記録班 

死体の捜索 総務部本部班（警察・自衛隊） 

死体の処理 

保健福祉部国民健康保険班、市民

生活部人権・男女共同参画班 

学用品の給与 

教科書 １ヶ月以内 

文房具等 15日以内 

学校教育部学校教育班 

救助のための輸送費 救助の実施が 

認められる期間以内 

財政部管財班 

救助のための賃金職員等雇上費 商工観光部産業政策班 

 

５ 災害救助基準 

災害救助法による救助の程度、方法、期間、費用等の一覧は、資料編を参照 

 

６ 救助実施の記録・報告 

総務部庶務班は、救助の実施にあたって、それぞれの救助を担当する各部課に関係帳簿の作成を要請

するとともに、これらの帳簿をとりまとめ、総務部本部班を通じて県に報告する。 

また、各部は災害救助法による救助事務を日毎に記録し整理する。 
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第４２節  応急公用負担等の実施 

 

項目 担当 

応急公用負担等の実施 総務部本部班、企画政策部企画班、消防部警防班・消防署班 

 

第１ 市長の権限 

１ 権限行使の要件 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要

があると認めるとき。 

 

２ 公用負担の内容 

(1) 物的公用負担（災害対策基本法（以下「災対法」という。）第64条） 

○土地建物その他の工作物の一時使用 

○土石、竹木その他の物件の使用又は収用 

○現場の災害を受けた工作物又は物件で、応急措置の実施の支障となるものの除去、破壊、移

転、伐採等 

 

(2) 人的公用負担（災対法第65条） 

市民又は現場にある者を応急措置の業務に従事させることができる。 

 

３ 公用負担の手続き等 

(1) 物的公用負担 

公用令書は要しないが、事後速やかに手続きを要する。（災対法第64条、同法施行令第24条～第

27条、行政代執行法第５条、第６条） 

(2) 人的公用負担 

相手方に口頭で指示する。 

 

４ 損失補償および損害賠償 

災対法第82条第１項、第84条第１項の規定による。 

 

第２ 警察官の権限 

＜災対法第64条第７項、第65条第２項、第63条第２項＞ 

市長もしくはその委任を受けた市の吏員が現場にいないとき又はこれらの要求があったときは、市長

の公用負担の職権を行う。 

なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 

第３ 自衛官の権限 

＜災対法、第64条第８項、第65条第３項、第63条第３項＞ 

市長もしくはその委任を受けた市の吏員が現場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の

自衛官は、市長の公用負担の職権を行う。 

なお、措置を行った後は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 
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第４ 消防吏員又は消防団員の権限 

＜消防法第29条＞ 

（注）火災のみならず水災を除く他の災害に準用する。（消防法第36条） 

 

１ 権限行使の要件と権限の内容 

(1) 物的公用負担 

消火、延焼の防止、人命救助のため必要があるときは、火災が発生しようとし、又は発生した消

防対象物及びこれらのある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限することができる。 

(2) 人的公用負担 

緊急の必要があるときは、火災の現場付近にある者を消火もしくは延焼防止又は人命救助その他

の消防作業に従事させることができる。 

 

２ 損失補償および損害賠償 

消防法第36条の３の規定による。 

 

第５ 消防長又は消防署長の権限 

＜消防法第29条、第30条、第36条＞ 

（注）火災のみならず水災を除く他の災害に準用する。（消防法第36条） 

 

１ 権限行使の要件と権限の内容 

(1) 火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認める

ときは、延焼のおそれのある消防対象物及びこれらのある土地を使用し、処分し又はその使用を制

限することができる。 

(2) 消火、延焼の防止、人命救助のため緊急の必要があるときは、(1) 以外の消防対象物及びこれら

のある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限することができる。 

(3) 火災の現場に対する給水を維持するため緊急の必要があるときは、水利を利用し、又は用水路の

水門、樋門、水道の制水弁の開閉を行うことができる。 

 

２ 損失補償および損害賠償 

消防法第29条第３項、第36条の３の規定による。 

 

第６ 水防管理者、消防団長（水防団長）、消防長の権限 

＜水防法第24条、第28条、第45条＞ 

 

１ 物的公用負担（水防法第28条） 

水防のため緊急の必要があるときは、水防の現場において、次の負担を課すことができる。 

○必要な土地の一時使用 

○土石、竹木その他の資材の使用又は収用 

○車両、その他の運搬用機器使用 

○工作物、その他の障害物の処分 

 

２ 人的公用負担（水防法第24条） 

水防のためやむを得ない必要があるときは、その水防管理団体の区域内の居住者、又は水防の現場に
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ある者を水防に従事させることができる。 

 

３ 損失補償および損害賠償 

水防法第28条、第45条の規定による。 

 

第７ 他の法律に規定する公用負担（各関係機関） 

１ 物的公用負担 

法令 権利者 目的 負担目的物 負担内容 補償 罰則 

土地収用法 

第122条第

１項 

起業者（市長

の許可） 

非常災害に際

し緊急施行の

必要 

他人の土地 使用 時価により損

失補償（起業

者） 

なし 

 第123条第

１項 

起業者（収用

委員会の許

可） 

裁決遅延によ

り災害防止が

困難となる場

合 

当該土地 使用 

（６ヶ月間） 

時価により損

失補償（起業

者） 

なし 

災害救助法 県知事 救助又は救助

の応援 

施設、土地、

家屋、物資 

管理、使用、

収用 

通常生ずべき

損失を補償 

（都道府県負

担、一定額を

こえる額は国

庫負担） 

なし 

河川法 

第22条第１

項 

河川管理者 洪水等の危険

切迫なるとき 

土地、土石、

竹木その他の

資材、車両そ

の他の運搬具

及び器具、工

作物等 

使用、収用、

処分 

通常生ずべき

損失を補償 

（河川管理者

負担） 

なし 

道路法 

第68条第１

項 

道路管理者 非常災害 土地、土石、

竹木その他の

物件 

使用、収用、

処分 

通常生ずべき

損失を補償 

（道路管理者

負担） 

正当の事由が

なく、こばみ、

又は妨げた

者、懲役又は

罰金 

土地改良法 

第120条 

国、県、市、

土地改良区 

急迫の災害を

防ぐため 

土地、土石、

竹木その他の

現品 

使用、収用 時価により損

失を補償 

（当該団体負

担） 

なし 

感染症の予防

及び感染症の

患者に対する

医療に関する

法律 

第32条第１

項 

県知事 感染症毒に汚

染した建物で

消毒方法の施

行を不適当と

認めるとき 

建物、土地 処分、使用 手当金交付 

（市町村負

担） 

なし 

水難救護法 

第７条第１

項 

市長 救護のため 船舶、車馬そ

の他の物件、

所有地 

徴用、使用 徴用、使用に

対して補償 

（市町村負

担） 

正当の理由な

くこばんだ者

罰金 

電気通信事業

法 

第 133 条第

１項第２号 

第１種電気通

信事業者（県

知事の許可を

要する。ただ

し非常事態の

場合例外） 

非常事態が発

生した場合そ

の他やむを得

ない事由があ

る場合におけ

る重要な通信

を確保するた

めの線路の設

置 

土地等 使用 損失補償 なし 
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２ 人的公用負担 

法令 権利者 目的 負担目的物 負担内容 補償 罰則 

災害救助法 県知事 救助又は救助

の応援 

医療、土木建

築工事又は輸

送関係者 

救助に関する

業務従事 

１実費弁償 

２負傷、疾病、

死亡の場合扶

助金支給 

（１，２とも 

県負担、一定

額をこえる額

は国庫負担 ) 

１懲役又は罰

金 

２軽犯罪法 

災害救助法 運輸局長 救助の応援 輸送関係者 救助に関する

業務従事 

同上 同上 

災害救助法 県知事 救助 救助を要する

者及びその近

隣の者 

救助への協力 なし 軽犯罪法 

災害救助法

（施設負担） 

県知事 救助又は救助

の応援 

物資の生産等

を業とする者 

物資の保管命

令 

通常生ずべき

損失を補償 

（一定額以上

国庫） 

懲役又は罰金 

河川法 

第22条第１

項 

河川管理者 洪水の危険切

迫なるとき 

現場にある者 使役 なし  

道路法 

第68条第１

項 

道路管理者 非常災害 現場にある者

又はその付近

に居住する者 

防御に従事 通常生ずべき

損失を補償 

（道路管理者

負担） 

軽犯罪法 

水道法（物品

負担） 

県知事 災害その他非

常の場合 

水道事業者又

は水道用水供

給事業者 

水道施設内に

とり入れた水

の供給 

対価補償 

（都道府県） 

懲役又は罰金 

有線電気通信

法（施設負担） 

総務大臣 非常事態が発

生又は発生す

るおそれがあ

る場合、災害

の予防救援、

交通通信若し

くは電力の供

給秩序維持の

ため 

有線電気通信

設備を設置し

たもの 

他の設置に接

続させること

必要な返信を

行わせること

他の者に使用

させること 

実費弁償 

（国庫負担） 

懲役又は罰金 

電波法（施設

負担） 

総務大臣 非常事態が発

生し又は発生

するおそれが

ある場合、人

命救助、災害

救援、交通通

信の確保、秩

序の維持のた

め 

無線局 通信を行わせ

る 

実費弁償 懲役又は罰金 

 

 



 

第４章 風水害対策計画 

 

第１節 災害直前活動及び災害情報の収集・連絡活動 

第２節 非常参集職員の活動 

第３節 広域相互応援活動 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

第５節 自衛隊の災害派遣 

第６節 救助・救急・医療活動 

第７節 消防・水防活動 

第８節 要配慮者に対する応急活動 

第９節 緊急輸送活動 

第10節 障害物の処理活動 

第11節 避難収容及び情報提供活動 

第12節 住宅対策活動 

第13節 孤立地域対策活動 

第14節 食料品等の調達供給活動 

第15節 飲料水の調達供給活動 

第16節 生活必需品の調達供給活動 

第17節 保健衛生、感染症予防活動 

第18節 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第19節 廃棄物の処理活動 

第20節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

第21節 危険物施設等応急活動 

第22節 電気施設応急活動 

第23節 都市ガス施設応急活動 

第24節 上水道施設応急活動 

第25節 下水道施設等応急活動 

第26節 通信・放送施設応急活動 

第27節 鉄道施設応急活動 

第28節 災害広報活動 

第29節 土砂災害等応急活動 

第30節 建築物災害応急活動 

第31節 道路及び橋りょう応急活動 

第32節 ダム・ため池・河川施設等応急活動 

第33節 農林業災害応急活動 

第34節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

第35節 文教・保育活動 

第36節 飼養動物の保護対策 

第37節 ボランティアの受入れ体制 

第38節 義援物資及び義援金の受入れ体制 

第39節 罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 

第40節 観光地の災害応急対策 

第41節 災害救助法の適用 

第42節 応急公用負担等の実施 

 

本章は、風水害時に市、防災関係機関等が実施する災害の

防ぎょ活動、被災者の救助・救援活動、及び活動の実施体制

について、基本事項を定めるものである。 

なお、活動の実施計画、手順及び要領は、各部が作成する

応急対策マニュアルに定め、実施計画の詳細は別に定める。 
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第１節  災害直前活動及び災害情報の収集・連絡活動 

 

項目 担当 

第１ 災害直前活動  

第２ 気象、異常現象に関す

る情報の収集 

総務部本部班・庶務班・行政管理班・第一庁舎･長野市芸術館建設事務

局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事務局班 

第３ 概況調査 総務部庶務班・情報政策班・行政管理班・第一庁舎･長野市芸術館建設

事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事務局班、市民生活部

地域活動支援班・支所班 

第４ 被害調査 総務部庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第一庁舎･長

野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員事務局

班、財政部市民税班・資産税班・収納班、（削除）保健福祉部各班、保

健所部総務班・健康班、こども未来部各班、環境部各班、商工観光部

各班、文化スポーツ振興部各班、農林部各班、建設部各班、都市整備

部各班、教育部各班、学校教育部各班、上下水道部各班、消防部予防

班 

第５ 災害報告 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第

一庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委

員事務局班 

第６ 通信体制の確保 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第

一庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委

員事務局班、上下水道部総務班、消防部通信指令班 

 

第１ 災害直前活動 

 風水害については、災害発生の危険性をある程度は予測することが可能であり、被害を軽減するため

には、気象警報・注意報等の住民に対する伝達、迅速な避難誘導、災害の未然防止活動等の災害発生直

前の活動が極めて重要である。特に、避難行動要支援者が迅速に避難できるよう対策を行うことが必要

である。 

 

１ 警報等の伝達活動 

気象警報・注意報等を迅速かつ適切に伝達することは、災害発生直前に適切な行動をし、人的、物的

被害を回避するためにも重要である。 

市は、関係機関より収集した気象警報・注意報・水位情報・土砂災害警戒情報等を、防災行政無線、

緊急速報メール、ホームページ（ＳＮＳ等含む）、テレビ・ラジオ、市広報車、警察・消防車両及び地域

内連絡網等を通じて、住民に対し伝達活動を行う。 

また、住民から災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けた時は、その旨を速やかに関係機関に

伝達する。 

〈異常現象の種類〉 

気 象 

○強い突風         ○竜巻         ○強い降ひょう 

○激しい雷         ○大雨    など 

水 象 

○河川又はため池の異常な水位上昇、氾濫 

○異常な湧水        ○洪水    など 

土 砂 災 害 

○地割れ（亀裂）      ○地すべり（土塊の移動） 

○崖崩れ、山崩れ、落石   ○土石流（山津波、鉄砲水） 

○地表面の沈下・隆起           など 
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２ 住民の避難誘導対策 

風水害により、住民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に応じて、避難準備情

報の伝達、避難勧告、避難指示を行うなど適切な避難誘導を実施し、災害の発生に備える。 

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対しては、

迅速かつ適切な避難誘導に努める。 

(1) 避難誘導活動 

市は、風水害の発生のおそれがある場合には河川管理者、水防団等と連携を図りながら気象情報等

に十分注意し、重要水防区域や土砂災害警戒区域等の警戒活動を行い、危険がある場合または危険が

予想される場合は、住民に対して避難のための避難準備情報の発表、避難勧告、避難指示を行い、避

難誘導活動を実施する。 

特に、避難行動要支援者については避難準備情報の伝達を行うなどの、避難支援計画に沿った避難

支援を行う。 

当日及び前日までの降水量等の気象状況等から、災害発生の危険性があると判断した場合は、時間

帯や利用者数等を総合的に判断し、要配慮者利用施設に対して連絡・通報を行う。 

また、必要に応じて、自主防災組織・住民等の協力を得て避難誘導活動を実施する。 

(2) 避難場所及び避難所の開設 

市は、災害が発生するおそれのある場合には、必要に応じ避難場所及び避難所を開設し住民等に対

して周知徹底を図る。また、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、必要がある場合は管

理者の同意を得て避難所とする。 

(3) 迅速かつ的確な伝達 

住民に対する避難準備情報、避難勧告、避難指示の伝達に当たっては、防災行政無線、広報車、携

帯端末の緊急速報メール機能、ホームページ（ＳＮＳ等含む）等あらゆる広報手段を通じて、対象地

域の住民に対する迅速かつ的確な伝達に努める。 

(4) 避難行動要支援者への配慮 

情報の伝達、避難誘導の実施に当たっては、高齢者、身体障害者その他歩行が困難な者等から優先

的に行う等、避難行動要支援者に対して配慮する。 

(5) 事前の周知 

指定緊急避難場所、指定避難所の所在、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の所在等、避難に資す

る必要な事項を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物の配布、ホームページでの掲載

など必要な措置をとる。 

(6) 安全性の確認 

避難指示、避難勧告を解除する場合には、十分に安全性の確認に努める。 

(7) 住民が実施する対策 

  避難の際には、出火防止措置をとったうえ、食料、日常品等の備蓄物資を携行する。 

(8) 要配慮者利用施設の管理者が実施する対策 

要配慮者利用施設の管理者は、自らも気象情報の収集を行うなど、自主的な防災活動に努める。 

また、災害が発生するおそれのある場合は、市、自主防災組織等と連携し、避難誘導等を実施する。 

 

３ 災害の未然防止対策 

次の各管理者は、災害発生のおそれがある場合は、事前に適切な災害未然防止活動を行い、被害の発

生の防止に努める。 

(1) 水防管理者（市長） 

水防管理者は、水防計画に基づき、河川堤防等の巡視を行い、水防上危険であると思われる箇所に

ついて応急対策として水防活動を実施する。 

(2) 河川管理者、農業用用排水施設管理者、下水道管理者等 

河川管理者、農業用用排水施設管理者、下水道管理者等は、洪水、豪雨の発生が予想される場合に
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は、ダム、せき、水門、ポンプ場等の適切な操作を行う。その操作に当たり、危害を防止するため必

要があると認められるときは、あらかじめ、必要な事項を市及び警察署に通報するとともに住民に対

して周知させる。 

(3) 道路管理者 

道路管理者は、降水量等に応じて、パトロール、事前規制等の必要な措置を実施する。 

(4) 住民が実施する対策 

災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、その旨を職員又は警察官に通報する。 

 

第２ 気象、異常現象に関する情報の収集 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

(1)特別警報・警報・注意報 

長野地方気象台は、大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注

意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」を、重大な災害が起こるおそれが著し

く大きい場合には「特別警報」を、市町村単位を基本に気象特性に基づき県内を79の区域に分け発表

している。 

なお、本市が属する予報区は、長野県北部（一次細分区域）、長野地域（市町村等をまとめた地域）、

長野市（二次細分区域）である。 

ア 特別警報 

警報の発表基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている

場合、特別警報を発表し、最大限の警戒を呼び掛ける。気象庁では、６種類の特別警報を発表して

いる。 

イ 警報 

警報とは、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報であり、気象庁で

は７種類の警報を発表している。 

ウ 注意報 

注意報とは、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報であり、気象庁では16

種類の注意報を発表している。 

〈特別警報・警報・注意報の種類〉 

特別警報 

大雨特別警報 大雪特別警報 暴風特別警報 暴風雪特別警報 波浪特別警報 

高潮特別警報 

警 報 大雨警報 洪水警報 大雪警報 暴風警報 暴風雪警報 波浪警報 高潮警報 

注 意 報 

大雨注意報 洪水注意報 大雪注意報 強風注意報 風雪注意報 波浪注意報 

高潮注意報 濃霧注意報 雷注意報 乾燥注意報 なだれ注意報 着氷注意報 

着雪注意報 融雪注意報 霜注意報 低温注意報 

 



《第４章 風水害対策》1 災害直前活動及び災害情報の収集・連絡活動 

194 

(2) 気象情報 

警報や注意報に先立って注意を呼びかけたり、警報や注意報の内容を補完するために発表する。ま

た、少雨や長雨などに関する情報も、気象情報として発表している。 

気象情報も、警報や注意報などと同じように関係行政機関、都道府県や市町村へ伝えられ、防災活

動等に利用されるほか、報道機関などを通じて地域住民の方々へ伝えられる。気象情報は、警報や注

意報と一体のものとして発表し、内容を補完するなど、防災上重要な情報である。 

〈主な気象情報の種類〉 

台風に関する 

気象情報 

（全般台風情報） 

台風が発生した時や、台風が日本に影響を及ぼすおそれがあったり、既に影

響を及ぼしている時に発表する。 

台風の実況と予想などを示した「位置情報」と防災上の注意事項などを示し

た「総合情報」がある。 

高温注意情報 全国の都道府県を対象に、翌日又は当日の最高気温が概ね35℃以上になるこ

とが予想される場合に「高温注意情報」を発表し、熱中症への注意を呼びかけ

る。 

記録的短時間 

大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨量計に

よる観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）

したときに、府県気象情報の一種として発表する。その基準は、１時間雨量歴

代１位または２位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めている。 

この情報は、大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生

につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために

発表するものである。 

竜巻注意情報 竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激し

い突風が発生しやすい気象状況になったと判断された場合に発表する。この情

報の有効期間は、発表から1時間である。 

気象情報 

（全般気象情報） 

（地方気象情報） 

（府県気象情報） 

全国を対象とする「全般気象情報」、全国を 11 に分けた地方予報区を対象と

する「地方気象情報」、都道府県（北海道や沖縄県ではさらに細かい単位）を対

象とする「府県気象情報」がある。 

「大雨」「大雪」「暴風」「暴風雪」「高波」「低気圧」「雷」「降ひょう」「少雨」

「長雨」「潮位」「強い冬型の気圧配置」「黄砂」など、現象の種類によって様々

な種類がある。 

〈気象台発表の大雨・洪水に関する警報・注意報の発表基準（長野市）〉 

種 類 

発 表 基 準 

１時間降水量 土壌雨量指数 流域雨量指数 

警

報 

大雨 

平坦地 45㎜以上 

70  

平坦地以外 50㎜以上 

洪水 

平坦地 45㎜以上 

 

犀川流域：53 鳥居川流域：13 

聖川流域：10 土尻川流域：14 平坦地以外 50㎜以上 

注

意

報 

大雨 

平坦地 25㎜以上 

56  

平坦地以外 30㎜以上 

洪水 

平坦地 25㎜以上 

 

犀川流域：42 鳥居川流域：10 

聖川流域： 8 土尻川流域：11 

平坦地以外 30㎜以上 

※平成25年 11月 11日現在  
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〈気象情報等伝達系統図〉 

 

 

２ 水防法に基づくもの 

(1) 洪水予報 

重要河川で国土交通大臣又は県知事が定めた河川について、国土交通大臣又は県知事と気象庁長官

が共同してその状況を水位又は流量を示して発表する警報及び注意報をいう（法第10 条第２項、法

第11 条第1 項、気象業務法（昭和27年法律第165号）第14条の２第２項及び第３項）。 

 

〈洪水予報の種類〉 

種類 発表基準 

洪水予報の標題 

（氾濫危険度レベル） 

発表時期 

洪水 

警報 

溢水・氾濫等により国

民経済上重大又は相

当な損害を生ずるお

それがあるとき 

氾濫発生情報 

（レベル５） 

洪水予報区間内で、氾濫が発生したとき 

氾濫危険情報 

（レベル４） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に達した

とき 

氾濫警戒情報 

（レベル３） 

基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険

水位に到達することが見込まれるとき、

あるいは避難判断水位に達し、更に水位

の上昇が見込まれるとき 

洪水 

注意報 

基準地点の水位が氾

濫注意水位を超え、な

お水位上昇により災

害の発生するおそれ

があるとき 

氾濫注意情報 

（レベル２） 

基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、

更に水位の上昇が見込まれるとき 

（発表なし） 

（レベル１） 

水防団待機水位に到達したとき 

 

長野地方 

気象台 

県危機管理防災課 

県水防本部（河川課） 

県 関 係 機 関 

国土交通省関係河川事務所 

県 警 察 本 部 

放送報道機関その他 

東日本電信電話株式会社(警報のみ) 

現 地 指 導 班 

（長野建設事務所） 

現 地 指 導 班 

（土尻川砂防事務所） 

（裾花ダム管理事務所） 

ダム･水門等管理者(警報のみ) 

警 察 署 

市危機管理防災課 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

日本気象協会 

気 象 庁 

市関係職員 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       は、オンラインによる伝達を示す。 

       は、気象情報システムからの電子メールによる伝達を示す。 
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〈水位情報及び危険レベルのカラー表示〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈市内の洪水予報河川・水防警報河川等〉 

種別 指定者 指定河川 

洪水予報河川 

（水防法第10条） 国土交通大臣 千曲川、犀川 

（水防法第11条） 県知事 裾花川 

水位周知河川（水防法第13条） 県知事 

蛭川、犀川（県管理区間）、浅

川、鳥居川 

水防警報河川（水防法第16条） 

国土交通大臣 千曲川、犀川 

県知事 

裾花川、蛭川、犀川（県管理区

間）、浅川、鳥居川 

〈洪水予報河川等の指定及び水位観測所〉 

河川名 

水位観測 

所名 

水位観測所の場所 設置者 

洪水予

報河川 

水位周

知河川 

水防警

報河川 

千曲川 

杭瀬下 千曲市杭瀬下牛追 千曲川河川事務所 ○  ○ 

立ヶ花 中野市立ヶ花 千曲川河川事務所 ○  ○ 

犀川 

小市 長野市川中島町四ツ屋 千曲川河川事務所 ○  ○ 

陸郷 安曇野市明科南陸郷 千曲川河川事務所  ○ ○ 

弘崎 長野市信州新町 長野建設事務所  ○ ○ 

裾花川 岡田 長野市岡田 裾花ダム管理事務所 ○  ○ 

蛭川 豊栄 長野市松代町豊栄 長野建設事務所  ○ ○ 

浅川 富竹 長野市富竹 長野建設事務所  ○ ○ 

鳥居川 鳥居川 飯綱町三水倉井 長野建設事務所  ○ ○ 

 

レベル５レベル５レベル５レベル５

レベル４危険レベル４危険レベル４危険レベル４危険 赤赤赤赤

レベル３警戒レベル３警戒レベル３警戒レベル３警戒 橙橙橙橙

レベル２注意レベル２注意レベル２注意レベル２注意 黄黄黄黄

レベル１レベル１レベル１レベル１ 青青青青

水防団待機水位

水防団待機水位

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫の発生

氾濫危険水位

（通報水位）

（警戒水位）

氾濫注意情報

氾濫警戒情報

氾濫危険情報

氾濫発生情報

水位 危険度レベル

洪水予報河川

（第10、11条）

氾濫警戒情報

水位周知河川

（第13条）

水防警報河川

（第16条）

水防警報（出動）

水防警報（準備）

氾濫警戒情報

（特別警戒水位） 水

位

の

公

表
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ア 国土交通大臣が洪水予報を行う河川 

国土交通大臣と気象庁長官が共同して洪水予報を行う河川は、次のとおりである。 

〈国土交通大臣が洪水予報を行う河川〉 

水系 

名 

河川 

名 

区域 

水位又は流量の予

報に関する基準点 

担当官署名 

信

濃

川

水

系 

千

曲

川 

左岸 上田市大字大屋字向川原（大屋橋） 

右岸 上田市大字大屋字南遠川原      から 

生 田 

杭瀬下 

立ヶ花 

北陸地方整備

局千曲川河川

事務所 

 

長野地方気象

台 

左岸 飯山市大字一山字十二平 

右岸 下高井郡野沢温泉村大字平林字広見  まで 

犀

川 

左岸 長野市大字塩生字臥部（両郡橋） 

右岸 長野市篠ノ井小松原字高松      から 小 市 

千曲川合流点               まで 

〈洪水予報の伝達系統図〉 

 

 

長 野 地 方 気 象 台 

千 曲 川 河 川 事 務 所 

関 係 支 所 

関 係 機 関 

警 察 本 部 

放 送 機 関 
長 野 建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

県危機管理防災課 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

関係警察署 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       は、オンライン又は電子メールによる伝達を示す。 

       は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

上小・長野・北信地方事務所 

陸 上 自 衛 隊 

消 防 団 

市危機管理防災課 

東日本電信電話株式会社(警報のみ) 

 県水防本部（河川課） 
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イ 県知事が洪水予報を行う河川 

県知事と気象庁長官が共同して洪水予報を行う河川は、次のとおりである。 

〈県知事が洪水予報を行う河川〉 

水

系

名 

河

川

名 

区域 

水位又は流量

の予報に関す

る基準点 

担当官署名 

信

濃

川

水

系 

裾

花

川 

左岸 長野市大字南長野字鐘ヶ瀬 

右岸 長野市大字平柴（善光寺用水取水口） から 

左岸 長野市青木島町青木島字狐島 

右岸 長野市差出南三丁目（犀川合流点）  まで 

岡 田 

長野県建設部 

河川課 

 

長野地方気象台 

位置 

水防団待機 

水位(m) 

氾濫注意 

水位(m) 

避難判断 

水位(m) 

氾濫危険 

水位(m) 

長野市大字中御所岡田105 0.50 1.10 2.00 2.60 

〈洪水予報の伝達系統図〉 

 

 

関 係 支 所 

千 曲 川 河 川 事 務 所 

警 察 本 部 

放 送 機 関 

長 野 建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

県危機管理防災課 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

関係警察署 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       は、オンラインによる伝達を示す。 

       は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

長野地方事務所 

陸 上 自 衛 隊 

消 防 団 

市危機管理防災課 

東日本電信電話株式会社(警報のみ) 

長 野 地 方 気 象 台 

 県水防本部（河川課） 
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(2) 氾濫危険水位到達情報 

  水防法に基づき、国土交通大臣又は県知事がその指定した河川について、水位又は流量を示して発

表する水位情報をいう。 

〈氾濫危険水位到達情報〉 

種類 発表基準 

氾濫危険水位到達情報 対象水位観測所の水位が氾濫危険水位に到達したとき 

 

〈氾濫水位到達情報を周知する河川〉 

河川名 

区域 対象水位観測所 水防 

情報 

通知者 

自 至 名称 位置 

避難判断 

水位 (m) 

氾濫危険 

水位 (m) 

蛭川 

長野市松代町豊栄

（鍋山川合流点） 

長野市松代町東

寺尾（千曲川合流

点） 

豊栄 

長野市

松代町

豊栄 

1.3 1.5 

長野建設 

事務所長 

犀川 

東筑摩郡生坂村北

陸郷字沢口（日野

橋） 

長野市信州新町

（更級橋） 

弘崎 

長野市

信州新

町 

5.8 6.5 

長野市信州新町（更

級橋） 

長野市塩生甲（両

郡橋） 

6.8 7.5 

浅川 

長野市浅川東条（東

条橋） 

上高井郡小布施

町吉島（千曲川合

流点） 

富竹 

長野市

富竹 

2.5 3.0 

鳥居川 

上水内郡信濃町柏

原（JR橋） 

長野市豊野町浅

野（千曲川合流

点） 

鳥居川 

飯綱町

三水倉

井 

2.5※ 2.8※ 

※鳥居川の各水位については、飯綱町を対象としているため、いずれも参考水位とする。 

〈水位情報の伝達系統図〉 

 

 

長 野 地 方 気 象 台 

 県水防本部（河川課） 
関係支所 

国土交通省関係河川事務所 

放送・報道機関 

長 野 

建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

市危機管理防災課 

消防局通信指令課 

関 係 警 察 署 

（注）     は、水防本部からの防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

        は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

        は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

水位・雨量観測所 

陸 上 自 衛 隊 

県危機管理防災課 

警 察 本 部 

関係建設事務所 

関 係 地 方 事 務 所 

（水位情報通知者） 

消 防 団 

市 河 川 課 
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(3) 水防警報 

水防法に基づき、水防活動のために発する警報をいう。千曲川及び犀川（両郡橋から千曲川合流点

まで）については千曲川河川事務所から、裾花川、蛭川、浅川、鳥居川及び犀川の県管理部分（日野

橋から両郡橋まで）については長野建設事務所から発表される。 

〈水防警報の種類〉 

種 類 段 階 発表基準 

水防警報 

準 備 

雨量、水位、流量その他の河川の状況により必要と認められると

き、又は、水位が水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超える

おそれがあるとき 

出 動 

水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇のおそれがあり、水防活動

の必要があるとき 

状 況 

出動が長時間にわたる場合、あるいは気象条件、水防活動に変化

等が生じたとき 

解 除 

水位が氾濫注意水位を下回り、かつ、水防活動の必要がなくなっ

たとき 

 

ア 国土交通大臣が水防警報を行う河川 

国土交通大臣が指定した河川における水防警報の発表は、千曲川河川事務所長が行う。水防警報

を行う河川及び水防警報の段階と範囲は、次のとおりである。 

〈国土交通大臣が水防警報を行う河川〉 

河川名 区   域 

延長 

(㎞) 

水防警報 

発表責任者 

千曲川 

左岸 上田市大字大屋字向川原 

右岸 上田市大字大屋字南遠川原 （大屋橋）    から 

左岸 飯山市大字一山字十二平 

右岸 下高井郡野沢温泉村大字平林字広見 （湯滝橋）まで 

87.5 

千曲川河川 

事務所長 

犀 川 

左岸 松本市安曇川端 

右岸 松本市波田前淵 （新淵橋）         から 

幹川合流点                    まで 

44.6 

〈水防警報の対象となる水位観測所〉 

河川名 

観測 

所名 

位置 

水防団待機 

水位(m) 

氾濫注意 

水位(m) 

避難判断 

水位(m) 

氾濫危険 

水位(m) 

計画高 

水位(m) 

千曲川 

杭瀬下 

千曲市杭瀬

下 

0.70 1.60 4.60 5.00 5.42 

立ヶ花 

中野市立ヶ

花 

3.00 5.00 9.10 9.60 10.75 

   （※10.10） (※10.60） 

犀川 

陸郷 

安曇野市明

科南陸郷 

2.50 3.30 4.50 

4.80(特別警

戒水位) 

7.47 

小市 

長野市川中

島町 

-0.50 0.00 1.50 1.80 5.03 

※立ヶ花観測所区間の長野市における避難判断水位及び氾濫危険水位 

（杭瀬下観測所及び小市観測所の各水位は、長野市内の地点を基に設定） 
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〈水防警報の段階と範囲〉 

段階 内容 範囲 

準備 水防資器材の整備、点検及び水門等の開

閉の準備並びに水防団及び消防団の幹

部の出動 

水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超える

おそれのあるとき 

出動 水防団員（消防団員）の出動 氾濫注意水位以上に上昇するおそれのあるとき

で、氾濫注意水位に達すると予想されるとき 

解除 水防活動の終了 氾濫注意水位以下に下がり水防作業の必要がな

くなったとき 

状況 水位、雨量等水防活動に必要な状況 水防活動に必要があるとき 

〈水防警報の伝達系統図〉 

 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、統一河川情報システムによる情報提供を示す。 

       は、電子メールによる伝達を示す。 

       は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

長 野 地 方 気 象 台 

北 陸 地 方 整 備 局 

関係支所 

千曲川河川事務所 

警 察 本 部 

国 土 交 通 省 本 省 

長 野 建 設 事 務 所 

水位･雨量観測所 

放 送 ・ 報 道 機 関 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

関 係 警 察 署 

陸 上 自 衛 隊 

消 防 団 

市危機管理防災課 

 県水防本部（河川課） 

JR東日本長野支社 

しなの鉄道株式会社 

県危機管理防災課 

関 係 地 方 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

戸 倉 出 張 所 

長 野 出 張 所 

中 野 出 張 所 
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イ 県知事が水防警報を行う河川 

県知事が指定した水防警報を行う河川、水防警報の段階と範囲は、次のとおりである。 

〈県知事が水防警報を行う河川〉 

河川名 

区域 対象水位観測所 

水防 

警報 

発表者 

自 至 名称 位置 

水防団 

待機水位 

(m) 

氾濫注意 

水位(m) 

裾花川 

長野市（善光

寺用水裾花取

水口） 

長野市青木島町青

木島甲（犀川合流

点） 

岡田 長野市岡田 0.5 1.1 

長

野

建

設

事

務

所

長 

蛭川 

長野市松代町

豊栄（鍋山川

合流点） 

長野市松代町東寺

尾（千曲川合流点） 

豊栄 

長野市松代

町豊栄 

0.5 1.0 

犀川 

東筑摩郡生坂

村北陸郷字沢

口（日野橋） 

長野市塩生甲（両郡

橋） 

弘崎 

長野市信州

新町 

3.6 5.2 

浅川 

長野市浅川東

条（東条橋） 

上高井郡小布施町

吉島（千曲川合流

点） 

富竹 長野市富竹 1.2 1.8 

鳥居川 

上水内郡信濃

町柏原（JR橋） 

長野市豊野町浅野

（千曲川合流点） 

鳥居川 

飯綱町三水

倉井 

1.5※ 1.9※ 

※鳥居川の各水位については、飯綱町を対象としているため、いずれも参考水位とする。 

 

〈水防警報の段階と範囲〉 

水 防 警 報 

発令の基準 

対象水位観測所の水位が水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超えるおそれ

があるとき、水防活動の必要が予測されたとき、及び、水位が氾濫注意水位に

達し、なお上昇のおそれがあり、水防活動の必要があるときとする。このほか、

必要に応じて水防警報を発令することがある。 

水 防 警 報 

解除の基準 

水位が氾濫注意水位以下に下がり、水防作業の必要がなくなったときとする。

ただし、その間に水防活動上必要な洪水状況について適宜情報を発する。 

水防警報の 

発 令 段 階 

 

 

第１段階 準備 

水防資材及び器材の整備、点検及び水門等の開閉

の準備並びに水防団及び消防団の幹部の出動 

第２段階 出動 水防団員及び消防団員の出動 

第３段階 解除 水防活動の終了 

その他 状況 水位、雨量等水防活動が必要な状況 
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〈水防警報の伝達系統図〉 

 

 

３ 消防法に基づくもの 

(1) 火災気象通報 

消防法に基づき、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに長野地方気象台長が県知事に

対して行う通報をいう。 

〈火災気象通報〉 

区分 発表基準 

火災気象通報 

気象の状況が次のいずれか一つの条件を満たしたとき 

○実効湿度が55% 以下で最小湿度が20%以下になる見込みのとき 

○実効湿度が60% 以下、最小湿度が40%以下で、最大風速が７メー

トルをこえる見込みのとき 

○平均風速 10 メートル以上の風が１時間以上連続して吹く見込み

のとき（降雨、降雪のときには通報しないことがある） 

 

(2) 火災警報 

消防法に基づき、市長が一般に警戒を促すために発令する警報をいう。 

〈火災警報〉 

区分 発表基準 

火災警報 火災気象通報の発表基準に準ずる。 

 

４ その他の情報 

(1) 土砂災害警戒情報 

長野県と長野地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨による土砂災害発生の

危険度が高まった時、市長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう市町

長野地方気象台 

 県水防本部（河川課） 

関係支所 

国土交通省関係 

河 川 事 務 所 

放送・報道機関 

長 野 

建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

市危機管理防災課 

消防局通信指令課 

関 係 警 察 署 

（注）      は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

         は、県水防本部からの防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

         は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

水位・雨量観測所 

陸 上 自 衛 隊 

県危機管理防災課 

警 察 本 部 

関 係 建 設 事 務 所 

消 防 団 

市 河 川 課 

関 係 地 方 事 務 所 
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村ごとに発表する情報をいう。 

〈土砂災害警戒情報〉 

区分 発表基準 

土砂災害警戒情報 

２時間先までの予測雨量から求めた 60 分積算雨量と土壌雨量指数

の関数曲線値が、土砂災害発生危険基準線を超えると予測した場合 

なお、長野市は鬼無里戸隠（鬼無里支所及び戸隠支所管内）と長野（鬼無里戸隠を除く地域）の２

つの地域区分により発表される。 

 

(2) 記録的短時間大雨情報 

県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による

観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情報の一

種として発表する。 

〈記録的短時間大雨情報〉 

区分 発表基準 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 

 

(3) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける気象情

報をいう。 

〈竜巻注意情報〉 

区分 発表基準 

竜巻注意情報 

雷注意報が発表されている状況下において、竜巻等の激しい突風の

発生する可能性が高まった時に発表する。この情報の有効時間は、

発表から１時間である。 

 

(4) 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

気象情報の種類としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情報などがある。

また、対象とする予報区により全般、地方、府県気象情報がある。 

〈全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報〉 

区分 発表基準 

全般気象情報、 

関東甲信地方気象情報、 

長野県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を

喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や

予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

 

(5) ダム放流時の対応 

 ア 裾花川系ダム 

裾花川に設置されている３か所のダムでは、降雨時（降雨前）にダム内の水位上昇を抑制するた

め放流（予備放流）を行う。放流が行われると、裾花川の水位が上昇し水勢が強くなることから河

川敷内において人的な被害が発生するおそれがあるため、各ダム管理事務所より通知を受けたとき

は、総務部危機管理防災課長は、「裾花系ダム放流時の対応マニュアル」により対応する。 

イ 犀川系ダム 

   犀川に設置されている５か所のダムでは、降雨時（降雨前）にダム内の水位上昇を抑制するため

放流（予備放流）を行う。水内ダムにて毎秒800トンを超える放流が行われる場合、今後の対策を

検討するため、東京電力犀川総合制御所より通知を受けたときは、信州新町支所長は、「犀川警戒配

備基準」により対応する。 
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５ 気象情報等の収集活動 

総務部本部班は、気象警報・予報、水防警報が発表された場合、雨量・水位が注意・警戒基準を超

えた場合、市内の水位、雨量、積雪等の状況及び今後の予測等の状況について、防災情報システム等

でモニタリングする。 

(1) 防災情報収集システム 

防災情報収集システムは、観測所における雨量観測値をもとにあらかじめ設定してあるCritical 

Line（CL）によって土砂災害発生の危険性を評価する。注意基準及び警戒基準を超えると、長野市防

災気象情報に注意又は警戒表示をする。同時に、メール送信機能によって関係職員に通報される。 

(2) 千曲川防災情報提供システム 

千曲川防災情報提供システムにより、千曲川河川事務所からオンラインで水位、雨量等の情報の提

供を受けている。これにより観測点及びその上流域の水位状況を把握し、避難勧告の発令の判断資料

とする。 

(3) 気象情報オンラインシステム 

気象情報オンラインシステムにより、（一財）日本気象協会からオンラインで気象情報の提供を受け

ている。メール送信機能によって、長野地方気象台が気象注意報警報を発表した場合関係職員に通報

される。 

なお、関係各部においては、伝達を持つことなく下記の手段を利用することによって降雨状況を把

握することができる。 

〈降雨状況の把握手段〉 

音声自動応答（雨量） 

（TEL 223-4003） 

防災情報収集システムによって観測された市内雨

量局の降雨状況を、合成音声により応答する。 

音声自動応答（水位） 

（TEL 223-4002） 

市内水路の水位状況を、合成音声により応答する。 

長野市ホームページ「緊急・防災情報」 

（http://www.city.nagano.nagano.jp/） 

長野市ホームページ上で、防災情報収集システム

によって観測された市内雨量局の降雨状況を公開

している。 

長野県河川砂防情報ステーション 

（http://www.sabo-nagano.jp/dps/） 

長野県、気象庁、国土交通省が観測している雨量

や水位の情報を提供している。 

 

第３ 概況調査 

第３章 第１節 第２「概況調査」に準ずる。 

 

第４ 被害調査 

第３章 第１節 第３「被害調査」に準ずる。 

 

第５ 災害報告 

第３章 第１節 第４「災害報告」に準ずる。 

 

第６ 通信体制の確保 

第３章 第１節 第５「通信体制の確保」に準ずる。 
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第２節  非常参集職員の活動 

 

項目 担当 

第１ 職員の動員配備 総務部本部班・情報政策班・職員班 

第２ 災害対策本部の設置 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第一

庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班、企画政策部東京事務所班 

第３ 災害対策本部の運営 

第４ 災害対策本部の廃止 総務部本部班・情報政策班 

第５ 災害対策の適用範囲  

第６ 災害警戒本部の設置 総務部本部班・庶務班・情報政策班・職員研修所班・行政管理班・第一

庁舎･長野市芸術館建設事務局班・選挙管理委員会事務局班・監査委員

事務局班 

第７ 災害警戒本部の運営 

第８ 災害警戒本部の廃止 総務部本部班・情報政策班 

 

第１ 職員の動員配備 

風水害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、次の基準による配備態勢をとり、迅速かつ

的確な災害応急対策活動を実施する体制を確立する。 

〈配備基準（風水害）〉 

態

勢 

配備 

区分 

発令基準 

（以下の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 

配備態勢 

注

意 

警戒 

準備 

１ 気象台が長野市に大雨警報（土砂災害、

浸水害）、大雨警報（浸水害）又は洪水警

報を発表したとき【自動発令（※1）】 

２ 台風等の気象に関する情報で大きな被

害が予想され、危機管理防災監が必要と判

断したとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は 

被害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 支所長又は支所職員 

 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

 道路課、河川課、維持課、農業土木課のうち巡視等

に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当を含

む） 

３ 気象台が長野市に大雨警報（土砂災害）

を発表したとき【自動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は 

被害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 道路課、河川課、維持課、農業土木課のうち巡視等

に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当を含

む） 

 土砂災害の危険のある支所の支所長又は支所職員等

（※2） 

 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

４ 市内雨量観測局の測定値が要警戒基準

を超えたとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は 

被害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 道路課、河川課、維持課、農業土木課のうち巡視等

に必要な職員（排水ポンプ場（排水機場）担当を含

む） 

 基準値を超えた観測局の最寄りの支所の支所長又は

支所職員 

 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 
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態

勢 

配備 

区分 

発令基準 

（以下の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 

配備態勢 

５ 気象台が千曲川及び犀川の上流地域に

大雨警報、洪水警報を発表し、河川の水位

上昇が見込まれる場合で、危機管理防災監

が必要と判断したとき 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は 

被害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 河川課及び農業土木課担当職員 

６ 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）又

は県知事（長野建設事務所長）が長野市に

水防警報（準備）を通知したとき 

河川警戒巡視・監視を実施できる体制 

配備範囲 

 休日夜間は消防署職員 

 勤務時間中は消防署、関係支所職員 

７ 裾花川系ダムが洪水調整に入ったとき 雨量及び河川情報を把握できる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

８ 気象台が松本地域（松本市、安曇野市、

生坂村）、大北地域（大町市、池田町、松

川村）に洪水警報を発表したとき【自動発

令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 信州新町支所長又は支所職員 

 道路課、河川課、維持課、農業土木課のうち巡視等

に必要な職員 

９ 県知事（長野建設事務所長）が弘崎観測

所の水防警報（出動）を通知したとき【自

動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制 

 危機管理防災課担当職員 

 信州新町支所長又は支所職員 

10 水内ダムの放流量が800ｔ/秒を超えた

とき【自動発令】 

雨量及び河川情報を把握できる体制、又は 

被害情報の収集活動ができる体制 

配備範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 信州新町支所長又は支所職員 

 河川課及び農業土木課担当職員 

警

戒 

第１ 

配備

１ 気象台と長野県が長野市に土砂災害警

戒情報を発表したとき【自動発令】 

２ 気象台が市域に大雨又は暴風特別警報

を発表したとき【自動発令】 

３ 国土交通大臣(千曲川河川事務所長)又

は県知事（長野建設事務所長）が洪水予報

河川において、長野市に氾濫注意情報を発

令※した場合で、警戒監視報告により危機

管理防災監が必要と判断したとき 

４ 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）又

は県知事（長野建設事務所長）が長野市に

水防警報（出動）を通知※した場合で、警

戒監視報告により危機管理防災監が必要

と判断したとき 

５ 市内の一部で災害が発生したとき 

災害警戒本部を設置する体制、又は厳重な水

防警戒及び災害応急対策活動を遂行できる体

制（自主避難者を含む避難者受入れ準備） 

配備範囲 

 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

※上記職員は、発令又は通知（犀川（弘崎、陸郷）及

び鳥居川を除く）の段階で【自動発令】 

 本部連絡員 

 各班班長及び情報収集・所属職員連絡体制の確保に

必要な人員 

 初期災害対策活動を行う職員（広報担当、避難所開

設担当、施設所管担当（被害状況の確認）、避難行動

要支援者担当、学校・保育園担当、道路・河川管理

担当、交通機関担当など） 

 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 
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態

勢 

配備 

区分 

発令基準 

（以下の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 

配備態勢 

非

常 

第２ 

配備

１ 国土交通大臣（千曲川河川事務所長）が

洪水予報河川において、長野市に氾濫警戒

情報を発令したとき【自動発令】 

２ 県知事（長野建設事務所長）が洪水予報

河川又は水位周知河川（鳥居川を除く）に

おいて、長野市に氾濫警戒情報を発令した

とき【自動発令】 

３ 県知事（長野建設事務所長）が鳥居川に

おいて、長野市に氾濫警戒情報を発令した

場合で、発令後も雨量の増加が予想され、

市長が必要と判断したとき 

４ 市内の数カ所にわたって重大な災害が

発生したとき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

 本部員 

 初期災害対策活動を担当する班は全職員 

 その他の班も所属職員の５割以上 

 

 

第３ 

配備

１ 国土交通大臣(千曲川河川事務所長）又

は県知事（長野建設事務所長）が洪水予報

河川において、長野市に氾濫危険情報を発

令した場合で、発令後も雨量の増加が予想

され、市長が必要と判断したとき 

２ 市内全域にわたり重大な災害が発生し

たとき 

災害対策本部設置 

配備範囲 

 全職員 

※１：自動発令とは、対象となる警報が発表されたことを知ったとき、配備命令の伝達を待たずに配備

に付くことをいう。 

※２：土砂災害の危険のある地区は、第一、第二、古里、浅川、若槻、安茂里、小田切、芋井、篠ノ井、

松代、若穂、七二会、信更、豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条の19地区をいう。 

 

なお、必要に応じ各部においても次の体制をとる。 

建設部（土木）災害対策要領に基づき、維持課内に建設部長を本部長とする建設部災害対策本部を設

置し、警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

長野市消防局警防活動組織規程に基づき、消防局内に消防局長を本部長とする水災警防本部を設置し、

警戒活動、応急対策活動を指揮統括する。 

大規模災害時における医療救護計画に基づき、長野市災害対策本部設置後、災害対策本部長の指示に

より、長野市保健所内に長野市保健所長を本部長とする長野市医療救護本部を設置し、応急対策活動を

指揮統括する。 

長野市災害廃棄物処理計画に基づき、環境部内に環境部長を長とする長野市災害廃棄物対策調整会議

を設置し、廃棄物処理活動全般を指揮統括する。 

 以下、第３章 第２節 第１「職員の動員配備」に準ずる。 

 

第２ 災害対策本部の設置 

１ 設置基準 

市長は、次の場合に、災害対策本部を設置し、本部の指揮をとる。総務部各班は、職員、住民、防災関

係機関等にその旨を周知する。 

〈災害対策本部の設置基準〉 

○市内に甚大な被害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○市の広範囲に災害が発生したとき、若しくは発生することが予想されるとき 

○その他市長が必要と認めるとき 
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以下、第３章 第２節 第２「災害対策本部の設置」に準ずる。 

 

第３ 災害対策本部の運営 

第３章 第２節 第３「災害対策本部の運営」に準ずる。 

 

第４ 災害対策本部の廃止 

第３章 第２節 第４「災害対策本部の廃止」に準ずる。 

 

第５ 災害対策の適用範囲 

第３章 第２節 第５「災害対策の適用範囲」に準ずる。 

 

第６ 災害警戒本部の設置 

第３章 第２節 第６「災害警戒本部の設置」に準ずる。 

 

第７ 災害警戒本部の運営 

第３章 第２節 第７「災害警戒本部の運営」に準ずる。 

ただし、台風の接近等により警戒を要する場合において、警戒本部長（危機管理防災監）が必要とす

る職員により組織した災害警戒本部を設置し、注意態勢をとることができる。 

 

第８ 災害警戒本部の廃止 

第３章 第２節 第８「災害警戒本部の廃止」に準ずる。 
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第３節  広域相互応援活動 

 

第３章 第３節「広域相互応援活動」に準ずる。 

 

 

第４節  ヘリコプターの運用計画 

 

第３章 第４節「ヘリコプターの運用計画」に準ずる。 

 

 

第５節  自衛隊の災害派遣 

 

第３章 第５節「自衛隊の災害派遣」に準ずる。 

 

 

第６節  救助・救急・医療活動 

 

 第３章 第６節「救助・救急・医療活動」に準ずる。 
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第７節  消防・水防活動 

 

第１ 消防活動 

第３章 第７節 第１「消防活動」に準ずる。 

 

第２ 水防活動 

第３章 第７節 第２「水防活動」、第２編「長野市水防計画」に準ずる。 

 

第３ 地下空間の災害防止対策 

１ 洪水情報等の伝達 

本部長は、洪水に関する情報等を、地下施設において浸水被害が発生するおそれがある場合に、地下

空間の管理者等に迅速かつ確実に伝達する。特に不特定多数の者が利用する地下施設については、個別

に電話等により確実に伝達する。 

地下空間の管理者等は、気象情報、洪水情報等の収集に努めるとともに、利用者、従業員等に対して、

逐次、それらの情報を伝達する。 

 

２ 避難活動 

本部長は、特に必要と認めるときは地下空間の利用者等に対する避難のための勧告等を行うとともに、

消防等を通じて、適切な避難誘導を実施する。 

また、地下空間の管理者等は、浸水の危険があると認めるときは、速やかに利用者、従業員等の避難

誘導を行う。 

 

３ 警戒活動 

地下空間の管理者等は、浸水により被害が発生するおそれがあると認められるときは、防水扉、防水

板、土のう等により浸水防止活動を行う。 
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第８節  要配慮者に対する応急活動 

 

 第３章 第８節「要配慮者に対する応急活動」に準ずる。 

 

 

第９節  緊急輸送活動 

 

第３章 第９節「緊急輸送活動」に準ずる。 

 

 

第１０節  障害物の処理活動 

 

第３章 第 10節「障害物の処理活動」に準ずる。 
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第１１節  避難収容及び情報提供活動 

 

項目 担当 

第１ 避難行動の原則  

第２ 避難行動（安全確保行動）

の考え方 

 

第３ 河川における避難準備情報

の発表、避難勧告・避難指

示の発令 

総務部本部班・情報政策班、保健福祉部福祉政策班・高齢者福祉

班・介護保険班・障害福祉班、保健所健康班、市民生活部地域活

動支援班・支所班、消防部消防署班、消防団 

第４ 土砂災害における避難準備

情報の発表、避難勧告・避

難指示の発令 

第５ 警戒区域の設定 

第６ 避難誘導活動 市民生活部地域活動支援班・支所班・戸籍・住民記録班、教育部

総務班・生涯学習班・文化財班・文化スポーツ振興部各班、財政

部各班、保健福祉部福祉政策班、保健所部健康班 

第７ 避難所の開設・受入れ 

第８ 避難所の運営 

第９ 被災者等への的確な情報伝

達 

 

第 10 帰宅困難者への措置 企画政策部交通政策班、商工観光部観光班 

第11 避難所の統合・廃止 教育部総務班 

 

風水害の発生により、浸水、建築物の破損、崖崩れ等が予想され、住民の身体、生命に大きな被害を

及ぼすおそれがある場合、「長野市避難情報の判断・伝達マニュアル」に基づき避難に係る的確な対策を

実施する。 

 

第１ 避難行動の原則 

１ 市の責務 

市は、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、住民一人ひとりが避難行動をとる判断が

できる知識と情報を提供する。住民は、これらの情報を参考に自らの判断で避難行動をとるものとする。 

また市は、災害が発生するおそれがある場合等に住民が適時的確な判断ができるよう、一人ひとりの

居住地等にどの災害のリスクがあり、どのようなときに、どのような避難行動をとるべきかについて、

日頃から周知徹底を図る取組を行う。 

そのため、災害のおそれがある各段階で、住民が自ら避難行動の判断ができるよう、「2. 各人の避難

行動の原則」等を平時から住民に周知しておく。 

 

２ 各人の避難行動の原則 

 自然災害に対しては、住民各人が自らの判断で避難行動をとることが原則である。 

 各人の避難行動に関する、基本的な対応等は次のとおり 

〈各人の避難行動の原則〉 

○激しい降雨時には、河川には近づかない。 

○小さい川や側溝が勢いよく流れている場合は、その上を渡らない。 

○自分がいる場所での降雨はそれほどではなくても、上流部の降雨により急激に河川の水位が

上昇することがあるため、大雨注意報が出た段階、上流に発達した雨雲等が見えた段階で河

川敷等での活動は控える。 

○大雨により、側溝や下水道の排水が十分にできず、浸水している場合は、マンホールや道路

の側溝には近づかない。 
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○避難勧告が出されなくても、「自分の身は自分で守る」という考え方の下に、身の危険を感

じたら躊躇なく自発的に避難する。 

○市は、住民の安全を考慮して、災害発生の可能性が少しでもある場合、避難勧告を発令する

ことから、実際には災害が発生しない「空振り」となる可能性が非常に高くなる。避難した

結果、何も起きなければ「幸運だった」という心構えが重要である。 

○小河川・下水道等による浸水に対しては、避難勧告等が発令されないことを前提とし、浸水

が発生してもあわてず、各自の判断で上階等への待避等を行う。 

○小河川・下水道等による浸水に際し、浸水しているところを移動することは、むしろ危険な

場合が多く、また短時間で浸水が解消することが多いことから、孤立したとしても基本的に

は移動しない。 

○小河川・下水道等による浸水に際して、やむを得ず移動する場合は、浸水した水の濁りによ

る路面の見通し、流れる水の深さや勢いを見極めて判断する必要がある。 

○地下空間等関係者は、大雨注意報が発令された段階から、個別にＷｅｂ情報等から雨量や雨

域の移動等を把握し、対処する必要がある。 

○小さな落石、湧き水の濁りや地鳴り・山鳴り等の土砂災害の前兆現象を発見した場合は、い

ち早く自発的に避難するとともに、市にすぐに連絡する。 

○土砂災害警戒区域・危険箇所等の居住者については、避難準備情報の段階から自発的に避難

を開始することを推奨する。 

○土砂災害警戒区域・危険箇所等の居住者については、避難勧告が発令された時点で、既に付

近で土砂災害が発生していることなどにより、指定緊急避難場所までの移動（立ち退き避難）

が、かえって命に危険を及ぼしかねないと判断されるような状況の場合には、少しでも早く

より安全な場所へと避難する。具体的には、緊急的な待避場所（近隣の堅牢な建物、山から

離れた小高い場所等）への移動や、屋内での安全確保措置（自宅の上層階で山からできるだ

け離れた部屋等への移動）をとる。 

○浸水想定区域の居住者については、避難勧告等が発令された後、逃げ遅れて、激しい雨が継

続するなどして、指定緊急避難場所まで移動することが危険だと判断されるような場合は、

近隣のより安全な場所や建物へ移動し、それさえ危険な場合は、屋内に留まる。 

○台風等の接近や大雨により、警報・特別警報が発表された場合は、その時点での避難勧告等

の発令の状況を注視し、災害の危険性の有無を確認することが必要である。 

○避難勧告等の対象とする区域はあくまでも目安であり、その区域外であれば一切避難しなく

ても良いというものではなく、想定を上回る事象が発生することも考慮して、危険だと感じ

れば、自発的かつ速やかに避難行動をとる。 

 

※内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成27年８月）より 

 

第２ 避難行動（安全確保行動）の考え方 

１ 「避難」の考え方の整理 

 「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」とす

る。 

命を守るという観点では、災害のどのような事象が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認識し、

避難行動を取るにあたっては、次に掲げる事項をできる限り明確にしておく。 

・災害種別毎に脅威がある場所の特定 

・それぞれの脅威に対して、どのような避難行動を取れば良いか 

・どのタイミングで避難行動を取ることが望ましいか 

 

２ 「避難場所」と「避難所」の違い 

 避難行動をとる際の安全確保の観点から、今後は「避難場所」と「避難所」を明確に区分する。 

なお、災害対策基本法では、あらかじめ市が避難場所と避難所を指定することとされた。 
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〈「避難場所」と「避難所」〉 

○避難場所：切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所 

○避難所：災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所 

 

〈風水害時の避難方法〉 

 

大雨大雨大雨大雨がががが降降降降りりりり続続続続いているいているいているいている！！！！    

・ 気象情報などに注意する                ・ 危険な場所には近づかない 

・ 家族や周りの人の安全を確認する 

・ 今のところ避難勧告・指示はない 

・ 今いる場所で浸水又は土砂災害が発生

する恐れはない 

・ 市から避難準備情報が発表された 

・ 避難行動要支援者がいる 

・ 今いる場所で浸水又は土砂災害が発生

する恐れがある 

・ 自宅にいるのが不安だ 

･ 避難の準備をする（火の元・ブレーカー確

認、非常持出品の持参、戸締り、徒歩で行

動、誘導者の指示に従う） 

・ 自宅に被害がない ・ 自宅に被害があり、しばらく生活できない 

・ 自宅に戻る 

･ 危険が迫っており、指定緊急避

難場所等に行く余裕がない 

・ 被害の拡大の恐れがなくなった 

【指定緊急避難場所等へ移動】 

 （学校や社会体育館、民間施設など） 

・ 近隣住民の安否確認、避難行動支援 

・ 被害の様子を見て、次の行動を判断する 

【指定避難所へ移動】（学校や社会体育館） 

・ 安全を確認し、市や管理者が開設する 

・ 自宅で生活できなくなった住民が、しば

らくの間生活する 

・ 建物内で待機 

・自宅や近くの建物の上階の谷側

に退避する 

・ 市から避難勧告・指示が発令された 
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第３ 河川における避難準備情報の発表、避難勧告・避難指示の発令 

１ 避難準備に関する情報の発表 

避難行動要支援者等、避難に時間を要する者に対して、早い段階で避難行動を開始することを求める

避難準備情報を発表する。 

伝達は、次項の「2. 避難勧告等の発令基準」を基に、避難行動要支援者の避難に要する時間や夜間の

避難が困難なことを考慮する。 

また、避難勧告の発令が見込まれる場合は、避難準備情報のほか本部長は住民に対し、事前に避難に

関する情報の提供を行う。 

なお、避難準備情報の発表は、法令に基づき実施されるものではない。 

〈発表する情報の内容〉 

○氾濫警戒情報の発表、又は避難判断水位に達したこと 

○避難勧告の発令の可能性があること 

○避難のための準備の開始が必要であること 

（避難先については、避難勧告を発令するまでの時間に応じて提供する。） 

 

２ 避難勧告等の発令基準 

避難勧告等の発令基準は、以下のとおり 

〈避難準備情報の発表、避難勧告・避難指示の発令基準〉 

(1) 洪水予報河川（国管理河川）：千曲川・犀川（両郡橋～千曲川合流地点） 

千曲川河川事務所と長野地方気象台から氾濫警戒情報が共同発表され、立ヶ花の水位観測

所において水位が氾濫危険水位に達した場合、また杭瀬下及び小市の各水位観測所において

水位が氾濫危険水位に達するおそれがある場合、以下の条件を考慮して避難勧告を発令す

る。 

○各観測所の上流観測所で水位の上昇が続き、市内流域でのさらなる水位上昇が見込まれ

る。 

○巡視の結果、堤防に異常が発見され、水防活動によっても応急対応が困難と判断される 

(2) 洪水予報河川（県管理河川）：裾花川 

長野県と長野地方気象台から氾濫警戒情報が共同発表され、岡田の水位観測所において水

位が氾濫危険水位に達するおそれがある場合、以下の条件を考慮して避難勧告を発令する。 

○上流の降雨状況等により、流域でのさらなる水位上昇が見込まれる。 

○巡視の結果、堤防に異常が発見され、水防活動によっても応急対応が困難と判断される。 

(3) 水位周知河川：犀川（県管理区間：両郡橋から上流）・蛭川・浅川・鳥居川 

弘崎・蛭川・浅川・鳥居川の各観測所において水位が避難判断水位に達し、県知事（長野

建設事務所長）から水位情報が通知された場合、以下の条件を考慮して避難勧告を発令する。 

○各観測所の上流観測所で水位の上昇が続き、市内流域でのさらなる水位上昇が見込まれ

る。 

○市内流域で降雨が継続、又は流入先の洪水予報河川の水位上昇などにより排水が困難な

状況となる場合で各水位観測所でのさらなる水位の上昇が見込まれる。 

○巡視の結果、堤防に異常が発見され、水防活動によっても応急対応が困難と判断される。 

(4) その他河川法適用河川 

洪水予報河川又は水位周知河川の支川で、流入先の河川の水位上昇になどにより排水が困

難な状況で、かつ流域での降雨が継続し、水があふれたり、堤防の決壊のおそれがある場合。 

(5) 河川法適用外の中小河川・用排水路 

近隣で浸水が発生し、更に拡大のおそれがあるとき。（浸水の状況が、床上に及ぶ場合は

避難指示を発令する。） 
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〈洪水予報河川の基準水位〉 

 観測所 

水防団待機 

水位 (m) 

氾濫注意 

水位 (m) 

避難判断 

水位 (m) 

氾濫危険 

水位 (m) 

計画高 

水位 (m) 

上流観測所 

千曲川 

杭瀬下 0.70 1.60 4.60 5.00 5.42 生田 

立ヶ花 

3.00 5.00 9.10 9.60 10.75 

杭瀬下 

  （※10.10）  (※10.60）  

犀 川 小 市 -0.50 0.00 1.50 1.80 5.03 陸郷・熊倉 

裾花川 岡 田 0.50 1.10 2.00 2.60 2.62 祖山・大久保 

※立ヶ花観測所区間の長野市における避難判断水位及び氾濫危険水位。 

（杭瀬下観測所及び小市観測所の各水位は、長野市内の地点を基に設定） 

〈水位周知河川の基準水位〉 

 観測所 

水防団待機 

水位 (m) 

氾濫注意 

水位 (m) 

避難判断 

水位 (m) 

氾濫危険 

水位 (m) 

国管轄影響河川観測所 

犀川 弘崎     （犀川上流）陸郷・熊倉 

 （対象区間）     （犀川下流）小市 

 日野橋～更級橋 3.6 5.2 5.8 6.5  

 更級橋～両郡橋 3.6 5.2 6.8 7.5  

蛭川 豊栄 0.50 1.00 1.30 1.50 

（千曲川上流）杭瀬下 

（千曲川下流）立ヶ花 

浅川 

鳥居川 

富竹 1.20 1.80 2.50 3.00 （千曲川下流）立ヶ花 

（千曲川下流）立ヶ花 鳥居川 1.50 1.90 2.50 2.80 

 観測所 

水防団待機 

水位 (m) 

氾濫注意 

水位 (m) 

避難判断 

水位 (m) 

氾濫危険 

水位 (m) 

国管轄影響河川観測所 

※富竹観測所の各基準水位は旧来のものを参考として記載した。 

 

以下、発令の詳細は、第３章 第11節 第１「避難勧告、避難指示」に準ずる。 

 

第４ 土砂災害における避難準備情報の発表、避難勧告・避難指示の発令 

１ 気象情報等の活用 

長野地方気象台から大雨警報が発表され、かつ長野県と長野地方気象台が共同で発表する土砂災害警

戒情報の発表があった場合、又は長野市雨量観測局の測定値が土砂災害警戒避難基準雨量の警戒基準を

超えた場合は、土砂災害警戒区域（特別警戒区域含む。）及び土砂災害危険箇所の巡視を実施するなど情

報収集を強化する。 
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２ 避難勧告等の発令基準 

警戒巡視の結果、次の現象が発見された場合は、避難勧告・避難指示を発令する。また、土砂災害警

戒情報が発表された場合は、避難勧告等を発令することを基本とする。 

なお、避難準備情報を発表する場合は、避難行動要支援者が避難に要する時間や夜間の避難が困難な

ことを考慮する。 

〈避難準備情報の発表、避難勧告・避難指示の発令基準〉 

○避難準備情報 

大雨等災害が予想される場合は、避難行動要支援者の事前避難と一般住民の避難準備の

ために、避難準備情報を発表する。 

○避難勧告 

巡視等の結果住宅付近で前兆現象（斜面の崩壊・擁壁や道路等にクラックが発生など）

が確認されたときは、避難勧告を発令する。 

○避難指示 

確認された前兆現象が山鳴り、流木の流出、斜面の亀裂など大規模な災害発生が予見さ

れるものであった場合は、直ちに避難指示を発令する。 

 

３ 自主避難の呼びかけ 

土砂災害においては早期警戒・早期避難が重要であること、また、市内全ての土砂災害危険箇所の監

視は困難であることあることから、住民に対し、前兆現象を捉え、住民の自主的判断により速やかに避

難することをあらかじめ周知する。 

 

４ 避難に関する情報の提供 

避難勧告等の発令が見込まれる場合は、本部長は住民に対し、避難に関する情報の提供を行う。 

〈提供する情報の内容〉 

○土砂災害警戒情報の発表があり、土砂災害発生の危険性が高まったこと 

○避難勧告の発令の可能性があること 

○避難のための準備の開始が必要であること 

○住宅周辺の前兆現象への注意が必要な状況であること、及び自主的判断による避難への準

備 

（避難先については、避難勧告を発令するまでの時間に応じて提供する。） 

 

以下、発令の詳細は、第３章 第11節 第１「避難勧告、避難指示」に準ずる。 

 

第５ 警戒区域の設定 

第３章 第11節 第２「警戒区域の設定」に準ずる。 

 

第６ 避難誘導活動 

第３章 第11節 第３「避難誘導活動」に準ずる。 

 

第７ 避難所の開設・受入れ 

第３章 第11節 第４「避難所の開設・受入れ」に準ずる。 
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第８ 避難所の運営 

第３章 第11節 第５「避難所の運営」に準ずる。 

 

第９ 被災者等への的確な情報伝達 

第３章 第11節 第６「被災者等への的確な情報伝達」に準ずる。 

 

第10 帰宅困難者への措置 

第３章 第11節 第７「帰宅困難者への措置」に準ずる。 

 

第11 避難所の統合・廃止 

第３章 第11節 第８「避難所の統合・廃止」に準ずる。 
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第１２節  住宅対策活動 

 

第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

 

第１３節  孤立地域対策活動 

 

第３章 第 13節「孤立地域対策活動」に準ずる。 

 

 

第１４節  食料品等の調達供給活動 

 

第３章 第 14節「食料品等の調達供給活動」に準ずる。 

 

 

第１５節  飲料水の調達供給活動 

 

第３章 第 15節「飲料水の調達供給活動」に準ずる。 

 

 

第１６節  生活必需品の調達供給活動 

 

第３章 第 16節「生活必需品の調達供給活動」に準ずる。 

 

 

第１７節  保健衛生、感染症予防活動 

 

第３章 第 17節「保健衛生・感染症予防活動」に準ずる。 
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第１８節  行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

 

第３章 第 18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

 

 

第１９節  廃棄物の処理活動 

 

第３章 第 19節「廃棄物の処理活動」に準ずる。 

 

 

第２０節  社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

 

第３章 第 20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 

 

 

第２１節  危険物施設等応急活動 

 

第３章 第 21節「危険物施設等応急活動」に準ずる。 

 

 

第２２節  電気施設応急活動 

 

第３章 第 22節「電気施設応急活動」に準ずる。 

 

 

第２３節  都市ガス施設応急活動 

 

第３章 第 23節「都市ガス施設応急活動」に準ずる。 
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第２４節  上水道施設応急活動 

 

第３章 第 24節「上水道施設応急活動」に準ずる。 

 

 

第２５節  下水道施設等応急活動 

 

第３章 第 25節「下水道施設等応急活動」に準ずる。 

 

 

第２６節  通信・放送施設応急活動 

 

第３章 第 26節「通信・放送施設応急活動」に準ずる。 

 

 

第２７節  鉄道施設応急活動 

 

第３章 第 27節「鉄道施設応急活動」に準ずる。 

 

 

第２８節  災害広報活動 

 

第３章 第 28節「災害広報活動」に準ずる。 

 

 

第２９節  土砂災害等応急活動 

 

第３章 第 29節「土砂災害等応急活動」に準ずる。 
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第３０節  建築物災害応急活動 

 

項目 担当 

第１ 建築物の応急復旧 財政部管財班、建設部建築班・建築指導班、施設を所管する班 

第２ 文化財の保護 教育部文化財班 

 

第１ 建築物の応急復旧 

１ 市が実施する対策 

(1) 市が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、病院、市町村営住宅、市立学校等について、施設を所管

する班は速やかに被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置をとる。 

(2) 住宅や宅地が被災した場合、二次災害から住民の安全の確保を図るため、建設部建築指導班は必要

に応じて被害状況を調査し、危険度の判定を実施する。 

また、災害の規模が大きく、市において人員が不足する場合は、県若しくは近隣市町村に対して支

援を求めるものとする。 

 

２ 建築物の所有者が実施する対策 

(1) 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置をとる。 

(2) 安全性が確認されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を行うとともに、屋根材及び看

板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置をとる。 

 

第２ 文化財の保護 

１ 市が実施する対策 

 教育部文化財班は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万全を期すよ

う指導し、国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その

他必要事項について県教育委員会に報告する。 

 

２ 所有者が実施する対策 

(1) 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行う。 

(2) 文化財の火災による焼失を防ぐための措置をとる。 

(3) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、教育部文化財班へ報告し、被害の

状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を文化庁、県教育委員会、教育部文化財班の指

導を受けて実施するものとする。 
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第３１節  道路及び橋りょう応急活動 

 

第３章 第 31節「道路及び橋りょう応急活動」に準ずる。 

 

 

第３２節  ダム・ため池・河川施設等応急活動 

 

第３章 第 32節「ダム・ため池・河川施設等応急活動」に準ずる。 

 

 

第３３節  農林業災害応急活動 

 

第３章 第 33節「農林業災害応急活動」に準ずる。 
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第３４節  災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

項目 担当 

第１ 構造物に係る二次災害防

止対策 

建設部道路班・維持班、都市整備部各班、駅周辺整備局班、農林部

農業土木班、その他道路管理者 

第２ 危険物施設等に係る二次

災害防止対策 

消防部各班 

第３ 河川施設の二次災害防

止、浸水被害の拡大防止

及び再度災害の防止 

農林部農業土木班、建設部河川班、消防局警防班 

第４ 山腹・斜面及び渓流並び

に施設に係る二次災害防

止対策 

農林部農業土木班・森林整備班、建設部各班、消防局警防班 

 

第１ 構造物に係る二次災害防止対策 

各道路管理者は、市内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図

りながら交通規制、応急復旧を行う。 

 

第２ 危険物施設等に係る二次災害防止対策 

第３章 第34節 第２「危険物施設等に係る二次災害防止対策」に準ずる。 

 

第３ 河川施設の二次災害防止対策 

(1) 本部長は、被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。 

(2) 農林部農業土木班及び建設部河川班は、河川管理施設に二次災害の発生が考えられる場合は、特に

工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

(3) 農林部農業土木班及び建設部河川班は、風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、

従前の河川の機能を回復させるものとする。 

 

第４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

本部長は、緊急点検結果の情報に基づき、避難勧告等の必要な措置をとる。 
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38 義援物資及び義援金の受入れ体制 39 住家の被害調査・罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 
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第３５節  文教・保育活動 

 

第３章 第 35節「文教・保育活動」に準ずる。 

 

 

第３６節  飼養動物の保護対策 

 

第３章 第 36節「飼養動物の保護対策」に準ずる。 

 

 

第３７節  ボランティアの受入れ体制 

 

第３章 第 37節「ボランティアの受入れ体制」に準ずる。 

 

 

第３８節  義援物資及び義援金の受入れ体制 

 

第３章 第 38節「義援物資及び義援金の受入れ体制」に準ずる。 

 

 

第３９節  罹災証明書の交付・被災者台帳の作成 

 

第３章 第 39節「罹災証明書の交付・被災者台帳の作成」に準ずる。 

 

 

第４０節  観光地の災害応急対策 

 

第３章 第 40節「観光地の災害応急対策」に準ずる。 

 

 

第４１節  災害救助法の適用 

 

第３章 第 41節「災害救助法の適用」に準ずる。 

 

 

第４２節  応急公用負担等の実施 

 

第３章 第 42節「応急公用負担等の実施」に準ずる。 



 

 

第５章 雪害対策計画 

 

第１節 雪害予防計画 

第２節 雪害応急対策計画 

 

本章は、大雪時に市及び関係機関等が実施する雪害に対す

る活動の実施体制について、基本事項を定めるものである。 

なお、活動の実施計画、手順及び要領は、各部が作成する

応急対策マニュアルに定め、実施計画の詳細は別に定める。 
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第１節 雪害予防計画 

 

大雪に対する災害予防活動の円滑な推進と雪害による被害の軽減を図り、地域経済活動の停滞防止と

市民生活に対する影響を少なくするため、「自助」「互助・共助」「公助」による連携により雪害の予

防に取り組む。 

 

第１ 予防対策 

市、県及び関係機関等は、地域の特性に配慮しつつ、都市機能の停止、集落の孤立、除雪中の事故な

ど、大雪による被害を少なくするため、雪害の予防に係る対策を総合的・計画的に推進する。 

 

１ 主な取組 

(1) 地域の特性に配慮しつつ、雪害に強い地域づくりを行う。 

(2) 冬期道路交通確保のための迅速かつ適切な除雪体制の強化を図る。 

(3) 適時適切な運転規制及び迅速な除雪による鉄道運行の確保を図る。 

(4) 雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業を計画的に実施する。 

(5) 電力供給設備の雪害対策による電力供給の安定確保を図る。 

(6) ガス供給施設の安全性の確保、緊急時の点検体制の整備を図る。 

(7) 雪害時における通信確保のための電気通信設備の予防対策及び復旧体制の整備を図る。 

(8) 豪雪地帯における医療を確保するための体制の整備を図る。 

(9) 農林産物の雪害を防ぐための適切な技術指導、普及啓発を図る。 

(10) 建築物の所有者等に対し、安全対策の周知及び雪下ろしが軽減される住宅の普及を図る。 

(11) 大雪時における児童生徒の安全確保及び冬期における児童生徒の教育の確保を図る。 

(12) 文化財の積雪による被害、損傷からの保護を図る。 

(13) 雪害時における警備体制の確立及び交通規制を行う。 

(14) 雪害に関する知識について住民への普及・啓発を図る。 

 

２ 市民協働による除雪対策 

(1) 市民協働による除雪 

建設部維持課は、市民協働による除雪の推進のため次の対策を実施する。 

ア 長野市ダンプトラック等使用貸借事業 

イ 小型除雪機の貸与 

ウ 凍結防止剤の配備・散布 

エ 排雪場所の確保 

オ 円滑な除雪作業への協力の呼びかけ 

・路上駐車の禁止 

・道路への排雪禁止 

・水路や道路側溝への排雪禁止 

・消火栓付近の除雪等 

(2) 住民等による除雪 

市民及び事業者は、住宅及び事業所周辺などの除雪に努める。また、住宅及び除雪器具の点検を実

施し、除雪に伴う事故防止に努める。 

(3) 要支援世帯への除雪援助 

総務部危機管理防災課、市民生活部戸隠支所・鬼無里支所は、豪雪地帯対策特別措置法（昭和37

年法律第73号）で特別豪雪地帯に指定されている戸隠地区及び鬼無里地区において、長野市住宅除雪
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支援員派遣事業実施要綱に基づき住宅除雪支援員を派遣する。 

保健福祉部福祉政策課、市民生活部地域活動支援課・各支所、（社福）長野市社会福祉協議会は、住

宅除雪支援員派遣対象とならない世帯及び2地区以外の地区においては、民生委員等による訪問を行

い、積雪状況の把握に努める。自力での除雪が困難な世帯に対しては、地域相互扶助及びボランティ

アによる除雪、又は災害時応援協定先である建設業協会による有償での除雪など手段を確保する。 

(4) 事故防止の啓発 

総務部危機管理防災課は、雪下ろしの際の屋根からの落下、除雪機による事故及び除雪中の転倒等

の事故防止に関する啓発を行う。 

 

３ 交通確保対策 

各道路管理者及び各鉄道会社は、積雪期における除雪体制等を整備し、迅速かつ的確な除雪・排雪活動

を実施する。 

(1) 道路交通の確保対策 

各道路管理者は、次のとおり除排雪体制等を整備し、降積雪時における道路交通の確保に努める。 

ア 市内の道路、公共施設及び住宅等の立地状況を勘案し、気象状況、積雪状況に応じた除排雪体制

を推進する。 

イ 除雪に必要な資機材及び体制を整備し、常にその状況を把握しておく。 

ウ 除雪活動に著しい影響を与えるおそれがある支障木の伐採等を行う。 

エ 降雪及び道路交通等の状況に関する情報収集・伝達体制を整備する。 

オ 路線の選定にあたっては、主な幹線道路、バス路線、地域的に主要な道路及び公共・公益施設へ

の道路を主体として選定する。 

カ 除排雪目標を定め、迅速･効率的に実施する。 

(2) 鉄道交通の確保対策 

各鉄道会社は、次のとおり除雪体制等を整備し、降積雪時における列車の安定輸送の確保に努める。 

ア 除雪体制の整備（排雪車両及び除雪機械の増強並びに適正要員の確保） 

イ 雪崩防止柵、流雪溝等の防融雪施設の整備充実 

ウ 利用者に対する運行（遅延）情報の提供体制の整備 

(3) 住民への広報 

企画政策部広報広聴課は、雪害時における被害の防ぎょ、軽減及び交通の混乱防止のため、各施設

の管理者、積雪期における交通状況及び交通確保対策の実施状況等について、適時適切な広報を行う

ものとする。 

 

４ 雪崩対策 

雪崩に対する警戒避難体制を強化するため、建設部河川課・維持課及び県は、雪崩危険箇所を把握す

る。また、これらを住民に周知するとともに、住民への雪害に対する知識の普及・啓発に努める。 

(1) 雪崩危険箇所の把握 

雪崩対策事業の効率的実施のためには、道路及び集落等に被害を及ぼすおそれのある雪崩危険箇所の

的確な把握が必要である。したがって、県・市（建設部河川課・維持課）及び関係機関は、既存資料の

収集･整理や地図、空中写真の計測・判読のほか、可能な範囲で現地調査や聞き取り調査を行う。 

(2) 雪崩危険箇所の周知 

建設部河川課、県は、住民に対して雪崩災害防止のため、雪崩に関する知識の啓発に努めるとともに、

雪崩発生危険箇所を周知する。 

(3) 雪崩防止施設の整備 

建設部河川課、県は、生活や産業活動の安全な環境を確保するため、雪崩防止施設等の整備を促進し、

雪崩の発生及び雪崩による被害を防止する。また、雪崩、融雪等による水害及び土砂災害を防止するた

めの事業等を推進する。 
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５ 孤立防止対策 

(1) 通信手段の確保 

総務部危機管理防災課及び消防局通信指令課は、通信手段を確保するため、災害時通信設備等の導入

やアマチュア無線の協力体制について検討する。また、電話会社に対し、孤立予想地域の災害による有

線通信の途絶に備えた通信手段の確保対策を要請する。 

(2) 災害に強い道路網の整備 

県及び市は、代替路、迂回路などとなる市道、農道、林道等の整備を推進する。 

(3) 孤立集落への対策 

総務部危機管理防災課、市民生活部各支所、消防局警防課及び消防局通信指令課は、孤立集落への支

援体制を検討する。 

ア 孤立予想地域の人口、要配慮者、観光客数などの実態把握 

イ 自主防災組織の育成 

ウ 避難所の確保 

エ 一般家庭での備蓄の促進、行政備蓄の分散配置 

(4) 生活必需品の備蓄 

住民及び事業者は、孤立や流通の停滞に備え生活必需品等の備蓄に努める。 

 

６ ライフラインの確保対策 

各ライフライン事業者は、それぞれ次の対策を実施する。 

ア 積雪時における施設の点検活動体制を整備する。 

イ 降雪・積雪時に必要に応じた除雪の実施及び施設の確保を図る。 

ウ 電線等の難着雪化、防雪カバーの設置など必要な施設の強化を図る。 

エ 雪害時における電力及び通信の確保に努める。 

オ 大雪時におけるガス供給設備の破損を防ぐための措置の徹底及び雪害発生時の緊急点検活動体制

を整備する。 

 

７ 農林産物対策 

農林部農業政策課・森林整備課は、県地方事務所（農政課、林務課）、農業改良普及センター、農業協

同組合、森林組合と協力し、雪害による農林産物の被害を防ぐため、生産者等に対する適切な技術指導

を行う。 

 

８ 建築物対策 

県、市及び各建物の管理者は、それぞれ次の対策を実施し、大雪による建築物被害発生を未然に防止

する。 

(1) 県・市の雪害対策 

ア 災害を防止するため、建築物の所有者等に対し安全対策を周知する。 

イ 建築物パトロールを実施し、雪害防止のための指導を行う。 

ウ 多数の者が利用する建築物の所有者等に対し、建築物の維持保全計画の作成及び定期報告制度の

周知を図る。 

エ 住宅マスタープランに基づき雪に強い住宅の普及、市街地形成の誘導等を進める。 

オ 豪雪地区の建築物等の所有者に対し、改築、改良工事に際し、市街地状況や敷地の状況等で周辺

への影響を配慮した屋根雪処理方式とするよう指導する。 

(2) 建築物所有者の雪害対策 

ア 必要に応じ、落下事故等に十分に注意し、雪下ろし等を行う。 

イ 建築基準法第12条第1項に規定する旅館、ホテル、物品販売店舗等多数の者が利用する建築物の

所有者等は、建築物の維持保全計画の作成及び定期報告を行い、建築物の安全確保に努める。 
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９ 文教対策 

教育委員会各課、こども未来部保育・幼稚園課及び県（教育委員会・健康福祉部）は、学校（幼稚園

含む。）及び保育園等（以下、この章において「学校等」という。）における幼児及び児童生徒（以下、

この章において「児童生徒等」という。）の生命、身体の安全確保に万全を期すとともに、冬期の教育及

び保育の機会を確保するため、それぞれ次の対策をとる。また、市及び県の教育委員会は、文化財に対

する雪害の防止に努める。 

(1) 冬期における児童生徒等の安全確保 

ア 学校長又は園長等と協力し、児童生徒等の通学のための危険を排除する。 

イ 学校等の施設は積雪を十分考慮した設計とする。 

ウ 学校長又は園長等と協力し、学校等の施設点検を定期的に実施し、不具合がある場合には必要な

処置をとる。 

(2) その他の対策 

ア 学校等の施設において緊急時、消防車等が施設内まで進入できるよう通路及び避難経路・避難場

所の確保に配慮するよう学校長又は園長へ協力を求める。 

イ 教育委員会文化財課は、所有者又は管理者に対して、積雪による文化財の破損あるいは損傷の危

険防止のための必要な措置をとるよう指導するとともに、常にその実状を把握する。 
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第２節 雪害応急対策計画 

 

第１ 災害応急活動体制 

１ 除雪体制 

(1) 道路除雪 

建設部各課は、除雪体制を確保して道路交通を緊急に確保する。 

なお、除雪体制は次の基準による。 

〈除雪体制〉 

区分 本部 設置場所 体制基準 

平常 

体制 

除雪本部 建設部 

維持課 

  平常時 

注意 

体制 

除雪本部 建設部 

維持課 

１ 大雪注意報・大雪警報が発令された場合 

２ その他、必要と認められる場合 

警戒 

体制 

長 野 市 

道路雪害 

対策本部 

建設部 

維持課 

１ 積雪深が20cmに達し、更に降雪のおそれがあり、広範囲に

わたり交通の混乱が予想される場合 

２ ３日以上降雪が続く等の異常気象で、更に降雪のおそれがあ

り、広範囲にわたり交通の混乱が予想される場合 

３ その他、必要と認められる場合 

※長野市道路雪害対策本部が設置された場合は、「豪雪災害時における道路交通確保のための緊

急措置要領」による配備を行う。 

(2) 所管施設の除雪等 

所管施設を有する各課は、降雪量と所管施設の目的及び設置状況に応じて敷地内と周辺の除雪を行

う。 

なお、除雪の方法等については、あらかじめ施設や降雪の状況に応じた対応策を検討しておくとと

もに、住民及び利用者への周知に努める。また、必要に応じて大雪時の業務継続計画（BCP）の作成を

検討する。 

 

２ 災害警戒本部の設置 

危機管理防災監は、次の場合に、災害警戒本部を設置し、本部の指揮をとる。総務部本部班は、職員、

住民、防災関係機関にその旨を周知する。 

〈設置基準〉 

○積雪が市内平地において警報発表基準値（12時間降雪の深さ25cm）を超え、更に大雪が予想

されるとき。又は、長野市道路雪害対策本部が設置された場合で、危機管理防災監が必要と

判断したとき 

○その他、危機管理防災監が必要と判断したとき 

 

３ 災害対策本部の設置 

市長は、次の場合に、災害対策本部を設置し、本部の指揮をとる。総務部本部班は、職員、住民、防

災関係機関にその旨を周知する。 

〈設置基準〉 

○広範囲にわたる交通混乱等により住民生活に多大な影響が生じたとき。又は、生じることが

予想されるとき 

○道路に重大な災害が発生したとき。又は、発生することが予想されるとき 

○その他、市長が必要と判断したとき 
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以下、第３章 第２節 第２「災害対策本部の設置」に準ずる。 

なお、災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合、必要に応じ主に次の措置をとる。 

〈災害対策本部等設置時の主な措置〉 

担 当 主な措置 

建設部道路班・河川班・

維持班 

○排雪計画の作成（排雪路線計画の策定） 

○排雪機械と事業者の確保 

○雪捨場の調整（雪捨場立入規制措置及び啓発、雪捨場の指定） 

○排雪開始の伝達調整（排雪事業者への伝達） 

市民生活部支所班 ○自治会等との連絡調整 

企画政策部交通政策班 

○交通情報の掌握と伝達調整（道路・鉄道等交通情報の把握と伝達、

教育機関への伝達・調整、保育施設への伝達・調整） 

企画政策部広報広聴班 ○住民への緊急屋根雪下ろしと排雪の実施広報 

商工観光部産業政策班・

観光振興班 

○商工団体、流通団体との連絡調整 

○観光客の安全確保及び帰宅支援 

農林部農業政策班 

○農畜産物の被害状況調査 

○農畜産物の災害応急対策 

保健福祉部各班 

○避難行動要支援者世帯等への対応（自治会長･民生委員との連絡

調整、除雪ボランティアの派遣計画） 

○排雪時の交通情報の掌握と伝達調整 

こども未来部保育・幼稚

園班 

○排雪時の交通情報の掌握と保育機関への伝達・調整 

学校教育部学校教育班 ○排雪時の交通情報の掌握と教育機関への伝達・調整 

消防部警防班 ○消防･救急対策の連絡調整 

 

４ 現地雪害警戒本部の設置 

大雪等により住民生活に支障が生じている場合で、危機管理防災監が必要と判断するときは、支所長

を本部長とする現地雪害警戒本部を設置し、次の措置をとる。 

(1) 建設部等と連携して雪崩危険箇所等のパトロールを強化する。 

(2) 管内の災害情報・住民生活への影響に関する情報の収集及び伝達を行う。（特に、避難行動要支援者

世帯の生活状況の把握） 

(3) 雪下ろし作業員など排雪に関する情報収集と住民への情報提供を行う。 

 

第２ 気象、異常現象に関する情報 

１ 大雪に関する気象情報等 

長野地方気象台は、次の気象情報を発表する。本市が属する予報区は、長野県北部（一次細分区域）、

長野地域（市町村等をまとめた地域）、長野市（二次細分区域）である。 

〈特別警報・警報・注意報の種類〉 

特別警報 暴風雪特別警報・大雪特別警報 

警 報 暴風雪警報・大雪警報 

注 意 報 

風雪注意報・大雪注意報・融雪注意報・なだれ注意報 

低温注意報・霜注意報・着氷注意報・着雪注意報 

 

２ 異常現象の通報 

災害が発生するおそれがあると考えられる次のような現象を覚知した者は、直ちに市職員、警察官等

にその状況を通報する。通報を受理した市職員、警察官等は、直ちに気象台やその事象に関係のある機

関に通報し、その現象を確認する。 
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〈異常現象の例〉 

○山の尾根からの雪の張り出し         ○雪崩予防柵からの雪の張り出し 

○雪面にできた雪の裂け目（クラック等） 

〈気象情報等伝達系統図〉 

 

 

３ 警戒活動 

総務部本部班及び建設部維持班は、大雪に関する情報や注意警報等が発表された場合、市内雨量計、

積雪深及び今後の予測等の情報に注意を払う。 

 

第３ 気象、異常現象、災害情報に関する情報の収集 

１ 気象、異常現象に関する情報の収集 

総務部本部班、建設部維持班及び市民生活部地域活動支援班・支所班並びに所管施設を有する班は、

長野地方気象台が発表する気象情報や災害が発生するおそれのある異常現象の情報を収集する。 

 

２ 概況調査 

第３章 第１節 第２「概況調査」に準ずる。 

 

３ 被害調査 

第３章 第１節 第３「被害調査」に準ずる。 

 

４ 災害報告 

第３章 第１節 第４「災害報告」に準ずる。 

 

第４ 災害広報活動 

第３章 第28節「災害広報活動」に準ずる。 

 

 

長野市 

危機管理防災課 

関係部 

テレビ・ラジオ局 

長野市消防局 消防団 

NTT 

関係機関 

市

民 

新聞社 

○長野地方気象台から各防災機関への伝達は、防災情報提供システム等による。 

○県から各機関への伝達は、県防災行政無線ファックスによる。 

○市から住民へは、長野市防災行政無線、広報車、ホームページ等による。 

長

野

地

方

気

象

台 

日本気象協会 

長野県 
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第５ 災害の警戒・防ぎょ活動 

第３章 第29節 第１「土砂災害等の警戒・応急措置」に準ずる。また、警戒、巡視及び安全措置に

ついては、第３章 第29節 第２「雪崩の警戒・応急措置」のとおり 

なお、雪崩発生時の応急措置については、第３章 第29節 第１の「２ 安全措置」に準ずる。 

 

第６ 緊急輸送活動 

各道路管理者及び各鉄道会社は、それぞれの計画及び規則に従い、警戒、安全な運行の確保、除雪及

び利用者への情報提供を行う。その他、第３章 第９節「緊急輸送活動」に準ずる。 

 

第７ 救助・救急・医療活動 

第３章 第６節「救助・救急・医療活動」に準ずる。 

 

第８ 避難収容活動 

第３章 第11節「避難収容及び情報提供活動」に準ずる。 

 

第９ 生活救援活動 

 第３章 第 13節～第16節に準ずる。 

 

第10 住宅対策活動 

 第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

第11 保健衛生、感染症予防活動 

 第３章 第 17節「保健衛生、感染症予防活動」に準ずる。 

 

第12 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第３章 第18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

 

第13 文教・保育活動 

１ 授業等の確保 

学校長及び保育園長は、天候の急変に際しては、各所管課と密接に連絡し、学校等運営について弾力

的に対応する。 

また、山間部から通学する児童・生徒等の生命保護のため、雪崩発生のおそれがあるときは気象情報

等を伝達するなど事故防止に努める。 

積雪が一定量を超えると施設等の耐久度により破損するおそれがあるので、学校長及び保育園長はこ

れを防止するため雪下ろしを実施する。雪下ろしのいとまがない場合には、建物の使用を一時禁止する

等の措置をとる。 
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２ 文化財等の保護 

文化財建造物等の耐久度によっては、積雪量が一定量を超えると破損や損傷が生じるおそれがある。

これを防止するため、文化財の所有者等は、時期を逸しないよう雪下ろしを実施する。 

 

第14 公益・公共施設等の応急復旧活動 

第３章 第22節～第27節、第30節～第32節に準ずる。 

 

第15 農林業災害応急活動 

第３章 第33節「農林業災害応急活動」に準ずる。 

 

第16 警備・防犯活動 

第３章 第20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 

 

第17 要配慮者支援活動 

保健福祉部各班は、高齢者世帯等で、雪下ろしの実施等が困難な世帯の安全の確保については、要支

援世帯への除雪支援（第１節 第１の２(3) ）と同様に行う。その他、第３章 第８節「要配慮者に対す

る応急活動」に準ずる。 

 



 

236 

 



 

第６章 大規模事故等対策計画 

 

第１節 航空機事故災害対策 

第２節 道路事故災害対策 

第３節 鉄道事故災害対策 

第４節 危険物等事故災害対策 

第５節 大規模火災対策 

第６節 林野火災対策 

 

本章は、大規模事故発生時に防災関係機関等が実施する被

災者の救助・救援活動、住民等の避難活動及び活動の実施体

制について、基本事項を定めるものである。 
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第１節 航空機事故災害対策 

 

第１ 関係機関の役割 

各航空運送会社、市、県及び関係機関は、役割分担等を明確にし、相互の連携体制を確立する。 

〈航空機事故災害対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【各航空運送会社】 

乗客の安全について、一次的な責任を

負う。 

○関係機関への出動要請 

○乗客の避難誘導 

○応急措置 

【警察署】 

現場における指揮体制を確立し、住民

の生命、身体及び財産を保護する。 

○負傷者の救出・救護活動 

○行方不明者の捜索 

○死傷者の身元確認 

○警戒区域の設定 

○現場広報・報道対策 

【市】 

消防機関による消火、救助・救急活動

を行い、医療機関による医療救護活動の

受入れ体制を整える。 

地域住民の安全を確保するとともに、

各種事故対策活動に協力する。 

【消防局各課】 

○消火活動 

○負傷者の救助・救急活動 

○負傷者搬送 

【保健所健康課】 

○救護所設置 

【総務部危機管理防災課ほか】 

○災害対策本部の設置 

○避難勧告・指示 

○行方不明者の捜索への協力 

○災害広報 

【医療機関】 

医療救護活動を行う。 

○医療救護活動 

【県】 

関係機関間の調整を行う。 

○市町村・関係機関との調整 

○自衛隊派遣要請 

 

第２ 予防計画 

各航空運送会社、市、県及び関係機関は、それぞれの役割に応じ、事故発生を未然に防ぐため平常時

から次の予防対策を実施する。 

〈航空機事故災害に対する予防対策〉 

実施機関 主な対策 

各航空運送会社 

○安全運航の確保 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○救助・救急、初期消火、旅客避難、応援、災害時マニュアルの作成 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○防災訓練の実施 

○調査・広報活動 

市 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 

県 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 
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１ 安全運航の確保 

各航空運送会社は、航空機の安全性をより一層向上させるよう努める。 

 

２ 情報収集・連絡・通報体制の整備 

各航空運送会社、総務部危機管理防災課、県及び関係機関は、事故発生時の情報連絡体制についてあ

らかじめ協議し、担当窓口の確認・伝達系統図の作成・事故発生時の情報収集員の相互派遣等について

検討し、平常時から連携の強化に努める。 

 

３ 関係機関との応援・協力体制の整備 

各航空運送会社、総務部危機管理防災課、県及び関係機関は、事故発生時の応援・協力体制について

あらかじめ協議し、負傷者の救助に関する応援要員・資材の提供等、必要な応援体制について検討し、

事故発生時の協力体制を整備する。 

 

４ 再発防止のための調査研究 

各航空運送会社は、航空機事故あるいはそれに類する事故事例を調査し、事故原因の分析を行い、そ

の成果を速やかに安全対策に反映させることにより、同種の事故の再発防止に努める。 

 

第３ 災害応急活動体制 

市、県は、大規模な航空機事故が発生した場合、災害の状況に応じて、職員の非常招集、情報収集・

連絡体制の確立及び災害対策本部又は現地対策本部の体制をとる。 

また、航空運送会社及び関係機関は、事故対策本部を設置するとともに、状況に応じて現地に近接し

て拠点又は現地対策本部を設置し、相互の連絡調整及び効果的な応急対策の実施に努める。 

 

１ 航空運送会社 

航空運送会社は、航空機事故が発生した場合には、直ちにその所掌事務に係る事故災害応急対策を実

施するとともに、関係機関への通報、活動体制の確立（職員の非常招集、情報収集連絡体制、対策本部

の設置等）、乗客の避難、人命救助、消火、被害拡大の防止措置、立入制限等事故の状況に応じた応急措

置をとる。警察官又は消防吏員の到着後は、必要な情報を提供し、その指示に従い適切な処置を実施す

る。 

 

２ 市 

市は、市内に航空機事故が発生し、必要と判断した場合には、法令、市地域防災計画第３章各節の定

めに準じて、非常招集・配備、災害対策本部の設置等を行う。 

また、必要に応じて、県、他市町村、その他防災関係機関の協力を得て、事故災害応急対策を実施す

る。 

 

３ 県 

県は、法令又は県地域防災計画の定めるところにより、事故災害応急対策を速やかに実施する。また、

必要に応じて、他県・市町村及び自衛隊に応援を要請する。 

 

第４ 災害情報の収集・連絡活動 

航空運送会社は、航空機の墜落、衝突又は火災等の航空機事故が発生した場合には、国土交通省東京

航空局松本出張所に速やかに通報する。 

総務部庶務班は、状況に応じて事故現場に情報収集要員を派遣し、情報収集を行う。また、総務部本
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部班・庶務班は、市の活動状況及び事故災害現場周辺の被害状況について、県に報告する。 

警察署は、被害情報の収集を行う。また、県及び警察署は、ヘリコプター等を活用して情報の収集を

行うほか、航空機事故対策専門家等と協力して、現地調査を行う。 

市、県、警察署、航空運送会社及び関係機関は、相互に情報を交換し情報を共有する。 

 

第５ 災害広報活動 

県、企画政策部広報広聴班及び航空運送会社は相互に緊密な連絡をとりあいながら、第３章 第28節

「災害広報活動」に準じて、次のとおり情報を適切に提供する。 

〈航空機事故災害における広報体制〉 

実施機関 広報の担当 

航空運送会社 航空機事故の状況、安否情報 

警察署 現場広報及び報道対応 

市（企画政策部広報広聴

班） 

事故災害現場周辺の被災状況、収容医療機関の状況、安心情報、警

戒情報 

 

第６ 災害の警戒・防ぎょ活動 

１ 消火活動 

航空機事故においては集団的死傷者の発生が予想され、市街地への墜落の場合には火災面積が広域に

及ぶ危険性があるため、消防部消防署班は、人命救助第一に消火及び救出・救助活動を実施する。 

航空運送会社は、初期消火活動を行うとともに、可能な限り消防機関等の行う消火活動に協力する。 

また、二次災害を防止するため、航空機に関する情報を提供する。 

 

２ 危険物等積載機の応急措置・通報 

危険物等を積載した貨物輸送機が、墜落等により爆発、炎上、又は危険物等が漏えいした場合、若し

くはその危険性がある場合、航空運送会社は直ちに警察署及び消防部通信指令班に通報する。 

また、事故に係る積載貨物の「化成品分類番号」の情報を、消防部予防班に提供するとともに、必要

に応じて荷主に当該危険物等に関する詳細な情報を照会する。 

消防部予防班は、流出した危険物等の爆発又は有害物質の拡散等により周辺に危険が及ぶおそれがあ

る場合、直ちに周辺地区での火気の使用制限及び住民等の避難を市長（総務部本部班）に要請する。 

消防部警防班は、積載危険物等の流出等に対して、必要により警戒区域を設定するとともに、火気の

使用制限等の措置をとる。また、通行止等の必要な措置を警察署、道路管理者等の関係機関に求める。 

流出した危険物等が河川、下水道等に流入した場合、またそのおそれがある場合、河川管理者、下水

道管理者、保健所部食品生活衛生班及び環境部環境政策班等に連絡する。 

警察署は、警戒区域を設定し、その監視・警ら等を行う。 

 

３ 流出危険物等の拡散防止及び除去 

事故を起こした航空運送会社は、流出した危険物等の防除活動を行う。また、消防部予防班、消防署

班、警察署は、流出した危険物等の種類、性状及び毒性等の把握に努めるとともに、相互に連携して排

除にあたる。 

消防部予防班、消防署班は、流出した危険物等から発生する可燃性ガス及び有毒ガスの検知を行い、

火災等の未然防止に必要な措置をとる。 

県及び各河川管理者等は、流出した危険物等による飲料水汚染の可能性を調査し、汚染の可能性があ

る場合は、水道水取水地区担当機関（県、市上下水道部水道整備班・浄水班）に速やかに連絡する。水

道水取水地区担当機関は、取水制限等の措置をとる。 
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危険物等が水域、地中及び大気中に流出した場合は、事故を起こした航空運送会社、県、消防部予防

班、消防署班、保健所部環境衛生試験所班、環境部環境政策班及び影響の予想される関係機関（河川管

理者、水道事業者、農業関係団体等）は連携して、流出した危険物等の種類・量を確認し、検水調査等

の環境モニタリングを実施する。汚染された（可能性がある）場合には、直ちに付近住民、利用者等に

広報を行う。 

 

第７ 緊急輸送活動 

県警察本部は、現場周辺の交通規制及び緊急活動用道路の確保を行う。警察署は緊急通行車両の通行

を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を実施する。 

その他、第３章 第９節「緊急輸送活動」に準ずる。 

 

第８ 救助・救急・医療活動 

１ 救助・救急 

消防部消防署班、消防団は二次災害に十分注意し、救命措置を必要とする者を最優先とし、また乳幼

児、高齢者及び重傷者を優先して救助・救急活動を実施する。 

また、現場救護所において応急救護及びトリアージされた負傷者について、搬送先を確保し、医療機

関への搬送を行う。 

警察署は、人身被害が発生した場合、消防機関等と協力して救出・救助活動にあたる。 

 

２ 医療救護 

保健所部健康班、消防部消防署班は、迅速で的確な医療救護措置が講じられるよう現場救護所を設置

するとともに、保健所部総務班は、医師会又は歯科医師会に対して現場救護所への医療救護班の出動を

要請する。 

医療救護班は、現場救護所において応急救護及びトリアージを行う。 

県は、市、その他の関係機関と緊密に連携協力して医療救護活動を実施する。 

また、県医師会、県歯科医師会、公立医療機関、日赤長野県支部等に対して出動及び必要な資機材の

調達等の協力要請を行う。 

日赤長野県支部は、市と連携して、救護所の開設、患者の搬送、負傷者への医療措置等を行う。 

 

第９ 避難収容活動 

１ 乗客等の避難・安全確保 

航空機事故が発生し、乗客等の生命に危険が及ぶ場合、消防部消防署班は、航空運送会社（機内の乗

客の避難誘導）、警察署（機内の乗客等の避難誘導の協力、現場一帯の立入禁止等の措置）と連携して避

難誘導を行う。 

なお、避難誘導の際は、高齢者・障害者・子供等の要配慮者を優先して行う。 

 

 

２ 災害現場周辺の住民の避難 

市長、警察官等は、航空機事故が発生し、災害現場周辺の住民の生命及び財産に危害が及ぶ場合、避

難の勧告又は指示を行う。 

避難の勧告又は指示については 第３章 第11節「避難収容及び情報提供活動」に準ずる。 
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第10 生活救援活動 

 第３章 第 14節～第16節に準ずる。 

 

第11 住宅対策活動 

 第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

第12 保健衛生、感染症予防活動 

 第３章 第 17節「保健衛生、感染症予防活動」に準ずる。 

 

第13 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第３章 第18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

また、県は市の遺体処理業務について、広域応援の調整及び関係団体への協力依頼を行う。 

 

第14 文教・保育活動 

第３章 第35節「文教・保育活動」に準ずる。 

 

第15 公共・公益施設等の応急復旧活動 

ライフライン施設、公共交通施設等、公共・公益施設が被災した場合の応急復旧活動については、第

３章 第22節～第27節、第30節～第32節に準ずる。 

 

第16 農林業災害応急活動 

第３章 第33節「農林業災害応急活動」に準ずる。 

 

第17 警備・防犯活動 

第３章 第20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 

 

第18 要配慮者支援活動 

 第３章 第８節「要配慮者に対する応急活動」に準ずる。 
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第２節 道路事故災害対策 

 

第１ 関係機関の役割 

各道路管理者、市、県及び関係機関は、役割分担等を明確にし、相互の連携体制を確立する。 

〈道路事故災害対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【各道路管理者】 

所管施設の保全・復旧について、一次的な責

任を負う。 

○関係機関への報告、被害情報収集 

○交通規制 

○交通規制の広報 

○施設の緊急措置・復旧 

【警察署】 

現場における指揮体制を確立し、住民の生

命、身体及び財産を保護する。 

○負傷者の救出・救護活動 

○行方不明者の捜索 

○死傷者の身元確認 

○交通規制 

○現場広報・報道対策 

【市】 

消防機関による消火、救助・救急活動を行い、

医療機関による医療救護活動の受入れ体制を

整える。 

地域住民の安全を確保するとともに、各種事

故対策活動に協力する。 

【消防局各課】 

○消火活動 

○負傷者の救助・救急活動 

○負傷者搬送 

【保健所健康課】 

○救護所設置 

【総務部危機管理防災課ほか】 

○災害対策本部の設置 

○避難勧告・指示 

○行方不明者の捜索への協力 

○災害広報 

【医療機関】 

医療救護活動を行う。 

○医療救護活動 

【県】 

関係機関間の調整を行う。 

○市町村・関係機関との調整 

○自衛隊派遣要請 

 

第２ 予防計画 

各道路管理者、市、県及び関係機関は、事故発生を未然に防ぐため、平常時から次の予防対策を実施

する。 

〈道路事故災害に対する予防対策〉 

実施機関 主な対策 

各道路管理者 

○道路施設の点検整備 

○活動資機材の整備 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○救助・救急、初期消火、避難誘導、応援、迂回路設定等、災害時マニュア

ルの作成 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○防災訓練の実施 

○調査・広報活動 
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実施機関 主な対策 

市 

○活動資機材の整備 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 

県 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 

 

１ 道路施設の点検整備 

東日本高速道路株式会社及び各道路管理者は、道路施設の点検整備を次のとおり行う。 

(1) 道路構造物の点検整備 

所管の道路の自然災害・事故等に対する安全性を確保するため、各種点検を実施し、必要に応じて

改修、補修等の措置をとる。 

(2) 橋りょうの点検整備 

橋りょうの構造上重要な部材（主桁、主構、床版、支承部等）について常時パトロール点検を行い、

必要に応じて改修、補修等の措置をとる。 

 

２ 活動資機材の整備 

各道路管理者は、災害応急対策用の車両、資機材の確保を図る。 

消防局警防課は、大規模な道路事故災害時に必要な救助工作車、高規格救急自動車、危険物等の流出

等に備えた資機材等の整備に努める。 

 

３ 情報収集・連絡・通報体制の整備 

(1) 関係機関の連絡体制 

各道路管理者、総務部危機管理防災課、県及び関係機関は、事故発生時の情報連絡体制についてあ

らかじめ協議し、担当窓口の確認・伝達系統図の作成・事故発生時の情報収集員の相互派遣等につい

て検討し、平常時から連携の強化に努める。 

(2) 利用者への情報提供 

各道路管理者は、道路事故に関する情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、・設備の整備を、

放送事業者等との連携を図りながら整備する。また、気象情報を有効に活用するために、平常時から

長野地方気象台、警察署等関係機関との連携を強化しておくほか、道路利用者に気象警報・注意報等

を迅速に提供するための体制の整備を図る。 

 

４ 関係機関との応援・協力体制の整備 

各道路管理者、総務部危機管理防災課、県及び関係機関は、事故発生時の応援・協力体制についてあ

らかじめ協議し、負傷者の救助に関する応援要員・資機材の提供等、必要な応援体制について検討し、

事故発生時の協力体制を整備する。 

 

５ 調査・広報活動 

(1) 事故防止のための知識の普及 

警察署は、全国交通安全運動等の機会を捉えて、ポスターの掲示、チラシ類の配布による広報・啓

発活動等により、交通事故防止に関する知識を広く一般に普及する。 

(2) 再発防止のための調査研究 

警察署及び各道路管理者は、交通事故災害事例を調査し、事故原因の分析を行い、その成果を速や

かに安全対策に反映させることにより、同種の事故の再発防止に努める。 
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第３ 災害応急活動体制 

市、県は、大規模な道路事故が発生した場合は、災害の状況に応じて、職員の非常招集、情報収集・

連絡体制の確立及び災害対策本部又は現地対策本部の体制をとる。 

また、関係機関は、事故対策本部を設置するとともに、状況に応じて現地に近接して拠点又は現地対

策本部を設置し、相互の連絡調整及び効果的な応急対策の実施に努める。 

 

１ 道路管理者 

道路管理者は、道路災害が発生した場合には、到着した警察官又は消防吏員と協力し、活動体制の確

立（職員の非常招集、情報収集連絡体制、対策本部の設置等）、被害拡大防止措置（通行制限）等、直ち

にその所掌事務に係る事故災害応急対策を実施する。 

 

２ 市 

市は、市内に道路災害が発生し、必要と判断した場合には、法令、市地域防災計画第３章各節の定め

に準じて、非常招集・配備、災害対策本部の設置等を行う。 

また、必要に応じて、県、他市町村、その他防災関係機関の協力を得て、事故災害応急対策を実施す

る。 

 

３ 県 

県は、法令又は県地域防災計画の定めるところにより、事故災害応急対策を速やかに実施する。必要

に応じて、他県・市町村及び自衛隊に応援を要請する。 

 

第４ 災害情報の収集・連絡活動 

総務部庶務班は、状況に応じて事故現場に情報収集要員を派遣し、情報収集を行う。総務部本部班・

庶務班は、市の活動状況及び事故災害現場周辺の被害状況について、県に報告する。 

警察署は、被害情報の収集を行う。 

市、県、警察署、道路管理者及び関係機関は、相互に情報を交換し情報を共有する。 

 

第５ 災害広報活動 

県、企画政策部広報広聴班及び道路管理者は、相互に緊密な連絡をとりあいながら、第３章 第28節

「災害広報活動」に準じて、次のとおり情報を適切に提供する。 

〈道路事故災害における広報体制〉 

実施機関 広報の担当 

道路管理者 事故災害の状況及び復旧見込み 

警察署 現場広報及び報道対応、安否情報 

市（企画政策部広報広聴班） 

事故災害現場周辺の被災状況、収容医療機関の状況、安心情報、

警戒情報 

 

第６ 災害の警戒・防ぎょ活動 

１ 消火活動 

大規模な道路事故災害においては、多数の死傷者が発生することが予想されるほか、市街地での事故

等の場合には火災が広範囲に及ぶことに留意して、消防部消防署班は、人命救助第一に消火及び救助活

動を実施する。 
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２ 危険物等積載車両の応急措置・通報 

危険物等を積載した車両が、事故により爆発、炎上、又は危険物等が漏えいした場合、若しくはその

危険性がある場合、運転者は直ちに警察署及び消防部通信指令班に通報し、安全な場所での停車、事故

車両の安全な場所への隔離等の措置をとる。また、事故に係る積載貨物の「化成品分類番号」の情報を

消防部予防班に提供するとともに、必要に応じて荷主に当該危険物等に関する詳細な情報を照会する。 

消防部予防班は、流出した危険物等の爆発又は有害物質の拡散等により周辺に危険が及ぶおそれがあ

る場合、直ちに周辺地区での火気の使用制限及び住民等の避難を市長（総務部本部班）に要請する。 

消防部警防班は、積載危険物等の流出等に対して、必要により警戒区域を設定するとともに、火気の

使用制限等の措置をとる。また、通行止等の必要な措置を警察署、道路管理者等の関係機関に求める。 

流出した危険物等が河川、下水道等に流入した場合、またそのおそれがある場合、河川管理者、下水

道管理者、保健所部食品生活衛生班及び環境部環境政策班等に連絡する。 

警察署は、立入禁止区域を設定し、その監視・警ら等を行う。 

 

３ 流出危険物等の拡散防止及び除去 

事故発生者は、流出した危険物等の防除活動を行う。また、消防部予防班、消防署班、警察署は、流

出した危険物等の種類、性状及び毒性等の把握に努めるとともに、相互に連携して排除にあたる。 

消防部予防班、消防署班は、流出した危険物等から発生する可燃性ガス及び有毒ガスの検知を行い、

火災等の未然防止に必要な措置をとる。 

県及び各河川管理者等は、流出した危険物等による飲料水汚染の可能性を調査し、汚染の可能性があ

る場合は、水道水取水地区担当機関（県、市上下水道部水道整備班・浄水班）に速やかに連絡する。水

道水取水地区担当機関は、取水制限等の措置をとる。 

危険物等が水域、地中及び大気中に流出した場合は、事故発生者、県、消防部予防班、消防署班、保

健所部環境衛生試験所班及び影響の予想される関係機関（河川管理者、水道事業者、農業関係団体等）

は連携して、流出した危険物等の種類・量を確認し、検水調査等の環境モニタリングを実施する。汚染

された（可能性がある）場合には、直ちに付近住民、利用者等に広報を行う。 

 

第７ 緊急輸送活動 

県警察本部は、現場周辺の交通規制及び緊急活動用道路の確保を行う。警察署は緊急通行車両の通行

を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を実施する。 

その他、第３章 第９節「緊急輸送活動」に準ずる。 

 

第８ 救助・救急・医療活動 

消防部消防署班及び消防団は、救助活動を行い、搬送先を確保し、負傷者等を救急指定病院に搬送す

る。また、消防部警防班は、民間から救助用資機材等を確保し効率的な救助・救急活動を行うとともに、

必要により消防応援協定に基づく応援を要請する。 

総務部庶務班は、被害状況の把握に努め、総務部本部班は、必要に応じて県、他市町村に応援を要請

する。 

県は、救助・救急、医療救護について市と調整する。また、県医師会、県歯科医師会、公立医療機関、

日赤長野県支部等に対して出動及び協力要請を行う。 

警察署は、負傷者の救出・救助活動にあたる。 

日赤長野県支部は、救護所の開設、患者の輸送、負傷者への医療処置等を行う。 
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第９ 避難収容活動 

１ 乗客等の避難・安全確保 

バス等の事故が発生し、乗客等の生命に危険が及ぶ場合、消防部消防署班は、警察署（乗客等の避難

誘導の協力、現場一帯の立入禁止等の措置）と連携して避難誘導を行う。 

なお、避難誘導の際は、高齢者・障害者・子供等の要配慮者を優先して行う。 

 

２ 災害現場周辺の住民の避難 

総務部本部班は、危険物等が流出した場合、流出した危険物等の性質、量及び気象条件等を勘案し、

被害の拡大を防止するため、影響を受ける区域の住民に対し、立入禁止区域の設定、避難の勧告又は避

難の指示を行うとともに、安全な地域での避難所開設を指示する。避難誘導にあたって、消防部消防署

班は指定避難所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他に関する情報の提供に努め

る。また、教育部総務班は、所管する指定避難所に職員を派遣して避難所を開設する。 

警察署は、避難勧告及び避難誘導について協力するとともに、警戒区域の設定、避難誘導及び避難区

域の警戒を行う。 

 

第10 生活救援活動 

 第３章 第 14節～第16節に準ずる。 

 

第11 住宅対策活動 

 第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

第12 保健衛生、感染症予防活動 

 第３章 第 17節「保健衛生、感染症予防活動」に準ずる。 

 

第13 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第３章 第18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

また、県は市の遺体処理業務について広域応援の調整、及び関係団体への協力依頼を行う。 

 

第14 文教・保育活動 

第３章 第35節「文教・保育活動」に準ずる。 

 

第15 公共・公益施設等の応急復旧活動 

ライフライン施設、公共交通施設等、公共・公益施設が被災した場合の応急復旧活動については、第

３章 第22節～第27節、第30節～第32節に準ずる。 

 

第16 農林業災害応急活動 

第３章 第33節「農林業災害応急活動」に準ずる。 
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第17 警備・防犯活動 

第３章 第20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 

 

第18 要配慮者支援活動 

 第３章 第８節「要配慮者に対する応急活動」に準ずる。 

 



《第６章 大規模事故等対策》3 鉄道事故災害対策 

 

248 

第３節 鉄道事故災害対策 

 

第１ 関係機関の役割 

各鉄道会社、市、県及び関係機関は、役割分担を明確にし、相互の連携体制を確立する。 

〈鉄道事故災害対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【各鉄道会社】 

乗客の安全及び所管施設の保全・復旧に

ついて、一次的な責任を負う。 

○関係機関への出動要請 

○乗客の避難誘導 

○応急措置 

○代替輸送確保 

○施設の回復 

【警察署】 

現場における指揮体制を確立し、乗客・

住民の生命、身体及び財産を保護する。 

○負傷者の救出・救護活動 

○行方不明者の捜索 

○死傷者の身元確認 

○警戒区域の設定 

○現場広報・報道対策 

【市】 

消防機関による消火、救助・救急活動を

行い、医療機関による医療救護活動の受入

れ体制を整える。 

乗客・住民の安全を確保するとともに、

各種事故対策活動に協力する。 

【消防局各課】 

○消火活動 

○負傷者の救助・救急活動 

○負傷者搬送 

【保健所健康課】 

○救護所設置 

【総務部危機管理防災課ほか】 

○災害対策本部の設置 

○避難勧告・指示 

○行方不明者の捜索への協力 

○災害広報 

【医療機関】 

 医療救護活動を行う。 

○医療救護活動 

【県】 

関係機関間の調整を行う。 

○市町村・関係機関との調整 

○自衛隊派遣要請 

 

第２ 予防計画 

各鉄道会社、市、県及び関係機関は、それぞれの役割に応じ、事故発生を未然に防ぐため、平常時か

ら次の予防対策を実施する。 

〈鉄道事故災害に対する予防対策〉 

実施機関 主な対策 

各鉄道会社 

○安全運行の確保 

○交通環境の整備 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○救助・救急、初期消火、旅客避難、応援、代替輸送等、災害時マニュアル

の作成 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○防災訓練の実施 

○調査・広報活動 
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実施機関 主な対策 

市 

○交通環境の整備 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 

県 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 

 

１ 安全走行の確保 

(1) 鉄道車両の安全性の確保 

各鉄道会社は、鉄道車両の安全性をより一層向上させるため、施設・設備の検査体制の充実に努め

る。 

(2) 施設・設備の整備 

各鉄道会社は、事故を防止するとともに、事故発生の際に迅速かつ円滑に対応できるよう、次の対

策を講じる。 

〈鉄道施設・設備の整備〉 

○線路・路盤等の施設の適切な保守 

○線路防護施設の整備の推進 

○列車集中制御装置（ＣＴＣ）の整備、自動列車停止装置（ＡＴＳ）の高機能化等、運転保安

設備の整備・充実 

○諸施設の新設及び改良 

○列車防護用具、災害用資材及び非常用器材等の整備 

○救援車・作業車等の整備 

○建築限界の確認 

○保安設備の点検・整備 

○非常通信手段の整備 

 

２ 交通環境の整備 

(1) 踏切道の保守・改良 

建設部道路課・維持課、県等の道路管理者は、各鉄道会社等と協力して、踏切道の改良のため、次

の対策の実施に努める。 

〈踏切道の保守・改良対策〉 

○踏切道の立体交差化         ○踏切道の構造の改良 

○踏切保安設備の整備 

(2) 鉄道施設周辺の安全確保 

県及び建設部河川課、農林部農業土木課・森林整備課は、土砂災害に対する鉄道施設の安全を確保

するため、鉄道施設周辺における危険箇所の把握、防災工事の実施等の対策を講じる。 

(3) 被害の拡大を防止するための事前措置 

各鉄道会社は、協力会社、関係機関等も含め、確保しうる応急用資機材の配置状況及び数量等を把

握するとともに、事故発生時においてこれらを緊急に使用できるよう、その方法等を定めるよう努め

る。また、事故等の発生により、走行する列車の運行に支障が生ずるおそれがあるときは、鉄道施設

及びその周辺の監視強化を行い、輸送の安全確保に努める。 

 

３ 情報収集・連絡・通報体制の整備 

各鉄道会社、総務部危機管理防災課、県及び関係機関は、事故発生時の情報連絡体制についてあら

かじめ協議し、担当窓口の確認・伝達系統図の作成・事故発生時の情報収集要員の相互派遣等につい

て検討し、平常時から連携の強化に努める。 
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４ 関係機関との応援・協力体制の整備 

各鉄道会社、総務部危機管理防災課、県及び関係機関は、事故発生時の応援・協力体制についてあら

かじめ協議し、負傷者の救助に関する応援要員・資材の提供等、必要な応援体制について検討し、事故

発生時の協力体制を整備する。 

 

５ 調査・広報活動 

(1) 事故防止のための知識の普及 

警察署及び各鉄道会社は、踏切道における自動車との衝突、置石等による列車脱線等の外部要因に

よる事故を防止するため、全国交通安全運動等の機会を捉えて、ポスターの掲示、チラシ類の配布に

よる広報・啓発活動等により、踏切道の安全通行や鉄道事故防止に関する知識を広く一般に普及する。 

(2) 再発防止のための調査研究 

各鉄道会社は、鉄道事故あるいはそれに類する事故事例を調査し、事故原因の分析を行い、その成

果を速やかに安全対策に反映させることにより、同種の事故の再発防止に努める。 

 

第３ 災害応急活動体制 

市、県は、大規模な鉄道事故が発生した場合、災害の状況に応じて、職員の非常招集、情報収集・連

絡体制の確立及び災害対策本部又は現地対策本部の体制をとる。 

また、鉄道会社及び関係機関は、事故対策本部を設置するとともに、状況に応じて現地に近接して拠

点又は現地対策本部を設置し、相互の連絡調整及び効果的な応急対策の実施に努める。 

 

１ 鉄道会社 

鉄道会社は、鉄道事故が発生した場合には、直ちにその所掌事務に係る事故災害応急対策を実施する

とともに、関係機関への通報、活動体制の確立（職員の非常招集、情報収集連絡体制、対策本部の設置）、

乗客の避難、人命救助、消火、被害拡大の防止措置（関係列車の非常停止の手配及び線路上電源の遮断）、

立入制限等、事故の状況に応じた応急措置をとる。 

警察官又は消防吏員の到着後は、必要な情報を提供し、その指示に従い適切な処置を実施する。 

 

２ 市 

市は、市内に鉄道事故が発生し、必要と判断した場合には、法令、市地域防災計画第３章各節の定め

に準じて、非常招集・配備、災害対策本部の設置等を行う。 

また、必要に応じて、県、他市町村、その他防災関係機関の協力を得て、事故災害応急対策を実施す

る。 

 

３ 県 

県は、法令又は県防災計画の定めるところにより、事故災害応急対策を速やかに実施する。必要に応

じ、他県・市町村及び自衛隊に応援を要請する。 

 

第４ 災害情報の収集・連絡活動 

総務部庶務班は、状況に応じて事故現場に情報収集要員を派遣し、情報収集を行う。総務部本部班・

庶務班は、市の活動状況及び事故災害現場周辺の被害状況について、県に報告する。 

警察署は、被害情報の収集を行う。 

市、県、警察署、鉄道会社及び関係機関は、相互に情報を交換し情報を共有する。 
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第５ 災害広報活動 

県、企画政策部広報広聴班及び鉄道会社は、相互に緊密な連絡をとりあいながら、第３章 第28節「災

害広報活動」に準じて、次のとおり情報を適切に提供する。 

〈鉄道事故災害における広報体制〉 

実施機関 広報の担当 

鉄道会社 鉄道事故の状況及び復旧見込み、安否情報 

警察署 現場広報及び報道対応 

企画政策部広報広聴班 事故災害現場周辺の被災状況、収容医療機関の状況、安心情報、警戒情報 

 

第６ 災害の警戒・防ぎょ活動 

１ 消火活動 

大規模な鉄道事故災害においては、多数の死傷者が発生することが予想されるほか、市街地での脱線・

転覆等の場合には火災が広範囲に及ぶことに留意して、消防部消防署班は、人命救助第一に消火及び救

助活動を実施する。また、鉄道会社は初期消火活動を行うとともに、可能な限り消防機関等の行う消火

活動に協力する。 

 

２ 危険物等積載貨車の応急措置・通報 

危険物等を積載した貨車が、事故により爆発、炎上、又は危険物等が漏えいした場合、若しくはその

危険性がある場合、乗務員又は駅員は、直ちに消防部通信指令班に通報し、安全な場所での停車、事故

車両の安全な場所への隔離等の措置をとる。また、事故に係る積載貨物の「化成品分類番号」の情報を

消防部予防班に提供するとともに、必要に応じて荷主に当該危険物等に関する詳細な情報を照会する。 

消防部予防班及び鉄道会社の現場責任者は、流出した危険物等の爆発又は有害物質の拡散等により周

辺に危険が及ぶおそれがある場合、直ちに周辺地区での火気の使用制限及び住民等の避難を市長（総務

部本部班）に要請する。 

消防部警防班は、積載危険物等の流出等に対して、必要により警戒区域を設定するとともに、火気の

使用制限等の措置をとる。また、通行止等の必要な措置を警察署、道路管理者等の関係機関に求める。 

流出した危険物等が河川、下水道等に流入した場合、またそのおそれがある場合は、河川管理者、下

水道管理者、保健所部食品生活衛生班及び環境部環境政策班等に連絡する。 

警察署は、警戒区域を設定し、その監視・警ら等を行う。 

 

３ 流出危険物等の拡散防止及び除去 

事故を起こした鉄道会社は、流出した危険物等の防除活動を行う。また、消防部予防班、消防署班、

警察署は、流出した危険物等の種類、性状及び毒性等の把握に努めるとともに、相互に連携して排除に

あたる。 

消防部予防班、消防署班は、流出した危険物等から発生する可燃性ガス及び有毒ガスの検知を行い、

火災等の未然防止に必要な措置をとる。 

県及び各河川管理者等は、流出した危険物等による飲料水汚染の可能性を調査し、汚染の可能性があ

る場合は、水道水取水地区担当機関（県、市上下水道部水道整備班・浄水班）に速やかに連絡する。水

道水取水地区担当機関は、取水制限等の措置をとる。 

危険物等が水域、地中及び大気中に流出した場合は、事故を起こした鉄道会社、県、消防部予防班、

消防署班、保健所部環境衛生試験所班、環境部環境政策班及び影響の予想される関係機関（河川管理者、

水道事業者、農業関係団体等）は連携して、流出した危険物等の種類・量を確認し、検水調査等の環境

モニタリングを実施する。汚染された（可能性がある）場合には、直ちに付近住民、利用者等に広報を

行う。 
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第７ 緊急輸送活動 

１ 緊急交通路の確保 

県警察本部は、現場周辺の交通規制及び緊急活動用道路の確保を行う。警察署は緊急通行車両の通行

を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を実施する。 

 

２ 代替交通手段の確保 

鉄道会社は、鉄道運行停止に伴う鉄道利用者の生活への支障を抑えるため、必要な代替交通手段を確保

する。企画政策部広報広聴班は、必要に応じてその広報活動を行う。 

〈代替交通手段〉 

○他路線への振替輸送           ○バス代行輸送 

○被災していない他の鉄道会社の協力による代替輸送 

 

第８ 救助・救急・医療活動 

１ 救助・救急 

消防部消防署班、消防団は二次災害に十分注意し、救命措置を必要とする者を最優先とし、また乳幼

児、高齢者及び重傷者を優先して救助・救急活動を実施する。また、現場救護所において応急救護及び

トリアージされた負傷者について、搬送先を確保し、医療機関への搬送を行う。 

警察署は、人身被害が発生した場合、消防機関等と協力して救出・救助活動にあたる。 

 

２ 医療救護 

保健所部健康班は、迅速で的確な医療救護措置が講じられるよう現場救護所を設置するとともに、保

健所部総務班は、医師会又は歯科医師会に対して現場救護所への医療救護班の出動を要請する。 

医療救護班は、現場救護所において応急救護及びトリアージを行う。 

県は、市、その他の関係機関と緊密に連携協力して医療救護活動を実施する。 

また、県医師会、県歯科医師会、公立医療機関、日赤長野県支部等に対して出動及び必要な資機材の

調達等の協力要請を行う。 

日赤長野県支部は、市と連携して、救護所の開設、患者の搬送、負傷者への医療措置等を行う。 

 

第９ 避難収容活動 

１ 乗客等の避難・安全確保 

鉄道事故が発生し、乗客等の生命に危険が及ぶ場合、消防部消防署班は、鉄道会社（列車内又は駅構

内等の乗客の避難誘導）、警察署（列車内又は駅構内等の乗客等の避難誘導の協力、現場一帯の立入禁止

等の措置）と連携して避難誘導を行う。 

なお、避難誘導の際は、高齢者・障害者・子供等の要配慮者を優先して行う。 

 

２ 災害現場周辺の住民の避難 

総務部本部班は、危険物等が流出した場合、流出した危険物等の性質、量及び気象条件等を勘案し、

被害の拡大を防止するため、影響を受ける区域の住民に対し、立入禁止区域の設定、避難の勧告又は避

難の指示を行うとともに、安全な地域での避難所開設を指示する。避難誘導にあたって、消防部消防署

班は指定避難所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他に関する情報の提供に努め

る。また、教育部総務班は、所管する指定避難所に職員を派遣して避難所を開設する。 

警察署は、避難勧告及び避難誘導について協力するとともに、警戒区域の設定、避難誘導及び避難区

域の警戒を行う。 
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第10 生活救援活動 

 第３章 第 14節～第16節に準ずる。 

 

第11 住宅対策活動 

 第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

第12 保健衛生、感染症予防活動 

 第３章 第 17節「保健衛生、感染症予防活動」に準ずる。 

 

第13 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第３章 第18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

また、県は市の遺体処理業務について広域応援の調整、及び関係団体への協力依頼を行う。 

 

第14 文教・保育活動 

第３章 第35節「文教・保育活動」に準ずる。 

 

第15 公共・公益施設等の応急復旧活動 

１ 道路区域内の復旧活動 

道路管理者は、道路との交差部における鉄道施設の早期復旧のため、鉄道会社の協力を得るとともに、

必要な情報を提供し、調整を図る。 

〈道路管理者と鉄道会社との調整事項〉 

○鉄道会社の協力による状況（特に道路との交差部）の早期把握 

○早期復旧のための工事に係る許可手続の迅速化 

○鉄道会社等への復旧工事に関する他の占有物件の情報提供によるライフラインの損傷防

止 

○同一現場で複数の復旧工事がある場合における工事現場輻輳防止のための調整 

 

２ 施設・車両の復旧 

鉄道会社は、各社の防災業務計画により、施設及び車両の迅速かつ円滑な復旧に努める。 

また、道路区域内で復旧活動等を行う場合は、道路管理者と協議の上、速やかに復旧計画を立て、

実施する。 

 

第16 農林業災害応急活動 

第３章 第33節「農林業災害応急活動」に準ずる。 

 

第17 警備・防犯活動 

第３章 第20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 
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第18 要配慮者支援活動 

 第３章 第８節「要配慮者に対する応急活動」に準ずる。 

 

 



《第６章 大規模事故等対策》4 危険物等事故災害対策 

255 

第４節 危険物等事故災害対策 

 

第１ 関係機関の役割 

各危険物等取扱事業者、市、県及び関係機関は、役割分担等を明確にし、相互の連携体制を確立する。 

〈危険物等事故災害対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【各危険物等取扱事業者】 

危険物関連法令に基づき、危険物及び

危険物施設等に係わる安全管理に必要な

措置をとる。 

○関係機関への報告・被害情報収集 

○関係機関への出動要請 

○危険物等に関する情報提供 

○所管施設の緊急措置・復旧 

【警察署】 

現場における指揮体制を確立し、住民

の生命、身体及び財産を保護する。 

○負傷者の救出・救護活動 

○行方不明者の捜索 

○死傷者の身元確認 

○交通規制 

【市】 

消防機関による消火、救助・救急活動

を行い、医療機関による医療救護活動の

受入れ体制を整える。 

地域住民の安全を確保するとともに、

各種事故対策活動に協力する。 

【消防局各課】 

○警戒区域の設定 

○消火活動 

○負傷者の救助・救急活動 

○負傷者搬送 

○現場広報 

【保健所健康課】 

○救護所設置 

【総務部危機管理防災課ほか】 

○災害対策本部の設置 

○避難勧告・指示 

○行方不明者の捜索への協力 

○災害広報 

【医療機関】 

 医療救護活動を行う。 

○医療救護活動 

【県】 

関係機関間の調整を行う。 

○市町村・関係機関との調整 

○自衛隊派遣要請 

 

第２ 予防計画 

各危険物等取扱事業者、市、県及び関係機関は、それぞれの役割に応じ、事故発生を未然に防ぐため、

平常時から次の予防対策を実施する。 

〈危険物等事故災害に対する予防対策〉 

実施機関 主な対策 

各危険物等取

扱事業者 

○施設の安全対策の向上 

○保安管理技術の向上 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○救助・救急、初期消火、避難誘導、応援要請等、災害時マニュアルの作成 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○防災訓練の実施 

○調査・広報活動 
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実施機関 主な対策 

市 

○危険物等施設の把握・立入検査・指導 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 

県 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○調査・広報活動 

 

１ 施設の安全対策の向上 

各危険物等取扱事業者は、消防法、建築基準法等の関係法令に基づく構造・設備等の安全対策の向上

に努める。 

〈安全対策の根拠法令等〉 

危険物等 法令 

危険物 消防法、危険物の規制に関する政令・規則・条例 

火薬類 火薬類取締法 

高圧ガス・液化石油ガス 

高圧ガス保安法 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 

毒物・劇物 毒物及び劇物取締法 

放射性物質使用施設 

(原子力を除く) 

文部科学省指針 

 

２ 保安管理技術の向上 

各危険物等取扱事業者は、災害が発生した場合の対応についての特殊性を考慮し、専門知識を有する

事業所員で構成された自衛消防組織の質的な充実を図る。 

また、防災活動について、管理運営面の改善、必要な資機材の整備及び訓練を通じた防災技能の習熟・

向上が図られる体制の強化に努める。 

 

３ 危険物等施設の把握・立入検査・指導 

消防局予防課・消防署は、危険物等事故災害の発生及び被害の拡大を未然に防止するため、危険物施

設に対し、次の事項について立入検査又は指導を行う。 

〈危険物等施設への検査・指導〉 

○危険物等施設の位置、構造及び設備等の維持管理に関する検査 

○危険物等の運搬及び積載方法についての検査 

○危険物等の貯蔵、取扱方法等安全管理についての指導 

○危険物等施設の管理者及び保安監督者に対する保安監督についての指導 

○地震動による施設等の影響に対する安全措置の指導 

○地震動による棚及び器材の転倒・落下の防止に対する指導 

○その他法律に基づく検査、指導等の徹底 

 

４ 調査・広報活動 

(1) 防災教育の実施 

消防局予防課・消防署は、危険物等の施設における保安管理の徹底を図るため、危険物等の取扱関

係者に対してあらゆる機会を捉え、次の事項について防災教育を実施する。 
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〈危険物等関係者への防災教育〉 

○危険物等の性質・特徴等 

○危険物等の貯蔵又は取扱施設の保安に関すること 

○異常状態の発見方法及び事故災害発生時における応急措置 

○関係法令等 

○その他災害防止上必要な事項 

(2) 防災訓練 

危険物等の施設においては、危険物等の性状、地域の実態、特殊性を十分考慮し、事故災害防止活動

体制の確立を目的とした防災訓練を実施するとともに、防災関係機関等と合同で訓練を実施し、相互の

連携強化に努める。 

 

第３ 災害応急活動体制 

市、県は、大規模な危険物等事故が発生した場合、災害の状況に応じて、職員の非常招集、情報収集・

連絡体制の確立及び災害対策本部又は現地対策本部の体制をとる。 

また、危険物等取扱事業者は、事故対策本部を設置するとともに、状況に応じて現地に近接して拠点

又は現地対策本部を設置し、相互の連絡調整及び効果的な応急対策の実施に努める。 

 

１ 危険物等取扱事業者 

危険物等取扱事業者は、危険物等事故が発生した場合には、直ちにその所掌事務に係る事故災害応急

対策を実施するとともに、関係機関への通報、人命救助、消火、被害拡大の防止措置、立入制限等、事

故の状況に応じた応急措置をとる。 

警察官又は消防吏員の到着後は、必要な情報を提供し、その指示に従い適切な処置を実施する。 

 

２ 市 

市は、市内に危険物等事故が発生し、必要と判断した場合には、法令、市地域防災計画第３章各節の

定めに準じて、非常招集・配備、災害対策本部の設置等を行う。 

また、必要に応じて、県、他市町村、その他防災関係機関の協力を得て、事故災害応急対策を実施す

る。 

なお、放射性物質に係る災害等については、応急対策を含め、別途長野県策定の「放射性物質事故災

害等対策指針」（平成14年 4月 23日付け、長野県知事通知）に沿って対応する。 

 

３ 県 

県は、法令又は県防災計画の定めるところにより、事故災害応急対策を速やかに実施する。必要に応

じ、他県・市町村及び自衛隊に応援を要請する。 

 

第４ 災害情報の収集・連絡活動 

総務部庶務班は、状況に応じて事故現場に情報収集要員を派遣し、情報収集を行う。総務部本部班・

庶務班は、市の活動状況及び事故災害現場周辺の被害状況について、県に報告する。 

警察署は、被害情報の収集を行う。 

市、県、警察署、危険物等取扱事業者及び関係機関は、相互に情報を交換し情報を共有する。 

また、危険物等の事故により、周辺地域住民に影響を与えるもの又は与えるおそれがあるもの、その

他大規模な場合など、「火災・災害等即報要領」に示される直接即報基準に該当する場合には、要領に従

い覚知後30分以内に消防庁へ直接通報を行う。 
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第５ 災害広報活動 

第３章 第28節「災害広報活動」に準ずる。 

 

第６ 災害の警戒・防ぎょ活動 

１ 警戒区域の設定 

危険物等取扱事業者は、危険物等の漏えい、爆発又は有害物質の拡散等により、周辺に危険が及ぶお

それがある場合、直ちに消防部通信指令班及び関係機関へ通報する。 

消防部長又は消防部消防署班長は、危険物等の流出等に対して、状況に応じて火災警戒区域を設定す

る。災害対策本部が設置された場合、総務部本部班は状況に応じて警戒区域を設定する。 

 

２ 災害の拡大防止措置 

(1) 危険物関係 

機関 措置のあらまし 

県 

○緊急時における指示及び応援要請 

危険物施設において火災が発生した場合は、必要に応じて指示及び他県・市町村

及び自衛隊に応援要請を行う。 

○避難誘導措置等（警察） 

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険

区域への人、車両の立入を禁止する。また、移動可能な危険物等を他の施設に移

動するよう、危険物施設の管理者等に要請する。 

市 

○警戒区域の設定 

市長は、住民の生命又は身体に対する危険を防止する必要があると認めたとき

は、警戒区域を設定し、防災関係者以外の立入の制限・禁止、並びに区域内から

の退去を命ずる。 

○危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

市長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、市域における

危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。 

○災害発生時等における連絡 

危険物施設において災害が発生した場合における連絡体制を確立する。 

○危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱

者等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう下記「危険物施

設の管理者等」に掲げる項目について指導する。 

危険物施

設の管理

者 等 

○危険物施設の緊急時の使用停止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業を停止又は制限する。 

○危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施する

とともに、施設周辺の状況把握にも努める。 

○危険物施設における災害拡大防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等

適切な措置をとり、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異

常反応、浸水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防

油堤の補強等災害発生に備えた措置も併せて講じる。 

○危険物施設における災害発生時の応急措置、関係機関への通報 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じ

た初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措

置を迅速かつ的確に行う。また、危険物の流出等の事態を発見した場合は、速や

かに市（消防部通信指令班）、警察署等関係機関に通報する。 

 



《第６章 大規模事故等対策》4 危険物等事故災害対策 

259 

機関 措置のあらまし 

○相互応援体制の整備 

必要に応じて、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物

取扱事業者に応援を要請する。 

○従業員及び周辺地域住民に対する措置 

市（消防部）、警察署等関係機関と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域

住民の安全確保のための措置をとる。 

 

(2) 火薬関係 

機関 措置のあらまし 

県 

○知事は、災害拡大防止のため緊急の必要性があると認められるときは、火薬類取

扱施設の管理者等に対し、火薬類取扱施設の一時停止を命ずる。 

○関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに危険区

域への人、車両の立入を禁止する。また、移動可能な火薬類の他施設への移動及

び盗難防止措置について、火薬類施設の管理者等に対して要請する。 

市 

○市長は、住民の生命又は身体に対する危険を防止する必要があると認めたとき

は、警戒区域を設定し、防災関係者以外の立入を制限又は禁止、並びに区域内か

らの退去を命ずる。 

火 薬 類 

取扱施設

の管理者 

○保管又は貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕がある場合には、速やかに安全

な場所に移し、見張りを付け、関係者以外近づけないよう措置する。搬出が危険

な場合又は搬出の余裕がない場合には、火薬類を付近の水槽等に沈める。 

○搬出に余裕がない場合には、火薬庫にあっては、入口、窓を目塗上等で完全に密

閉し、木部は防火措置をとる。また、関係機関の協力を得て、爆発により被害を

受けるおそれのある地域はすべて立入禁止の措置をとり、危険区域内の住民を避

難させる。 

 

(3) 高圧ガス・液化石油ガス関係 

機関 措置のあらまし 

県 

○関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置をとるとともに、危険区域

への人、車両の立入を禁止する。また、移動可能な容器等を他の施設に移動する

よう、関係者等に要請する。 

市 

○市長は、住民の生命又は身体に対する危険を防止する必要があると認めたとき

は、警戒区域を設定し、防災関係者以外の立入を制限又は禁止、並びに区域内か

らの退去を命ずる。 

高圧ガス 

製 造 

事業者等 

○施設の保安責任者は、災害が発生した場合は、高圧ガス保安法に基づく応急措置

をとるとともに、警察署及び市（消防部通信指令班）に通報する。 

○高圧ガスの漏えい、あるいは爆発等のおそれのある施設配管の弁類等の緊急停

止、施設の応急点検、出火防止の措置をとる。 

○製造作業の中止、設備内のガスの安全な場所への移動又は放出を行い、必要な作

業員のほかは退避させる。 

○貯蔵所又は充填容器が危険な状態になったときには、直ちに充填容器を安全な場

所に移す。 

○漏えいガスが、静電気、摩擦等により発火し、火災が発生した場合には、状況を

的確に把握し、初期消火に努める。 

○状況に応じて、従業員、周辺住民に対して火気の取扱いを禁止するとともに、ガ

スの種類に応じた避難誘導を行い、特に毒性ガスについては風向きを考慮し人命

の安全を図る。 

○状況に応じて、長野県高圧ガス地域防災協議会が指定した防災事業所に応援要請

する。 
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(4) 毒物・劇物関係 

機関 措置のあらまし 

県 

○飛散、漏えい、流出、又は地下浸透した毒物・劇物の種類・量を調査し、確認す

る。 

○警察署、市（消防部）と連携して、毒物・劇物による汚染区域の拡大防止に必要

な措置、危険区域の設定、立入禁止の措置及び中毒防止方法について広報を行う。 

○飲料水汚染のおそれがある場合、市に連絡する。 

○中和剤、吸収剤の速やかな供給を図る。 

○応急対策に必要な情報の提供を行う。 

○災害発生時に速やかに緊急点検活動が実施できるよう、毒物劇物営業者及び業務

上取扱者に対して指導を実施する。 

○応急点検等の結果、二次災害の危険がある場合には、応急対策について指導の徹

底を図る。 

○毒物劇物取扱施設において災害が発生した場合は、必要に応じて指示及び応援要

請を行う。 

○危険区域への人、車両の立入を禁止する。 

市 

○市長は、住民の生命又は身体に対する危険を防止する必要があると認めたとき

は、警戒区域を設定し、防災関係者以外の立入の制限・禁止、又は区域内からの

退去を命ずる。 

○飲料水汚染がある場合 

 上下水道部浄水班は、取水箇所で異常がある（可能性がある）場合には、直ちに

取水を停止し、保健所部食品生活衛生班、消防部消防署班と情報を共有する。水

質検査により安全が確認された場合には、取水を再開する。 

○消防部は、中和剤、吸収剤等の使用による毒物劇物の危害除去を行う。 

毒物劇物

営業者及

び業務上

取 扱 者 

○貯蔵設備等の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施する

とともに、貯蔵設備等周辺の状況把握に努める。 

○毒物劇物貯蔵設備等に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、毒物劇

物の除去等適切な措置をとり、混合による有毒ガスの発生等の防止、タンク破損

等による流出、異常反応、浸水等による広域拡散等を防止する。 

○応急措置及び関係機関への通報 

 毒物劇物の流出等が発生したときは、中和剤、吸収剤等による除去活動及び流出

拡大防止措置を実施するとともに、警察署又は市（総務部本部班、保健所部食品

生活衛生班、環境部環境政策班、消防部通信指令班）へ連絡する。 

○従業員及び周辺地域住民に対する措置 

 警察署、市（企画政策部広報広聴班、保健所部食品生活衛生班、環境部環境政策

班、消防部通信指令班）と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域住民の安

全確保のための措置をとる。 

 

(5) 放射性物質使用施設関係 

機関 措置のあらまし 

県 

○関係機関と連携し、危険区域住民の避難、誘導措置をとるとともに、立入禁止区

域を設定し、人、車両の立入を禁止する。（警察） 

市 

○放射性物質使用施設において火災が発生し、又は延焼するおそれのある場合、消

防部は、関係機関、放射性同位元素使用者等と連携し、消火又は延焼防止活動を

行うものとする。その際、放射線測定器、放射線保護服等を装備し、放射線障害

に備える。 

放 射 性 

同位元素 

使用者等 

○放射性物質使用施設に火災が起こり、又は施設に延焼するおそれのある場合は、

消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに消防機関等に通報する。 

○放射線障害の危険のある地域（放射線量１ミリシーベルト毎時を超えるおそれが

ある区域）内にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告する。 

○放射線障害を受けた者又は受けるおそれのある者がいる場合は、速やかに救出

し、避難をさせる等緊急の措置をとる。 



《第６章 大規模事故等対策》4 危険物等事故災害対策 

261 

機関 措置のあらまし 

○放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかにその拡散の防止及び除去

を行う。 

○放射性同位元素を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全

な場所に移し、その周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人を付け、

関係者以外の者の立入を禁止する。 

○事故発生時、危険区域内にいた者に対して、医師による診察等必要な措置をとる。 

 

(6) 放射性物質の不法廃棄事案関係 

機関 措置のあらまし 

県 

○関係機関と連携し状況の把握に努め、国と連絡調整を図り、専門的知識を有する

職員の派遣、必要な人員及び資機材の提供を要請する。 

○放射性物質の処理及び除染作業を行う。 

市 

○不法廃棄の通報を受けた場合、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制の

確立等必要な体制をとる。県及び関係機関と緊密な連携を図りつつ、状況の把握

に努める。 

○放射性物質の処理及び除染作業を行う。 

警 察 

○不法廃棄の状況把握に努めるとともに、状況に応じて、警察職員の安全確保を図

りながら、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措置をとる。 

消防機関 

○通報があった旨を県及び市に報告する。 

○不法廃棄の状況の把握に努め、状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、

火災の消火、救助・救急等必要な措置をとる。 

 

３ 消火活動 

消防部消防署班は、火災が発生した場合、速やかに火災の状況を把握するとともに、二次災害に注意

を払いつつ、管理者と連携し的確かつ迅速に消火活動を行う。 

消防部長は、必要に応じて「長野県消防相互応援協定」に基づき、他の市等に消火活動の応援要請を

行う。また、他県の応援を必要とする場合は、緊急消防援助隊の出動、若しくは「大規模特殊災害時に

おける広域航空消防応援実施要綱」、「消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定」

に基づくヘリコプターの応援を、県知事に要請する。 

 

４ 流出危険物等の拡散防止及び除去 

事故発生者は、流出した危険物等の防除活動を行う。また、消防部予防班、消防署班、警察署は、流

出した危険物等の種類、性状及び毒性等の把握に努めるとともに、相互に連携して排除にあたる。 

消防部予防班、消防署班は、流出した危険物等から発生する可燃性ガス及び有毒ガスの検知を行い、

火災等の未然防止に必要な措置をとる。 

県及び各河川管理者等は、流出した危険物等による飲料水汚染の可能性を調査し、汚染の可能性があ

る場合は、水道水取水地区担当機関（県、市上下水道部水道整備班・浄水班）に速やかに連絡する。水

道水取水地区担当機関は、取水制限等の措置をとる。 

危険物等が水域、地中及び大気中に流出した場合は、事故発生者、県、消防部予防班、消防署班、保

健所部環境衛生試験所班、環境部環境政策班及び影響の予想される関係機関（河川管理者、水道事業者、

農業関係団体等）は連携して、流出した危険物等の種類・量を確認し、検水調査等の環境モニタリング

を実施する。汚染された（可能性がある）場合には、直ちに付近住民、利用者等に広報を行う。 

 

第７ 緊急輸送活動 

 県警察本部は、現場周辺の交通規制及び緊急活動用道路の確保を行う。警察署は緊急通行車両の通行

を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を実施する。 
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第８ 救助・救急・医療活動 

１ 救助・救急 

消防部消防署班、消防団は二次災害に十分注意し、救命措置を必要とする者を最優先とし、乳幼児、

老人及び重傷者を優先して救助・救急活動を実施する。 

また、現場救護所において応急救護及びトリアージされた負傷者について、搬送先を確保し、医療機

関への搬送を行う。 

警察署は、人身被害が発生した場合、消防機関等と協力して救出・救助活動にあたる。 

 

２ 医療救護 

保健所部健康班は、迅速で的確な医療救護措置が講じられるよう現場救護所を設置するとともに、保

健所部総務班は、医師会又は歯科医師会に対して現場救護所への医療救護班の出動を要請する。 

医療救護班は、現場救護所において応急救護及びトリアージを行う。 

県は、市、その他の関係機関と緊密に連携協力して医療救護活動を実施する。 

また、県医師会、県歯科医師会、公立医療機関、日赤長野県支部等に対して出動及び必要な資機材の

調達等の協力要請を行う。 

日赤長野県支部は、市と連携して、救護所の開設、患者の搬送、負傷者への医療措置等を行う。 

 

第９ 避難収容活動 

総務部本部班は、危険物等が流出した場合、流出した危険物等の性質、量及び気象条件等を勘案し、

被害の拡大を防止するため、影響を受ける区域の住民に対し、立入禁止区域の設定、避難の勧告又は避

難の指示を行うとともに、安全な地域での避難所開設を指示する。避難誘導にあたって、消防部消防署

班は指定避難所、避難路及び災害危険箇所等の所在並びに災害の概要その他に関する情報の提供に努め

る。また、教育部総務班は、所管する指定避難所に職員を派遣して避難所を開設する。 

警察署は、避難勧告及び避難誘導について協力するとともに、警戒区域の設定、避難誘導及び避難区

域の警戒を行う。 

 

第10 生活救援活動 

 第３章 第 14節～第16節に準ずる。 

 

第11 住宅対策活動 

 第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

第12 保健衛生、感染症予防活動 

 第３章 第 17節「保健衛生、感染症予防活動」に準ずる。 

 

第13 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第３章 第18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

また、県は市の遺体処理業務について広域応援の調整、及び関係団体への協力依頼を行う。 
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第14 文教・保育活動 

第３章 第35節「文教・保育活動」に準ずる。 

 

第15 公共・公益施設等の応急復旧活動 

ライフライン施設、公共交通施設等、公共・公益施設が被災した場合の応急復旧活動については、第

３章 第22節～第27節、第30節～第32節に準ずる。 

 

第16 農林業災害応急活動 

第３章 第33節「農林業災害応急活動」に準ずる。 

 

第17 警備・防犯活動 

第３章 第20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 

 

第18 要配慮者支援活動 

 第３章 第８節「要配慮者に対する応急活動」に準ずる。 
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第５節 大規模火災対策 

 

第１ 関係機関の役割 

各施設管理者、市、県及び関係機関は、役割分担等を明確にし、相互の連携体制を確立する。 

〈大規模火災対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【各施設管理者】 

建物の管理・保全に関し、一次的な責任

を負う。 

○消防法に基づく防火管理体制の強化 

○関係機関への出動要請 

○応急措置 

【市】 

消防機関による消火、救助・救急活動を

行い、医療機関による医療救護活動の受入

れ体制を整える。 

【消防局各課】 

○消火活動 

○負傷者の救助・救急活動 

○負傷者搬送 

○現場広報 

【保健所健康課】 

○救護所設置 

【総務部危機管理防災課ほか】 

○災害対策本部の設置 

○警戒区域の設定 

○避難勧告・指示 

○行方不明者の捜索への協力 

○災害広報 

【医療機関】 

医療救護活動を行う。 

○医療救護活動 

【県】 

関係機関間の調整を行う。 

○市町村・関係機関との調整 

○自衛隊派遣要請 

 

第２ 予防計画 

第２章 第５節の第１「消防計画」、第18節「防災都市計画」等に準じて、次の対策を重点的に実施す

る。 

〈大規模火災に対する予防計画〉 

災害防止対策 ○都市の不燃化促進      ○延焼遮断帯等の確保・整備 

○防火対象物等の行政指導   ○危険物等の災害の防止 

○初期消火資機材等の普及   ○常備消防力の強化 

応急対策実施のた

めの体制強化 

○文教対策          ○危険区域の状況把握 

○住民への広報活動      ○道路の交通確保 

○鉄道の交通確保 
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第３ 災害応急活動体制 

市、県は、大規模火災が発生した場合は、災害の状況に応じて、職員の非常招集、情報収集・連絡体

制の確立及び災害対策本部又は現地対策本部の体制をとる。 

また、関係機関は、災害対策本部を設置するとともに、状況に応じて現地に近接して拠点又は現地対

策本部を設置し、相互の連絡調整及び効果的な応急対策の実施に努める。 

 

１ 施設管理者 

施設管理者は、大規模火災が発生した場合には、直ちに関係機関への通報、施設利用者の避難、人命

救助、初期消火、被害拡大の防止措置等、状況に応じた応急措置をとるものとする。警察官又は消防吏

員の到着後は、必要な情報を提供し、その指示に従い適切な処置を実施する。 

 

２ 市 

市は、市内に大規模火災が発生し、必要と判断した場合には、法令、市地域防災計画第３章各節の定

めに準じて、非常招集・配備、災害対策本部の設置等を行う。 

また、必要に応じて、県、他市町村、その他防災関係機関の協力を得て、大規模火災応急対策を実施

する。 

なお、強風時の配備態勢は次のとおりとする。 

態勢 発令基準 配備態勢（配備内容） 

注意 

危機管理防災監は、以下の場合におい

て、大規模火災発生の危険性に応じて、警

戒準備に必要な職員を招集する。 

１ 気象台が、気象の状況が火災の予防上

危険であると認め、県知事を通じて市に

火災気象通報を行った場合で、市内各所

で現に火災が多発しているとき 

２ 火災気象通報があった場合で、市長が

気象の状況が火災予防上危険であると

認め、火災警報を発令したとき 

１ 強風情報を把握できる体制 

２ 強風の被害情報の収集活動ができる体制 

３ 強風の初期災害対策活動ができる体制 

 

登庁範囲 

 危機管理防災課担当職員 

 第１配備職員のうち、施設管理等に必要な職員 

〈火災気象通報〉 

区分 発表基準 

火災気象通報 

気象の状況が次のいずれか一つの条件を満たしたとき 

○実効湿度が55% 以下で最小湿度が20%以下になる見込みのとき 

○実効湿度が60% 以下、最小湿度が40%以下で、最大風速が７メー

トルをこえる見込みのとき 

○平均風速 10 メートル以上の風が１時間以上連続して吹く見込み

のとき（降雨、降雪のときには通報しないことがある） 

〈火災警報〉 

区分 発表基準 

火災警報 火災気象通報の発表基準に準ずる。 

 

３ 県 

県は、法令又は県防災計画の定めるところにより、大規模火災応急対策を速やかに実施する。必要に

応じ、他県・市町村及び自衛隊に応援を要請する。 
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第４ 災害情報の収集・連絡活動 

第３章 第１節「災害情報の収集・連絡活動」に準ずる。 

 

第５ 災害広報活動 

第３章 第28節「災害広報活動」に準ずる。 

 

第６ 災害の警戒・防ぎょ活動 

第３章 第７節「消防・水防活動」に準ずる。 

 

第７ 緊急輸送活動 

第３章 第９節「緊急輸送活動」に準ずる。 

 

第８ 救助・救急・医療活動 

第３章 第６節「救助・救急・医療活動」に準ずる。 

 

第９ 避難収容活動 

第３章 第11節「避難収容及び情報提供活動」に準ずる。 

 

第10 生活救援活動 

 第３章 第 14節～第16節に準ずる。 

 

第11 住宅対策活動 

 第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

第12 保健衛生、感染症予防活動 

 第３章 第 17節「保健衛生、感染症予防活動」に準ずる。 

 

第13 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第３章 第18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

また、県は市の遺体処理業務について広域応援の調整、及び関係団体への協力依頼を行う。 

 

第14 文教・保育活動 

第３章 第35節「文教・保育活動」に準ずる。 
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第15 公共・公益施設等の応急復旧活動 

ライフライン施設、公共交通施設等、公共・公益施設が被災した場合の応急復旧活動については、第

３章 第22節～第27節、第30節～第32節に準ずる。 

 

第16 農林業災害応急活動 

第３章 第33節「農林業災害応急活動」に準ずる。 

 

第17 警備・防犯活動 

第３章 第20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 

 

第18 要配慮者支援活動 

 第３章 第８節「要配慮者に対する応急活動」に準ずる。 
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第６節 林野火災対策 

 

第１ 関係機関の役割 

市、県及び関係機関は、役割分担等の明確化を図り、相互の連携体制を確立する。 

〈林野火災対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【市】 

消防機関による消火、救助・救急活動

を行い、医療機関による医療救護活動の

受入れ体制を整える。 

【消防局各課】 

○消火活動 

○消防警戒区域の設定 

○負傷者の救助・救急活動 

○負傷者搬送 

○現場広報 

【保健所健康課】 

○救護所設置 

【総務部危機管理防災課ほか】 

○災害対策本部の設置 

○警戒区域の設定 

○避難勧告・指示 

○行方不明者の捜索への協力 

○災害広報 

【医療機関】 

医療救護活動を行う。 

○医療救護活動 

【県】 

関係機関間の調整を行う。 

○市町村・関係機関との調整 

○自衛隊派遣要請 

 

第２ 予防計画 

 農林部森林整備課・農業政策課、商工観光部観光振興課、環境部環境政策課、消防局予防課、県及び

関係機関は、それぞれの役割に応じ、事故発生を未然に防ぐため平常時から次の予防対策を実施する。 

〈林野火災に対する予防対策〉 

実施機関 主な対策 

市 

○森林環境の整備 

○火気使用に関する指導・制限 

○消防体制等の整備 

○情報収集・連絡・通報体制の整備 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○広報活動 

県 

○関係機関との応援・協力体制の整備 

○広報活動 

 

１ 森林環境の整備 

農林部森林整備課は、林野火災の予防上必要な環境整備として、所管する林道の適正な維持管理に努

める。 
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２ 火気使用に関する指導・制限 

(1) 森林等への火入れの制限 

森林等への火入れは、森林法（昭和26年法律第249号）第21条の定めるところにより、市長の許

可がなければできない。 

(2) 大火危険気象等に対する警戒 

消防局予防課は、気象条件により林野火災が発生するおそれのある場合、地域防災無線・有線放送を

活用した広報を実施するとともに、車両による予防広報を実施し、地区住民及び入山者に火気取扱いに

関する注意を促す。 

(3) 火災に関する警報 

市長は、気象台から火災気象通報が発表されたとき、又は気象の状況が火災予防上危険であると自

ら認めるときは、火災に関する警報を発令して住民に周知し、火気使用の制限、消防局の警戒体制の

強化等必要な措置をとる。 

 

３ 消防体制等の整備 

消防局警防課、県及び林野関係機関は、林野火災に対する消防力の整備・充実を図る。 

(1) 消防体制の確立 

消防局警防課は、当該地域の地勢、植生及び気象条件等を考慮し、林野火災の消防体制の確立を図る。 

(2) 広域応援体制等の整備 

消防局警防課及び県は、県内外の消防機関との広域的な応援体制及び森林管理署等の林野関係行政機

関、警察署、自衛隊、その他の関係機関との協力体制を整備・充実し、林野火災発生時に効果的な消防

活動が実施できるよう平常時から情報交換等に努める。 

(3) 消防資機材の整備 

消防局警防課、県及び林野関係機関は、自動音声警報機等の予防資機材、水のう付き手動ポンプ等の

初期消火機材、空中消火機材・薬剤等の林野火災に対する消火活動に適した消火資機材の整備・充実を

図る。 

(4) 消防水利の確保 

消防局警防課は、林野火災発生時の消防水利の確保に努める。 

(5) 林野火災消防訓練 

消防局警防課、県、林野関係機関及びその他の防災関係機関は、林野火災発生時の相互の協力体制を

確立し、林野火災防ぎょ技術の向上を図るため、消防訓練を実施するよう努める。 

 

４ 広報活動 

(1) 防火思想の普及 

農林部森林整備課・農業政策課、商工観光部観光振興課、環境部環境政策課及び消防局予防課は、県、

森林管理署及びその他林野関係機関と協力し、林野火災予防の広報、講習会等を行うなど広域的な林野

火災防止運動を展開し、登山・観光・保養等の森林利用のマナ－向上と定着を図る。 

(2) 関係者に対する指導・啓発 

消防局予防課は、林野火災予防協議会の設置等により山火事防止対策のための連絡調整等を適宜行い、

林野火災防止対策及び発生時の対処について基本的事項を確認し、その周知徹底を図る。 
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第３ 災害応急活動体制 

山林等で火災を発見した者は、直ちに消防部通信指令班に通報する。また、火災の付近にいる者は、

火災が小規模又は延焼防止等に効果を期待できる場合は、消防隊の到着までの間、地域住民等と協力し

て、危険が及ばない範囲内で初期消火活動にあたる。 

 

１ 市 

市は、火災の状況に応じて、職員の非常招集、情報収集・連絡体制の確立及び災害対策本部等の設置

など必要な体制をとる。詳細は、第３章 第１節「災害情報の収集・連絡活動」に準じて行う。 

消防部通信指令班は、通報内容及び高所監視カメラでの視認状況等から、必要と判断される消防隊等

を出動させるとともに、関係機関に連絡し、所要の措置を要請する。また、消防部総務班・警防班は、

火災の規模が大きく消火活動が長時間に及ぶと予想される場合は、消防長又は消防署長を本部長とする

現地指揮本部を現場近くに開設し、消火活動等の指揮にあたるとともに、必要に応じ協定に基づく応援

要請を行う。 

 

２ 県 

県は、法令又は県地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策を速やかに実施する。必要に応

じ、消防防災ヘリコプターの緊急運航、消防車両の通行確保のための交通規制、及び自衛隊への応援要

請等の措置をとる。 

 

第４ 災害情報の収集・連絡活動 

県、消防部警防班、農林部森林整備班は、被災現地に職員を派遣する等被災状況を把握し、関係機関

に連絡する。総務部本部班・庶務班は、火災の発生状況、被害の状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から県に即報する。火災が隣接市町村に及ぶおそれ

がある場合には通報し、連携をとる。 

消防部消防署班は、火災の発生・延焼状況についての情報を収集するほか、関係者や地元住民からも

情報を求めて早期の状況把握に努める。消防部警防班は、現地に出動要請した消防防災ヘリコプターに

給水ポイント及び着陸場所を示し、空中偵察による火災の延焼状況等の情報提供を求めるとともに、空

中からの消火活動等を依頼する。 

 

第５ 災害広報活動 

第３章 第28節「災害広報活動」に準ずる。 

 

第６ 災害の警戒・防ぎょ活動 

消防部消防署班は、速やかに火災の状況を把握するとともに、管理者と連携し的確かつ迅速に消火活

動を行う。 

なお、消防部長は、必要に応じて「長野県消防相互応援協定」に基づき、他の市町村に消火活動の応

援要請を行う。また、他県の応援を必要とする場合は、緊急消防援助隊の出動、若しくは「大規模特殊

災害時における広域航空消防応援実施要綱」、「消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応

援協定」に基づくヘリコプターの応援を、県知事に要請する。県は、「長野県林野火災空中消火実施要領」

に基づき、ヘリコプターによる空中消火を実施する。 

また、総務部本部班は必要に応じて、県知事を通じてヘリコプターを含む自衛隊派遣要請等を行う。 
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１ 消火活動 

現場に出動した消防隊は、消防団、森林管理者、消防防災ヘリコプター等と協力して効果的な消火活動

及び延焼阻止活動を行う。消防隊は消防ポンプによる消火活動のほか、背負式消火水のう等を使った人海

戦術による消火、消防防災ヘリコプターによる空中消火等あらゆる手段を使って早期鎮火に努める。 

また、消火活動による延焼阻止が難しいと判断されるときは、森林所有者等と調整の上、林業関係者と

協力して森林の伐開により臨時の防火帯を形成するなどして延焼を阻止する。 

 

２ 消防水利の確保 

林野火災では消防水利の確保が難しい場合が多いため、あらかじめ作成した消防水利マップにより、最

寄りの水源からの送水ルートの早期確保に努める。 

 

第７ 緊急輸送活動 

第３章 第９節「緊急輸送活動」に準ずる。 

 

第８ 救助・救急・医療活動 

現地に出動した消防防災ヘリコプターにより火災現場を空中から偵察し、孤立した負傷者及び退路を

断たれた者等を発見したときは、直ちに他の業務に優先して救助活動を行う。 

その他、第３章 第６節「救助・救急・医療活動」に準じて行う。 

 

第９ 避難収容活動 

１ 森林内の滞在者の退去 

消防部警防班、警察署及び消防団等は、林野火災の状況から、必要な場合は広報車等により火災発生区

域周辺に広報を行い、森林内の入山者に速やかに退去するよう呼びかける。道に迷った者等に遭遇したと

きは安全な避難路を指示し、必要に応じて安全地帯まで誘導する。消防防災ヘリコプターには、空から避

難の呼びかけを依頼する。 

 

２ 住民の避難 

市長は、林野火災の延焼により住宅等に危険が及ぶと判断したときは、住民に対し避難勧告等を行い、

警察等と協力して住民を安全に避難させる。 

その他、第３章 第11節「避難収容及び情報提供活動」に準じて行う。 

 

第10 生活救援活動 

 第３章 第 14節～第16節に準ずる。 

 

第11 住宅対策活動 

 第３章 第 12節「住宅対策活動」に準ずる。 

 

第12 保健衛生、感染症予防活動 

 第３章 第 17節「保健衛生、感染症予防活動」に準ずる。 
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第13 行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動 

第３章 第18節「行方不明者の捜索及び遺体の処置等の活動」に準ずる。 

また、県は市の遺体処理業務について広域応援の調整、及び関係団体への協力依頼を行う。 

 

第14 文教・保育活動 

第３章 第35節「文教・保育活動」に準ずる。 

 

第15 公共・公益施設等の応急復旧活動 

ライフライン施設、公共交通施設等、公共・公益施設が被災した場合の応急復旧活動については、第

３章 第22節～第27節、第30節～第32節に準ずる。 

 

第16 農林業災害応急活動 

１ 二次災害の防止活動 

林野火災により、荒廃した箇所においては、その後の降雨等により、倒木の流下、山腹・斜面の土砂

崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性があるため、これらによる二次災害から地

域住民を守る必要がある。 

県は、危険箇所について、緊急点検マニュアルにより速やかに調査を行い、二次災害の防止に必要な

応急措置をとる。また、緊急点検の結果、二次災害発生の危険性が高い箇所について、関係者・関係機

関に情報提供を行う。 

建設部河川班、農林部農業土木班・森林整備班は、緊急点検結果の情報に基づき、警戒避難体制の整

備等必要な措置をとる。 

 

２ 森林復旧 

県、市及び関係者は、防火林帯（防火樹林帯及び空間地帯）の導入など、林野火災に強い森林づくり

の検討を行い、復旧を図る。 

 

第17 警備・防犯活動 

第３章 第20節「社会秩序の維持、物価安定等に関する活動」に準ずる。 

 

第18 要配慮者支援活動 

 第３章 第８節「要配慮者に対する応急活動」に準ずる。 

 

 



 

第７章 原子力災害対策計画 

 

第１節 基本方針 

第２節 予防計画 

第３節 応急対策計画 

第４節 復旧・復興計画 

第５節 核燃料物質等輸送事故災害への対応計画 

 

本章は、原子力施設災害及び核物質等輸送事故発生時に各

機関が実施する対策について、基本事項を定めるものであ

る。 
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第１節 基本方針 

 

第１ 計画の目的 

本計画は、原子力事業所の事故等による放射性物質の拡散又は放射線の影響に対して、市、県、国等

の防災関係機関、原子力事業者及び住民が相互に協力し、総合的かつ計画的な防災対策を推進すること

を目的に策定する。 

 

第２ 計画の対象とする災害 

長野県内には、原子力事業所が存在せず、また、他県にある原子力事業所に関する「予防的防護措置

を準備する区域（原子力事業所から概ね半径５Km）」及び「緊急時防護措置を準備する区域（原子力事業

所から概ね30Km）」にも本市の地域は含まれないが、東日本大震災における原子力災害では放射性物質

が緊急時防護措置を準備する区域より広範囲に拡散し、住民生活や産業に甚大な被害をもたらしている。 

こうした経過を踏まえ、原子力事業所の事故により放射性物質若しくは放射線の影響が広範囲に及び、

本市において原子力緊急事態に伴う屋内退避若しくは避難が必要となったとき、又はそのおそれのある

とき、さらには、核燃料物質等輸送中の事故を想定して、災害に対する備え、応急対策及び復旧・復

興を行う。 

 

第３ 基本方針 

本市から一番近い原子力発電所として、直線距離で約80kmの位置（中野市と豊野町の市境から）に、

柏崎刈羽原子力発電所が立地している。 

本計画は、原子力発電所の事故等により、放射性物質の拡散が本市に及んだ場合の対策を進めるため、

原子力災害に対する市等がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災対策の遂行によって、

住民の不安を解消するとともに、住民の生命、身体及び財産を保護することを基本とする。 

なお、本市では住民等への迅速な情報連絡や緊急時モニタリング体制をとることを重点とし、安定ヨ

ウ素剤の備蓄や避難については、今後の国の防災指針や原子力に関する最新の情報を随時取り入れ、国

や県で新しい方針が示されたときに、随時見直しを行うものとする。 

 

第４ 関係機関の役割 

市、県及び関係機関は、役割分担等の明確化を図り、相互の連携体制を確立する。 

〈原子力災害対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【市】 

情報の収集・伝達を行う

とともに、屋内退避・避難

及びモニタリング、健康被

害の防止、訓練や知識の普

及並びに汚染物質の除去

等を実施し、住民や産業に

おける被害を防止する。 

【総務部ほか】 

○災害対策本部の設置 

○情報等の伝達、災害の情報収集及び被害調査 

○災害広報 

○相談窓口設置 

○住民等の屋内退避、避難及び立入制限の措置 

○関係市町村との連携 

○原子力防災に関する訓練の実施、知識の普及及び広報 

【環境部】 

○各所における環境放射線モニタリング 

○測定器等の管理 
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実施機関と役割 主な措置 

【教育部・学校教育部・こども未来部】 

○学校、保育園における放射線測定 

○給食材料等の放射線測定 

○園児、児童、生徒の安全措置 

○グラウンド等の表土の除染 

○施設の除染 

【上下水道部】 

○上下水道施設における環境放射線モニタリング 

○飲料水における安全措置 

○汚泥の処理 

【農林部】 

○農林畜産物における安全措置 

【長野市保健所部】  

○健康被害における対策 

【都市整備部】 

○公園等における環境放射線モニタリング 

○公園等の表土の除染 

○公園等の施設の除染 

【県】 

隣接する原子力事業所

所在県及び原子力事業所

等からの情報収集、市及び

住民等への連絡体制の整

備、モニタリング体制の整

備、健康被害の防止、緊急

時における退避・避難活動

等の対策を講じる。 

○放射性物質の拡散又は放射線の影響に関する情報等の伝達、災

害の情報収集及び被害調査 

○原子力事業所所在県及び隣接県との連携 

○原子力事業者、原子力防災専門官との連携 

○自衛隊、国の専門家等の原子力災害派遣要請 

○住民等の屋内退避、避難及び立入制限の措置 

○環境放射線モニタリング等 

○健康被害の防止 

○飲料水、飲食物の摂取制限 

○農林畜水産物の採取及び出荷制限 

○原子力防災に関する訓練の実施、知識の普及及び広報 

○消防本部の放射線対応能力の向上 

○汚染物質の除去等 

○その他原子力防災に関すること 

【原子力事業者】 

 原子力災害の発生の防

止とともに、原子力災害

（原子力災害が生ずる蓋

然性を含む。）の拡大の防

止及び原子力災害の復旧

に対し、必要な措置をと

る。 

○原子力施設の防災管理 

○従業員等に対する教育、訓練 

○関係機関に対する情報の提供 

○放射線防護活動及び施設内の防災対策 

○原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備 

○原子力災害時における通報連絡体制の整備 

○国、県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する

協力 

○汚染物質の除去 
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第２節 予防計画 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

 市は、国、県、関係市町村、原子力事業者が所在する県（以下「所在県」という。）、原子力事業者、

その他防災関係機関と原子力防災に関する情報の収集及び連絡を円滑に行うため、次に掲げる事項につ

いて体制を整備する。 

 

１ 県との連携 

総務部危機管理防災課は、原子力災害に対して万全を期すため、県との連携を密にし、国、関係市町

村、所在県、原子力事業者、その他防災関係機関との間において情報の収集・連絡体制の一層の整備・

充実を図る。その際、消防機関との連携も含め、夜間休日の場合等においても対応できる体制の整備を

図る。 

 

２ 事故・異常時の情報収集等 

総務部危機管理防災課は、県を通じて関係省庁（内閣府、文部科学省、経済産業省、国土交通省、消

防庁等）、所在県、原子力事業者から、事故・異常発生時にはその情報を入手することとし、必要に応じ

て、災害広報等を実施する。 

 

３ 機動的な情報収集 

総務部危機管理防災課は、機動的な情報収集活動を行うため、県及び関係市町村等と協力し、必要に

応じ、車両及び移動系防災行政無線・衛星携帯電話などの移動通信系機器を活用した情報収集体制の整

備を図る。 

 

第２ 避難への備え 

総務部危機管理防災課は、広域的な避難に備えて県内外の市町村と避難所の相互提供等についての協

議を行うほか、相互応援協定等の締結や、住民等の避難輸送方法等について計画を定めるよう努める。 

また、施設管理者の同意を得て放射線の防護効果の高いコンクリート建物を退避所又は避難所として

確保するよう努める。 

 

第３ モニタリング 

環境部は、県（環境部）と連携しながら、災害時における影響評価に用いる比較データを収集・蓄積

するため、平常時から環境放射線のモニタリングを実施する。 

 

第４ 健康被害の防止 

長野市保健所は、県（健康福祉部）と連携しながら、人体に係る汚染検査体制の把握及び準備、医薬

品の在庫状況やメーカーからの供給見通しの把握を行う。 
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第５ 原子力防災に関する知識の普及と啓発 

災害時に的確な行動をとるためには平常時から原子力災害や放射能に対する正しい理解を深めること

が重要である。 

総務部危機管理防災課は、県及び原子力事業者とともに、住民等に対し必要に応じて次に掲げる項目

等の原子力防災に関する知識の普及啓発を行う。 

〈普及啓発の項目〉 

○放射性物質及び放射線の特性に関すること 

○原子力災害とその特殊性に関すること 

○放射線防護に関すること 

○県等が講じる対策の内容に関すること 

○屋内退避、避難に関すること 

○原子力災害時にとるべき行動及び留意事項等に関すること 

 

第６ 原子力防災に関する訓練の実施 

総務部危機管理防災課及び県（危機管理部）は、必要に応じて原子力防災に関する訓練を実施する。 
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第３節 応急対策計画 

 

第１ 基本方針 

放射性物質の拡散又は放射線の影響から、住民の生命、身体、財産を保護するため、市、県、国等の

防災関係機関はできる限り早期に的確な応急対策を実施する。 

なお、大規模自然災害と原子力発電所に係る事故等が同時期に発生した場合には、情報収集・連絡活

動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出る可能性があること

を踏まえて対応する。 

 

第２ 災害情報の収集・連絡活動 

１ 災害情報の収集及び連絡体制の整備 

(1) 情報の収集 

総務部本部班は、新潟県、静岡県等に立地する原子力発電所で警戒事態（原子力災害対策指針に基

づく警戒事態をいう。以下同じ。）、施設敷地緊急事態（原子力災害対策指針に基づく施設敷地緊急事

態をいう。以下同じ。）又は全面緊急事態（原子力災害対策指針に基づく全面緊急事態をいう。以下同

じ。）が発生した場合、県（危機管理部・環境部）等から事故の発生状況、放射線量の測定状況及び拡

散予測、防護措置等の情報を入手する。 

総務部本部班及び環境部は、県と連携を密にして情報の把握に努める。 

なお、県では原子力発電所を管理する電力会社と事故等に係る通報連絡についての覚書を締結して

おり、事故等が発生した場合、原子力事業者から通報された内容を、市及び消防局へ通報することと

なっている。 

(2) 対策の協議 

総務部本部班は、原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、市域が

原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域になった場合、

※

原子力災害合同対策協議会へ

職員を出席させ、原子力事業所の状況、モニタリング情報、住民避難・屋内退避等の状況とあわせて、

国、所在県の緊急事態応急対策活動の状況を把握するとともに、県及び市が行う応急対策について協

議する。 

＜説明＞

※

原子力災害合同対策協議会とは、国、都道府県、市町村、原子力事業者及び原子力防災専門官等が、

当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、共有化することにより、それぞれが実施する緊急事態応

急対策について相互に協力するため、緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）に組織され

る。また、原子力災害現地対策本部、都道府県災害対策本部、市町村災害対策本部並びに指定公共機

関及び事業者などで構成する。 

 

２ 連絡手段の確保 

総務部本部班は、必要に応じ原子力災害合同対策協議会、県、原子力事業者、国等の防災関係機関と

の情報連絡のための通信手段を確保する。 
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第３ 災害応急活動体制 

１ 災害警戒本部の設置・運営・廃止 

危機管理防災監は、次に掲げる場合、災害警戒本部を設置し、警戒本部の指揮をとる。 

〈災害警戒本部の設置基準〉 

○原子力事業所の事故等により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及ぶおそれがあると

き、若しくは発生することが予想され、市域において屋内退避又は避難が必要となるおそれ

があるとき 

○その他危機管理防災監が必要と判断したとき 

以下、第３章 第２節 第６「災害警戒本部の設置」 第７「災害警戒本部の運営」 第８「災害警

戒本部の廃止」に準ずる。 

 

２ 災害対策本部の設置・運営・廃止 

市長は、次に掲げる場合、災害対策本部を設置し、本部の指揮をとる。 

〈災害対策本部の設置基準〉 

○原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、市域において原子

力緊急事態に伴う屋内退避又は避難が必要となったとき 

○その他市長が必要と判断したとき 

以下、第３章 第２節 第２「災害対策本部の設置」 第３「災害対策本部の運営」 第４「災害対

策本部の廃止」に準ずる。 

 

第４ モニタリング等 

環境部は、必要に応じて環境放射線のモニタリングを実施し、結果を県へ速報するとともにホームペ

ージ等で公表する。また、県が実施するモニタリングが円滑に行われるよう協力する。 

上下水道部、環境部、学校教育部、こども未来部、都市整備部、長野市保健所部及び農林部は、県と

連携しながら、水道水、下水道処理汚泥、廃棄物焼却灰、降下物、流通食品、農林畜水産物、園芸用土、

家畜用飼料及び肥料等の放射能濃度の測定を実施し、結果をホームページ等で公表する。また、県が実

施する測定が円滑に行われるよう協力する。 

 

第５ 健康被害防止対策 

長野市保健所部は、県（健康福祉部）と連携しながら、必要に応じて人体に係るスクリーニング及び

除染、医薬品の確保、健康相談を実施する。 

 

第６ 住民等への的確な情報伝達 

１ 住民広報 

総務部本部班及び企画政策部広報広聴班は、県（危機管理部、総務部）と連携しながら、多様な媒体

を活用して、住民等に迅速かつ的確に情報提供及び広報を行う。 

情報提供及び広報に当たっては、要配慮者、一時滞在者等に情報が伝わるよう配慮するとともに、県、

国及び原子力事業者と連携し情報の一元化を図り、情報の空白時間がないよう定期的な情報提供に努め

る。 

なお、県では、報道機関の協力を得て、原子力災害に関する情報を広く県内外に向けて提供し、原子

力災害に伴う社会的混乱や風評被害を未然に防ぎ、あるいはその軽減に努める。 
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２ 住民等からの問い合わせへの対応 

市民生活部は、相談窓口を設置して、関係各班及び県と連携しながら、住民等からの放射線に関する

健康相談、食品の安全等に関する相談、農林畜水産物の生産等に関する相談等に速やかに対応する。 

 

第７ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

１ 屋内退避及び避難誘導 

(1) 屋内退避及びコンクリート屋内退避 

屋内退避とは、原子力災害発生時に、住民が放射線被ばく及び放射性物質の吸入を低減するため自

宅等の建物内に退避することをいう。 

コンクリート屋内退避とは、コンクリートの遮へい効果により放射線による被ばくを低減させ、ま

た建物の気密性による放射性物質の呼吸による体内取り込みを少なくさせて、甲状腺被ばくなどを低

減するためコンクリート製の建物内へ退避することをいう。 

(2) 待避所 

待避所とは、屋内に退避するために、あらかじめ指定するコンクリート製等の建物をいう。 

(3)広報活動 

総務部本部班及び企画政策部広報広聴班は、県と連携しながら、県内において原子力緊急事態が宣

言され、原子力災害対策特別措置法第15条第3項に基づき内閣総理大臣から屋内退避又は避難に関す

る指示があった場合、住民等に次の方法等で情報を提供する。 

〈避難情報の伝達手段〉 

○報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 

○警察署・交番等での情報提供、パトロールカーによる巡回、広報活動 

○消防局の広報車等による広報活動 

○市の防災行政無線や広報車等による広報活動 

○教育委員会等を通じた小・中学校への連絡 

○電気・ガス・通信事業者、鉄道事業者、各種団体の協力による広報活動 

○ホームページ、ＳＮＳ、緊急速報メール等を活用した情報提供 

(4) 屋内退避等の措置 

本部長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があったとき、又は原子力緊急事

態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において人の生命又は身体を災害から

保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、住民等に対する屋内退避

又は避難の勧告又は指示の措置をとる。 

ア 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示を行う。必要に応

じてあらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認し、かつ管理者

の同意を得た上で、退避所又は避難所を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、要配慮者とその付添人の避難を優先する。特に放射線の影響を受けやす

い妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 退避・避難のための立ち退きの勧告又は指示を行った場合は、警察、消防等と協力し、住民等の

退避・避難状況を的確に把握する。 

エ 退避所又は避難所の開設に当たっては、退避所又は避難所ごとに避難者の早期把握に努めるとと

もに、情報の伝達、食料、水等の配布等について避難者、住民、自主防災組織等の協力を得て、円

滑な運営管理を図る。 
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<「原子力災害対策指針（平成24年 10月 31日）」で示されている屋内退避及び避難等に関する指標> 

※１：「初期設定値」とは、緊急事態当初に用いる値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確に

なった時点で必要な場合には改定される。 

※２：実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍで

の線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 

※３：「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であ

って、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※４：「一時移転」とは、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率は低い地域ではあるが、

日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れる

ために実施する措置をいう。 

 

２ 広域避難活動 

総務部本部班は、市の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、他の市町村に対し収容先の供与

及びその他災害救助の実施に協力するよう要請する。また、県に避難先及び輸送ルートの調整を要請す

る。 

総務部本部班及び市民生活部地域活動支援班・支所班は、各部の協力を得て、避難者の把握、住民等

の避難先の指定を行い、あらかじめ定めた避難輸送方法等により避難させる。 

また、ＪＲ各社、鉄道会社、路線バス会社等に避難者の輸送を、自衛隊には、避難者の輸送に関する

援助を依頼する。 

 

３ 屋内退避又は避難を勧告又は指示した区域における交通の規制及び立入制限等の措置 

県（危機管理部、警察本部）では、市長が屋内退避又は避難を勧告又は指示した区域について、外部

から車両等が進入しないよう指導するなど、交通の規制及び立入制限等必要な措置をとるよう関係機関

に要請する。 

 

第８ 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送体制の確立 

県（危機管理部）では、関係市町村及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、

必要に応じて調整を行い、人員、車両等に不足が生じたときは、次表の関係機関に支援を要請するとと

もに、必要に応じて隣接県に支援を要請する。 

 

基準の概要 初期設定値

※１

 防護措置の概要 

 地表面からの放射線、再浮遊した

放射性物質の吸入、不注意な経口摂

取による被ばく影響を防止するた

め、住民等を数時間内に避難や屋内

退避等させるための基準 

500μSv/h（地上１ｍ

で計測した場合の空

間放射線量率

※2

） 

 

 

数時間内を目途に区域を特定

し、避難等を実施。（移動が困難

な者の一時屋内退避を含む） 

 

 

 地表面からの放射線、再浮遊した

放射性物質の吸入、不注意な経口摂

取による被ばく影響を防止するた

め、地域生産物

※3

の摂取を制限する

とともに、住民等を１週間程度内に

一時移転

※4

させるための基準 

20μSv/h（地上１ｍ

で計測した場合の空

間放射線量率） 

 

 

 

１日内を目途に区域を特定

し、地域生産物の摂取を制限す

るとともに１週間程度内に一時

移転を実施。 
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輸送内容 関係機関 

モニタリング要員 

各種資機材 

（公社）長野県トラック協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

避難住民等 

（公社）長野県バス協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

 

２ 緊急輸送のための交通路確保 

県公安委員会では、緊急輸送のための交通路確保について、被害の状況、緊急度、重要度を考慮し、

交通規制を実施するとともに交通情報の提供を行う。 

警察では、現場の警察官、関係機関等からの情報、その他警察が保有する手段等により、交通状況の

把握に努めるとともに、国等から派遣される専門家及び緊急事態応急対策活動を実施する機関の現地へ

の移動に関して、適切に対応する。 

 

第９ 飲料水・飲食物の摂取制限等 

１ 飲料水、飲食物の摂取制限 

長野市保健所部及び上下水道部は、国及び県（環境部、危機管理部）からの指示があったとき又は放

射線被ばくから地域住民を防護するために必要があると判断するときは、汚染水源の使用禁止、汚染飲

料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限等必要な措置をとる。 

 

２ 農林畜水産物の採取及び出荷制限 

農林部は、国及び県（農政部・林務部）からの指示があったとき又は放射線被ばくから地域住民を防

護するために必要があると判断するときは、農林畜水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に汚

染農林畜水産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置をとる。 

飲食物摂取制限に関する指標 

対   象 放射性ヨウ素 

飲料水 

300ベクレル／キログラム以上 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く）、穀類、

肉、卵、魚、その他 

2,000ベクレル／キログラム以上 

   （「原子力災害対策指針（平成24 年 10 月 31 日）」より） 

対   象 放射性セシウム 

飲料水 10ベクレル／キログラム以上 

牛乳 50ベクレル／キログラム以上 

一般食品 100ベクレル／キログラム以上 

乳児用食品 50ベクレル／キログラム以上 

   （厚生労働省省令及び告示より） 

 

第10 県外からの避難者の受入れ活動 

第11章 第３節「避難者の受入れ」に準ずる。 
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第４節 復旧・復興計画 

 

第１ 放射性物質による汚染の除去等 

各部は、国が示す除染の方針に沿って、国が実施する汚染廃棄物の処理及び除染作業に協力するとと

もに、必要に応じて汚染廃棄物の処理及び除染作業を行う。 

また、事故由来放射性物質を放出した原子力事業者は、環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必

要な措置をとる。 

 

第２ その他災害後の対応 

１ 制限措置の解除 

各部は、災害時モニタリング等の調査、専門家の意見等を踏まえ、災害応急対策として実施された屋

内退避又は避難、立入制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農林畜水産物の採取・出荷制限

等各種制限措置の解除を行う。 

 

２ モニタリング 

環境部は、関係機関と協力してモニタリングを行い、その結果を速やかに公表する。 

 

３ 風評被害の防止 

商工観光部及び農林部は、原子力災害による風評被害等の未然防止及び影響軽減のため、国、県、関

係団体等と連携し、かつ報道機関等の協力を得て、農林水産業、地場産業等の商品等の適正な流通の促

進、観光客の減少防止のための広報活動を行う。 

 

４ 健康被害の相談 

長野市保健所部は、住民等からの心身の健康に関する相談に応じる。 
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第５節 核燃料物質等輸送事故災害への対応計画 

 

核燃料物質等の輸送中に係る事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、市内において

原子力緊急事態に伴う屋内退避若しくは避難が必要となったとき、又はそのおそれのあるときを想定し

て、災害に対する備え、応急対策及び復旧・復興を行う。 

なお、下記以外の項目については、本章第２節から第４節を準用する。 

 

第１ 原子力事業者及び核燃料物質等の運搬を委託された者の対応 

運搬中に事故が発生した場合、次の措置を迅速かつ的確に行う。 

また、事故が発生した場合に備え、事故時の応急措置、事故時対応組織の役割分担、携行する資機材

等を記載した運搬計画書、迅速に通報を行うために必要な非常時連絡表等を作成するとともに、運搬を

行う際にはこれらの書類、必要な非常通信用資機材及び防災資機材を携行する。 

〈事故発生時の措置〉 

○安全規制担当省庁、警察及び消防機関への迅速な通報 

○消火、延焼防止の措置 

○核燃料物質の安全な場所への移動、その場所の周辺に縄や標識による関係者以外立ち入りを

禁止する措置 

○モニタリングの実施 

○運搬に従事する者や付近にいる者の退避 

○核燃料物質による汚染の拡大の防止及び除去 

○放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

○その他放射線障害の防止のために必要な措置 

 

第２ 警察及び消防の対応 

１ 警察の対応 

警察は、事故の通報を受けた際に、事故の状況に応じて、警察官の安全確保を図りながら、事業者と

相互に協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施するために必要な体制をとる。 

また、警察は、防災関係機関に対する通報、連絡を行う。 

 

２ 消防の対応 

消防は、事故の通報を受けた際に、事故の状況に応じて、消防吏員の安全確保を図りながら、事業者

と相互に協力して、火災の消火、救助、救急等必要な措置を実施するために必要な体制をとる。 

また、市、防災関係機関に対する通報、連絡を行う。 
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第１節 基本方針 

第２節 応急対策計画 

 

本章は火山噴火時に火山灰等による被害に対応するため

の避難活動等及び活動の実施体制について、基本事項を定め

るものである。 
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第１節 基本方針 

 

第１ 基本方針 

火山噴火の可能性がある活火山は、市域には存在していないが、県内には、以下の10火山が存在して

いる。これらの火山の噴火によって甚大な被害を被る危険性は少ないと考えられるが、その規模によっ

ては、降灰等の被害が考えられるため、常に万全の注意を払い、災害発生時には迅速かつ的確な応急対

策をとる必要がある。 

〈長野県の活火山〉 

火山名 最新の噴火年（有史後） 常時観測火山 火山周辺の都道府県 

草津白根山 1983年 ○ 群馬県・長野県 

浅間山 2009年 ○ 群馬県・長野県 

横岳（北八ヶ岳） 約600年前  長野県 

新潟焼山 1983年 ○ 新潟県・長野県 

妙高山 －  新潟県・長野県 

弥陀ヶ原 1836年  富山県・長野県 

焼岳 1963年 ○ 長野県・岐阜県 

アカンダナ山 1995年  長野県・岐阜県 

乗鞍岳 － ○ 長野県・岐阜県 

御嶽山 2007年 ○ 長野県・岐阜県 

（気象庁ホームページによる） 

 

第２ 火山災害の想定 

市域では、火山の噴火により、噴石、火砕流等が到達する可能性は非常に低いため、噴火警報等に対

応した事前避難等は必要ないと考えられる。 

しかし、風向きによっては、降灰により交通障害や農作物等への影響が予想される。 

また、大規模な噴火により大量の火山灰が噴出し、風向きにより火山灰が非常に厚く堆積した場合は、

降雨により土石流が発生する可能性もある。 
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第２節 応急対策計画 

 

第１ 関係機関の役割 

各道路管理者、市、県及び関係機関は、役割分担等を明確にし、相互の連携体制を確立する。 

〈火山災害対策における実施機関と役割〉 

実施機関と役割 主な措置 

【各道路管理者】 

交通路の確保を行う。 

 

○道路の火山灰除去 

【市】 

火山噴火に際しては、降灰等に対する情報を

提供するとともに、農作物への対応や道路等の

火山灰除去を実施する。 

また、降雨期には、土石流の懸念のある地区

に避難情報を提供し、避難対策を実施する。 

【総務部危機管理防災課ほか】 

○災害対策本部の設置 

○避難勧告・避難指示 

○災害広報 

【農林部農業政策課ほか】 

○農作物対策 

【建設部維持課ほか】 

○市道等の火山灰除去 

【農林部農業土木課ほか】 

○農道等の火山灰除去 

【県】 

関係機関間の調整を行う。 

 

○市町村・関係機関との調整 

 

第２ 非常参集職員の活動 

総務部本部班は、火山災害が発生した場合、災害の状況に応じて、職員の非常招集、情報収集・連絡

体制の確立及び災害対策本部又は現地対策本部の体制をとる。 

 

第３ 災害情報の収集・連絡活動 

１ 特別警報発表時の対応（下記内容以外は２と同じ） 

 火山噴火に対する特別警報は、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合の噴火警報（噴

火警戒レベル４以上）及び噴火警報（居住地域）が該当する。 

気象に関する警報・注意報は、衛星系防災行政無線の一斉ＦＡＸにより全市町村に発信しているが、

長野地方気象台から特別警報発表又は解除の通知があった場合は、併せて、県危機管理防災課から地方

事務所を通じて速やかに市への電話連絡を行う。 

 市は、県、消防庁、NTTから特別警報の発表又は解除の通知を受けた場合又は自ら知った時は、直ち

にその内容を住民、滞在者、所在の官公署に周知する措置をとる。 

なお周知に当たっては、防災行政無線、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、SNS、ワンセグ放送

等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行うよう努める。 

 

２ 噴火警報・予報等発表時の対応 

総務部本部班は、気象庁地震火山部火山課火山監視・情報センターが発表する火山情報を、市各部及

び関係機関、住民等に伝達する。 

(1) 噴火警報・予報 

ア 噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺） 

気象庁地震火山部火山課火山監視・情報センターが、居住地域や火口周辺に重大な影響を及ぼす

火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達
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し、避難までの時間的猶予がほとんどない火山現象）の発生やその拡大が予想される場合に、「警戒

が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」に居住地域

が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」として発表

する。 

イ 噴火予報  

気象庁地震火山部火山課火山監視・情報センターが、警報の解除等を行う場合に発表する。 

(2) 噴火警戒レベル 

火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を５段

階に区分して発表する指標である。 

長野県及び近隣の活火山の噴火警戒レベル導入状況及び噴火警戒レベル等を次に示す。 

〈噴火警戒レベルが運用されている火山（浅間山、草津白根山、御嶽山、焼岳、新潟焼山）〉 

種別 名称 対象範囲 発 表 基 準 レベル 警戒事項等 

特別 

警報 

噴火警報

（居住地

域）又は噴

火警報 

居住地域及びそ

れより火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が切迫している状態と予想

される場合 

レベル

５ 

避難 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生する可能性が高まっ

てきていると予想される場合 

レベル

４ 

避難準備 

警報 噴火警報

（火口周

辺）又は周

辺警報 

火口から居住地

域近くまでの広

い範囲の火口周

辺 

居住地域の近くまで重大な影響

を及ぼす噴火が発生すると予想

される場合 

レベル

３ 

入山規制 

火口から少し離

れたところまで

の火口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす噴火が

発生すると予想される場合 

レベル

２ 

火口周辺 

規制 

予報 噴火予報 火口内等 火山活動は静穏な状態 

火山活動の状況によって、火口内

で火山灰の噴出等がみられる（噴

火警報解除時） 

レベル

１ 

平常 

〈噴火警戒レベルが運用されていない火山（乗鞍岳、横岳、アカンダナ山、妙高山、弥陀ヶ原）〉 

種別 名称 対象範囲 発 表 基 準 警戒事項等 

特別 

警報 

噴火警報（居住地

域）又は噴火警報 

居住地域又は山麓及び

それより火口側 

居住地域又は山麓に重大な

被害を及ぼす噴火が発生す

る可能性が高まってきてい

ると予想される場合 

居住地域 

厳重警戒 

警報 噴火警報（火口周

辺）又は周辺警報 

火口から居住地域近く

までの広い範囲の火口

周辺 

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす噴火が発生す

ると予想される場合 

入山危険 

火口から少し離れたと

ころまでの火口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす噴

火が発生すると予想される

場合 

火口周辺 

危険 

予報 噴火予報 火口内等 火山活動は静穏な状態 

火山活動の状況によって、火

口内で火山灰の噴出等がみ

られる（噴火警報解除時） 

平常 
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(3) 降灰予報 

噴煙の火口からの高さが３千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル３相当以上の噴火など、一定

規模以上の噴火が発生した場合に、噴火発生からおおむね６時間後までに火山灰が降ると予想される

地域を発表する予報である。 

(4) 火山ガス予報 

居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可

能性のある地域を発表する予報である。 

(5) 火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするための情報

等で、気象庁地震火山部火山監視・情報センターが発表する。 

ア 火山の状況に関する解説情報 

火山性地震や微動の回数、噴火等の状況等を取りまとめたもので、定期的または必要に応じて臨

時に発表する。 

イ 火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎月上旬又は必要に応

じて臨時に発表する。 

ウ 週間火山概況 

過去一週間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎週金曜日に発表する。 

エ 月間火山概況  

前月一ヶ月間の火山活動の状況等を取りまとめたもので、毎月上旬に発表する。 

オ 噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙高度等の情報を直ちに発表する。 

 

３ 被害情報等の調査及び報告 

総務部庶務班及び市民生活部支所班は、降灰の状況について情報収集を行う。総務部本部班・庶務班

は、市の活動状況及び被害状況について、県に報告する。 

 

４ 危険情報の収集 

総務部庶務班は、噴火が開始した場合、噴火の状況や風向き等の降灰の予測情報を収集する。 

また、降灰が市域に厚く堆積した場合、県等から降雨による土石流等の発生の可能性や危険区域等の

予測情報を入手する。 

 

第３ 災害広報活動 

県及び企画政策部広報広聴班は、相互に緊密な連絡をとりあいながら、第３章 第28節「災害広報活

動」に準じて、住民に情報を適切に提供する。 

 

第４ 火山灰除去 

建設部各班及び各道路管理者は、道路上の火山灰の除去、散水等により、道路交通を確保する。 

また、住宅地等に堆積した火山灰を積める袋を配布するとともに、排出された火山灰袋の回収及び埋

立て処理等を行う。 
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第５ 一時退避及び避難収容 

１ 一時退避 

総務部本部班は、大規模な噴火が発生し大量の火山灰が降下するおそれがある場合は、建物への一時

退避や外出を控えるように呼びかける。 

 

２ 避難収容 

火山灰が厚く堆積した場合、国、県等から土石流発生の予測等の情報を入手し、影響を受ける区域の

住民に対し、立入禁止区域の設定、避難の勧告又は避難の指示を行うとともに、安全な地域での避難所

開設を指示する。 

消防部消防署班は、避難誘導にあたっては、危険情報を基に指定避難所、避難路及び災害危険箇所等

の所在並びに災害の概要その他に関する情報の提供に努める。 

また、教育部総務班は、指定された避難所に職員を派遣して避難所を開設する。 

その他、第３章 第11節「避難収容及び情報提供活動」に準じて行う。 

 

第６ 農畜産物等への対応 

農林部農業政策班は、火山灰に対する農畜産物等への対応を県、関係機関と協力して対処する。 
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第９章  災害復旧・復興対策計画 

 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

第３節 計画的な復興 

第４節 資金計画 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第６節 被災中小企業等の復興 

 

本章は、被災した住民、事業者、農林従事業者等の再建

支援と、社会システムの回復のための基本的対策項目につ

いて定めたものである。 

また、住民の生活と産業を早期に安定させ、災害に強い

まちに再生させる復興体制の基本的措置についても定めて

いる。 

なお、活動の実施計画、手順及び要領は、各部が作成す

る応急対策マニュアルに定めており、実施計画の詳細は別

に定める。 
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第１節  復旧・復興の基本方針の決定 

 

第１ 復旧・復興の基本方針の決定 

市及び県は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向を勘案しつつ、互いに連携し、迅

速な原状復旧を目指すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的復興

を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定め、早期に住民に周知する。 

被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行うことに留意する。 

 

第２ 災害復興本部の設置等 

計画的復興を目指す場合、市長は、必要に応じて長野市災害復興本部を設置し、自ら災害復興本部長

となり、まちの復興に取り組む基本的な体制を確立する。 

災害復興本部においては、企画政策部長を長とする事務局を企画政策部内に設置する。 

また、必要に応じて県等に対し、連絡調整及び災害復興に関する技術的な支援のための職員を派遣す

るよう要請する。 

 

第３ 支援体制 

市は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、県、他の市町村等に対し職員の派遣、その

他の協力を求める。 
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第２節  迅速な原状復旧の進め方 

 

第１ 被災施設の復旧等 

住民生活の安定、地域経済活動の早期回復、より安全性に配慮した復興のために、市は、被災施設の

迅速かつ円滑で再度災害の防止を考慮した復旧活動を行う。そのため、職員の配備、災害の規模に応じ

た職員の応援、派遣等の活動体制について必要な措置をとる。 

 

(1) 被災施設の重要度、被災状況等を検討し、事業の優先順位を定めるとともにあらかじめ定めた物資、

資材の調達計画、人材の広域相互応援計画等に関する計画を活用して、迅速かつ円滑に被災施設の復

旧事業を行う。特に、人命に関わる重要施設に対しては、早期に復旧できるよう体制等を強化する。 

(2) 被災施設の復旧にあたっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害を防止する観点から可能な限

り、改良復旧を行う。 

(3) 地震、大雨等に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次災害防

止の観点から、可能な限り、土砂災害防止対策を行う。 

(4) ライフライン関係、交通、輸送等の事業者は、復旧にあたり可能な限りにおいて地区ごとの復旧予

定時期を明示して行う。 

(5) 他の機関との関連を検討し、相互に事業を実施することが適当と認められるものについては総合的

な復旧事業の推進を図る。 

(6) 被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度災害の防止及び復旧事業の効果等具体的に検討のうえ事

業期間の短縮に努める。 

(7) 災害復旧事業に要する費用について、国、県の補助がある事業について被災施設の復旧活動を行う

者は、復旧事業の計画を速やかに作成する。 

(8) 復旧事業に要する費用について、補助を受ける機関は、復旧事業費の申請額の算出を行うとともに、

決定を受けるための査定計画をたて、速やかに査定実施に移すよう努める。 

(9) 緊急に査定を行う必要がある事業については、直ちに緊急査定が実施されるよう措置をとり、復旧

工事が迅速に行われるよう努める。 

(10)災害復旧事業に係る技術職員等を十分確保するため、県に技術職員等の応援派遣等を要請する。 

(11)暴力団の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとともに復旧・復

興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

 

第２ 激甚災害の指定促進 

災害対策基本法に規定する著しく激甚な災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合には、激甚

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「激甚法」という。）による激甚災害の指定

を受けることによって災害復旧事業が促進されるよう、必要な措置を講じる。 

また、国や県が行う被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚法に定める事項の調査に協力し、

速やかに調査が実施されるように努める。 
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第３ 災害廃棄物の処理 

災害から速やかに復帰して生活を再建するため、災害廃棄物の計画的な収集、運搬等を行い、その円

滑で適切な処理に努める。 

 

１ 災害廃棄物の処理方法 

災害廃棄物の処理、処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を確保し計画的な収集、運搬

処分を図り罹災害廃棄物の円滑で適切な処理を行う。 

また、災害廃棄物の処理にあたっては、下記事項について留意する。 

(1) 災害廃棄物処理にあたっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに努める。 

(2) 災害廃棄物処理にあたっては、復旧・復興計画を考慮に入れ計画的に行うよう努める。 

(3) 災害廃棄物処理にあたっては、環境汚染の防止、住民、作業者の健康管理のため適切な措置をとる。 

 

２ 応援要請 

収集、処理に必要な人員、機材、処理能力が不足する場合は近隣市町村から応援を求める。 

大規模災害により、本市及び近隣市町村では処理が困難と認められるときは、県等を通じて他の都県

等に対して支援を要請する。 

 

第４ 職員派遣 

災害復旧になお人員が必要な場合、県や、「長野県市町村災害時相互応援協定」に基づき、他の市町村

に対し、必要な人員及び期間、受入れ体制を明示し、職員の派遣の要請を行う。 
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第３節  計画的な復興 

 

第１ 復興計画の作成 

被災地の再建にあたり、更に災害に強いまちづくりを目指し、都市構造及び産業基盤の改変を要する

ような、多機関が関係する高度、複雑及び大規模な復興事業を、可及的速やかに実施するために復興計

画を作成する。 

当該計画には、持続可能なまちづくりの視点から、生活・自然環境、医療福祉、教育、地域産業等の

継続を考慮する必要がある。 

また、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再構築に十分

に配慮するものとする。 

長野市災害復興本部が設置された場合、災害復興本部長は、関係機関との連携、県との調整及び住民

の理解を得ながら、迅速かつ的確に災害復興計画を策定する。なお、計画策定に際しては、その検討組

織等に、男女共同参画等の観点から女性・高齢者・障害者等の参加促進に努める。 

復興計画では、事業手法、財源確保、推進体制に関する事項について定めるとともに、総合計画や他

の個別計画、及び関係機関の諸事業との整合を調整しつつ計画的に進めることに配慮する。 

 

第２ 防災まちづくり 

被災地の再建にあたっては、必要に応じ、再度災害防止と、より快適な都市環境を目指し、「まちづく

りは現在の住民のみならず将来の住民のためのもの」という理念のもとに、計画作成段階でまちのある

べき姿を明確にして、住民の理解を得ながら、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを

実施する。 

(1) 復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、土地区画整理事業及び市街地再開発事業等の実施

により、合理的かつ健全な市街地の形成及び都市機能の更新を図る。 

その際、被災市街地復興特別措置法等を活用するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防

災まちづくりの方向について、できるだけ速やかに住民のコンセンサスを得るように努める。 

(2) 防災まちづくりにあたっては、二次的な土砂災害に対する安全性の確保等を目標とし、さらに必要

に応じ、次の事項を基本的な目標とする。 

ア 指定緊急避難場所、指定避難所、避難路、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公

園、河川等の都市基盤施設及び防災安全街区の整備 

イ ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等によるライフラインの耐震化 

ウ 建築物及び公共施設の耐震化、不燃化 

エ 耐震性貯水槽の設置等 

(3) 前記目標事項の整備等にあたっては、次の事項に留意する。 

ア 都市公園、河川等のオープンスペースの確保等について、単に指定緊急避難場所としての活用、

臨時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリェーション空間

の確保、景観構成に資することを、住民に対して十分に説明し、理解と協力を得るよう努める。 

イ ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等にあたっては、各種ライフラ

インの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りながら実施する。 

ウ 既存不適格建築物について、防災と快適環境（アメニティ）の観点から、その重要性を住民に説

明しつつ、市街地再開発事業等の適切な推進により、その解消に努める。 

エ 復興計画を考慮して、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物の処理事業は、あらかじめ定めた物資、

資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可能な限り迅速かつ円滑に実施
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するものとし、必要な場合は傾斜的、戦略的実施を行う。 

オ 住民に対し、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、被災者サイドでの

種々の選択肢、施策情報の提供等を行い、住民が主役となるまちづくりを行う。 

カ 女性・高齢者・障害者等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

(4) 建築物等の解体による石綿の飛散を防止するため、事業者等に対し、適切に解体等を行うよう指導・

助言する。 

 

第３ 特定大規模災害からの復興 

大規模な災害により市域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災地の再

建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事

業となり、これを可及的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ、

計画的に復興を進める必要があるため、以下の事項に留意しながら、復興計画の迅速な作成と遂行のた

めの体制整備を行う。 

(1) 必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本計画等に即して復興計画

を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災害

により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図る。 

(2) 特定大規模災害からの復興のために必要な場合、県に対し、職員の派遣を要請する。 
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第４節  資金計画 

 

項目 担当 

第１ 市町村の資金計画 財務部財政班 

第２ 市の資金計画に対する関

東財務局長野財務事務所

の措置 

財務部財政班 

 

第１ 市町村の資金計画 

災害復旧事業を行う場合においては、国、県の負担金（補助金）のほか、増大した臨時的必要経費の

財源措置として、次の制度を活用し資金の調達に努める。 

 

１ 地方債 

歳入欠かん債、災害対策事業債、災害復旧事業債 

 

２ 地方交付税 

普通交付税の繰上交付、特別交付税 

 

３ 一時借入金 

災害応急融資 

 

第２ 市の資金計画に対する関東財務局長野財務事務所の措置 

関東財務局長野財務事務所は、県、市町村等の緊急な資金需要に応ずるため、関係自治体と緊密に連

絡して必要資金量を調査し、応急資金の貸付けを行う。 
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第５節  被災者等の生活再建等の支援 

 

項目 担当 

第１ 住宅対策 建設部建築指導課・住宅課 

第２ 被災者生活再建支援法に

よる復興 

保健福祉部福祉政策課 

第３ 生活福祉資金（災害援護

資金等）の貸付 

社会福祉協議会、保健福祉部福祉政策課 

第４ 被災者の労働対策 商工観光部産業政策課、企画調整部広報広聴課 

第５ 生活保護 保健福祉部生活支援課 

第６ 災害弔慰金、災害障害見

舞金の支給及び災害援護

資金の貸付、災害見舞金

の交付 

保健福祉部福祉政策課 

第７ 被災者に対する金融上の

措置 

企画調整部広報広聴課 

第８ 租税等の徴収猶予、及び

減免 

財務部市民税課・資産税課・収納課、保健福祉部介護保険課・国民

健康保険課、 

第９ 罹災証明書の交付 財務部市民税課・資産税課・収納課 

第10 被災者台帳の作成 総務部庶務課・財政部収納課 

第11 被災者支援に関する相談

窓口の設置、広報、連絡

体制の構築 

各部課 

第12 公共料金等の特例措置 上下水道部営業課、環境部 

 

第１ 住宅対策 

１ 災害復興住宅建設等補助金 

一定の規模による災害により住宅金融支援機構及び民間金融機関の災害復興住宅資金融資を受けた者

に対して、県が利子相当額の一部を助成する。市は、被災者に対し説明会等により周知を行い、申込み

に必要な罹災証明書の発行等を行う。 

 

２ 罹災住宅改善事業補助金 

建設部建築指導課は、長野市罹災住宅改善事業補助金交付要綱に基づき、罹災住宅の居住者又は所有

者が行う住宅改善事業に要する経費に対し、補助金を交付する。 

 

３ 災害公営住宅の建設等 

県、市は、地震、暴風雨、洪水その他の異常な自然現象により市内で200戸以上か１割以上の住宅の

滅失があった場合、又は、被災地全体で500戸以上（火災による滅失を除く）の住宅の滅失があった場

合、必要に応じ、滅失した住宅の３割に相当する戸数を目途に公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設

する。 

建設部住宅課は、自己の資力では住宅の再建が困難で、居住の安定を図ることが困難な者を調査し、

災害公営住宅への入居希望、条件を把握し、県と調整しながら計画、整備を進める。 

 

４ 公営住宅への優先入居 

市、県は、災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に対し、公営住宅

への優先入居の措置をとる。 
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第２ 被災者生活再建支援法による復興 

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者で経済的理由等によって自立した生活を再建す

ることが困難なものに対し、自立した生活の開始を支援することを目的として都道府県が相互扶助の観

点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する。 

対象となる災害、支給対象者、支給対象経費、支給限度額等は、被災者生活再建支援法、同施行令等

による。 

〈被災者生活再建支援金の支給フロー〉 

 

 

 

 

被災世帯の世帯主 

長  野  市 

（基金から事務の委託をされた場合） 

県 

被災者生活再建支援法人 

①罹災証明の申

請・発行 

②申請書 

提出 

③申請書の取り

まとめ、送付 

④申請書の取り

まとめ、送付 

⑥支給金支給

の報告 

⑦支給金支給

の報告 

その後の被災者を

含めたフロー 

⑤支援金支給の

決定及び支給 

国・内閣府 

⑧補助金申請 ⑨支給額の1/2補助 

発    災 

（法適用災害又はその可能性がある場合） 

県へ被害状況報告（市） 

内閣府及び被災者生活再建支援基金へ報告（県） 

（被害状況等精査、適用災害と認定した場合）（県） 

公示及び内閣府・基金へ報告（県） 
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第３ 生活福祉資金（災害援護資金等）の貸付 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸付制度により、

民生・児童委員及び市町村社会福祉協議会の協力を得て、災害援護資金等の貸付を行う。なお、必要

に応じて据置期間の延長等資金貸付条件の緩和措置をとる。 

市及び県は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸付制度の周知、活用促

進を図るとともに、必要に応じて貸付金の償還に係る利子補給等被災者の負担軽減措置をとる。 

 

第４ 被災者の労働対策 

市は、県及び長野労働局が被災者に対する支援について、相談窓口開設等の調整や広報活動を行う。 

 

１ 県が実施する対策 

 (1) 労働相談 

労政事務所は、災害により生ずる労働問題に関する相談に対応するため、被災地における巡回労働

相談所等の措置をとる。 

(2) 災害により離職を余儀なくされた者に対する措置 

長野労働局、ハローワーク及び市と連携しながら、合同就職面接会の開催、職業訓練等による再就

職の促進を行う。 

(3) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条に定める措置を適用するとされた

激甚災害であって、職業訓練の受講者が当該災害による離職者等である場合には、国と連携し、訓練

手当の支給、受講料の免除等の措置をとる。 

 

２ 長野労働局が実施する対策 

(1) 災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため、離職者の発生状況、求人・求職

の動向等の情報を速やかに把握するとともに、被災者のための臨時職業相談の実施、巡回職業相談の

実施、職業訓練受講の指示、職業転換給付金制度の活用等の措置をとり、離職者の早期再就職のあっ

せんを行う。 

(2) 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号）」第25条に

定める措置を適用することとされた激甚災害であるときは、災害による休業のため賃金を受けとるこ

とができない雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者を除く。）に対し、同条の定めるところにより基

本手当を支給する。 

(3) 労働条件の確保、労働力の確保に向けた臨時総合相談窓口を開設する。 

(4) 災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払が生じた場合には、未払賃金立替

制度により迅速に必要な措置をとる。 

(5) 労災保険給付にあたり、被災労働者が事業場の倒壊等の理由により事業主の証明を受けられない場

合には、当該証明がない場合でも請求書を受理する等、弾力的な運用を行う。 

 

第５ 生活保護 

生活保護法により、被災者の困窮の程度に応じ、最低生活を保障して生活の確保を図る。被保護世帯

が災害のため家屋の補修等住宅の維持を必要とする場合で、災害救助法の適用がない場合においては、

生活保護法により家屋補修費の支給を行う。 
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第６ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付、災害見舞金の交付 

１ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付 

「長野市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき、一定の災害により死亡した住民の遺族に対し

て災害弔慰金の支給を、障害を受けた者に災害障害見舞金の支給を行う。また、住居及び家財の被害等

を受けた制限所得以内の世帯主に対して災害援護資金の貸付を行う。 

 

２ 災害見舞金の交付 

県は、災害により住家又は人的被害を被った世帯又は遺族に対して、見舞金を交付する。 

 

第７ 被災者に対する金融上の措置 

関東財務局（長野財務事務所）、日本銀行（松本支店）は、被災者の便宜を図るため、災害の状況によ

り金融機関に対し次の措置をとるよう指導する。市は、必要に応じて支援内容について広報を行う。 

 

１ 金融機関（銀行、信用金庫、信用組合等）への要請 

(1) 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 

(2) 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 

(3) 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、これを担保とする貸

付けにも応ずること。 

(4) 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話合いのう

え取立てができることとすること。 

(5) 災害時における手形の不渡処分について配慮すること。 

(6) 汚れた紙幣の引換えに応ずること。 

(7) 国債を紛失した場合の相談に応ずること。 

(8) 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化、

貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置をとること。 

(9) 休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営業が出来ない場

合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを

行う等災害被災者の便宜を考慮した措置をとること。 

(10) (1)～(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。 

(11) 営業停止等の措置をとった営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名

等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネ

ットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。 

 

２ 証券会社等への要請 

(1) 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置をとること。 

(2) 有価証券喪失の場合の再発行手続についての協力をすること。 

(3) 被災者顧客から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申出があった場合の可能な限り

の便宜措置をとること。 

(4) 窓口営業停止等の措置をとった場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の

手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に

周知徹底すること。 

(5) その他、顧客への対応について十分配意すること。 
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３ 生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請 

(1) 保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限りの便宜措置をとること。 

(2) 生命保険金又は損害保険金の支払については、できる限り迅速に行うよう配慮すること。 

(3) 生命保険料又は損害保険料の払込みについては、契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の延長を行

う等適宜の措置をとること。 

(4) 窓口営業停止等の措置をとった場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の

手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に

周知徹底すること。 

 

４ 火災共済協同組合への要請 

(1) 共済契約証書、届出印鑑等を喪失した共済契約者等については、可能な限りの便宜措置をとること。 

(2) 共済金の支払については、できる限り迅速に行うよう配慮すること。 

(3) 共済掛金の払込みについては、契約者のり罹災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置

をとること。 

(4) 窓口営業停止等の措置をとった場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の

手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に

周知徹底すること。 

 

第８ 租税等の徴収猶予、及び減免 

国、県、市は、災害により被害を受けた住民の生活を支援するため、租税の納付等について次の特例

措置をとる。 

 

１ 市税の特例 

財政部市民税課・資産税課・収納課は、被災した納税者、特別徴収義務者（以下「納税義務者等」と

いう。）に対し、地方税法及び市税条例の規定に基づき、市税の申告・納付等の延長、徴収猶予、減免等

の措置等をとる。 

〈市税の特例措置〉 

措置 内容 

申告・納付等

の 延 長 

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出、又は市税を納

付若しくは納入することができないと認めるときは、条例に基づき当該期限を

延長する。 

徴 収 猶 予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が、市税を一時に納付し、又は納

入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内

において徴収を猶予する。なお、やむをえない理由があると認められるときは、

更に１年以内の延長を行う。 

減 免 

被災した納税義務者に対しては、該当する各税目等について次により減免する。 

 市民税（県民税を含む）： 

納税義務者の被災状況及び所得に応じて軽減又は免除する。 

 軽自動車税：①に準じて軽減又は免除する。 

 固定資産税、都市計画税： 

災害により著しく価格が減じた固定資産に対し、損害の割合（土地）・損害

の程度（家屋、償却資産）に応じて減免する。 

 

２ 国税・県税の特例 

国、県は、被災した納税義務者等対し、法令及び県税条例の規定に基づき、国税及び県税の申告・申

請・請求・その他書類の提出・納付納入に関する期限の延長、徴収猶予及び減免等の措置をとる。 
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３ 国民健康保険の特例 

市は、被災した国民健康保険等の被保険者に対し、被保険者証の再交付等を迅速に処理するほか、国

民健康保険法及び市条例の規定に基づき、保険料等の徴収猶予、納期限の延長、減免等の措置をとる。 

 

４ 介護保険の特例 

災害により、定められた期間内に要介護認定又は要支援認定更新の申請をすることができなかった被

保険者は、その理由の止んだ日から１月以内に限り、保健福祉部介護保険課に対し更新認定の申請をす

ることができる。 

また、災害により資産に重大な損害を受け、又は世帯の収入が前年に比して著しく減少した場合は、

介護給付を受ける場合の利用料の減免や、保険料の減免・徴収猶予の措置をとる。 

 

５ その他の特例措置 

市長は、災害の状況によりその必要があると認める場合、被災した住民に対して、所得証明、納税

証明等の各種手数料・使用料を減免する。 

 

第９ 罹災証明書の交付 

 市は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、遅滞なく住家等の

被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。 

 

第10 被災者台帳の作成 

 災害による被災者を総合的かつ効率的な援護の実施の基礎とするため、市は、必要に応じて、個々

の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者

台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

 

第11 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築 

市は、被災者等の生活再建等を支援するための相談窓口を設置し、住民に対しホームページや広報紙

を活用して広報するとともに、報道機関に対し発表を行う。 

また、県及び関係機関の相談窓口と情報共有を行い、適切な窓口を案内できる体制を構築する。 
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第12 公共料金等の特例措置 

災害により被害を受けた住民の生活を支援するため、各公共事業機関は公共料金の支払等について、

次の特例措置をとる。 

〈公共料金の特例措置〉 

特例措置［担当］ 措置の概要 

郵便料金、郵便振替料

金の減免等 

［日本郵便］ 

①被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

②被災者が差し出す郵便物の料金免除 

③被災地あて救助用郵便物の料金免除 

④被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄付金の分配 

受信料金の免除等 

［ＮＨＫ］ 

①被災者の受信料免除 

②状況に応じた、避難所への受信機貸与 

③ＮＨＫ厚生文化事業団との協力による被災者の各種相談等 

電話料金、電話工事費

の減免等 

［ＮＴＴ東日本］ 

①避難勧告等により実際に電話サービスを受けられない契約者の基

本料金の減免（避難勧告の日から同解除の日までの期間（１ヵ月未

満は日割り計算とする） 

②被災者の電話移転工事費の減免（災害による建物被害により、仮住

居等へ電話を移転する契約者の移転工事費に限る） 

電気料金、工事費負担

金の免除等 

［中部電力］ 

 原則として災害救助法適用地域の被災者を対象とし、経済産業大臣

の認可を必要とする。 

①電気料金の早収期間及び支払期限の延伸 

②不使用月の基本料金の免除 

③建て替え等に伴う工事費負担金の免除（被災前と同一契約に限る） 

④仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 

⑤被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除 

⑥被災により1年未満で廃止又は減少した契約の料金精算の免除 

⑦被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の

免除 

ガス料金の納付延期等 

［長野都市ガス、帝国

石油］ 

 被害の状況により被災者に対して特例措置をとる。関東経済産業局

の認可を必要とする。 

①被災者のガス料金の納期延伸 

②事業区域外の災害被災者が区域内に移住してきた場合も、上記①を

適用する。 

上下水道料金の減免等 

［市（上下水道部）、県］ 

 災害の状況により必要と認める場合は、被災者に対して次の特例措

置をとる。 

①上下水道料金の減免 

○上下水道施設・設備が被災し、使用できなくなった期間の料金 

○家屋が被災し、仮設住宅、国・県・市・民間のアパート、親類・

友人宅などに居住した期間の料金 

○被災家屋の新築や改築工事のために使用された料金 

②被災家屋の新築・改築にともなう、給水装置工事の新設・変更工事

各手数料等の減免 

③下水道受益者負担金の徴収猶予 

一般廃棄物処理手数料

の減免［市（環境部）］ 

災害の状況により必要と認める場合は、被災者に対して、し尿処理手

数料・ごみ処理手数料の減免を行う。 
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第６節  被災中小企業等の復興 

 

項目 担当 

第１ 被災農林事業者に対する

支援 

農林部農業政策課・森林整備課、北信農業共済組合 

第２ 被災中小企業者に対する

支援 

商工観光部産業政策課 

 

第１ 被災農林事業者に対する支援 

県は、被災農林漁業者等の経営安定又は事業の早期復旧を図るため、資金需要等の把握に努め融資制

度等について次により支援する。 

市は、県が実施する措置について、県の担当部局と調整のうえ、対象者に対する周知・あっせんを行

う。 

 

１ 天災資金 

「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基づき政令で指定する災

害によって、損失を受けた被害農林漁業者等に対して次の資金を融資する。 

(1) 被災農林事業者の経営安定に必要な資金 

(2) 被災農林業組合の事業運営資金 

 

２ 日本政策金融公庫資金 

「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、被害農林漁業者等に対し、次の資金を融資する。 

(1) 農地又は牧野等の災害復旧に必要な資金 

(2) 被害農林漁業者の経営再建等に必要な資金 

(3) 復旧造林、樹苗養成施設又は林道の復旧に必要な資金 

(4) 被害農林漁業者の農林漁業施設復旧に必要な資金 

(5) 共同利用施設の災害復旧に必要な資金 

 

３ 農業災害資金 

「長野県農業災害資金融資利子補給等補助金交付要綱」に基づき、知事が指定する災害によって損失

を受けた被害農業者に対し、農業経営に必要な資金を融資する。 

 

４ 農業災害補償 

「農業災害補償法」に基づき、農業共済事業を実施し、農業者の不慮の事故、災害等によって受ける

農作物等の損失を補償する。 

被害の補償業務の迅速適正化及び共済金の早期支払により農業経営の安定を図る。 

 

第２ 被災中小企業者に対する支援 

県は、被災中小企業の早期復旧を図るため、被害状況、再建のための資金需要等の把握に努め、これ

に必要な資金の融通の円滑化等災害復旧対策を推進するため迅速かつ的確に以下の措置をとる。 

また市は、県が実施する措置について、県の担当部局と調整のうえ、対象者に対する周知・あっせん

を行う。 

(1) 中小企業融資制度資金（融資）の効果的な運用を図る。 

(2) 市町村、中小企業関係団体等を通じ、利活用できる金融の特別措置について当該被災地域における
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中小企業者に対し周知徹底を図る。 

(3) 被災地域を管轄する政府系金融機関等の現地支店に対し、被害の実情に応じ貸付手続の簡易迅速化、

貸付条件の緩和措置等を要請する。 

(4) 長野県信用保証協会に対し、金融機関からの借入れ手続に際して、債務の保証等について円滑な実

施を要請する。 

(5) 商工会議所、商工会及び市町村と連携し被災中小企業の復旧に関する相談窓口・企業訪問等の相談

体制を整備するとともに、商工関係機関による連絡会議を必要に応じて開催する。 
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第１０章 東海地震に関する 

事前対策活動 

 

第１節 総則 

第２節 東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令時の

活動体制 

第３節 災害広報・広聴計画 

第４節 避難活動等 

第５節 食料、生活必需品、飲料水の確保計画 

第６節 医療救護及び保健衛生活動計画 

第７節 児童生徒等の保護活動計画 

第８節 消防・救急救助等対策 

第９節 防災関係機関の講ずる措置 

第10節 売り惜しみ・買い占め等の防止 

第11節 交通対策 

第12節 緊急輸送 

第13節 事業所等対策計画 

 

本章は、東海地震に関連する情報及び警戒宣言が発令され

た場合にとるべき措置を定めたものである。 

本市は、東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定され

てはいないが、警戒宣言が発令された場合、交通、経済など

住民生活に影響するおそれがあるため、対応の基本事項を定

めるものである。 
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第１節 総則 

 

第１ 計画の目的 

東海地震は、大地震の切迫性が高く、予知の可能性がある唯一の地震として、大規模地震対策特別措

置法に基づき、著しい災害が生じるおそれのある地域が地震防災対策強化地域として指定され、観測体

制の強化や震災対策の充実が図られてきた。 

本市においては、東海地震が発生した場合は、震度４～５弱程度と予想されており（長野県地震防災

対策基礎調査）、地震防災強化地域には指定されてはいない。 

しかし、警戒宣言が発せられた場合、住民生活に大きな影響が発生するおそれがあるため、市、関係

機関、住民等のとるべき対策について定め、地震防災体制の推進を図ることを目的として本計画を策定

するものである。 

 

第２ 東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合の対応

方針 

警戒宣言が発せられる前において、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意志決定を

行った場合、必要な準備的行動を実施する。 

 

第３ 防災関係機関が地震防災応急対策として行う事務又は業務の大綱 

第１章 第２節「防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業務大綱」に準ずる。 
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第２節 東海地震に関連する情報及び警戒宣言発令時の活動体制 

 

第１ 県の対制 

東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報、東海地震予知情報及び警戒宣言が発せられ

た場合、県はその情報の内容に応じ必要な活動体制をとる。 

 

１ 気象庁が発表する「東海地震に関連する情報」の発表基準と県の活動体制 

〈「東海地震に関連する情報」と県の活動体制〉 

情報の 

種別 

発表基準 活動体制及び業務内容 

東

海

地

震

に

関

連

す

る

調

査

情

報 

（

カ

ラ

ー

レ

ベ

ル

・

青

） 

定

例 

○毎月の定例の「判定会」で調査が

行われ、「東海地震」に直ちに結び

つくような変化が観測されていな

いと判断された場合 

【なし】 

臨

時 

○１カ所のひずみ計で有意な変化が

観測された場合（臨時の「判定会」

を開催） 

○東海地域周辺でマグニチュード６

以上（あるいは震度５弱以上）の

地震を観測した場合（臨時の「判

定会」を開催） 

【東海地震観測体制】 

○東海地震に関連する調査情報（臨時）の収

集及び伝達 

東

海

地

震

注

意

情

報 

（

カ

ラ

ー

レ

ベ

ル

・

黄

） 

下記の基準でかつ、政府が準備行動

を行う旨の意思決定を行った場合 

○２カ所のひずみ計で有意な変化が

観測され、前兆すべりによる可能

性が高まったと「判定会」が判断

した場合 

○３カ所以上のひずみ計で有意な変

化が観測された場合 

【東海地震注意体制】 

○東海地震注意情報等の収集、伝達及び防災

対応等に関する広報 

○地震災害警戒本部設置の準備 

○地震防災応急対策の準備 

・警戒宣言が発せられた際の対応等の確認 

・地震防災応急対策上必要な部隊の派遣・受

入れの準備や物資、資機材等の確認 

・管理している施設の緊急点検 

・必要により県立学校の児童、生徒の引き渡

し等の安全確保対策 

東

海

地

震

予

知

情

報 

（

カ

ラ

ー

レ

ベ

ル

・

赤

） 

下記の基準でかつ、「警戒宣言」が発

せられた場合 

（※「警戒宣言」は、内閣総理大臣

が、気象庁長官から東海地震の発

生のおそれについて報告を受け、

閣議を経て発する。） 

○３カ所以上のひずみ計で有意な変

化が観測され、前兆すべりによる

ものと「判定会」が判断した場合 

○５カ所以上のひずみ計で有意な変

化が観測され、気象庁で前兆すべ

りと判断した場合 

【東海地震警戒体制】 

○地震災害警戒本部の設置 

○地震予知情報等の収集及び伝達 

○地震防災応急対策の実施 

・市町村、防災関係機関等の地震応急対策状

況の収集及び国への報告 

・県内における地震応急対策の総合調整及び

推進 
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２ 県地震災害警戒本部の設置 

 警戒宣言が発せられたときは、大規模地震対策特別措置法第16条に基づき、県地震災害警戒本部を設

置する。 

(1) 本部の組織 

長野県地震災害警戒本部条例及び同規定に定めるところによる。 

(2) 本部の位置及び活動要領 

ア 地震災害警戒本部は原則として、県庁西庁舎防災センターの災害対策本部室に置く。 

イ 地震災害警戒本部は、大規模地震対策特別措置法第17条第７項、長野県地震防災強化計画の地震

防災応急計画に係る措置及び長野県震災対策応急計画の応急対策に係る事項を行う。 

 

３ 活動体制の解除 

東海地震発生のおそれがなくなった旨の情報が発表された時並びに警戒宣言が解除された時、または

他の体制に移行したときは、活動体制を解除するものとする。 

 

４ 職員の参集 

職員は、東海地震予知情報、東海地震注意情報及び東海地震に関連する調査情報（臨時）等の収集に

積極的に努め、参集に備えるとともに、東海地震注意情報、警戒宣言の発令に接したときは、動員命令

を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集する。 

 

第２ 市の体制 

１ 東海地震に関連する情報時の体制 

東海地震に関連する情報が発表された場合、次の基準による配備態勢をとり、災害応急活動を実施す

る体制を確立する。 

なお、東海地震の発生により市域で被害が生じた場合は、第３章「震災対策計画」に基づき、必要な

体制をとる。 

〈配備基準〉 

態勢 

配備

区分 

発令基準（配備時期） 

（以下の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 

配備態勢（配備内容） 

－ － 

１ 東海地震に関連する調査情報（定

例）が発表されたとき 

なし 

注意 

観測 

１ 東海地震に関連する調査情報（臨

時）が発表されたとき（自動発令） 

１ 東海地震に関連する調査情報（臨時）の収集及び

伝達ができる体制 

登庁範囲 

 危機管理防災課担当職員 

警戒

準備 

２ 東海地震注意情報が発表されたと

き（自動発令） 

警戒 

第１

配備 

１ 東海地震予知情報が発表されたと

き（自動発令） 

１ 災害警戒本部設置（本部長：危機管理防災監） 

２ 被害情報の収集及び初期災害応急対策活動を遂

行できる体制 

３ 市長が必要と認めた場合、災害対策本部に移行 

登庁範囲 

 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

 本部連絡員、各班班長及び情報収集・所属職員連絡

体制の確保に必要な人員 

 支所長から参集指示のあった災害対応支援職員 

 初期災害応急対策活動を行う職員（広報担当、避難

所開設担当、施設所管担当（被害状況の確認）、避

難行動要支援者担当、学校・保育園担当、道路・河

川管理担当、交通機関担当など） 
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態勢 

配備

区分 

発令基準（配備時期） 

（以下の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 

配備態勢（配備内容） 

非常 

第２

配備 

１ 気象台が長野市内で震度５弱の地

震を観測し発表したとき（自動発令） 

２ 気象台の発表にかかわらず、市内各

所で地震による重大な被害が発表し

たとき 

１ 災害対策本部を設置する体制 

２ 災害応急対策活動が円滑に遂行できる体制（東

海地震発生による市内への影響分析及び被災地か

らの応援要請への対応が可能な体制） 

登庁範囲 

 本部員 

 初期災害応急対策活動を担当する班は全職員 

 その他の班も所属職員の５割以上 

第３

配備 

１ 気象台が長野市内で震度５強以上

の地震を観測し、発表したとき【自動

発令】 

２ 気象台の発表にかかわらず、市内全

域にわたり地震による重大な災害が

発生したとき 

１ 災害対策本部を設置する体制 

登庁範囲 

 全職員 

※自動発令とは、対象となる警報が発表されたことを知ったとき、配備命令の伝達を待たずに配備に付

くことをいう。 

 

 また、情報の内容に応じて次の業務を行う。 

〈市の行う業務〉 

【東海地震に関連する調査情報(臨時)、東海地震注意情報及び東海地震予知情報が伝達された

とき、または東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合】 

○地震予知情報等の収集、伝達及び防災対応等に関する広報 

○地震災害警戒本部設置の準備 

○地震防災応急対策の準備、警戒宣言が発せられた際の対応等の確認、地震防災応急対策上必

要な部隊の派遣・受入れの準備や物資・資機材等の確認、管理している施設の緊急点検及び

公立学校の児童・生徒の引き渡し等の安全確保対策 

【警戒宣言が発せられたとき】 

○地震予知情報等の収集及び住民、防災関係機関等への伝達 

○自主防災組織、防災関係機関等からの応急対策の状況の収集及び県への報告 

○地震防災応急対策の実施 

 

２ 職員の動員配備 

第３章 第２節 第１「職員の動員配備」に準ずる。 

 

３ 災害警戒本部の設置 

災害警戒本部は、第３章 第２節 第６「災害警戒本部の設置」に準ずる。 

 

第３ 災害情報の収集・連絡活動 

災害情報の収集・連絡活動は、第３章 第１節「災害情報の収集・連絡活動」に準ずる。 
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第３節 災害広報・広聴計画 

 

第１ 災害広報 

県、防災関係機関から得た東海地震関連情報や各機関の対応等の情報について、防災行政無線、広報

車、自主防災組織等を活用して広報を行う。 

詳細は、第３章 第28節 第１「災害広報」に準ずる。 

 

第２ 災害相談 

住民から様々な問合せ、相談が寄せられることが予想される。そのため、災害相談窓口を設置して、

電話や来訪による問合せ等に対応する。 

詳細は、第３章 第28節 第３「災害相談」に準ずる。 
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第４節 避難活動等 

 

第１ 基本方針 

東海地震の本市への影響については、千曲川・犀川沿いの低地では震度５弱、その他の地域では震度

４と推定されている。 

東海地震に関する「警戒宣言」が発せられた場合は、地震発生に伴う被害を最小限にとどめ、また、

避難に伴う混乱、事故を防止することを基本として、迅速、的確な避難措置をとるものとする。 

その際、高齢者、乳幼児、傷病者等に対する支援や外国籍県民等、観光客等に対する誘導など、要配

慮者の避難誘導にあたっては、特に配慮し、屋内避難を考慮に入れた対策を講ずるものとする。 

なお、避難対象地区以外の住民等は、耐震性の確保された自宅での待機等安全な場所で行動するもの

とする。このため、あらかじめ自宅の耐震点検等を行い、耐震性を十分に把握しておくものとする。 

 

第２ 避難活動 

１ 自主的避難の呼びかけ 

(1) 避難の必要が予測される住民への情報の提供 

崖崩れや雪崩の危険性の高い地域や古い建築物の居住者については、避難が必要となることが予測

されるため、警戒宣言等の情報を提供し、自主的な避難を促す。 

また、その他の地域等の住民に対しては「身の安全を第一」に適切な措置をとるよう呼びかける。 

(2) 避難方法 

避難方法は、原則として徒歩とする。 

山間地等で指定緊急避難場所までの距離がおおむね４km以上離れているなど、徒歩による速やかな

避難が困難な場所は、自動車によるものとする。また、徒歩での避難が困難な避難行動要支援者は、

自動車による避難とする。その場合、緊急車両等の通行の支障とならない避難を心がける。 

(3) 避難時の留意事項 

避難者に対しては、防災用具、非常持ち出し品、食料等の携行を要請する。 

 

２ 避難所の開設・受入れ 

(1) 避難所の開設 

特に大きな揺れが予想される地域を中心に、自主避難者を受入れるため、必要に応じて避難所を開

設する。避難所は、耐震性が確保された屋内とする。開設した避難所には、必要に応じて、仮設トイ

レ、臨時ごみ集積所、毛布等の物品を準備する。 

避難所の開設期間は、警戒宣言が発令されてから解除されるまでとする。 

(2) 避難所の受入れ・運営 

避難所への避難者の受入れ・運営のため、職員を配置するが、原則として自主防災組織の自主運営

とする。 

また、安全の確保と秩序維持のため、市街地の避難所等に警察官の配置を要請する。 

(3) 帰宅困難者の受入れ 

警戒宣言により交通が停止し、帰宅が困難となった帰宅困難者、滞留旅客を避難所に受入れる。 

その他、第３章 第11節「避難収容及び情報提供活動」に準じて行う。 

 

３ 避難地区の警備 

市は、協定締結先である（一社）長野県警備業協会に協力を要請するなどし、避難地区、避難所等の

巡視を行い、犯罪・事故等の未然防止を図る。 
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第５節 食料、生活必需品、飲料水の確保計画 

 

 警戒宣言時に必要な食料及び生活必需品は、住民が自主防災活動により確保する。 

市及び県は、住民の自助努力で確保できないものについて、緊急物資としてあっせんするほか、物資

流通の円滑化に配慮する。なお、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行っ

た場合、緊急物資の調達及びあっせん等を円滑に実施するため、利用可能な備蓄物資量の確認、調達可

能量の把握等の準備を行う。 

また、地震発生時の飲料水確保について、市及び県は必要な措置をとる。 

 

第１ 食料及び生活必需品の確保 

 市が実施する計画は次のとおり 

〈市が実施する計画〉 

○緊急避難等で非常持出しができなかった住民等に緊急物資の供給の必要が生じたときの物

資の調達又はあっせんを行う。 

○平常時から緊急物資の在庫状況を把握しておくとともに、必要に応じて物資等の供給協定の

締結を行う。 

○県に対する緊急物資の調達又はあっせんの要請を行う。 

○市は、避難対象地区以外において住民が、食料等生活必需品を確保し、日常生活の維持が可

能となるよう、小規模小売店等に対し、営業の継続を要請する。 

また、上記の要請が可能となるよう、市における主要な店舗等と警戒宣言時における安全性

を確保しながらの営業のあり方について協議しておく。 

○生活必需品等の備蓄について、住民に対して周知する。 

○物資拠点の開設準備を行う。 

なお、住民は、避難対象地区の内外を問わず、平常時から、食料等生活必需品の備蓄に努める。 

住民は、緊急物資、非常持出品の整備、搬出を行うものとするが、パニックに陥って買いだめ等に走

ることなく、冷静に行動する。 

 

第２ 飲料水の確保 

市が実施する計画は次のとおり 

〈市が実施する計画〉 

○住民に対して貯水の励行に関する広報を徹底する。 

○応急給水計画に基づき、他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水活動の準備を行

う。 

○水道施設の安全点検を実施し、二次災害防止措置の準備を行う。 

○応急復旧体制の準備を行う。 

○物資拠点の開設準備を行う。 

なお、住民は、飲料水及び生活用水を、可能な範囲で貯水する。 
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第６節 医療救護及び保健衛生活動計画 

 

第１ 医療救護体制の確立 

 市が実施する計画は次のとおり 

〈市が実施する計画〉 

○市医師会等に対し、救護班の出動準備を要請する。 

○医薬品、医療用資機材等の必要量及び医薬品卸業者、薬局等の備蓄量を迅速に把握し、必要

に応じて、県または関係機関に対して供給の要請を行う。 

○救護所等に医薬品、衛生材料、救護用資機材等を配備し、受入れ体制を整える。 

○傷病者の搬送準備をする。 

○住民に対し、救護所及び応急救護に携わる指定医療機関の周知を図る。 

 

第２ 保健衛生体制の確立 

 市は、し尿処理、ごみ処理、感染症予防等の活動について、資機材を準備する。 
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第７節 児童生徒等の保護活動計画 

 

第１ 学校における措置 

１ 公立学校における措置 

公立学校は、児童生徒等が在校中に警戒宣言が発せられた場合、授業又は学校行事を直ちに中止し、

警戒宣言が解除されるまでの間又は地震発生後安全が確認されるまでの間、原則として休校とする。 

また、児童生徒等が在宅中に警戒宣言が発令された場合は、登校又は登園しないこととする。 

なお、遠距離通学・通園などの事情により、警戒宣言発令後に対策を講じたのでは児童生徒の安全確

保ができないと予想される場合、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意志決定を行っ

た時点で、必要により授業等を中止し、児童生徒等の帰宅や保護者の引き渡し等の安全確保対策をとる

ことができる。 

〈警戒宣言発令時の措置〉 

○児童生徒等の安全確保に十分留意し、必要に応じ、教職員が引率してその集団下校や直接保

護者への引き渡しを行う。 

○児童生徒等については帰宅させることを原則とするが、留守家庭、交通機関利用通学者、避

難対象地区内在住者等で、帰宅、引き渡しが困難と考えられる場合は、市が設置した指定緊

急避難場所又は学校で保護する。 

この場合、事前に保護者と打ち合わせのうえ、個々についての対応の仕方を確認しておく。 

○保護にあたっては不安、動揺を与えないよう配慮するものとし、保護する児童生徒の氏名、

人数を確実に把握し、市災害警戒本部及び県教育委員会へ報告する。 

○保護した児童生徒等の生活に必要な主要食料、水、生活必需品等の確保については、市災害

警戒本部と協議のうえ、対策を講ずる。 

○警戒宣言が登下校中に発せられた場合に備え、児童生徒等に対し、以下の事項を徹底してお

く。 

・ブロック塀、橋、崖下等の危険箇所から離れる。 

・学校か自宅か近い方に急いで避難することを原則とする。 

・交通機関利用者については、その場の指揮者（乗務員、添乗員、車掌等）の指示により行

動し、勝手な行動はとらない。 

 

２ 私立学校における措置 

私立学校においても、おおむね公立学校と同様の措置をとるようにする。 

 

第２ 保育園における措置 

保育園においても学校と同様の措置をとる。 

ただし、保護者の引取りがあるまでは、保育園にて保護する。 
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第８節 消防・救助・救急等対策 

 

警戒宣言が発せられた場合、市は、市地域防災計画及び市消防局震災警防規程に基づき、平常時の業

務を停止又は縮小し、消防・救助・救急対策活動を実施する。 

また、県及び市は東海地震応急活動要領等に基づく広域的な応援の受入れ準備活動を実施する。 

市が実施する計画は次のとおり 

〈市が実施する計画〉 

○消防無線等による正確な情報の収集及び伝達体制を確立する。 

○警察庁、防衛省及び消防庁の応援部隊を受入れるため、あらかじめ定めた活動拠点の施設管

理者と連携し、施設を確保する。 

○火災防除のため、現有消防力を有機的に運用し、効果的な警戒を図る。 

○火災発生の防止、初期消火活動については住民等への広報を行う。 

○自主防災組織、自衛消防隊等の消防防災活動に対する指導を実施する。 

○消防団、自主防災組織の協力を得て、消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設等に

配置した資機材等の確認を行う。 

○地震に備えての消防部隊の編成強化を行う。 

○資機材及び救急資機材を確保する。 

○迅速な救助・救急のための体制確保 

○応援部隊を受入れるため、あらかじめ定めた前進拠点及び進出拠点の施設管理者と連携し、

施設を確保する。 

○出火防止、初期消火等の広報を行う。 

○施設、事業所等に対し、応急計画の実施を指示する。 
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第９節 防災関係機関の講ずる措置 

 

 防災関係機関は、東海地震に関連する調査情報（臨時）が発表された場合、平常時の活動を継続しつ

つ、情報の内容に応じて連絡用職員の確保など必要な対応をとり、東海地震注意情報が発表された場合

は、相当の職員の参集を行うとともに、相互に連携して迅速かつ的確な情報収集を実施し、これら情報

の共有を図る。 

また、防災関係機関は、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った場合

又は警戒宣言が発せられた場合は、災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するために必要な資

機材の点検、整備及び配備等の準備を行うものとする。 

 

第１ ライフライン機関 

１ 電力会社 

(1) 地震災害警戒本部を設置するものとする。 

(2) 電力設備の特別巡視点検を実施し、通信網の確保、要員、資機材の確保を図るとともに、その輸送

ルートを確立するものとする。 

(3) 社員一人一人が、迅速・的確な行動をとれるよう、個々の行動、役割を記載したカードを全社員が

携帯するものとする。 

(4) 訪問者、見学者等の安全避難を図るとともに、テレビ、ラジオ等を通じて利用者に対する具体的な

安全措置についての広報を行うものとする。 

 

２ 通信 

(1) 地震災害警戒本部を設置し、必要人員を配置するとともに、復旧体制を確立するものとする。 

(2) 重要通信を確保するため、通信の疎通状況の監視を強化し、必要により通話規制等の利用制限措置

をとるものとする。 

(3) 通信の途絶を防止するため、災害対策機器の試験・点検を行うものとする。 

(4) 通信のそ通状況・利用制限措置等について利用者への広報を行うものとする。 

(5) 警戒宣言発令後、災害用伝言ダイヤル・ｉモード災害用伝言版・web171の運用開始に向けた準備を

行うとともに、輻輳が発生した場合は、速やかに運用を開始するものとする。なお、注意情報等発出

後においても、同様とする。 

 

３ ガス 

(1) 速やかに地震災害警戒本部を設置し、非常体制を確立するものとする。 

(2) 工事中のガス工作物については、安全措置をとり直ちに中止するものとする。 

(3) 巡視、点検を実施し、必要な資機材を確保するものとする。 

(4) 利用者に対し、テレビ、ラジオ、広報車等を通じて、ガス事業者の警戒態勢及び地震発生時のガス

に関する安全喚起について広報を行うものとする。 

(5) 警戒宣言が発せられた場合においても、ガスの供給を確保するものとする。 
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第２ 金融機関等 

１ 金融機関 

(1) 警戒宣言が発せられた場合は、その時点から、民間金融機関における窓口業務は停止するものとす

る。 

ただし、預金取扱金融機関においては、普通預金の払戻業務以外の業務は停止し、その後、店頭の

顧客の混雑等の状況を的確に把握し、混乱を起こさないように窓口における払戻業務も停止するもの

とする。 

(2) 預金取扱金融機関においては、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機（ＡＴＭ）

等において預金の払戻しを継続する等、居住者等の日常生活に支障をきたさないような措置をとるも

のとする。 

(3) 営業停止等を周知させるため、ポスターの店頭掲示、新聞やインターネット等を活用して広報を行

うものとする。 

※「民間金融機関」とは、「預金取扱金融機関」、「保険会社」、「証券会社」等をいい、「預金取扱金融

機関」とは、銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合等の預金を取り扱う機関をいう。 

 

２ 日本郵便㈱信越支社 

(1)日本郵便㈱信越支社は、非常災害対策本部を設置し、発災に備えて災害応急体制及び復旧体制等を整

えるものとする。 

(2) 警戒宣言が発せられた場合は、その時点から支店、郵便局等における業務の取扱いを停止するもの

とする。 

(3) 日本郵便㈱信越支社は、警戒宣言に伴う郵便の業務運営について、報道機関等を通じ広報活動を行

うものとする。 

(4) 警戒宣言が解除された場合は、遅滞なく平常どおりの業務を行うものとする。 
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第１０節  売り惜しみ・買い占め等の防止 

 

 警戒宣言が発せられた場合、悪質商法や、売り惜しみや買い占め等による物価の高騰等を防ぎ、必要

物資の安定供給のための措置が必要である。 

市が実施する計画は次のとおり 

〈市が実施する計画〉 

○売り惜しみ買い占め及び便乗値上げを防ぐため、生活必需物資等の価格需給動向について調

査、監視を行う。 

○適正な価格若しくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して協力を要請す

る。 

○情報の不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、供給状況

等について必要な情報を提供する。 

○売り惜しみ買い占め、便乗値上げ、警戒宣言に便乗した悪質商法等に対する消費者からの相

談に対応するため、相談窓口等を設置する。 

○管内又は広域圏で流通業者との連携を図る。 

なお、住民は、集団心理的パニックを防ぐため、自ら冷静な消費行動に努める。 
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第１１節  交通対策 

 

第１ 道路に関する事項 

１ 警察が実施する計画 

(1) 避難路及び緊急輸送路については、優先的にその機能の確保を図るため、原則として一般車両の通

行を禁止又は制限するものとする。  

(2) 高速自動車国道については、一般車両の県内への流入を制限するとともに、強化地域内におけるイ

ンターチェンジからの流入を制限するものとする。 

(3) 警察庁指定の広域交通規制対象道路については、必要な交通規制、迂回誘導、自動車利用の抑制の

要請等を行うものとする。 

 

なお、本市は強化地域ではないが、強化地域に関しては上記のほか下記の措置がとられる。 

(4) 強化地域内での一般車両の走行は極力抑制するものとする。 

(5) 強化地域への一般車両の流入は極力制限するものとする。 

(6) 強化地域外への一般車両の流出は、交通の混乱が生じない限り原則として制限しないものとする。 

 

２ 市が実施する計画 

(1) 市は、関係事業者と連携した滞留旅客対策を行う。 

(2) 市は、警戒宣言前の段階から警戒宣言時の交通規制等の情報について、あらかじめ情報提供すると

ともに、不要不急の旅行等を控えるよう要請を行う。 

 

３ 東日本高速道路㈱が実施する計画 

東日本高速道路㈱は、その防災業務計画に定めるところにより、警戒宣言の対策を実施するものとす

る。 

 

４ 路線バス会社が実施する計画 

(1) 主要バスターミナル、営業所及び車内等の旅客に対し、掲示物、放送等により情報を伝達するもの

とする。 

(2) 警戒宣言の情報を入手したときは、車両の運行を中止し、安全な場所に停車し、旅客に避難地を教

示する。児童・生徒については、学校と連絡をとり、必要な対応措置をとるものとする。 

 

第２ 鉄道に関する事項 

１ 市が実施する計画 

 市は、関係事業者と連携した滞留旅客対策等を行う。 

 

２ 東日本旅客鉄道㈱及び日本貨物鉄道㈱が実施する計画 

鉄道については、強化地域に関連して次の措置がとられる。これによって、市内における鉄道の運行

等にも影響がでることが予測される。 

(1) 東海地震注意情報発表時の対応 

ア 東海地震注意情報が発表された場合は、旅客等に対して、警戒宣言時に列車の運転を中止するこ

と等状況を説明し、旅行の中止を勧めるものとする。 

なお、強化地域の境界付近を内方に向かって運転中の列車の旅客に対しては、状況により最寄り

の駅で強化地域外へ向かう列車に移乗することを案内するものとする。 
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イ 東海地震注意情報が発表された場合は、次のとおり列車の運転規制手配を行うものとする。 

(ｱ) 強化地域内を運転中、又は、強化地域内へ進入する予定の貨物列車等については、原則として

最寄りの貨物駅に抑止を行うが、強化地域外への進出が可能と判断される場合には運転を継続す

るものとする。 

(ｲ) 強化地域内を旅行目的としない旅客を主に輸送する列車（夜行寝台列車等）は、原則として強

化地域内への入り込みを規制するものとする。なお、強化地域内を運転中の旅客列車は、原則と

してそのまま運転を継続するものとする。 

(ｳ) 強化地域及び隣接する地域においては、帰宅困難者や滞留旅客軽減のため必要により輸送力の

増強を実施するものとする。 

(2) 警戒宣言発令時の対応 

ア 警戒宣言が発せられた場合は、予め定めた方法により列車の運転状況、旅客の待機状況等を適宜

報道機関等に発表するものとする。 

イ 駅施設内の旅客及び停車した列車内旅客は、自己の責任において行動を希望する者を除き、原則

として駅施設内又は列車内に残留させる。ただし、列車の停車が長期間となった場合、危険が見込

まれるとき及び発災後は地方自治体の定める避難地へ旅客を避難させる。また、旅客に対し必要に

応じ食事のあっ旋を行うものとする。 

ウ 警戒宣言が発せられたときの列車の運転規制手配を次のとおり行うものとする。 

(ｱ) 強化地域内への列車の入り込みは、原則として規制するものとする。 

(ｲ) 当該地域内を運転中の列車は、原則として最寄りの安全な駅その他の場所まで安全な速度で運

転して停車させるものとする。 

(ｳ) 強化地域外においては、運行状況を勘案し、中央本線塩尻駅、小海線小海駅で速度を制限して

折り返し運転を行うものとする。 
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第１２節  緊急輸送 

 

警戒宣言発令時における緊急輸送は、地震防災応急対策上必要な、最小限の範囲で実施するものとし、

各機関と協議の上、地震災害警戒本部が必要な調整を行う。 

なお、市、県及び関係機関は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両及びヘリポート等の確保を図

る。 

市が実施する計画は次のとおり 

〈市が実施する計画〉 

○市は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両、物資輸送拠点等の確保を図る。 

○市は、必要に応じて、第３章 第４節「ヘリコプターの運用計画」により、ヘリコプターの

出動を要請する。 

また、各関係機関は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用車両等の確保を図るものとする。 
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第１３節  事業所等対策計画 

 

 強化地域外の事業所等や一定規模以下の施設及び事業所にあっても、警戒宣言時の対応措置をあらか

じめ定めておくものとする。 

これら事業所等においては、東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う旨の意思決定を行った

場合、建物等の耐震性や立地条件、営業や利用状況などを判断して、警戒宣言時の地震防災応急対策を

円滑に実施するための確認又は準備的措置をとるものとする。 

 

第１ 事業所等が実施する計画 

１ 施設内の防災体制の確立 

(1) 防災責任者などを中心にして、地震災害を未然に防止し、又は軽減するための体制を確立するもの

とする。 

(2) 地震予知情報等必要な情報を正確に入手し、顧客や従業員等に迅速かつ正確に伝達し、避難誘導や

安全確保のための措置をとるものとする。 

(3) あらかじめ定められた分担に従って地震防災応急対策を実施するものとする。 

 

２ 応急保安措置の実施 

地震防災応急計画に基づいて、防災体制を整えるものとする。 

(1) 火気使用を自粛するものとする。 

(2) 落下物による被害等防災上の点検を行い必要があれば、応急修理を実施するものとする。 

(3) 消火器具等の消防施設を点検し、出火に備えるものとする。 

なお、夜間、休日等時間外に警戒宣言が発せられた時は、地震防災応急計画に基づいて、ただちに

出社し、あらかじめ定めてある応急対策を行うものとする。 

 

第２ 従業員の帰宅措置 

 事業所等においては、応急保安措置をとった後は、保安要員を残し避難を開始する。 

この場合、従業員数、道路交通状況、警戒宣言が発せられた時刻等を考慮して、帰宅経路にかかる状

況を確認したうえで、相互協力し時差退社させるものとする。 

ただし、帰宅にあたっては、徒歩又は自転車によるものとし、原則として自家用車による帰宅はしな

いものとする。 
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第１１章  被災地支援対策計画 

 

第１節 被災地支援体制 

第２節 被災地支援 

第３節 避難者の受入れ 

 

本章は、市域外で災害が発生した場合に、被災地への支

援及び避難者の受入れのために、東日本大震災で対応した

事例を参考にとるべき措置の基本を定めたものである。 
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第１節  被災地支援体制 

 

第１ 職員の動員配備 

１ 初動体制の確立 

災害協定締結市にて地震が発生した場合、次の基準による配備態勢をとり、迅速かつ的確な災害応急

対策活動の支援を実施できる体制を確立する。 

なお、配備は原則として地震情報に基づく自動発令とし、対象となる情報を知ったときは、配備命令

の伝達を待たずに配備に付くものとする。 

〈配備基準〉 

態

勢 

発令基準 

（以下の場合ほか、市長が必要と認めたとき） 

配備態勢 

注

意 

災害協定締結市町村で震度６弱の地震を観

測し発表したとき 

被災市町村の情報収集活動ができる体制 

登庁範囲 

 危機管理防災課担当職員 

警

戒 

災害協定締結市町村で震度６強以上の地

震を観測し発表したとき 

被災市町村の情報収集活動、支援準備ができ

る体制 

登庁範囲 

 危機管理防災監、危機管理防災課全職員 

必要に応じて危機管理防災監が登庁を依頼する者 

 支援活動を行う所属の職員 

 

２ 「長野県市町村災害時相互応援協定」に基づく先遣隊の派遣 

「長野県市町村災害時相互応援協定」により、長野ブロック構成市町村（長野市･須坂市･千曲市･坂城

町･小布施町･高山村･信濃町･飯綱町･小川村）にて震度６強以上の地震が観測され、本市に被害がなく、

市町村と連絡がとれない場合は、先遣隊を派遣する。本市に被害があった場合は、千曲市、須坂市の順

に派遣依頼を行う。 

また、松本ブロック構成市町村（松本市・塩尻市・安曇野市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑

北村）にて震度６強以上の地震が観測され、松本ブロック内の構成市町村の大半が被災しブロック内で

先遣隊の派遣ができず、本市に被害がなく、市町村と連絡がとれない場合は先遣隊を派遣する。 

危機管理防災監は、配備体勢をとったときは、市長、副市長に報告する。 

 

第２ 協定締結市への応援 

１ 相互応援協定等に基づく迅速な応援 

応援活動は、被災市が必要とする応急措置等を、迅速かつ的確に行うことが重要となることから、総

務部危機管理防災課は、災害の発生を覚知したときは、事前に締結されている相互応援協定等に基づき、

速やかに情報収集を行うとともに、応援体制を整え、要請を受けた場合は、早急に出動する。 

 

２ 要請を待たない自主的出動等 

通信の途絶等により要請がない場合でも、災害の規模等から緊急を要し、要請を待ついとまがないと認

められる時は、要請を待たないで自主的に出動等をすることができる。 

 

３ 経費の負担 

応援に要した経費は、法令その他に特別の定めがある場合を除き、事前に締結された相互応援協定等に

定められた方法によるものとする。 



《第 11 章 被災地支援対策》1 被災地支援体制 

 

 326

第２ 災害支援本部の設置 

市は、本市以外に大規模な災害が発生したことにより、被災地の支援を行う必要がある場合は、災害

支援本部を設置し、市の組織をあげて支援を行う。 

また、災害時相互応援協定を締結している、東京都町田市、富山県富山市、新潟県上越市、静岡県静

岡市、山梨県甲府市、長野県内市町村、中核市への支援についても同様とする。 

 

１ 災害支援本部の設置 

災害支援本部の設置は、市長が決定する。本部は市役所に置く。 

 

２ 本部の組織 

本部の組織は、危機管理防災監を本部長とし、必要な本部職員を市長が指名する。 

支援に関する必要事項の決定は市長が行い、調整は災害支援本部が行う。 

各部の体制は長野市災害対策本部組織図に準ずる。 

 

３ 業務分掌 

各部の所掌業務は、「長野市災害支援本部業務分掌」に示すとおりとする。 

 

第２ 情報収集及び連絡調整 

災害支援本部は、次の情報を収集するとともに、被災地支援に関して被災自治体、関係機関、県との

調整を行う。 

なお、災害支援本部が設置されるまでの間は危機管理防災班が業務を行う。 

(1) 災害の発生状況 

(2) 被災地の交通状況 

(3) 被災地のニーズ（物資、応援要員） 

(4) 県、関係機関の支援の状況 

 

第３ 広報 

災害支援本部は、ホームページ、広報紙等に被災地支援に関する情報を掲載する。 

 

第４ 本部の廃止 

市長は、被災地の支援が必要なくなったとき、若しくは全庁的な支援が必要なくなったと認められる

ときは、本部を廃止する。 
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災害支援本部業務分掌 

部 班 業務分掌 

各部（共通） 各班（共通） 被災地応援職員の派遣に関すること 

総務部 

災害支援本部班 

（危機管理防災課） 

災害支援本部の設置及び廃止に関すること 

受入れに伴う支援策の企画、立案、及び調整に関すること 

庁内支援体制の構築に関すること 

支援に関する照会、情報の収集・提供に関すること 

避難所の開設に関すること 

義援金・支援物資に関すること 

支援要請の調整に関すること 

庁内関係部局との連絡・調整に関すること 

県等関係機関との調整・報告に関すること 

報道対応に関すること 

被災地の災害情報の収集に関すること 

災害支援本部の庶務に関すること 

派遣職員の装備等に関すること 

その他支援に関すること 

庶務班 救援物資の受入れ及び義援金に関すること 

職員班 

災害支援本部の職員配置に関すること 

派遣職員の編成及び調整に関すること 

情報政策班 部内の応援に関すること 

職員研修所班 部内の応援に関すること 

行政管理班 部内の応援に関すること 

第一庁舎・長野市芸術館建設事務局班 部内の応援に関すること 

選挙管理委員会事務局班 部内の応援に関すること 

監査委員事務局班 部内の応援に関すること 

企画政策部 

秘書班 被災地への見舞い、視察等に関すること 

企画班 部内の応援に関すること 

人口減少対策班 部内の応援に関すること 

広報広聴班 住民、受入れ被災者等への広報に関すること 

交通政策班 部内の応援に関すること 

東京事務所班 国、関係機関の情報収集に関すること 

市民生活部 

地域活動支援班 支所班の取りまとめに関すること 

市民窓口班 部内の応援に関すること 

支所班 

受入れ避難所の設置・運営に関すること 

受入れ被災者の各種相談に関すること 

救援物資の受入れ及び義援金に関すること 

戸籍・住民記録班 受入れ被災者の各種相談に関すること 

人権・男女共同参画班 部内の応援に関すること 

財政部 

財政班 財政措置に関すること 

契約班 部内の応援に関すること 

管財班 

派遣車両の配車及び燃料の確保に関すること 

輸送車両の確保に関すること 

市民税班 受入れ被災者の税に関すること 

資産税班 

被災地応援職員（罹災証明書発行に伴う確認作業）の派遣に関する

こと 

収納班 部内の応援に関すること 
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部 班 業務分掌 

保健福祉部 

福祉政策班 

受入れ被災者の生活支援策に関すること 

ボランティアに関する社協、団体等との調整に関すること 

民生児童委員との調整に関すること 

生活支援班 部内の応援に関すること 

高齢者福祉班 部内の応援に関すること 

介護保険班 救援物資の受入れに関すること 

障害福祉班 部内の応援に関すること 

医療事業班 応援派遣（医療）に関すること 

国民健康保険班 受入れ被災者の健康保険の相談に関すること 

長野市保健所

部 

総務班 部内の応援に関すること 

健康班 

受入れ被災者に対する医療救護・健康相談に関すること 

応援派遣（健康相談）に関すること 

食品生活衛生班 避難所における衛生に関すること 

環境衛生試験所班 部内の応援に関すること 

こども未来部 

こども政策班 部内の応援に関すること 

子育て支援班 部内の応援に関すること 

保育・幼稚園班 受入れ被災者の保育及び保育料の減免に関すること 

環境部 

環境政策班 部内の応援に関すること 

廃棄物対策班 部内の応援に関すること 

生活環境班 

避難所におけるし尿等及び、ごみの収集運搬・処理に関すること 

受入れ被災者のし尿、ゴミ処理手数料の減免に関すること 

清掃センター班 部内の応援に関すること 

衛生センター班 部内の応援に関すること 

商工観光部 

産業政策班 

受入れ被災者に対する労働者雇用、あっせん等の連絡調整に関する

こと 

観光振興班 観光施設における避難所の確保及び運営に関すること 

文化スポーツ

振興部 

文化芸術班 避難所の運営に関すること 

スポーツ班 避難所の開設、運営に関すること 

農林部 

農業政策班 災害支援本部の指示による 

農業土木班 災害支援本部の指示による 

森林整備班 災害支援本部の指示による 

いのしか対策班 災害支援本部の指示による 

農業委員会事務局班 災害支援本部の指示による 

建設部 

監理班 部内の応援に関すること 

道路班 部内の応援に関すること 

河川班 部内の応援に関すること 

維持班 部内の応援に関すること 

住宅班 受入れ被災者の公営住宅の入居及び管理に関すること 

建築班 

被災地応援職員（り災証明書発行に伴う確認作業）の派遣に関する

こと 

建築指導班 

被災地応援職員（り災証明書発行に伴う確認作業）の派遣に関する

こと 

都市整備部 

都市計画班 部内の応援に関すること 

市街地整備班 建設部の応援に関すること 

公園緑地班 部内の応援に関すること 

まちづくり推進班 部内の応援に関すること 

駅周辺整備部 駅周辺整備局班 建設部の応援に関すること 
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部 班 業務分掌 

会計部 

会計班 災害支援本部の指示による 

検査班 災害支援本部の指示による 

議会部 

総務班 災害支援本部の指示による 

議事調査班 災害支援本部の指示による 

教育部 

総務班 避難所の開設、運営の総括に関すること 

生涯学習班 避難所の運営に関すること 

文化財班 避難所の運営に関すること 

学校教育部 

学校教育班 受入れ被災者の教育に関すること 

保健給食班 避難所の運営に関すること 

上下水道部 

総務班 応援派遣（給水・復旧）の総括に関すること 

営業班 

応援派遣（給水）に関すること 

受入れ被災者の上下水道料金の減免に関すること 

水道整備班 応援派遣（給水）に関すること 

水道維持班 応援派遣（給水・復旧）に関すること 

浄水班 応援派遣（給水）に関すること 

下水道整備班 応援派遣（給水）に関すること 

下水道施設班 応援派遣（給水）に関すること 

消防部 

総務班 応援派遣（緊急消防援助隊）に関すること 

予防班 応援派遣（緊急消防援助隊）に関すること 

警防班 応援派遣（緊急消防援助隊）に関すること 

通信指令班 応援派遣（緊急消防援助隊）に関すること 

消防署班 応援派遣（緊急消防援助隊）に関すること 

※「被災地応援職員（ ）の派遣に関すること」の（ ）には、市町村からの依頼に基づき行った東日本

大震災の支援を例示した。 

※「応援派遣（ ）に関すること」の（ ）には、関係団体・組織からの依頼に基づき行った東日本大震

災の支援を例示した。 
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第２節  被災地支援 

 

第１ 救援物資の確保・搬送 

１ 救援物資の確保 

総務部災害支援本部班・庶務班、保健福祉部介護保険班、市民生活部支所班は、次の方法で救援物資

を確保する。 

(1) 市の備蓄 

(2) 市内の企業、団体からの寄付 

(3) 個人からの寄付 

なお、個人からの救援物資の募集は、期間と品目を定め、場所を指定して受付を行う。 

 

２ 救援物資の仕分及び保管 

総務部災害支援本部班、保健福祉部介護保険班は、市役所等の公共施設に救援物資の受入れ場所を確

保し、庁内各部班の応援により仕分を行う。 

 

３ 輸送手段の確保 

財政部管財班は、被災地までのトラック等の輸送手段を確保する。 

総務部災害支援本部班は、状況に応じて民間の輸送会社の活用も検討する。 

 

第２ 義援金の受付 

会計部会計班は、義援金の受付口座を開設し、総務部災害支援本部班・庶務班、市民生活部支所班は

義援金を受け付ける。 

また、総務部災害支援本部班はホームページ、広報紙で募集する。 

 

第３ 職員の派遣 

総務部災害支援本部班及び職員班は、被災地からの要請に基づき、必要な職員の職種及び人数を確保

し、被災地に派遣する。派遣が長期にわたる場合は、各部班でローテーションを組み対応する。 

 

１ 公務出張による派遣 

総務部災害支援本部班・職員班及び財政部管財班は、派遣に必要な、公用車、燃料、旅費、被服、消

耗品、現地での宿泊場所を確保する。 

 

２ 地方自治法による派遣 

総務部職員班は、派遣期間、給与、旅費、勤務関係等の経費負担を定めた協定書の事前調整及び締結

を被災市町村と行う。 
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第３節  避難者の受入れ 

 

市は、被災地からの避難者のために、避難所及び住宅等を確保し受入れを行う。 

県においても、県境を越えて避難する者が発生した都道府県と連携し、必要に応じて対応を行う。 

第１ 避難者受入れに関する調整 

１ 避難者受入れ方法等の決定 

総務部災害支援本部班は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成

12年 3月 31日厚生省告示第144号）」を基本とし、県が定める受入れ方針と調整を図り、受入れ方法等

を決定する。また、厚生労働省から随時発布される「災害救助法に関する取扱通知（以下「災害救助法

弾力運用通知」という。）」に従い、受入れ方法等をその都度見直しする。 

対象者は、次のとおりとする。 

〈受入れの対象者〉 

○被災した都道府県知事から長野県知事に災害救助法第 35条に基づく応援要請がある災害救

助法適用市町村で、住家が被害を受け居住の場所を失うなど、災害によって現に被害を受け

た者 

○厚生労働省から発布される災害救助法弾力運用通知による対象者 

 

２ 避難者支援のための総合窓口の設置 

総務部災害支援本部班は、避難者受入れ及び支援のため、関係各部班と連携し、住宅、福祉、就学、

就業等に関する受付業務を総合的に行う。 

 

第２ 避難施設への入居 

避難者受入れのため、次のような施設を確保し、あっせんする。 

なお、短期的な受入れのあっせん順序は丸数字のとおりとする 

〈避難者受入れ施設〉 

短期的な受入れ 

（避難所） 

①市が開設する短期避難所（保科温泉） 

②市が委託する民間宿泊施設（善光寺宿坊） 

③民間宿泊施設（低廉価格協力の申出のあった施設） 

※（ ）内の施設名は東日本大震災時のもの 

中長期的な受入れ 

（公営住宅等） 

○市営住宅 

○県営住宅 

○雇用促進住宅 

○県民間借り上げ住宅 

 ※避難者の希望により選択する 
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第３ 短期的避難者の受入れ支援 

短期的に避難者の受入れを行う場合は、次の支援を行う。詳細は、第３章各節に準ずるものとする。 

〈短期的避難者の受入れ支援〉 

○避難者の把握      ○避難施設の管理      ○食料の供給 

○生活必需品の供給    ○ボランティア等への対応  ○広報・報道対応 

○要配慮者の支援  ○健康管理 

なお、県でも、緊急的な一時受入れ、短期的な避難者の受入れについて、被災した都道府県と連携し、

必要に応じて次の対応を行う。 

〈県が行う緊急的な一時受入れ、短期的な避難者の受入れ支援〉 

【緊急的な一時受入れ】 

○県の有する施設を一時的な避難所として、当分の間提供 

 なお、受入れにあたっては、要配慮者及びその家族を優先 

【短期的な避難者の受入れ】 

○被災自治体から避難者受入れの要請があった場合には、緊急的な一時受入れと同様に、県の

施設で対応 

○上記による受入れが困難な場合、市町村と協議の上、県内の旅館・ホテル等を県が借り上げ

て、避難所とする 

 

第４ 中・長期的な避難者の受入れ支援 

中長期的に避難者の受入れを行う場合は、次の支援を行う。 

〈中・長期的避難者の受入れ支援〉 

○公営住宅への入居 

○家具、家電、生活必需品等の救援物資の提供（東日本大震災時は日赤家電で対応） 

○市手数料、使用料の減免 

○就業相談 

○市臨時職員の雇用創出 

○生活資金の相談（生活福祉資金・生活相談・被災地自治体の見舞金等） 

○教育・保育支援（保育所・幼稚園への入所、各学校への転入学） 

○介護・福祉支援 

○健康相談（医療機関の紹介、健康相談） 

○避難元自治体への避難情報の提供 

なお、県でも、中期的（６か月から２年程度）な避難者の受入れについて、被災した都道府県と連携

し、必要に応じて次の対応を行う。 

〈県が行う中期的避難者の受入れ支援〉 

○県営住宅への受入れ 

○市町村営住宅等の受入れ情報について提供 

○民間賃貸住宅を県が借り上げ、２年間を限度に応急仮設住宅として提供 

○長期的に本県に居住する意向のある者については、住宅、仕事等の相談に対応するなど、定

住支援 
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第５ 避難者の報告 

総務部災害支援本部班は、避難者が被災した自治体の支援等を受けられるように、県に次の報告を行

う。 

〈報告書の名称〉 

○避難者リスト        ○避難者数調査       ○全国避難者情報システム 

 

第６ 避難者の生活支援及び情報提供 

総務部災害支援本部班は、県及び被災した市町村等と連携し、市内に避難を希望する避難者に対して、

住まい、生活、医療、教育、介護などの多様なニーズを把握し、必要な支援を行う。 

また、避難者に関する情報を活用し、避難者へ避難元市町村からの情報を提供するとともに、市及び

県からの避難者支援に関する情報を提供する。 
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第１節 計画の策定方針 

 

第１ 目的 

本市は、県知事より水防法（昭和24年法律第193号。以下「法」という。）第４条に基づいた指定水

防管理団体の指定を受けている。本計画は、法第33条第１項の規定に基づき作成するもので、水防事務

の調整及びその円滑な実施のため必要な事項を規定し、本市の区域内にかかる河川、湖沼等の洪水によ

る水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって市民の安全を保持することを目的とす

る。 

 

第２ 水防の責任等 

１ 本市の責任 

本市は、その区域における水防を十分に果たすべき責任を有する。 

 

２ 水防管理者の責任 

市長は、水防管理者として次の責任を有する。 

〈水防管理者の責任〉 

○随時区域内の河川、堤防等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直

ちに当該河川、堤防等の管理者に連絡し、必要な措置を求めなければならない。 

○洪水のおそれのあることを自ら知り、又は知事から通報を受け、水位が通報水位に達したと

き、その他水防上必要があると認めるときは、必要な対策を講じなければならない。 

○水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したとき、その他水防上必要があると認め

るときは、必要な対策を講じなければならない。 

○前項に述べるほか、水防法、水防計画に基づき必要な活動を実施しなければならない。 

 

３ 居住者等の協力 

市内に居住する者、又は水防の現場にいる者は、水防上やむをえない場合において、水防管理者、消

防機関の長（消防長）から水防活動に関する協力を要請されたときは水防活動に従事しなければならな

い。 

また、常に気象情報等に注意し、水害が予想される場合は進んで水防に協力しなければならない。 

 

第３ 長野市地域防災計画との関係 

本計画は、水災が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害対策本部を設置するまでに至らな

い場合の配備及び災害応急対策活動について定める。 

また、この計画は、長野県水防計画と整合を図り、長野市防災会議に諮って作成した計画であるとと

もに、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき長野市防災会議が作成する長

野市地域防災計画の部門計画である。なお、災害対策本部が設置された場合の配備及び災害応急対策活

動については、長野市地域防災計画の第４章「風水害対策計画」の定めによる。 

 

第４ 洪水予報河川、水位周知河川及び水防警報河川 

国又は県が指定した洪水予報又は水防警報等を発表し、又は水位情報の通知を行う市内の河川は、次

のとおりである。 
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〈市内の洪水予報河川・水防警報河川等〉 

種別 指定者 指定河川 

洪水予報河川 

（法第10条） 国土交通大臣 千曲川、犀川 

（法第11条） 知事 裾花川 

水位周知河川（法第13条） 知事 

蛭川、犀川（県管理区間）、

浅川、鳥居川 

水防警報河川（法第16条） 

国土交通大臣 千曲川、犀川 

知事 

裾花川、蛭川、犀川（県管理

区間）、浅川、鳥居川 

 

なお、その他の河川においても、堤高及び増水の割合から警戒を要すると判断される場合は、上記の

河川に準じて水防上必要な措置を講じる。 

 

第５ 用語の定義 

１ 水防管理団体 

 水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは水害予防組

合をいう（法第２条第１項）。 

 

２ 指定水防管理団体 

 水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として、知事が指定したものをいう（法第４条）。 

 

３ 水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者

をいう（法第２条第２項）。 

 

４ 水防協力団体 

一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、営利法人を含む民間法人、法人格を有しない自

治会、町内会、ボランティア団体等であって、水防業務を適切かつ確実に行うことができると認めて、

水防管理者が指定した団体をいう（法第36条第１項）。 

 

５ 洪水予報 

 重要河川で国土交通大臣又は県知事が定めた河川について、国土交通大臣又は県知事と気象庁長官が

共同してその状況を水位又は流量を示して発表する警報及び注意報をいう（法第10 条第２項、法第11 

条第1 項、気象業務法（昭和27年法律第165号）第14条の２第２項及び第３項）。 

 

６ 水防警報 

国土交通大臣又は県知事が指定した河川について、国士交通省又は県の機関が、洪水によって災害

が起こるおそれがあると認められるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう（法第

２条第７項、法第16条）。 

 

７ 水防団待機水位（通報水位） 

洪水のおそれがある場合に、関係者に通報しなければならない水位であり、量水標の設置されている

地点ごとに国土交通大臣又は県知事が定める水位で、各水防機関が水防体制に入る水位（法第12条第１

項に規定される通報水位）をいう。 
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８ 氾濫注意水位（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水による災害の発生を警戒すべきものとして

国土交通大臣又は県知事が定める水位（法第12条第２項に規定される警戒水位）をいう。水防団の出動

目安となる水位である。 

 

９ 避難判断水位 

氾濫注意水位（警戒水位）を超える水位であって、洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をい

う。避難準備情報発表の目安となる水位である。 

 

10 氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。避難勧告等の発

令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、法第13条第１項及び第２項に規定される特

別警戒水位に相当する。 

 

11 特別警戒水位 

法第13条第１項及び第２項に定める洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。氾濫危険水

位に相当する。国土交通大臣又は県知事は、指定した水位周知河川においてこの水位に到達したときは、

水位到達情報を発表しなければならない。 

 

12 重要水防区域 

堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される区域であり、洪水等に際して水防上、特

に注意を要する区域をいう。 
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第２節 水防配備 

 

災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合の配備態勢は、第１編「長野市地域防災計画」の

第４章「風水害対策計画」第２節「非常参集職員の活動」第１「職員の動員配備」の定めによる。 
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第３節 水防組織 

 

第１ 水防組織の形態 

水災が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、次表の組織規模で対応する。 

〈水防組織の形態〉 

組織形態 状  況 

水 防 本 部 

○水防警報の通知を受けたとき 

○市長が必要と判断したとき 

災 害 対 策 本 部 

○市内に甚大な被害が発生したとき、若しくは発生することが予想され

るとき。 

○市の広範囲に災害が発生したとき、若しくは発生することが予想され

るとき 

○市長が必要と判断したとき 

 

第２ 水防本部 

１ 水防本部の設置 

水防管理者（市長）は、水防警報の通知を受けたとき又は水災が発生し若しくは発生するおそれがあ

るときは、長野市水防本部（以下「本部」という。）を設置する。 

なお、設置・運営は、災害対策本部に準じて行う（第１編「長野市地域防災計画」の第４章「風水害

対策計画」第２節「非常参集職員の活動」第２「災害対策本部の設置」及び第３「災害対策本部の運営」

参照）。 

ただし、本部長が必要とする職員により組織した本部を設置することができる。 

 

２ 本部の組織 

本部の組織は、次の「長野市水防本部組織図」に示す構成とし、その役割は次のとおりとする。 

〈本部の役割〉 

本 部 長 市 長 本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 

副 本 部 長 危機管理防災監、副市長 

本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その

職務を代理する。 

本 部 長 付 教育長、上下水道事業管理者 本部長の命を受け、水防本部の事務に従事する。

また、本部長の命を受け、本部長付は特定の事務

を、本部員は部の事務を掌理する。なお、本部員

は事前に代行者を定めておく。 

本 部 員 

各部長、長野市保健所長、駅

周辺整備局長、会計局長、教

育次長（２）、議会事務局長、

上下水道局長、消防局長 

本部連絡員 本部長が指名する者 

部の所管する情報を本部長に報告する。また、本

部の情報を部に連絡する。 

班 長 各課長 本部員の命を受け、班の事務を掌理する。 

班 員 各課員 班長の命を受け、班の事務に従事する。 
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現地災害対策本部

長野市水防本部

組織図

学校教育部 学校教育班、保健給食班

上下水道部

総務班、営業班、水道整備班、水道維持班、浄水班、下水道整備班、下

水道施設班

消防部 総務班、予防班、警防班、通信指令班、消防署班

会計部 会計班、検査班

議会部 総務班、議事調査班

教育部 総務班、生涯学習班、文化財班

農林部

農業政策班、農業土木班、森林整備班、いのしか対策班、農業委員会事

務局班

［本部長が指名する者］

本部連絡員

国、県、自衛隊、警察、ライフ

ライン関係者等の職員

学識経験者

消防団員　　　　　　　　など

建設部 監理班、道路班、河川班、維持班、住宅班、建築班、建築指導班

都市整備部 都市計画班、市街地整備班、公園緑地班、まちづくり推進班

駅周辺整備部 駅周辺整備局班

こども未来部 こども政策班、子育て支援班、保育・幼稚園班

［本部員］

各部長

長野市保健所長

駅周辺整備局長

会計局長

教育次長(2)

議会事務局長

上下水道局長

消防局長

環境部

環境政策班、廃棄物対策班、生活環境班、清掃センター班、衛生セン

ター班

商工観光部 産業政策班、観光振興班

文化スポーツ振興部 文化芸術班、スポーツ班

保健福祉部

福祉政策班、生活支援班、高齢者福祉班、介護保険班、障害福祉班、

医療事業班、国民健康保険班

［副本部長］

危機管理

防災監

副市長

［本部長付］

教育長

上下水道事

業管理者

長野市保健所部 総務班、健康班、食品生活衛生班、環境衛生試験所班

財政部 財政班、契約班、管財班、市民税班、資産税班、収納班

長野市水防本部会議

［本部長］　市長 市民生活部

地域活動支援班、市民窓口班、支所班、戸籍・住民記録班、人権・男女

共同参画班

総務部

本部班、庶務班、職員班、職員研修所班、情報政策班、行政管理班、第

一庁舎・長野市芸術館建設事務局班、選挙管理委員会事務局班、監査

委員事務局班

長野市水防本部

企画政策部

秘書班、企画班、人口減少対策班、広報広聴班、交通政策班、東京事

務所班

 

 

長野市水防本部 

組織図 
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３ 本部会議 

本部長は、本部を設置したときは、直ちに、長野市災害対策本部規程に準じて、本部に長野市水防本

部会議（以下「本部会議」という。）を設置する。 

〈本部会議〉 

本部会議の開催時期 

○本部設置後 

○その他本部長が必要と認めた場合 

本部会議の構成員 

○本部長           ○副本部長 

○本部長付          ○本部員 

○本部長が指名する者 

事 務 局 ○総務部本部班 

報 告 事 項 

○各部の配備態勢 

○緊急措置事項 

協 議 事 項 

○被害状況に関すること 

○応急対策に関すること 

○本部の配備態勢の切替え及び解散に関すること 

○現地災害対策本部の設置に関すること 

○自衛隊、県、他市町村及び公共機関への応援要請に関すること 

○他市町村への応援協力に関すること 

○避難の勧告・指示、警戒区域の指定に関すること 

○災害救助法の適用に関すること 

○激甚災害指定に関すること 

○住民向緊急声明の発表に関すること 

○応急対策に要する予算及び資金に関すること 

○国、県等への要望に関すること 

○その他災害対策の重要事項に関すること 

 

４ 本部の業務分掌 

各部の所掌業務は、第１編「長野市地域防災計画」の第３章「震災対策計画」第２節「非常参集職員

の活動」第３「災害対策本部の運営」の定めによる。 

ただし、被害状況に応じて臨機応変に応急対策を実施するため、本部長又は部長の指示により、業務

分掌は変更される場合がある。 

 

第３ 本部の廃止又は災害対策本部への移行 

本部長は、警報が解除されたとき、又は水災のおそれが解消されたときは、本部を廃止する。 

また、本部は、長野市災害対策本部が設置されたときは、当該災害対策本部に移行する。 
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第４ 動員の方法 

１ 配備指令に基づく職員の動員 

各部長は、配備指令に応じ、職員について本部連絡員を通じて速やかに招集する。 

また、動員を受けた職員は速やかに所属先に参集する。ただし、勤務時間外等で「自動発令」に定め

る事項に該当する状況であることを知ったとき、又はその状況にあると推定されるときには、各配備基

準に該当する職員は、招集の連絡を待つことなく自主的に参集する。 

 

２ 水防団（消防団）の動員 

(1) 待機 

「待機」とは、水防団（消防団）の連絡員を本部に詰めさせ、団長は、その後の情勢を把握するこ

とに努め、また、団員は、直ちに次の段階に入りうるような状態におくことをいう。 

待機の指令は、水防に関係ある警報・注意報等が発令される等、必要と認めたときに発する。 

(2) 準備 

「準備」とは、水防団（消防団）の分団長が、所定の詰所等に集合し、資材及び器具の整備、点検、

団員の配備計画等に当たり、ダム、水門等水防上必要な工作物のある所へ団員の派遣及び堤防巡視等

のため、一部団員を出動させることをいう。 

準備の指令は、河川の水位が警戒水位に達し、なお上昇のおそれ等があり、かつ、出動の必要が予

測されたときに発する。 

(3) 出動 

「出動」とは、水防団（消防団）の全員が所定の詰所等に集合し、警戒配備につくことをいう。 

出動指令は、河川の水位がなお上昇する等、出動の必要を認めたときに発する。 
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第４節 重要水防区域 

 

本市にある河川のうち、特にその現状から、決壊・越水等の危険が予想され、水防上特に警戒を要する

区域を重要水防区域とする。 

 なお、本市の重要水防区域一覧表は、資料編第21－１を参照 
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第５節 気象情報・水防情報 

 

第１ 既往洪水到達時間 

千曲川及び犀川の既往洪水別観測所区間到達時間は、次のとおりである。 

〈既往洪水到達時間〉 

河川 地籍 区間距離（㎞） 到達時間(時間) 平均(時間) 

千曲川 

生田（上田市）～ 

杭瀬下（千曲市） 

25.7 0.0～2.0 1.3 

杭瀬下（千曲市）～ 

立ヶ花（中野市） 

31.0 5.0～8.0 6.5 

犀 川 

稲核ダム（松本市）～ 

熊倉（安曇野市） 

22.3 1.0～2.0 1.3 

熊倉（安曇野市）～ 

陸郷（安曇野市） 

13.9 0.0～2.0 0.5 

陸郷（安曇野市）～ 

小市（長野市） 

45.3 1.0～4.0 3.3 

小市（長野市）～ 

立ヶ花（中野市） 

23.2 3.0～7.0 4.6 

（北陸地方整備局千曲川河川事務所より） 

 

第２ 気象警報・注意報、水防情報等の伝達（気象業務法及び水防法関係） 

１ 実施責任者 

総務部危機管理防災課長は、気象警報・注意報等を収受したときは、関係各部に次の内容を速やかに

伝達する。住民に伝達する必要があるときは、防災行政無線固定系を用いて伝達する。 

〈関係機関に伝達する内容〉 

○気象警報、注意報等の内容     ○措置すべき事項の概要 

○留意すべき情報の伝達方法等 

 

２ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

(1) 特別警報・警報・注意報 

長野地方気象台は、大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注

意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」を、重大な災害が起こるおそれが著し

く大きい場合には「特別警報」を、市町村単位を基本に気象特性に基づき県内を79の区域に分け発表

している。 

なお、本市が属する予報区は、長野県北部（一次細分区域）、長野地域（市町村等をまとめた地域）、

長野市（二次細分区域）である。 

ア 特別警報 

警報の発表基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている

場合、特別警報を発表し、最大限の警戒を呼び掛ける。気象庁では、以下の６種類の特別警報を発

表している。 
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イ 警報 

警報とは、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報であり、気象庁で

は以下の７種類の警報を発表している。 

ウ 注意報 

注意報とは、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報であり、気象庁では以

下の16種類の注意報を発表している。 

〈特別警報・警報・注意報の種類〉 

特別警報 

大雨特別警報 大雪特別警報 暴風特別警報 暴風雪特別警報 波浪特別警報 

高潮特別警報 

警 報 大雨警報 洪水警報 大雪警報 暴風警報 暴風雪警報 波浪警報 高潮警報 

注 意 報 

大雨注意報 洪水注意報 大雪注意報 強風注意報 風雪注意報 波浪注意報 

高潮注意報 濃霧注意報 雷注意報 乾燥注意報 なだれ注意報 着氷注意報 

着雪注意報 融雪注意報 霜注意報 低温注意報 

 

(2) 気象情報（警報・注意報に先立つ注意喚起や警報・注意報の補完など） 

警報や注意報に先立って注意を呼びかけたり、警報や注意報の内容を補完するために発表する。ま

た、少雨や長雨などに関する情報も、気象情報として発表している。 

気象情報も、警報や注意報などと同じように関係行政機関、都道府県や市町村へ伝えられ、防災活

動等に利用されるほか、報道機関などを通じて地域住民の方々へ伝えられる。気象情報は、警報や注

意報と一体のものとして発表し、内容を補完するなど、防災上重要な情報である。 

〈主な気象情報の種類〉 

台風に関する 

気象情報 

（全般台風情報） 

台風が発生した時や、台風が日本に影響を及ぼすおそれがあったり、既に影響

を及ぼしている時に発表する。 

台風の実況と予想などを示した「位置情報」と防災上の注意事項などを示した

「総合情報」がある。 

高温注意情報 全国の都道府県を対象に、翌日又は当日の最高気温が概ね35℃以上になること

が予想される場合に「高温注意情報」を発表し、熱中症への注意を呼びかける。 

記録的短時間 

大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨量計によ

る観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）した

ときに、府県気象情報の一種として発表する。その基準は、１時間雨量歴代１位

または２位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めている。 

この情報は、大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生に

つながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために発表

するものである。 

竜巻注意情報 竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい

突風が発生しやすい気象状況になったと判断された場合に発表する。この情報の

有効期間は、発表から1時間である。 

気象情報 

（全般気象情報） 

（地方気象情報） 

（府県気象情報） 

全国を対象とする「全般気象情報」、全国を 11 に分けた地方予報区を対象とす

る「地方気象情報」、都道府県（北海道や沖縄県ではさらに細かい単位）を対象と

する「府県気象情報」がある。 

「大雨」「大雪」「暴風」「暴風雪」「高波」「低気圧」「雷」「降ひょう」「少雨」

「長雨」「潮位」「強い冬型の気圧配置」「黄砂」など、現象の種類によって様々な

種類がある。 
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〈気象台発表の大雨・洪水に関する警報・注意報の発表基準（長野市）〉 

種 類 

発 表 基 準 

１時間降水量 土壌雨量指数 流域雨量指数 

警

報 

大雨 

平坦地 45㎜以上 

70  

平坦地以外 50㎜以上 

洪水 

平坦地 45㎜以上 

 

犀川流域：53 鳥居川流域：13 

聖川流域：10 土尻川流域：14 平坦地以外 50㎜以上 

注

意

報 

大雨 

平坦地 25㎜以上 

56  

平坦地以外 30㎜以上 

洪水 

平坦地 25㎜以上 

 

犀川流域：42 鳥居川流域：10 

聖川流域： 8 土尻川流域：11 

平坦地以外 30㎜以上 

※平成25年11月11日現在  

 

〈気象警報・注意報、気象情報の伝達系統図〉 

 

 

長野地方 

気象台 

県危機管理防災課 

県水防本部（河川課） 

県 関 係 機 関 

国土交通省関係河川事務所 

県 警 察 本 部 

放送報道機関その他 

東日本電信電話株式会社(警報のみ) 

現 地 指 導 班 

（長野建設事務所） 

現 地 指 導 班 

（土尻川砂防事務所） 

（裾花ダム管理事務所） 

ダム･水門等管理者(警報のみ) 

警 察 署 

市危機管理防災課 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

日本気象協会 

気 象 庁 

市関係職員 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       は、オンラインによる伝達を示す。 

       は、気象情報システムからの電子メールによる伝達を示す。 
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３ 水防法に基づくもの 

(1) 洪水予報 

重要河川で国土交通大臣又は県知事が定めた河川について、国土交通大臣又は県知事と気象庁長官が

共同してその状況を水位又は流量を示して発表する警報及び注意報をいう（法第 10 条第２項、法第 11

条第１項、気象業務法（昭和27年法律第165号）第14条の２第２項及び第３項）。 

〈洪水予報の種類〉 

種類 発表基準 

洪水予報の標題 

（洪水危険度レベル） 

発表時期 

洪水 

警報 

溢水・氾濫等により国民

経済上重大又は相当な損

害を生ずるおそれがある

とき 

氾濫発生情報 

（レベル５） 

洪水予報区間内で、氾濫が発生した

とき 

氾濫危険情報 

（レベル４） 

基準地点の水位が氾濫危険水位に

達したとき 

氾濫警戒情報 

（レベル３） 

基準地点の水位が一定時間後に氾

濫危険水位に到達することが見込

まれるとき、あるいは避難判断水位

に達し、更に水位の上昇が見込まれ

るとき 

洪水 

注意報 

基準地点の水位が氾濫注

意水位を超え、なお水位

上昇により災害の発生す

るおそれがあるとき 

氾濫注意情報 

（レベル２） 

基準地点の水位が氾濫注意水位に

達し、更に水位の上昇が見込まれる

とき 

（発表なし） 

（レベル１） 

水防団待機水位に到達したとき 

 

〈水位情報及び危険レベルのカラー表示〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル５レベル５レベル５レベル５

レベル４危険レベル４危険レベル４危険レベル４危険 赤赤赤赤

レベル３警戒レベル３警戒レベル３警戒レベル３警戒 橙橙橙橙

レベル２注意レベル２注意レベル２注意レベル２注意 黄黄黄黄

レベル１レベル１レベル１レベル１ 青青青青

水防団待機水位

水防団待機水位

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫の発生

氾濫危険水位

（通報水位）

（警戒水位）

氾濫注意情報

氾濫警戒情報

氾濫危険情報

氾濫発生情報

水位 危険度レベル

洪水予報河川

（第10、11条）

氾濫警戒情報

水位周知河川

（第13条）

水防警報河川

（第16条）

水防警報（出動）

水防警報（準備）

氾濫警戒情報

（特別警戒水位） 水

位

の

公

表
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〈市内の洪水予報河川・水防警報河川等〉 

種別 指定者 指定河川 

洪水予報河川 

（水防法第10条） 国土交通大臣 千曲川、犀川 

（水防法第11条） 県知事 裾花川 

水位周知河川（水防法第13条） 県知事 

蛭川、犀川（県管理区間）、

浅川、鳥居川 

水防警報河川（水防法第16条） 

国土交通大臣 千曲川、犀川 

県知事 

裾花川、蛭川、犀川（県管理

区間）、浅川、鳥居川 

 

〈洪水予報河川等の指定及び水位観測所〉 

河川名 

水位観測

所名 

水位観測所の場所 設置者 

洪水 

予報 

河川 

水位 

周知 

河川 

水防 

警報 

河川 

千曲川 

杭瀬下 千曲市杭瀬下牛追 千曲川河川事務所 ○  ○ 

立ヶ花 中野市立ヶ花 千曲川河川事務所 ○  ○ 

犀川 

小市 長野市川中島町四ツ屋 千曲川河川事務所 ○  ○ 

陸郷 安曇野市明科南陸郷 千曲川河川事務所  ○ ○ 

弘崎 長野市信州新町 長野建設事務所  ○ ○ 

裾花川 岡田 長野市岡田 裾花ダム管理事務所 ○  ○ 

蛭川 豊栄 長野市松代町豊栄 長野建設事務所  ○ ○ 

浅川 富竹 長野市富竹 長野建設事務所  ○ ○ 

鳥居川 鳥居川 飯綱町三水倉井 長野建設事務所  ○ ○ 

 

ア 国土交通大臣が洪水予報を行う河川 

国土交通大臣と気象庁長官が共同して洪水予報を行う河川は、次のとおりである。 

水

系

名 

河

川

名 

区域 

水位又は流量

の予報に関す

る基準点 

担当官署名 

信

濃

川

水

系 

千

曲

川 

左岸 上田市大字大屋字向川原（大屋橋） 

右岸 上田市大字大屋字南遠川原       から 

生 田 

杭瀬下 

立ヶ花 

北陸地方整備局

千曲川河川事務

所 

 

長野地方気象台 

左岸 飯山市大字一山字十二平 

右岸 下高井郡野沢温泉村大字平林字広見   まで 

犀

川 

左岸 長野市大字塩生字臥部（両郡橋） 

右岸 長野市篠ノ井小松原字高松       から 小 市 

千曲川合流点                まで 
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〈洪水予報の伝達系統図〉 

 

 

イ 県知事が洪水予報を行う河川 

県知事と気象庁長官が共同して洪水予報を行う河川は、次のとおりである。 

〈県知事が洪水予報を行う河川〉 

水

系

名 

河

川

名 

区域 

水位又は流量

の予報に関す

る基準点 

担当官署名 

信

濃

川

水

系 

裾

花

川 

左岸 長野市大字南長野字鐘ヶ瀬 

右岸 長野市大字平柴（善光寺用水取水口） から 

左岸 長野市青木島町青木島字狐島 

右岸 長野市差出南三丁目（犀川合流点）  まで 

岡 田 

長野県建設部 

河川課 

 

長野地方気象台 

位置 

水防団待機 

水位(m) 

氾濫注意 

水位(m) 

避難判断 

水位(m) 

氾濫危険 

水位(m) 

長野市大字中御所岡田105 0.50 1.10 2.00 2.60 

 

長 野 地 方 気 象 台 

千 曲 川 河 川 事 務 所 

関 係 支 所 

関 係 機 関 

警 察 本 部 

放 送 機 関 
長 野 建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

県危機管理防災課 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

関係警察署 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       は、オンライン又は電子メールによる伝達を示す。 

       は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

上小・長野・北信地方事務所 

陸 上 自 衛 隊 

消 防 団 

市危機管理防災課 

東日本電信電話株式会社(警報のみ) 

 県水防本部（河川課） 
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〈洪水予報の伝達系統図〉 

 

 

関 係 支 所 

千 曲 川 河 川 事 務 所 

警 察 本 部 

放 送 機 関 

長 野 建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

県危機管理防災課 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

関係警察署 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、長野地方気象台から関係機関へ防災情報提供システム等による伝達を示す。 

       は、オンラインによる伝達を示す。 

       は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

長野地方事務所 

陸 上 自 衛 隊 

消 防 団 

市危機管理防災課 

東日本電信電話株式会社(警報のみ) 

長 野 地 方 気 象 台 

 県水防本部（河川課） 
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(2) 氾濫危険水位到達情報 

水防法に基づき、国土交通大臣又は県知事がその指定した河川について、水位又は流量を示して発

表する水位情報をいう。 

〈氾濫危険水位到達情報〉 

種類 発表基準 

避難判断水位到達情報 対象水位観測所の水位が氾濫危険水位に到達したとき 

〈氾濫危険水位到達情報を周知する河川〉 

河川名 

区域 対象水位観測所 水防 

情報 

通知者 

自 至 名称 位置 

避難判断 

水位 (m) 

氾濫危険 

水位 (m) 

蛭川 

長野市松代町豊栄

（鍋山川合流点） 

長野市松代町東

寺尾（千曲川合流

点） 

豊栄 

長 野 市

松 代 町

豊栄 

1.3 1.5 

長野建設 

事務所長 

犀川 

東筑摩郡生坂村北

陸郷字沢口（日野

橋） 

長野市信州新町

（更級橋） 

弘崎 

長 野 市

信 州 新

町 

5.8 6.5 

長野市信州新町（更

級橋） 

長野市塩生甲（両

郡橋） 

6.8 7.5 

浅川 

長野市浅川東条（東

条橋） 

上高井郡小布施

町吉島（千曲川合

流点） 

富竹 

長 野 市

富竹 

2.5 3.0 

鳥居川 

上水内郡信濃町柏

原（JR橋） 

長野市豊野町浅

野（千曲川合流

点） 

鳥居川 

飯 綱 町

三 水 倉

井 

2.5 2.8 

 

〈水位情報の伝達系統図〉 

 

 

長 野 地 方 気 象 台 

 県水防本部（河川課） 
関係支所 

国土交通省関係河川事務所 

放送・報道機関 

長 野 

建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

市危機管理防災課 

消防局通信指令課 

関 係 警 察 署 

（注）     は、水防本部からの防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

        は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

        は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

水位・雨量観測所 

陸 上 自 衛 隊 

県危機管理防災課 

警 察 本 部 

関係建設事務所 

関 係 地 方 事 務 所 

（水位情報通知者） 

消 防 団 

市 河 川 課 
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(3) 水防警報 

水防法に基づき、水防活動のために発表する警報をいう。千曲川及び犀川（両郡橋から千曲川合流点ま

で）については千曲川河川事務所から、裾花川、蛭川、浅川、鳥居川及び犀川の県管理部分（日野橋から

両郡橋まで）については長野建設事務所から発表される。 

〈水防警報の種類〉 

種 類 段 階 発表基準 

水防警報 

準 備 

雨量、水位、流量その他の河川の状況により必要と認められると

き、又は、水位が水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超える

おそれがあるとき 

出 動 

水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇のおそれがあり、水防活動

の必要があるとき 

状 況 

出動が長時間にわたる場合、あるいは気象条件、水防活動に変化

等が生じたとき 

解 除 

水位が氾濫注意水位を下回り、かつ、水防活動の必要がなくなっ

たとき 

 

ア 国土交通大臣が水防警報を行う河川 

国土交通大臣が指定した河川における水防警報の発表は、千曲川河川事務所長が行う。水防警報を

行う河川及び水防警報の段階と範囲は、次のとおりである。 

〈国土交通大臣が水防警報を行う河川〉 

河川名 区   域 

延長 

(㎞) 

水防警報 

発表責任者 

千曲川 

左岸 上田市大字大屋字向川原 

右岸 上田市大字大屋字南遠川原 （大屋橋）    から 

左岸 飯山市大字一山字十二平 

右岸 下高井郡野沢温泉村大字平林字広見 （湯滝橋）まで 

87.5 

千曲川河川 

事務所長 

犀 川 

左岸 松本市安曇川端 

右岸 松本市波田前淵 （新淵橋）         から 

幹川合流点                    まで 

44.6 

〈水防警報の対象となる水位観測所〉 

河川名 

観測 

所名 

位置 

水防団待機 

水位(m) 

氾濫注意 

水位(m) 

避難判断 

水位(m) 

氾濫危険 

水位(m) 

計画高 

水位(m) 

千曲川 

杭瀬下 

千曲市杭瀬

下 

0.70 1.60 4.60 5.00 5.42 

立ヶ花 

中野市立ヶ

花 

3.00 5.00 9.10 9.60 10.75 

   （※10.10） (※10.60） 

犀川 

陸郷 

安曇野市明

科南陸郷 

2.50 3.30 4.50 

4.80(特別警

戒水位) 

7.47 

小市 

長野市川中

島町 

-0.50 0.00 1.50 1.80 5.03 

※立ヶ花観測所区間の長野市における避難判断水位及び氾濫危険水位 

（杭瀬下観測所及び小市観測所の各水位は、長野市内の地点を基に設定） 
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〈水防警報の段階と範囲〉 

段階 内容 範囲 

準備 水防資器材の整備、点検及び水門等の開

閉の準備並びに水防団及び消防団の幹

部の出動 

水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超える

おそれのあるとき 

出動 水防団員（消防団員）の出動 氾濫注意水位以上に上昇するおそれのあるとき

で、氾濫注意水位に達すると予想されるとき 

解除 水防活動の終了 氾濫注意水位以下に下がり水防作業の必要がな

くなったとき 

状況 水位、雨量等水防活動に必要な状況 水防活動に必要があるとき 

〈水防警報の伝達系統図〉 

 

 

（注）    は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

       は、防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

       は、統一河川情報システムによる情報提供を示す。 

       は、電子メールによる伝達を示す。 

       は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

長 野 地 方 気 象 台 

北 陸 地 方 整 備 局 

関係支所 

千曲川河川事務所 

警 察 本 部 

国 土 交 通 省 本 省 

長 野 建 設 事 務 所 

水位･雨量観測所 

放 送 ・ 報 道 機 関 

消防局通信指令課 

市 河 川 課 

関 係 警 察 署 

陸 上 自 衛 隊 

消 防 団 

市危機管理防災課 

 県水防本部（河川課） 

JR東日本長野支社 

しなの鉄道株式会社 

県危機管理防災課 

関 係 地 方 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

戸 倉 出 張 所 

長 野 出 張 所 

中 野 出 張 所 
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イ 県知事が水防警報を行う河川 

県知事が指定した水防警報を行う河川、水防警報の段階と範囲は、次のとおりである。 

〈県知事が水防警報を行う河川〉 

河川名 

区域 対象水位観測所 

水防 

警報 

発表者 

自 至 名称 位置 

水防団 

待機水位 

(m) 

氾濫注意 

水位(m) 

裾花川 

長野市（善光

寺用水裾花取

水口） 

長野市青木島町

青木島甲（犀川

合流点） 

岡田 

長野市岡

田 

0.5 1.1 

長

野

建

設

事

務

所

長 

蛭川 

長野市松代町

豊栄（鍋山川

合流点） 

長野市松代町東

寺尾（千曲川合

流点） 

豊栄 

長野市松

代町豊栄 

0.5 1.0 

犀川 

東筑摩郡生坂

村北陸郷字沢

口（日野橋） 

長野市塩生甲

（両郡橋） 

弘崎 

長野市信

州新町 

3.6 5.2 

浅川 

長野市浅川東

条（東条橋） 

上高井郡小布施

町吉島（千曲川

合流点） 

富竹 

長野市富

竹 

1.2 1.8 

鳥居川 

上水内郡信濃

町柏原（JR橋） 

長野市豊野町浅

野（千曲川合流

点） 

鳥居川 

飯綱町三

水倉井 

1.5 1.9 

〈水防警報の段階と範囲〉 

水 防 警 報 

発令の基準 

対象水位観測所の水位が水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を超えるおそれ

があるとき、水防活動の必要が予測されたとき、及び、水位が氾濫注意水位に

達し、なお上昇のおそれがあり、水防活動の必要があるときとする。このほか、

必要に応じて水防警報を発令することがある。 

水 防 警 報 

解除の基準 

水位が氾濫注意水位以下に下がり、水防作業の必要がなくなったときとする。

ただし、その間に水防活動上必要な洪水状況について適宜情報を発する。 

水防警報の 

発 令 段 階 

 

 

第１段階 準備 

水防資材及び器材の整備、点検及び水門等の開閉

の準備並びに水防団及び消防団の幹部の出動 

第２段階 出動 水防団員及び消防団員の出動 

第３段階 解除 水防活動の終了 

その他 状況 水位、雨量等水防活動が必要な状況 
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〈水防警報の伝達系統図〉 

 

 

第３ 気象情報等の収集、整理及び伝達 

１ 実施責任者 

総務部危機管理防災課長（総務部本部班長）は、関係機関と緊密な連絡を取り、気象情報等を収集し、

関係各部に伝達し、災害応急対策活動の効率的な運用を図る。 

 

２ 実施方法 

(1) 気象情報等の収集 

関係機関との連携及び各種情報収集システムによって、気象情報を収集する。 

ア 防災情報収集システム 

防災情報収集システムは、観測所における雨量観測値をもとにあらかじめ設定してあるCritical 

Line（CL）によって土砂災害発生の危険性を評価する。注意基準及び警戒基準を超えると、長野市

防災気象情報に注意又は警戒表示をする。同時に、メール送信機能によって関係職員に通報される。 

イ 千曲川防災情報提供システム 

千曲川防災情報提供システムにより、千曲川河川事務所からオンラインで水位、雨量等の情報の

提供を受けている。これにより観測点及びその上流域の水位状況を把握し、避難勧告の発令の判断

資料とする。 

ウ 気象情報オンラインシステム 

気象情報オンラインシステムにより、（財）日本気象協会からオンラインで気象情報の提供を受け

ている。メール送信機能によって、長野地方気象台が気象注意報警報を発表した場合関係職員に通

報される。 

長野地方気象台 

 県水防本部（河川課） 

関係支所 

国土交通省関係 

河 川 事 務 所 

放送・報道機関 

長 野 

建 設 事 務 所 

ダム･水門等管理者 

市危機管理防災課 

消防局通信指令課 

関 係 警 察 署 

（注）      は、ＮＴＴファクシミリ等による伝達を示す。 

         は、県水防本部からの防災行政無線によるファクシミリ伝達を示す。 

         は、電子メール、電話などによる伝達を示す。 

水位・雨量観測所 

陸 上 自 衛 隊 

県危機管理防災課 

警 察 本 部 

関 係 建 設 事 務 所 

消 防 団 

市 河 川 課 

関 係 地 方 事 務 所 
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(2) 気象情報等の整理・伝達 

雨量、水位、気象情報等を整理して、適時、関係部に伝達する。 

 

(3) 降雨状況の把握 

関係各部においては、伝達を持つことなく下記の手段を利用することによって降雨状況を把握する

ことができる。 

〈降雨状況の把握手段〉 

音声自動応答（雨量） 

（TEL 223-4003） 

防災情報収集システムによって観測された市内雨

量局の降雨状況を、合成音声により応答する。 

音声自動応答（水位） 

（TEL 223-4002） 

市内水路の水位状況を、合成音声により応答する。 

長野市ホームページ「緊急・防災情報」 

（http://www.city.nagano.nagano.jp/） 

長野市ホームページ上で、防災情報収集システム

によって観測された市内雨量局の降雨状況を公開

している。 

長野県河川砂防情報ステーション 

（http://www.sabo-nagano.jp/dps/） 

長野県、気象庁、国土交通省が観測している雨量

や水位の情報を提供している。 

 

第４ 異常現象発見時の措置 

１ 異常現象の報告 

職員は、災害に係る異常な現象を発見したときは、直ちに総務部危機管理防災課長（総務部本部班長）

に報告するか、又は１１９番通報を実施する。 

〈異常現象の種類〉 

気 象 

○強い突風         ○竜巻         ○強い降ひょう 

○激しい雷         ○大雨    など 

水 象 

○河川又はため池の異常な水位上昇、氾濫 

○異常な湧水        ○洪水    など 

土 砂 災 害 

○地割れ（亀裂）      ○地すべり（土塊の移動） 

○崖崩れ、山崩れ、落石   ○土石流（山津波、鉄砲水） 

○地表面の沈下・隆起           など 

 

２ 報告の方法 

 無線機又は最寄りの電話機から１１９番通報により報告する。また、報告の際は、おおむね次の内容

について具体的に報告する。 

〈報告の内容〉 

○異常現象の種類        ○異常現象の発見日時 

○異常現象の発見場所      ○異常現象の状況（規模・程度、拡大・進展の可能性） 

○報告後の連絡方法及び連絡先  ○情報発信者の氏名、電話番号等 

 

３ 情報を収受したときの措置 

(1) 消防局（消防部）の措置 

ア 情報の収受 

上記の報告内容について漏れなく収受する。 

イ 報告者への事後措置の応急指示 

報告者への事後措置について、応急的な指示を行う。 
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ウ 情報の伝達 

総務部危機管理防災課長（総務部本部班長）に報告内容を直ちに伝達する。 

(2) 総務部危機管理防災課長（総務部本部班長）の措置 

ア 情報の収受 

上記報告内容について漏れなく収受する。 

イ 報告者の事後措置の応急指示 

報告者への事後措置について、関係各班長へ応急的な指示を行う。 

ウ 情報の伝達 

報告の内容を検討し、必要に応じて、関係各部に伝達する。 

エ 事後の情報収集 

第一報の後の情報収集を報告者又はこれに代わる者を通じて収集し、災害予防又は災害の拡大防

止を図る。 

 

第５ 雨量観測及び通報 

水防本部は、気象情報により相当の雨量があると認められるときは、関係機関と連絡をとって雨量の

状況を把握し、水防本部長に報告するとともに、必要に応じて関係機関、団体、区長及び住民に通報す

る。通報雨量は、次のとおりである。 

〈通報雨量〉 

○24時間以内に50㎜以上の降雨があったとき 

○連続雨量80㎜の雨量があったとき 

○前各号の通報発信後、なお引き続き降雨のあったときは、以後標準時1 時間ごとに通報する。 

 

第６ 水位観測 

上流域の水位状況の情報を的確に入手し、早期に警戒体制を整える。 

 

第７ 裾花川系ダム放流時の対応 

裾花川に設置されている３か所のダムでは、降雨時（降雨前）にダム内の水位上昇を抑制するため放

流（予備放流）を行う。放流が行われると、裾花川の水位が上昇し水勢が強くなることから河川敷内に

おいて人的な被害が発生するおそれがあるため、各ダム管理事務所より通知を受けたときは、総務部危

機管理防災課長は、「裾花系ダム放流時の対応マニュアル」により対応する。 

 

第８ 犀川系ダム放流時の対応 

犀川に設置されている５か所のダムでは、降雨時（降雨前）にダム内の水位上昇を抑制するため放流

（予備放流）を行う。水内ダムにて毎秒800トンを超える放流が行われる場合、今後の対策を検討する

ため、東京電力犀川総合制御所より通知を受けたときは、信州新町支所長は、「犀川警戒配備基準」に

より対応する。 
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第６節 水防活動 

 

第1 実施責任者 

水防活動の責任者は、次のとおりである。 

〈水防活動の実施責任者〉 

水防管理者 

（市長） 

水害報告・情報連絡 

水防活動の総括、他市町村への応援要請 

消防機関への出動指示 

警察官の出動要請、避難指示、立退指示 

消防機関（署と消防団） 警戒区域の設定、立入禁止、立退命令 

警察官 緊急自動車の通行許可、出動・職権での避難指示 

国 重要河川の水防指示・勧告・助言 

県 緊急時の水防指示・勧告・助言、自衛隊の出動要請 

 

建設部河川班長・維持班長、消防部警防班長は、洪水又は土砂災害（地すべり、山崩れ、崖崩れ、土

石流）のおそれがあるときは、災害を未然に防ぐため、水防活動を行う。また、消防局（団）員の水防

時の活動は、消防局水災警防規程及び消防団災害活動等に関する規程による。 

なお、災害に係る情報の収集については、総務部本部班と連携し、災害の拡大防止及び現状復旧につ

いては、建設部河川班長・維持班長・道路班長、農林部農業土木班長、市民生活部支所班及び関連機関

等と連携して実施する。 

 

第２ 災害に係る情報の収集・整理及び対策検討 

建設部河川班長、消防部警防班長、総務部庶務班長は相互に緊密な連絡を取り合い、洪水又は土砂災

害の発生状況の把握に努めるとともに、情報の確保に努め、これを整理する。 

なお、情報収集・整理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 

各班は上記の情報を共有して総合的に判断し、効率的な水防対策活動の実施を図る。 

〈情報収集・整理・対策検討事項〉 

○災害の発生場所 

○災害の発生日時 

○災害の規模 

○災害の発生原因 

○災害の拡大可能性 

○被害状況（堤防、道路、橋りょう、砂防・治山施設、その他防災施設（排水ポンプ場（排水

機場）、水門、消防署等）、住家） 

○防災施設の稼働状況（排水ポンプ場（排水機場）、水門） 

○避難勧告、指示の発令（必要性、対象地区、伝達方法、避難所開設） 

○水防活動の箇所、方法 

○応援要請の必要性 
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第３ 水防活動 

１ 河川、雨水調整池、ため池等の巡視・点検 

建設部河川班長、建設部維持班長、農林部農業土木班長、消防部警防班長は随時連携して、河川、雨

水調整池、ため池の水位、水勢を巡視し、堤防に洗堀、はらみ出し等の異常がないか点検する。 

また、道路、橋りょう及び砂防・治山施設については、建設部河川班長、建設部道路班長、建設部維

持班長、農林部農業土木班長、農林部森林整備班長が連携し、斜面・のり面、河川・渓流等を巡視し、

施設の異常及び被災危険性を点検する。 

巡視・点検は、消防団の協力のもとに実施する。 

上記の巡視点検中に施設の異常又は異常現象（災害を含む）を発見したものは、第５節第４「異常現

象発見時の措置」に準じ、これを通告又は通報する。また、その内容に基づき、関係担当班長は、水防

対策活動の検討を行う。 

 

２ 水防対策活動 

洪水又は土砂災害が発生したときは、災害の拡大を防ぎ、現状復旧を図る目的で水防対策活動を行う。 

洪水対策は、建設部河川班長、建設部維持班長、消防部警防班長が連携して、関係班長及び消防団と

水防対策活動を実施し、災害防止、又は災害の軽減に努める。 

土砂災害対策は、建設部河川班長、建設部維持班長、建設部道路班長、消防部警防班長、農林部農業

土木班長、農林部森林整備班長が連携して、適切な工法をもって、災害防止、災害の軽減又は応急復旧

に努める。 

 

３ 情報のとりまとめ・報告 

(1) 決壊通報 

堤防等が決壊した場合は、水防管理者（市長）及び水防団（消防団）長は、この状況を千曲川河川

事務所、長野建設事務所、警察署及び隣接の水防管理団体に通報する。 

(2) 被害情報の取りまとめ・報告 

市各部、防災関係機関は、収集した情報、調査結果、応急対策実施状況等をとりまとめ、総務部庶

務班へ報告する。 

また、総務部庶務班は市全体のとりまとめを行い、本部長へ報告するとともに、長野建設事務所を

通じて県水防本部（建設部河川課）又は千曲川河川事務所に通報する。 

 

４ 水門・排水ポンプ場（排水機場）の操作及び巡視 

洪水対策としての水門・排水ポンプ場（排水機場）の操作にあたっては、各々の管理規定に基づき効

率的に実施するものとするが、千曲川・犀川等の水位を考慮し、関係機関と協議して、河川の溢水、堤

防決壊等の大災害を招かぬよう十分考慮する。 

建設部河川班、農林部農業土木班は排水ポンプ場（排水機場）等の巡視を行い、状況等を確認する。 

 

５ 資器材の調達 

水防対策活動に際し、水防倉庫備蓄資材又はその他関係各班の所有する資器材では不足する場合は、

財政部契約班長の協力を得て調達する。 

 

６ 公用負担 

水防対策活動上必要があるときは、水防管理者（市長）及び水防団（消防団）長又は消防機関の長（消

防長）は、次の権限を行使することができる、ただし、公用負担の権限を行使することによって、損失

を受けた者に対しては、時価によりその損失を補償する。（根拠法令:水防法第28条） 
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〈公用負担の権限〉 

○必要な土地の一時使用         ○土、石、竹、木その他の資材の使用 

○車両その他の運搬具又は機械器具の使用 ○工作物その他障害物の処分 

 

第４ 避難 

１ 水防法による警戒区域の設定 

警戒区域の設定は、法に基づいて行う。 

〈水防法による警戒区域の設定〉 

設定者 設定要件 根拠法令 

消 防 職 員 

消 防 団 員 

水防上緊急の必要がある場合において、水防活動の確保を目

的に設定する 

水防法第21条 

警 察 官 
上記に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があっ

たとき 

 

２ 水防法による避難のための立ち退き指示 

県知事、その命を受けた職員又は水防管理者（市長）は、洪水により著しい危険が切迫していると認

められる場合には、必要と認める区域の住民に対し避難の指示を実施する（水防法第29条）。 

 

３ 災害対策基本法による避難対策 

市内に甚大な被害が発生したとき、若しくは発生することが予想され、水防本部が災害対策本部に移

行した場合は、地域防災計画に準じて避難対策を実施する。 

 

第５ 協力・応援 

１ 河川管理者の協力 

 国土交通省北陸地方整備局長及び県知事は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行

う水防のための活動に次の協力を行う。 

〈河川管理者の協力が必要な事項〉 

○河川に関する情報の提供 

○重要水防箇所の合同点検の実施 

○水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

○水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理

者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の貸与 

○水防活動の記録及び広報 

 

２ 特定緊急水防活動 

 国土交通大臣は、洪水等による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認

めるときは、次に掲げる水防活動を行うことができる。 

(1) 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

(2) 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動 
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第６ 経費の負担 

水防対策活動を実施するために支出する費用は、本市が負担する。 

 

第７ 水防配備の解除 

水防配備の解除は、水位が降下して水防作業の必要がなくなり、水防本部長又は水防管理者（市長）

が水防解除の指令をしたときとする。 

水防団（消防団）員は、上記の水防配備の解除があるまでは、自らの判断により、当該部所を離れて

はならない。 

水防団長は、水防配備の解除後、水防作業に従事した人員、使用資器材及び作業箇所を点検し、その

概要を直ちに水防管理者（市長）に報告する。 

 

第８ 水防の報告 

水防管理者（市長）は、水防実施後10日以内にその状況を「水防法施行細則」(昭和26年 5月 17日

付、長野県規則第42号)に定める様式により、長野建設事務所長を経由して知事に報告する。 
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長野市地域防災計画策定の経緯 

昭和43年 長野市地域防災計画作成 

昭和51年 第１回修正 

昭和55年 第２回修正 

昭和56年 第３回校正 

平成２年 第４回修正 

平成５年 第５回修正 

平成７年12月21日 平成 7年度防災会議開催 第６回修正 

平成14年３月25日 平成13年度防災会議開催 第７回修正 

平成19年２月23日 平成18年度防災会議（第２回）開催 第８回修正 

平成24年８月29日 平成24年度防災会議開催 第９回修正 

平成26年11月４日 平成26年度防災会議開催 第10回修正 

平成28年２月18日 平成27年度防災会議開催 第11回修正 

 

長野市水防計画策定の経緯 

昭和26年 水防法第４条による水防指定管理団体となる 

昭和62年４月１日 長野市水防協議会条例施行 

昭和62年９月29日 長野市水防協議会発足（第１回） 

昭和62年10月28日 「長野市水防計画」の県承認 

昭和63年７月１日 長野市水防協議会開催（第２回） 

平成４年２月20日 長野市水防協議会開催（第３回） 

平成３年３月６日 「長野市水防計画」の県承認 

平成10年１月６日 長野市水防協議会開催（第４回） 

平成10年１月21日 「長野市水防計画」の県承認 

平成13年２月７日 長野市水防協議会開催（第５回） 

 長野市水防協議会を廃止し、長野市水防計画は長野市防災会議に諮って

策定することとした 

平成14年３月25日 長野市防災会議開催 

平成19年２月23日 長野市防災会議開催（平成18年度 第２回） 

平成24年８月29日 長野市防災会議開催 

平成26年11月４日 長野市防災会議開催 

平成28年２月18日 長野市防災会議開催 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野市地域防災計画 

長 野 市 水 防 計 画 

【総合編】 

 

      編集発行 長野市防災会議 

      事 務 局 長野市総務部危機管理防災課 

           〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613 

           電話 026-224-5006（危機管理防災課） 

 

 


